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序章 

 

 

損益計算書の｢売上高｣は、「売上高」「売上収益」「営業収益」などの表示で、実現収益と

して経営成績を表す財務業績指標および内部管理指標として、従来から多くの企業で用い

られてきた1。一方で、近年では IR(Investors Relations)のもとに企業価値が意識され、「企

業価値向上」を経営目標に掲げ、これを受けた業績指標目標として ROE(Return on Equity、

株主資本利益率)や ROI(Return on Investment、投下資本利益率)を用いることが多くなっ

ている2。しかしながらこのような動向の中でも、財務業績指標および内部管理指標として

｢売上高｣は依然として重視され、広く利用されている3。すなわち、｢売上高｣は現在でも企

業業積を知る上での財務情報として最重要指標の一つといえる。 

わが国では従来、｢売上高｣を中心とした収益に関する認識基準に限らず、諸会計基準は主

として会計実務の集積を一般化し基準にまとめ上げるという「ボトムアップ方式」で設定さ

れてきた。わが国では IASB や FASB が形成した概念フレームワークから会計基準、解釈

指針という｢会計基準の一体的ヒエラルキー構造｣はなく、帰納法的に形成されてきたとい

える4。収益認識については、これまで、わが国では包括的な会計基準がなく、企業会計原

則における「損益計算書原則」が実現主義を規定するにとどまっていて、これが一般的に適

用されてきた5。 

 
1 わが国の新収益認識基準では表示する具体的な勘定科目名称を規定していない。(ASBJ, 

企業会計基準第 29 号｢収益認識に関する会計基準｣, 2020a 年, 第 155 項)。 
2 「伊藤レポート」がわが国を代表する大手企業の ROE は世界トップ企業と較べて著し

く低く、ROE8%を目指すべきと提言した。(経済産業省「『持続的成長への競争力とイ

ンセンティブ～企業と投資家の望ましい関係構築～』プロジェクト(伊藤レポート)最終

報告書｣, 2014 年, 6 頁。) わが国の企業はこれにしたがい決算発表で積極的に ROE を

用い、財政状態・経営成績や今後の見通し・経営目標の説明を行っている。 
3 先行研究ではいくつかの企業へのアンケート調査で示されている。例えば､ 川野克典

「日本の管理会計・原価計算の現状と課題」『商学研究』(日本大学) 第 30 号,  2014

年,  55-86 頁。塚原慎・中村亮介・小澤康裕, 日本会計研究学会第 79 回大会自由論題

報告論文「新収益認識基準が企業に及ぼす影響 –上場企業へのアンケート調査に基づ

いて-」, 2020c 年, 13 頁。横田絵里・鬼塚雄大, 日本会計研究学会第 79 回大会自由論

題報告論文「わが国マネジメント・コントロールにおける経営企画部門の実態」, 2020

年, 5-7 頁。 
4 2001 年に公益財団法人財務会計基準機構(FASF)が民間団体として発足し、その組織と

して企業会計基準委員会(ASBJ)が会計基準設定主体としての活動を開始した。企業会計

基準委員会は 2006 年に討議資料｢財務会計の概念フレームワーク｣を公表するなど「会

計基準の体系化」に向けて取り組んでいる。 
5 企業会計審議会｢企業会計原則｣, 1982 年, 第二 損益計算書原則 3B。なお、わが国の会

計基準レベルとして、この他に存在したのは｢工事契約に関する会計基準｣と｢ソフトウ

ェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い｣のみであった。(ASBJ, 企業会計基

準第 15 号｢工事契約に関する会計基準｣ 2007d 年。ASBJ, 実務対応報告第 17 号｢ソフ

トウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い｣2006a 年。) 
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他方で、米国財務会計基準審議会(以下、「FASB」)と国際会計基準審議会(以下、「IASB」)

は「一組の高品質な会計基準の開発」を目標に掲げ、「会計基準のコンバージェンス」活動

を進め、2002 年に共同プロジェクトを発足させ､収益についての新しい包括的な認識基準

の開発の議論を深めてきた。その活動結果として両審議会は 2014 年 5 月に、新しい収益認

識基準「顧客との契約から生じる収益」(以下､｢Topic606/IFRS15｣)を公表し､2018 年 12 月

期以降の適用を開始した｡ 

その Topic606/IFRS15 の開発を受け､わが国でも企業会計基準委員会（以下、「ASBJ」）

より包括的な収益認識基準として､2018年 3 月 30日に企業会計基準第 29 号｢収益認識に関

する会計基準｣およびその適用指針(以下､｢会計基準第 29 号｣および｢適用指針第 30 号｣)が

公表された｡わが国では、米国会計基準／国際財務報告基準(以下､「IFRS 等」)を適用する

会社は､2018 年 12 月期以降の連結財務諸表に Topic606/IFRS15 が適用されると同時に､事

業年度の個別財務諸表に会計基準第 29 号が任意適用することが認められた｡ 

現在、Topic606/IFRS15 は、欧州、米国をはじめ世界の相当広範囲の証券市場で、わが国

でも IFRS 適用企業の連結財務諸表に対して適用されている。また Topic606/IFRS15 との

比較可能性を重視して開発された会計基準第 29 号が 2022 年 3 月期以降の会計年度／事業

年度に連結財務諸表／個別財務諸表で全面的に適用された。これら新収益認識基準の適用

によって、損益計算書のトップ・ラインである収益に関する認識基準は国際的にほぼ同一の

会計基準となり、この観点からして当基準開発は重要な意味を有している。 

Topic606/IFRS15 の開発前は、大部分の収益取引は「稼得過程」が実質的に完了し、かつ

対価についての「実現」または「実現可能」により認識されてきた。しかしながらこの基準

下で作成された情報は、必ずしも投資者の意思決定に対して最も有用な情報とは限らない6。

当時の FASB と IASB の収益認識に関する問題意識は次の通りであった7。 

第一に、収益認識の会計基準としての曖昧さの解消。旧来の、稼得過程アプローチに基づ

く収益認識では、解釈が曖昧になり同種の取引でも異なる会計処理が行われる場合がある

ということ。 

第二に、概念フレームワークと各会計基準間との理論的整合性。資産負債アプローチで規

定された概念フレームワークのもとに各会計基準は設定されるが、現行の収益認識基準は

「実現」と「稼得」をベースとする実現稼得過程アプローチが採られており、理論的に整合

していないということ。 

第三に、すべての取引種類に対する収益認識基準の網羅性。すなわち、現在の収益認識基

準はすべての収益取引をカバーしていないということ。 

 
6  IASB, Discussion Paper: Preliminary Views on Revenue Recognition in Contracts 

with Customers. 2008, paras.1.1-1.2. 
7 Ibid, para.1.3, para.1.8, para.1.10, and paras.1.12-1.16. FASB, Statement of Financial 

Accounting Concepts No.5: Recognition and Measurement in Financial Statements of 
Business Enterprises, 1984, para.83. FASB, Statement of Financial Accounting 

Concepts No.6, Elements of Financial Statements, 1985, para.79. 
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これらの問題を解消するため、FASB/IASB 共同プロジェクトは 2002 年に、従来の会計

実務を支えてきた収益費用アプローチではなく、概念フレームワークと整合的な資産負債

アプローチの採用を方針に据え、解釈の余地を極力なくすべく包括的な収益認識基準の開

発に着手した8。 

従来の収益認識基準について確認すると、わが国の会計基準(以下、｢J-GAAP｣)のみでな

く、米国会計基準(以下、｢US-GAAP｣)および IFRS も共に、収益は｢稼得｣および｢実現概念｣

によって認識されていた9。企業が収益を発生させる企業活動を行い、その結果として対価

が実現あるいは実現可能になった時点に収益は認識された。わが国では、税法と企業会計原

則との調整に関する意見書(小委員会報告)は、「販売によって獲得した対価が当期の実現し

た収益である。販売基準に従えば、一会計期間の収益は、財貨または役務の移転に対する現

金または現金同等物(手形、売上債権等)の資産の取得による対価の成立によって立証された

ときにのみ実現する」としている10。また企業会計原則では、「売上高は、実現主義の原則に

従い、商品等の販売または役務の給付によって実現したものに」限り認識するとされる11。 

US-GAAP の観点では、かつて 1950 年代のペイトン・リトルトンは収益が認識される条

件として「第一に法的な販売または同様な過程による転換、そして、第二に流動資産の取得

による確定」を指定している12。その後、第二の「流動資産取得による確定」条件が「実現

可能」まで含めるように条件が拡大・緩和されていった13。その後 1980 年代以降 FASB 財

務会計概念ステートメント第 5 号においては、収益の認識は「(a)実現したまたは実現可能

および(b)稼得される、という二つの要件」の考慮を必要とするとされる14。 

 
8 FASB/IASB, NEWS RELEASE 09/17/02: FASB and IASB Will Hold Joint Meeting in 

Support of Convergence of Global Accounting Standards, 2002a. 辻山栄子｢正味ポジ

ションに基づく収益認識 －その批判的検討－｣『企業会計』第 61 巻第 9 号, 2009 年, 8

頁。 なお「収益費用アプローチ」「資産負債アプローチ」とは、「収益費用観」「資産負

債観」という会計観から展開されたという実践アプローチ(概念を決める考え方および方

法論等)である。(徳賀芳弘「負債と経済的意義」斎藤静樹・徳賀芳弘責任編集『企業会

計の基礎概念』, 中央経済社, 2011 年, 115-117 頁。) 
9 AAA, Committee on Accounting Concepts and Standards, Accounting and Reporting 

Standards for Corporate Financial Statements -1957 Revision-, The Accounting 
Review, Vol. 32, No. 4, 1957, pp.536-546. AAA, 1964 Concepts and Standards 

Research Study Committee, The Realization Concept, The Accounting Review, Vol. 

40, No. 2, 1965, pp.312-322. FASB (1984), op. cit. IASB, International Accounting 

Standard No.18 Revenue, 1993a. 企業会計審議会 (1982)。 
10 企業会計基準審議会 ｢税法と企業会計原則との調整に関する意見書｣. 1952 年, 総論  

第一 租税目的のための会計原則の適用 二 実現主義の原則の適用。  JICPA, 会計制度

委員会研究報告第 13 号｢我が国の収益認識に関する研究報告(中間報告) –IAS 第 18 号

『収益』に照らした考察-｣,2009b 年, 1 頁。  
11 企業会計審議会(1982), 第二 損益計算書原則 3B.  
12 中島省吾訳『会社会計基準序説』改訂版, 森山書店, 1958 年, 84 頁。 
13 AAA (1957), op. cit. AAA (1964), op. cit. 
14 FASB (1984), op. cit., para83. (平松一夫・広瀬義州訳『FASB 財務会計の諸概念』増補

版, 中央経済社, 2002 年, 249 頁。)  
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IFRS については、物品販売の基準では、①所有に伴う重要なリスクおよび経済価値が買

い手に移転していること、②物品に対して、継続的な管理上の関与も有効な支配も保持して

いないこと、③収益の額が信頼性をもって測定できること、④経済的便益が企業に流入する

可能性が高いこと、⑤原価が信頼性をもって測定できることの 5 要件を規定していた15。取

引の成果の見積りが可能な場合の役務提供では、③収益の額が信頼性をもって測定できる

こと、④経済的便益が企業に流入する可能性が高いこと、⑤原価が信頼性をもって測定でき

ること、⑥取引の進捗度が報告期間末日において信頼性をもって測定できることの 4 要件

を規定していた16。これらの 6 要件を実現主義の観点から整理すると、①②⑤は財・サービ

スの移転要件、③④は対価成立要件ととらえられる17。 

以上のように、J-GAAP、US-GAAP、IFRS では新収益認識基準の開発以前は、収益は稼

得および実現によって認識されており、企業の営業による財・サービスの提供があった事実

(稼得)と、その対価の獲得(実現)を要件としていた。これらは収益費用アプローチの下での

収益認識基準であった。 

一方、新しい収益認識基準 Topic606/IFRS15 は資産負債アプローチの下で設定された。

Topic606/IFRS15 では「5 ステップ・モデル」での収益認識が規定されている。すなわち、

①顧客との契約の識別、②契約における履行義務の識別、③取引価格の算定、④取引価格の

契約における履行義務への配分、➄履行義務の充足時の(又は充足につれて)収益認識、とい

う 5 つのステップを踏む手続きで会計処理を行う18。企業は、①～④を顧客との契約時点に

行い、➄は文字通り｢履行義務の充足時点(又は充足につれて)認識｣である。新基準では収益

の認識および測定について、解釈の難しさが解消され、いずれの処理も首尾一貫しており、

すべての収益取引に網羅的に適用できるように規定された。 

新基準での仕訳をコンセプチュアルに考えてみると、顧客と企業が契約した時点で (借

方)契約資産／(貸方)契約負債という仕訳が両建てで考えられ、履行義務の充足時点または

充足につれての収益認識の時点に(借方)契約負債／(貸方)収益、および(借方)売掛金／(貸方)

契約資産の仕訳が計上される19。また履行義務の充足完了時点より前に顧客から企業に代金

 
15 IASB (1993a), op. cit., para.14.  
16 Ibid., para.20.  
17 JICPA (2009b), 7 頁。 山田康裕「国際会計基準における収益認識の変遷」日本会計研

究学会スタディ・グループ(主査:佐々木隆志). 最終報告書『顧客との契約から生ずる収

益の認識に関する会計諸問題の研究』, 2019 年, 16 頁。 
18 IASB, International Financial Reporting Standard No.15 Revenue from Contracts 

with Customers, 2014a, para.9, para.22, para.31, para.47,and para.73.  ASBJ, 企業

会計基準第 29 号｢収益認識に関する会計基準｣. 2020a 年, 第 17 項。 
19 志賀は、新収益認識基準では契約時に｢契約資産｣と｢契約義務｣が生じると指摘する。

(志賀理「FASB における収益認識基準の論理｣『會計』第 188 巻第 1 号, 2015 年, 67

頁。) そうだとすると本来は顧客との契約時点に企業は契約資産／契約負債をオンバラ

ンスすべきであるが、実際の仕訳では、履行義務の充足時点または充足につれての収益

認識時点に仕訳(借方)売掛金／(貸方)収益を計上するのみとなる。 (ASBJ, 企業会計基

準適用指針第 30 号｢収益認識に関する会計基準の適用指針｣, 2020b 年, 設例 2。) 
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支払いがある場合には、その時点で(借方)現金等／(貸方)契約負債の仕訳を計上し、履行義

務の充足時点または充足につれての収益認識の時点で(借方)契約負債／(貸方)収益の仕訳を

計上する。ただし、契約資産／履行義務は共に金額は取引価格となるので、契約時点の資産

／負債のネット・ポジションはゼロである。 

 

旧来、わが国においても企業会計の中心課題は期間利益の計算であった20。その点、もと

もと法人としての「会社」を規定する法律の「会社法」等の目的である債権者保護、すなわ

ち株主と債権者の利害調整が念頭にあったと考えられる。計算構造も、収益費用アプローチ

による直接的に測定した収益および費用の金額の差額を当該期間の利益とするという構造

であった。収益は実現主義に基づき、費用は発生主義に基づき認識され、対応原則に基づき

両者の差額を求め利益とする。そして資産および負債については、期間損益計算が第一義で

あったため、資産や負債の定義を厳格に適用しておらず、期間損益計算に不都合なものにつ

いて収益および費用から除外し資産および負債として貸借対照表に計上されていた21。 

FASB や IASB が、またわが国でも新規の会計基準に採用する現在の概念フレームワーク

では、財務報告の目的は財務諸表利用者に投資判断等に有用な企業の財務情報を提供する

こととする22。その中で「利益」の位置付けは、企業の投資の成果を表す正味キャッシュフ

ローの増加で、投資家の財務諸表の利用目的に応える実績情報というものである23。資産負

債アプローチによる利益計算では、まず資産および負債の増加・減少が取引ごとに測定され、

一定会計期間の数値が累加される。純資産の純増に対して正方向の値(資産の増加額から負

債の減少額を減じた値)を収益、負方向の値(負債の増加額から資産の減少額を減じた値)を

費用とする。そして利益は、このように測定された収益の額から費用の額を差し引いて算出

される。利益が当該期間の収益と同期間の費用の差額であるということに変化はないが、今

 
20 山枡によると、会計学の計算秩序体系は資本増殖計算と資本有高計算の有機的結合のう

えに構成され、これら 2 つの計算を企業会計の企業資本計算として統一を保持させるも

のは「利益」のみである。山枡忠恕「会計理論における伝統と変容」山枡忠恕責任編集

『会計学基礎理論』, 中央経済社, 1980 年, 241-241 頁。) 大日方によると、利益情報

は会計情報の中心であり、利益の概念は会計理論の中核というのが一般的な理解であ

る。(大日方隆「発生・実現・対応」斎藤静樹・徳賀芳弘責任編集『企業会計の基礎概

念』, 中央経済社, 2011 年, 244 頁。) 
21 IASB (2008), op. cit., paras.1.10-1.11. わが国でも繰延べ・見越し要素が貸借対照表に

計上されている。(例えば、斎藤静樹 2015 斎藤静樹｢なぜ、いま、利益の概念が問われ

ているのか｣『企業会計』第 67 巻第 9 号, 2015 年, 18 頁。) 
22 FASB、IASB、ASBJ が規定する財務報告の目的についてはそれぞれの概念フレームワ

ークを参照のこと。(津守常弘監訳『FASB 財務会計のフレームワーク』, 中央経済社, 

1997 年, 35 頁。 FASB, Conceptual Framework for Financial Reporting as Amended, 

Statement of Financial Accounting Concepts No.8, 2018, para.OB2. IASB Conceptual 

Framework for Financial Reporting, 2018a, para.1.2. ASBJ, 討議資料｢財務会計の概

念フレームワーク｣, 2006b 年, 第 1 章第 2 項)。 
23 斎藤静樹『会計基準の研究』増補版, 中央経済社, 2010 年, 107 頁。 
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回、収益の認識・測定方法が見直された。すなわち、従来の収益費用アプローチの計算構造

では収益および費用を発生原則および実現主義により直接的に認識・測定されたが、現在の

資産負債アプローチの計算構造では、まず資産および負債の変動を認識・測定し、それによ

り間接的に収益および費用の金額が算出することになる。 

以上のような収益費用アプローチから資産負債アプローチへの計算構造の変化の中で、

収益認識基準が設定され、収益についての捉え方は、以下のⓐⓑ2 点が変化した。 

ⓐ計算構造の変化の中での収益の位置付けの明確化 

ⓑ収益の認識・測定方法(収益認識基準)の変更 

ⓐとⓑの関係について述べると、実際にはⓑの変更の中で、それに伴ってⓐの明確化が進ん

だものと考えられる。したがってⓐの動向下、ⓑが達成され、ⓐも実行されたのである。 

 

このように、収益認識の基準が旧来の収益費用アプローチによるものから資産負債アプ

ローチによる Topic606/IFRS15 および会計基準第 29 号に変更された訳であるが、本論文

では、収益情報には元来どのような意義があって、認識基準の変化によってどのように影響

が生じたかという点を考察の中心に据えたい。これと共に、論を進める中で以下の事項につ

いても考察する。 

① 新収益認識基準における適用上の問題およびその効果・影響・課題の解明。 

② 新収益認識基準への移行に際して生じた収益概念がどのように変化したのか。また変

化が起こった場合には、それによる会計計算構造上の収益の KPI としての位置づけ。 

③ 新収益識基準の意義、限界および課題の提示。 
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第 1章 収益の認識基準の位置 

 

 

1.1 売上高の収益情報としての意義 

 

FASB と IASB が 2014 年 5 月に共同で公表した Topic606/IFRS15 と、これを受けて

ASBJ が開発した企業会計基準第 29 号｢収益認識に関する会計基準｣およびその適用指針

(以下､｢会計基準第 29 号｣および「適用指針第 30 号」)は収益に関する会計処理を規定する。

対象の勘定科目は、主に、企業の財務業績を示す、いわゆる「損益計算書のトップ・ライン」

の「売上高」である24。 

 

わが国では、新聞紙上の企業の経営成績の記事として「増収」「減益」などの見出しを目

にしない日はほとんどない25。よくある一覧表形式の記事では、売上高、営業損益、経常損

益、最終損益というように、企業別もしくは業種別に収益と損益を並べたものが示される26。

また売上高の業績予想修正に着目する投資行動は高投資リターンを期待できる、との報道

もある27。 

有価証券報告書では、「主要な経営指標等の推移」を冒頭で開示することが規定されてお

り、その最初の事項として売上高の 5 期推移が記載されている28。また東京証券取引所が企

 
24 わが国で 2021 年 6 月までに US-GAAP／IFRS の新収益認識基準(Topic606/IFRS15)を

適用し年間の連結財務諸表を作成・開示した上場企業 246 社では、連結損益計算書等、

経営成績を表す財務諸表でのトップ・ラインとして用いられた主な勘定科目は「売上収

益」170 社、「売上高」45 社、「収益」18 社、「営業収益」10 社であった(調査・分析結

果は第 5 章に記載)。 
25 本章執筆中の日本経済新聞朝刊では「減収増益組、上昇目立つ」「宿泊業の 85%、減収

補えず」「1 割減収でも利益出す」という 3 見出しが確認できた(日本経済新聞 2021 年 2

月 19 日朝刊)。 
26 例えば「製造業、今期一転 6%増益」記事(日本経済新聞 2021 年 2 月 16 日朝刊)。 
27 第 1 四半期決算発表で「売上高」の業績予想の上方修正企業の株式を購入し下方修正企 

業の株式を空売りした場合に、「純利益」での同様行動より、その後 12 月間で高投資リ

ターンを期待ができる、というクレディスイス証券の調査分析結果であった(日本経済新

聞 2016 年 8 月 11 日朝刊)。 
28 企業内容の開示に関する内閣府令では、有価証券報告書の第一部【企業情報】第 1【企

業の概況】1【主要な経営指標の推移】に、⒜ 売上高、⒝ 経常利益金額又は経常損失

金額、⒞ 当期純利益金額又は当期純損失金額、⒟ 資本金、⒠ 発行済株式総数、⒡ 純

資産額、⒢ 総資産額、⒣ １株当たり純資産額、⒤ １株当たり配当額、⒥ １株当たり

当期純利益金額又は当期純損失金額、⒦ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額、

⒧ 自己資本比率、⒨ 自己資本利益率、⒩ 株価収益率、⒪ 配当性向、⒫ 営業活動に

よるキャッシュ・フロー、⒬ 投資活動によるキャッシュ・フロー、⒭ 財務活動による

キャッシュ・フロー、⒮ 現金及び現金同等物の期末残高、⒯ 従業員数 を記載する旨

を規定する(第三号の二様式 記載上の注意(5))。 
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業に開示を求める決算短信でもその表紙で経営成績の最初に売上高の 2 期比較が記載され

る29。 

売上高は、わが国で開示される法定の連結財務諸表および個別財務諸表では、損益計算書

のトップ・ラインに表示される30。そして売上高は、当該企業の当該会計期間の事業規模を

示す値であり、一つの企業の時系列での優劣や企業の序列を表すことにしばしば用いられ

ている。これらの事例では、企業の経営指標・業績の最初に売上高があげられており、一般

に最重要な値と理解されていることを示していると考えられる。 

財務分析の視点からは、分析で使われる構成比率法は、企業間の比較を行う場合に規模の

影響を排除するため、貸借対照表や損益計算書の構成項目の全体に占める割合を用いる分

析方法である31。損益計算書の場合は売上高を分母に百分比で収益・費用・利益項目を表す。

利益に関して企業間比較を行う場合には、売上総利益は売上高売上総利益率を、営業利益は

売上高営業利益率を、経常利益は売上高経常利益率を、当期純利益は売上高当期純利益率を

用いて行う。構成比率法は企業規模の異なる企業間を比較する場合に有用といわれるが、そ

こには、売上高、すなわち規模が大きい企業の方が、利益の金額が大きくなる、という一般

的で暗黙の理解があり、売上高が最重要な KPI の一つであることの一理由となる。 

経営管理の視点からは、財務諸表の作成者であるわが国の企業を対象とした先行研究で

の調査では、企業内の経営管理者は売上高を経営管理上の最重要な KPI の一つと考えてい

るとの結果が出ている。 

川野克典 2014 では東京証券取引所第 1 部および第 2 部に上場する企業 2,035 社に対し

て 2011 年 4 月～2013 年 3 月にアンケート調査を実施し 187 社から有効な回答を得た。重

要視する業績管理指標の質問に関しては、営業利益、売上高、経常利益、売上総利益、売上

高の伸び率、当期純利益、総資産利益率(ROA)、キャッシュフロー、自己資本利益率(ROE)、

売上高利益率の順であった。結果は上位第 6 位までに損益に関する指標が並ぶ中、第 1 位

と第 2 位では回答した 162 社のうち、営業利益が 118 社、売上高 112 社と僅差の結果であ

った。また、連結売上高 1,000 億円未満の企業では、営業利益と売上高の順位が逆転してい

た32。 

日本会計研究学会収益認識スタディ・グループは、2019 年 7 月～9 月にわが国の証券取

引所上場企業にアンケート調査を実施し、308 社から有効な回答を得た33。損益・包括利益

 
29 東京証券取引所,「決算短信様式・作成要領等」,日本取引所グループ, 2011 年, 6-13

頁。 
30 連結財務諸表規則第 49 条 様式第 5 号「連結損益計算書」、財務諸表規則第 70 条 様

式第 3 号「損益計算書」。会社計算規則第 119 条。企業会計原則 第二 損益計算書原則

2, 3。 
31 伊藤邦雄『新・現代会計入門』第 4 版, 日本経済新聞出版社, 2020 年, 650-651 頁。 
32 川野克典「日本の管理会計・原価計算の現状と課題」『商学研究』(日本大学) 第 30 号, 

2014 年, 68-69 頁。 
33 アンケート調査の質問書については 、中村亮介・塚原慎・小澤康裕, 付録 A「新収益 
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関係で重視する会計数値についての質問では、売上高、売上総利益、営業利益、経常利益、

当期純利益、包括利益のうち、企業が重視する順位の第 1 位から第 3 位を質問し、結果、ウ

ェイト付けしたポイントで第 1 位は 558 点で営業利益、第 2 位は 526 点の僅差で売上高(営

業収益など)であった34。 

横田絵理他 2020 では、2019 年 11 月に東京証券取引所第一部上場の 2002 社の経営企画

部門に対して質問調査を実施し、292 社から有効な回答を得た。業績管理の具体的指標 16

指標についての質問では、「0=設定していない」～「7=非常に重要視している」の 8 尺度評

価の質問を行った。結果、営業利益、売上高、法令順守、経常利益、コスト低減、製品サー

ビスのクオリティ、顧客満足、環境関連指標、新製品サービス開発、業務プロセスの改善の

順であり、回答の平均値では営業利益が 6.462、売上高が 5.836 であった35。 

また管理会計の予算管理業務として、企業は月次や四半期など定期的に予算進捗および

決算の着地見通しなどを確認する。確認事項の例として、計算書関係では、損益計算書、貸

借対照表およびキャッシュフロー計算書。個別事項として、経費、運転資本(売上債権、棚

卸資産(在庫)、買入債務)、営業外収支、法人税等。これらの事項について、それぞれ、連結

経営成績・財政状況および個別経営成績・財政状況、当該会計期間/末および累計会計期間/

末、計画差および前年同期差、連結事業別、主要子会社別、について確認する。会計期間中

の進捗確認という性格から、財政状態より経営成績のモニタリングが優先されるため、多く

の企業では確認の順番が連結損益計算書からとなることもあり、売上高が最初となるケー

スが多いように考えられる。すなわち、売上高は、企業の収益のうちで大きな部分を占め、

営業収益の主要なものである。ペイトン・リトルトンの「売上は営業活動の最終成果(end-

product)」との指摘は、現在でも企業実務で実践されている36。 

 

以上のように、財務諸表の作成者である企業では、売上高を経営管理上の最重要な KPI

の一つと扱っている例にはことかかない。 

 

認識基準に関するアンケート調査」日本会計研究学会スタディ・グループ(主査:佐々木

隆志), 最終報告書『顧客との契約から生ずる収益の認識に関する会計諸問題の研究』, 

2019 年, 103-110 頁。 
34 当該調査結果については、塚原慎他 (2020c), 前掲論文, 13 頁。 
35 横田絵里・鬼塚雄大, 日本会計研究学会第 79 回大会自由論題報告論文「わが国マネジ

メント・コントロールにおける経営企画部門の実態」, 2020 年, 5-7 頁。 なお当質問調

査票の目的は、①わが国企業の経営企画部門の業務内容を明らかにすること、②経営企

画部門が担当する業務と予算・業績管理業務の関係性を明らかにすることであるため、

業績管理の具体的指標 16 指標は財務指標としては、損益計算書上の指標が 3 指標(売上

高、営業利益、経常利益)、貸借対照表を考慮した指標が 3 指標(ROA、ROI、残余利益)

の他に、非財務指標が 10 指標、設定されている。 
36 「大部分の企業にとって、実現された収益のもっとも満足しうる尺度となるものは売上

量(volume of sales)である。売上は営業活動の最終成果(end-product)である。」(中島省

吾訳 (1958), 前掲書, 79 頁。) 
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1.2 財務報告における収益と利益 

 

1.2.1 財務報告の目的  

財務報告の目的について、J-GAAP、US-GAAP、IFRS を比較すれば、それぞれ以下の通

りである。 

・(J-GAAP):財務報告の目的は、投資家の意思決定に資するディスクロージャー制度の一環

として、投資のポジションとその成果を測定して開示することである37。 

・(US-GAAP):営利企業の財務諸表は、財務会計の制約のもとで、現在および将来の投資者

および債権者が合理的な投資意思決定および与信意思決定をおこなううえで有用な情報を

提供すべきである38。 

・(IFRS):一般目的の財務報告の目的は、現在および潜在的な投資者、融資者およびその他

の債権者が経済資源を当該企業に対し提供する意思決定に有用となる、報告企業について

の財務情報を提供することである39。 

共通してみられるのは、財務報告の目的は「投資者の投資意思決定に有用な情報の提供」

ということであり、すなわち「企業価値評価の基礎となる情報、つまり投資家が将来キャッ

シュフローを予測するのに役立つ企業成果等」の開示である40。企業は資金投下を計画し、

その投資リターンとしてキャッシュ・インフローを得る。投資者は自己の資金を当該企業が

有効に利用できるかどうか、すなわち企業の投資収益性および効率を判断するために財務

情報を取得する。 

この企業の将来キャッシュフロー予測に最重要な情報が純利益の情報とされる。企業の

多くでは、自らの企業価値を維持し持続性を確保することを、直接的に間接的に経営目標と

してあげ、その具体的な定量的な数値目標としてフリー・キャッシュフローを提示する。フ

リー・キャッシュフローのライフ・タイムでの総和は純利益の累計額と一致する41。したが

って将来の期待キャッシュフローと期待利益では帰属期間を調整・勘案すれば互い予測で

きるということになる。投資者が求める企業価値がキャッシュフローや利益の期待に依存

するため、企業価値の期待形成に過去の利益情報が直接的に影響するのは当然のことであ

る42。したがって現在の純利益情報は投資者の投資意思決定に最も資する情報ということが

できる43。 

 
37 ASBJ (2006b), 第 1 章第 2 項。 
38 津守常弘監訳(1997), 前掲書, 35 頁。 
39 IASB (2018a), op. cit., para.1.2. 
40 ASBJ (2006b), 第 2 章第 1 項。 
41 斎藤は収益をキャッシュフローの総額と説明する。(斎藤静樹『企業会計入門』, 有斐

閣, 2014 年, 75 頁。) 
42 斎藤静樹 (2010), 前掲書, 110 頁。 
43 ASBJ (2006b), 第 3 章第 10 項。なお純利益の定義では、収益から費用を差し引き、少
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1.2.2 利益概念(2つの利益) 

概念フレームワークレベルで J-GAAP、US-GAAP、IFRS それぞれについて利益の定義

をみると、まず J-GAAP では、利益に関して「純利益」と「包括利益」について定義され

る。 

純利益とは、特定期間の期末までに生じた純資産の変動額(持分所有者との取引を除く)の

うち、その期間中にリスクから解放された投資の成果の部分である44。過去からの純資産の

変動のうち、特定期間にかかる変動は当該期間の包括利益、特定期間の間に投資のリスクか

ら解放された部分が純利益という定義である。包括利益とは、「特定期間における純資産の

変動額のうち、報告主体の所有者である株主、子会社の少数株主、及び将来それらになり得

るオプションの所有者との直接的な取引によらない部分」である45。 

「投資のリスク」とは、企業は自己が確実に保持している資金をその活動の中で「投資」

としていったんリスクにさらし不確実な状態に置くが、そのことを指す。投資の成果には不

確定性あり、成果が事実となればそれはリスクから解放されることになる46。「投資のリス

クからの解放」とは、企業活動の中でリスクにさらし不確実な状態に置いた資金が、これを

確実な状態に戻るということである。純利益と包括利益との差額を「その他の包括利益」と

する47。したがって J-GAAP では、包括利益－純利益＝「その他の包括利益」となる。また、

純利益＝「リスクから解放された収益」－「対応する費用」ということになる。一方で、い

 

数株主損益を除外するとするが、少数株主損益を含めた純利益でも同様のことがいえ

る。斎藤は、純利益は恒久利益(permanent income)を予想する指標として企業価値評価

に実務上も広く利用されており、株主帰属キャッシュフローの予測および持分価値評価

に直接の影響する、と少数株主持分を含めた純利益で説明する。(斎藤静樹 (2010), 前

掲書, 46-47 頁。) 
44 ASBJ 概念フレームワークでは、「純利益とは、特定期間の期末までに生じた純資産の

変動額（報告主体の所有者である株主、子会社の少数株主、及び前項にいうオプション

の所有者との直接的な取引による部分を除く。）のうち、その期間中にリスクから解放

された投資の成果であって、報告主体の所有者に帰属する部分をいう」と定義する。

(ASBJ (2006b), 第 3 章第 9 項。) これは連結財務諸表を親会社説で生成することを前提

とした定義である。したがって J-GAAP としては、旧来「親会社株主に帰属する当期純

利益」を「当期純利益」としていたが、「国際的な会計基準と同様に連結財務諸表の表

示を行うことにより比較可能性の向上を図る」ため、「連結財務諸表に関する会計基

準」の 2013 年改正で従来の「少数株主損益調整前当期純利益」を「当期純利益」とす

るように変更した。 (ASBJ, 企業会計基準第 22 号｢連結財務諸表に関する会計基準｣, 

2013a 年, 第 51-3 項。) 
45 ASBJ (2006b), 第 3 章第 8 項。 
46 同上, 第 3 章第 23 項。 
47 ASBJ はその他の包括利益の勘定科目の例として、その他有価証券評価差額金、繰延ヘ

ッジ損益、土地再評価差額金、為替調整換算勘定、退職給付に係る調整累計額、持分法

適用会社に対する持分相当額、をあげている。(ASBJ, 企業会計基準第 25 号｢包括利益

の表示に関する会計基準｣, 2013b 年, 第 7 項。) 
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ったん包括利益となった部分が「投資のリスクからの解放」を経て純利益に変更される、リ

サイクリングが規定されている48。 

US-GAAP の概念フレームワークでは、利益に関して「包括利益(Comprehensive Income)」

と「稼得利益(Earnings)」が定義される。包括利益とは「出資者による投資および出資者へ

の分配から生じる持分の(純資産)の変動を除き、取引その他の事象および環境要因からもた

らされる一会計期間の企業の持分の変動」である49。稼得利益とは「一会計期間に実質的に

完了した(または既に完了済みの)営業循環過程に関する資産の流入額が、直接的または間接

的であるとを問わず、当該営業循環過程に関連する資産流出額を超過する(または超過しな

い)程度と密接な関係にある当該会計期間の測定値」と定義される50。 

そして、両利益の関係については、包括利益から「累積的会計修正」および「出資者以外

の者との取引から生じる持分の変動」を除いた額が稼得利益であり51、一会計期間中の実質

的に完了した営業循環過程に関する資産流入額と資金流出額の超過の程度と密接に関連す

る当該期間業績の測定値である52。「累積的会計修正」とは、過年度における会計原則の変

更に伴う影響額をいう。また「出資者以外の者との取引から生じる持分の変動」について実

際の勘定科目例としては、為替換算調整額, 未実現有価証券評価損益, 金融派生商品損益年

間債務調整額などであり、実際の連結財務諸表では「その他の包括利益」と表示されている

53。FASB 概念フレームワークでは「それぞれの利益概念に固有の特性などに関する記述は

みられず」乏しい記述内容ではあるが、両利益の判断規準としては「不確実な成果を純利益

に反映してはならない」というもののようである54。 

IFRS 概念フレームワークでは、財務業績に関して「純損益(Profit or Loss)」と「その他

の包括利益(Other Comprehensive Income)」が定義される55。利益(純損益および｢その他包

括利益｣)は一会計期間の利益は同期間の収益から費用を差し引いて算出される。すべての収

益(Income)および費用(Expense)は原則として純損益に含まれる。これは純損益計算書が報

 
48 ASBJ (2006b), 第 3 章第 12 項。 
49 FASB (1984), op. cit., para.39. (平松一夫他訳, 前掲書, 230 頁｡) 
50 Ibid., para.36. (同上, 228 頁｡) 
51 Ibid., paras.42-44.   
52 Ibid., para.36. なお、FASB が概念フレームワークをまとめ上げた 1984～1985 年は、

会計実務上で「純利益に多種多様な用語」が認められていたため、FASB は区別するこ

とも含め概念フレームワークで新しく提示したようである。(Ibid., para.33.) 
53 キヤノン｢第 118 期有価証券報告書｣, 2019 年, 77 頁。 
54 米山正樹「概念フレームワークプロジェクト ―純利益と「その他の包括 利益」の分

類規準をめぐる通年の検証｣辻山栄子編著『IFRS の会計思考 ―過去・現在そして未来

への展望―』, 中央経済社, 2015 年, 42 頁。 
55 IASB (2018a), op. cit., para.7.15. なお IFRS の現概念フレームワークでは純損益と

「その他包括利益」とを合算したものであり、「包括利益」という科目名称は姿を消し

た。財務業績に関する財務諸表の名称もそれまでの「包括利益計算書」から「財務業績

の計算書」と変更された。(Ibid., para.3.3. (b).  IASB, Basis for Conclusion 

Conceptual Framework for Financial Reporting, 2018b, para. BC7.6.) 
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告期間の企業の財務業績について情報の主要な源泉であるためとされる。そして例外とし

て、収益または費用を「その他の包括利益」と扱った方が目的適合的な財務情報もしくは当

該期間の財務業績が忠実な表現となる場合に限り、個別の会計基準書で「その他の包括利益」

とする扱いが認められる56。目的適合性や忠実な表現は有用な財務情報についての基本的な

質的特徴である。目的適合性とは財務情報が予測価値および確認価値を備えていることで

あり、忠実な表現とは、描写が完全、中立、誤謬がないという特性をもつことである57。 

IFRS 概念フレームワークでの純損益と「その他の包括利益」の区分は非常にわかりにく

い定義といえる。「目的適合性」と「忠実な表現」をその区分の規準に据えており、それに

よって各収益および費用を純損益か「その他の包括利益」かに区分することになる。IFRS

概念フレームワークでは純損益および「その他の包括利益」の利益概念はこれ以上具体的に

定められていない58。どの資産・負債の増加・減少を純損益として取り扱い、どれを「その

他の包括利益」に扱うかの判断は概念フレームワークの下に設定された各会計基準により

行われることになるのである。 

 

1.2.3 利益概念の３基準間比較 

3 会計基準では規定される利益について、まず J-GAAP では純利益および包括利益が定

義され、純利益は将来キャッシュフロー予想に重要であり目的適合的で財務情報にとって

最重要な利益、包括利益は貸借対照表とのクリーン・サープラス関係を維持するために国際

的な動向に合わせて定義されたものとなっている59。報告期間に包括利益と純利益の差分で

ある「その他の包括利益」から「投資リスクからの解放」が生じた部分に関して、純利益に

リサイクリングされる。 

US-GAAP では、包括利益および稼得利益が定義される60。包括利益は資産・負債の変動

をそのまま「包括的に」利益として定義したものである。そこには経営者の意図、すなわち

恣意性の排除が背景にあった61。稼得利益は「一会計期間の業績」を示す測定値として規定

 
56 IASB (2018a), op. cit., para.7.17. 
57 Ibid., para. 2.5, para.2.7, and para.2.13. 
58 概念フレームワークの結論の根拠では、純損益と｢その他包括利益｣を区分する単一／少

数の特性はないと結論づける。(IASB (2018b), op. cit., paras. BC7.16-BC 7.17)。 
59 ASBJ (2006b), 第 3 章第 22 項. 
60 FASB (1984), op. cit., paras.33-41. 
61 「FASB は、純利益概念を形成する場合の特徴であった緩やかな変更または改革といっ

たプロセスに準じて稼得利益概念を形成すべきと考えている。・・・包括主義損益計算

書のねらいは、とくに、損益計算書から損失(または利得)を恣意的に除去することを防

ぎ、それによって業績または受託責任に関する報告を実際に正しいとされているものよ

りも良好に(または悪く)みせかけたりすることがないようにすることにある。しかし、

損益計算書は、また、将来の予測および将来のキャッシュ・フロー見込額の事前評価を

行うための基礎として用いられるので、ある年度の予測目的のための損益計算書の有用

性を損なうおそれがあるような異常または非経常的な利得および損失を、損益計算書か

ら除外すべしとする議論が行われてきた」(Ibid., para.35. 平松一夫他訳, 前掲書, 227-
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される。そのため、「累積的会計修正」や、非流動資産に分類される市場性持分証券の時価

変動や市場性のある証券に関して特殊会計実務のある産業に対する投資の時価変動、為替

換算調整額といった「出資者以外の者との取引から生じる持分の変動」は稼得利益から除か

れる62。 

IFRS では利益については、一定期間の持分の増加(持分請求権者との取引を除く)を包括

利益とする前提で、その内訳として純損益と「その他の包括利益」の 2 つを規定する63。純

損益計算書は企業の財務情報としての最上の源泉であるため、収益および費用は原則すべ

て純損益計算書に分類される。一方、収益または費用を「その他の包括利益」に分類した方

が、財務業績の情報が目的適合的または忠実な表現になる場合に、例外的に当該収益または

費用を「その他の包括利益」に分類することが認められる。すなわち、すべての収益および

費用は純損益の構成要素になるのが原則で、すべての収益および費用が純損益に分類され

た方が財務業績の情報が目的適合的または忠実な表現になる場合には純損益と「包括利益

合計額」は金額が一致する。この考えの背景にも、US-GAAP と同様に純損益に関して恣意

性すなわち経営者の判断をなるべく排除したいという意向が根底にある64。 

財務情報の目的適合性については、3 会計基準ともに将来のキャッシュ・インフローの予

測としており、ほぼ同一の内容といえる65。上述のように、目的適合性がある中心となる利

益は、J-GAAP では純利益、US-GAAP では稼得利益、IFRS では純損益である。J-GAAP

では「リスクからの解放」を鍵に定義している。US-GAAP では「営業循環過程の実質的な

完了」を鍵に当該会計期間の業績を稼得利益と定義する。IFRS は収益または費用の各要素

を「目的適合性」または「忠実な表現」を鍵に「その他の包括利益」を定義し純損益の区分

を明確にする。すなわち、それらを純損益か「その他の包括利益」のいずれに扱った方が目

的適合的であり、忠実な表現となるか、という観点の判断である。 

 

【図表 1-1】３会計基準比較―利益観と計算構造 

 

 

 

 

 

228 頁｡) 
62 Ibid., para.34. 
63 IASB (2018a), op. cit., para. 7.15. 
64 ハンス・フーガ―ホースト「純利益と OCI の定義は可能か(ASBJ オープン・セミナー

特別講演) 」『季刊会計基準』第 44 号, 2014 年, 51-52 頁。 なお米山は IASB の概念フ

レームワーク改正にあたっての「純利益」に関する議論の経過と思考的背景を詳しく検

証している。(米山正樹, 前掲論文, 47-49 頁。) 
65 ASBJ (2006b), 第 1 章第 3 項。FASB (2018), op. cit., para. OB4. IASB (2018a), op. 

cit., para. 1.3. 
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1.3 財務報告における収益の意義 

 

1.3.1 利益の算定式 

まず J-GAAP の純利益、US-GAAP の稼得利益、IFRS の純損益の計算式と包括利益との

関係について比較・検討を行う。 

・(J-GAAP):純利益＝収益(Revenue/Gain)－費用(Expense)、包括利益＝純利益＋その他の

包括利益 

・(US-GAAP):稼得利益＝収益(Revenue)－費用＋利得(Gain)－損失、包括利益＝稼得利益

＋累積的会計修正＋出資者以外の者との取引から生じる持分の変動 

・(IFRS):純損益＝純損益に扱う収益(Income)－純損益に扱う費用、その他の包括利益＝そ

の他の包括利益に扱う収益－その他の包括利益に扱う費用、包括利益＝収益－費用 

J-GAAP で純利益の算出は、まず一会計期間の資産の増加／負債の減少および負債の増

加／資産の減少を測定し、その中から投資のリスクから解放された部分を抽出しそれぞれ

当該期間中の収益の額および費用の額とする。次に収益から費用を差し引き純利益の額を

算出する66。最後に収益および費用の投資のリスクから解放された部分以外の部分の差額と

して「その他の包括利益」を測定し、純利益に加えて包括利益とする。 

US-GAAP の稼得利益では、まず一会計期間の資産の増加／負債の減少および負債の増加

／資産の減少を測定(持分請求権者からの資金拠出を除く)し、それぞれ当該会計期間中の収

益の額および費用の額とする。次に収益から費用を差し引き利得と損失を加除し、稼得利益

の額を算出する67。最後に「累積的会計修正」額と「出資者以外の者との取引から生じる持

分の変動」額を算出して包括利益とする。 

IFRS では、一会計期間の資産の増加／負債の減少および負債の増加／資産の減少を測定

(持分請求権者からの資金拠出を除く)し、それぞれ当該期間中の収益の額および費用の額と

する。ただし、これらの増減のうち、「その他の包括利益」に分類することにより目的適合

的または忠実な表現の結果になるものは、「その他の包括利益に扱う収益」「その他の包括利

益に扱う費用」に集計する。収益より費用(「その他の包括利益に扱う収益」「その他の包括

利益に扱う費用」を除く)を差し引き純損益の額を算出する。純損益に「その他の包括利益

に扱う収益」を加え「その他の包括利益に扱う費用」を差し引き、包括利益を算出する。 

 

1.3.2 収益の定義 

企業会計では利益の計算を行うために、複式簿記を前提に、複雑かつ高度な計算体系を構

築する68。複式簿記で「収益」は、「資産」「負債」「資本」「費用」と共に、複式簿記の 5 つ

 
66 ここでの純利益の額の算出では当該会計期間の少数株主損益を控除していない。 
67 FASB (1984), op. cit., para.44. 
68 安藤英義「企業会計」安藤英義・新田忠誓・伊藤邦雄・廣本敏郎編集代表『会計学大辞

典』第 5 版, 中央経済社, 2007 年, 277 頁。 
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の「勘定要素」の一つである69。簿記の観点から収益は「財貨の販売やサービスの提供によ

ってもたらされる『企業価値創造』であり、提供した財貨もしくはサービスに対して得意先・

依頼人・借り手などから受領する現金もしくは現金等価物(受取手形や売掛金)という資産の

増価によって計上される」と定義される。すなわち、これは稼得および実現である。その一

方、この中には、受取利息・割引料、有価証券利息、受取配当金、仕入割引、有価証券売却

益、不動産賃貸料という「営業外収益」と貸倒引当金戻入れ、償却債権取立益、固定資産売

却益という「特別利益」が含まれる70。 

計算構造を確認すると、旧来の収益費用アプローチによる計算構造では、収益、費用を直

接に認識・測定し、利益は収益から費用を差し引き導き出すという構造であった71。 

一方、資産負債アプローチの利益計算では、まず資産および負債の増減の動きが測定され

る。同時に、利益の正方向の要素である収益の値も決まる。資産負債アプローチの計算構造

に変わっても、利益＝収益－費用の数式は変わらない。しかし、収益および費用は資産また

は負債の増減によって決定される。 

収益費用アプローチでは収益および費用の測定を直接測定するが、資産負債アプローチ

では、資産および負債の増加・減少を直接測定し間接的に収益および費用の額を算出するた

め、この点が変更される。いずれにしても、利益は収益より費用を差し引いて算出されるの

であり、収益は財務報告で投資者にとって一番有用な財務情報である利益計算のために必

要な情報といえる。 

収益は、J-GAAP、US-GAAP、IFRS では、現在、以下のように定義されている。 

J-GAAP では、収益とは「純利益または少数株主損益を増加させる項目であり、特定期間

の期末までに生じた資産の増加や負債の減少に見合う額のうち、投資のリスクから解放さ

れた部分」とする72。ここでいう「投資のリスクからの解放」とは、企業は自己が確実に保

持している資金を、企業活動の中で「投資」としていったんリスクにさらし不確実な状態に

置く。それを確実な状態に戻すということである。 

US-GAAP では、「収益(Revenue)」とは「財の引渡しまたは製造、サービスの提供、また

は企業の継続的で主要または中心的な活動を構成するその他の活動の結果としての、資産

 
69 ｢財務諸表の構成要素｣。(藤井秀樹『入門財務会計』第 3 版, 中央経済社, 2019 年, 99

頁。) 「5 大計算要素」。 (久野光朗編著『簿記論講義』, 同文館出版, 1986 年, 26-30

頁。)。なお藤井秀樹教授によると「財務諸表の構成要素」は会計観により違いがある

(注 6)。 
70 久野光朗編著, 前掲書, 29 頁。 
71 中島省吾訳『A.A.A.会計原則 –原文・解説・訳文および訳注-』増訂､中央経済社, 1980

年, 198 頁。  
72 ASBJ (2006b), 第 3 章第 13 項。 仮翻訳版｢財務会計の概念フレームワーク｣によると

「収益」は`Revenues/Gains`を訳語としている。(ASBJ, Tentative Translation: 16 

Mar. 2007, Discussion Paper, Conceptual Framework of Financial Accounting, 2007a, 

Financial Accounting Standards Foundation, chap.3. para.13.) 



17 

 

の流入または資産の価値の増加または負債の精算（またはその双方）」とする73。 

IFRS は概念フレームワークレベルでは「収益(Income)」が定義されていて、それは持分

請求権者からの資金拠出を除く「資産の増加または負債の減少であり、その結果として持分

の増加をもたらす」ものと定義される74。また収益(Revenue)は会計基準レベルで定義され

ており、「持分参加者からの拠出に関連するもの以外で、持分の増加をもたらす一定期間中

の企業の通常の活動過程で生ずる経済的便益の総流入」という定義である75。 

US-GAAP でも IFRS でも、収益(Revenue)は資産負債アプローチの考えに基づいており、

「財貨の引渡し、サービス提供など、企業の通常・継続的かつ主要・中心的な活動の結果、

持分参加者からの拠出以外の、一定期間中の資産の増加または負債の減少」である76。一方

J-GAAP では、収益を単純に資産負債アプローチの「資産の増加または負債の減少」に基づ

き定義しておらず、「投資のリスクからの解放」という旧来の「実現」に変わる「適切な操

作」を入れて収益を定義する77。企業は活動の中で自己の資金をリスクにさらす。すなわち

収益は、純利益または少数株主損益を増加させる一定期間中の資産の増加または負債の減

少のうち、投資のリスクから解放された部分とする78。 

 

1.3.3 新収益認識基準で規定される収益の位置づけ 

さて、3 会計基準で目的適合的な情報は、純利益、稼得利益および純損益で、それぞれ個

別には条件がつくが、これらの利益はすべて「収益－費用」の数式により算出される。一方

で、3 会計基準で収益は資産負債アプローチの考えに基づき定義され、「財貨の引渡し、サ

ービス提供など、企業の通常・継続的かつ主要・中心的な活動の結果、持分参加者からの拠

出以外の、一定期間中の資産の増加または負債の減少」ということが中心となっている79。

J-GAAP では、これに「投資のリスクからの解放」という旧来の「実現」に相当する一手間

を加えて純利益を定義しており、また IFRS では「目的適合的」または「忠実な表現」とな

る収益という条件を加味して、先の数式に用い、各目的適合的な利益を算出している。 

Topic606/IFRS15 および会計基準第 29 号により規定された収益(以下、「顧客との契約か

 
73 FASB (1985), op. cit., para.78. (平松一夫他訳, 前掲書, 324 頁｡) 
74 IASB (2018a), op. cit., para.4.68. 
75 IASB (1993a), op. cit., para.7. 
76 FASB (1985), op. cit., para.78. IASB (1993a), op. cit., para.7. なお IFRS15 の発効によ

り、旧来の IAS 第 18 号は廃止され、現在の IFRS では「収益(Revenue)」を定義してい

ない(IASB (2014a), op. cit., para. IN3)。現在の概念フレームワークでは、「収益

(Revenue)」は「収益(Income)」の下位クラスの位置づけとしている(IASB (2018b), op. 

cit., para. BC4.96)。 
77 斎藤静樹(2010), 前掲書, 111 頁。斎藤静樹, 日本銀行金融研究所ディスカッション・ペ 

ーパー No.2011-J-07 ｢会計基準開発の基本思考とコンバージェンスのあり方, 2011 年, 

10 頁。 
78 ASBJ (2006b), 第 3 章第 13 項. 
79 FASB (1985), op. cit., para.78. IASB (1993a), op. cit., para.7.  
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ら生じる収益」(Revenue from Contracts with Customers))は、対価と交換に企業の通常の

営業活動により生じたアウトプットの財・サービスの獲得のために企業と契約した当事者

である「顧客との」法的な強制力のある権利・義務を生じさせる複数の当事者間における取

決めである「契約から生じる収益」について適用されるが、次の契約・取引は適用範囲から

除外される。Topic606/IFRS15 ではリース契約、保険契約、金融商品および他の契約上の権

利または義務、同業他社との非貨幣性交換契約が適用範囲から除外され、また会計基準第 29

号ではリース取引、保険契約、金融商品に係る取引、金融商品の組成・取得に際して受取手

数料、同業他社との製品・商品の交換取引、不動産取引の譲渡（不動産信託受益権を含む）、

暗号資産関連の取引および電子記録移転権利関連の取引の定義を満たす取引が適用範囲か

ら除外される80。 

 
80 Topic606 の適用範囲から、Topic 840「リース」の範囲に含まれるリース契約、Topic 

944「金融サービス―保険」の範囲に含まれる保険契約、 以下の基準の範囲に含まれる

金融商品および他の契約上の権利または義務が除外される。 

ⓐTopic 310「債権」 

ⓑTopic 320「投資―負債性証券および持分証券」  

ⓒTopic 323「投資―持分法および合弁契約」  

ⓓTopic 325「投資―その他」  

ⓔTopic 405「負債」  

ⓕTopic 470「債務」  

ⓖTopic 815「デリバティブおよびヘッジ」  

ⓗTopic 825「金融商品」  

ⓘTopic 860「権利譲渡および付帯サービス」 

ⓙTopic 460「保証契約」の範囲に含まれる保証契約(製品保証契約以外)、同業他社との

非貨幣性交換契約(例 Topic606 は異なる特定の場所の顧客からの同時の要求実行のため

の石油交換に合意する石油企業 2 社間の契約に適用されない。Topic606 外の非貨幣性交

換契約には Topic 845「非貨幣性交換契約」が適用)  

(FASB, Accounting Standard Update No.2014-14 Revenue from Contracts with 
Customers (Topic606), 2014a, para.606-10-15-2.) 

IFRS15 の適用範囲から、IAS 第 17 号「リース」の範囲に含まれるリース契約、IFRS

第 4 号「保険契約」の範囲に含まれる保険契約、IFRS 第 9 号「金融商品」、IFRS 第 10

号「連結財務諸表」、IFRS 第 11 号「共同支配の取決め」。IAS 第 27 号「個別財務諸

表」および IAS 第 28 号「関連会社及び共同支配会社に対する投資」の範囲に含まれる

金融商品および他の契約上の権利または義務が除外される。(IASB (2014a), op. cit., 

para.5.) 

会計基準第 29 号の適用範囲から、リース取引(企業会計基準第 13 号「リース取引に関

する会計基準」の範囲)、保険契約(保険法（平成 20 年法律第 56 号）の定義を満たす

契約)、金融商品に係る取引(企業会計基準第 10 号「金融商品に関する会計基準」の範

囲)、金融商品の組成・取得に際して受取手数料、同業他社との商品・製品の交換取引、

不動産の譲渡（不動産信託受益権を含む）(日本公認会計士協会 会計制度委員会報告第 

15 号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務

指針」の対象となるもの) 、暗号資産関連の取引(資金決済法（平成 21 年法律第 59 

号）の定義を満たす取引)および電子記録移転権利関連の取引(金融商品取引法（昭和 23 

年法律第 25 号）の定義を満たす取引) が除外される。(ASBJ (2020a), 第 3 項。) 
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このように「顧客との契約から生じる収益」は３会計基準の目的適合的な利益算定式の収

益に合致している。すなわち「顧客との契約から生じる収益」は、J-GAAP の「投資のリス

クからの解放」の条件を満たしており、US-GAAP や IFRS の「企業の通常・継続的かつ主

要・中心的な活動の結果、持分参加者からの拠出以外の、一定期間中の資産の増加または負

債の減少」による収益に該当する81。 

 

 

1.4 収益の情報価値 

 

ASBJ によれば、財務報告の目的は、現在の／潜在的な投資者・融資者およびその他の債

権者などの財務諸表利用者が投資の意思決定を行うために有用な報告企業の財務情報を財

務諸表利用者に提供することであり、具体的には「投資ポジションとその成果」の測定・開

示である82。「投資ポジションとその成果」とは報告企業の収益性であり、「投資の成果」と

は正味キャッシュ・インフローである。現在の潜在的な投資者・融資者およびその他の債権

者は、報告企業の将来予想、すなわちサステナビリティに関心があるが、そのために利用さ

れるのが過去の実績情報、なかでも投資の成果である正味キャッシュ・インフローとそれに

関連する利益情報である83。J-GAAP、US-GAAP、IFRS の３会計基準では目的適合性があ

る利益をそれぞれ、純利益、稼得利益、純損益と定義している。収益はこれらの利益の「正

方向」の要素である。利益は、その「正方向」の要素である収益から、その「負方向」の要

素である費用を差し引いて求められる。したがって、報告企業にとっては、総キャッシュ・

インフローや収益は、報告期間の正味キャッシュ・インフローや利益の最大値を示す。費用

の支出は自社のみの意思決定で中止でき、中止することなどによりキャッシュ・アウトフロ

ーのある範囲でのコントロールは易いことであるが、総キャッシュ・インフローや収益の獲

得は自社の意思だけではなく、経済環境や顧客の外部要因がより大きく影響する。総キャッ

シュ・インフローや収益に関して、事業の不確実性をまともにそのまま受けることになる。

一方で、財務諸表利用者は利益数値や正味キャッシュフローの Net 情報だけでは企業の事

業／営業活動の状況をつかむことができず、損益計算書・稼得利益計算書・純損益計算書の

情報が必要となる84。事業／営業活動内容を定量的に表したものが総キャッシュ・インフロ

 
81 IFRS 概念フレームワークは「歴史的原価で測定される資産および負債に関連する収益

および費用は純損益計算書に含まれる」としているが、「顧客との契約から生じる収

益」の測定値の合計額は「取引価格」でありの条件を満たしている。(IASB (2018a), op. 

cit., para.7.18. IASB (2014a), op. cit., para.47) 
82 ASBJ (2006b), 第 1 章第 2 項。 
83 同上, 第 1 章第 3 項。 
84 斎藤静樹(2014), 前掲書, 54 頁。また津守は、収益情報をも含むフロー情報は「財貨増

減の抽象的な理由(原因)計算」という意味での重要性をもつと指摘する。(津守常弘｢収

益認識をめぐる問題点とその考え方｣『企業会計』第 55 巻第 11 号, 2003 年, 23 頁。) 
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ーや収益金額なのである。 

このように考えると、収益の情報価値とは利益の計算構造上の最重要要素であり、収益の

意義は企業活動の成果を表すという最重要な情報ということがいえる。そして「顧客との契

約から生じる収益」はこの収益の主要で中心的なものという位置づけであり、収益の情報価

値の重要部分なのである。 

新収益認識基準では認識・測定の基となる会計観が変更された。旧来よりの収益認識・測

定の手続きでは計上される収益の値に幅があり、そこに経営者の恣意的な判断が挟まる隙

間が存在するように思われる。資産負債アプローチによる新基準ではその認識での曖昧さ

の是正、すなわち収益値の硬度の上昇が期待されるところである85。 

  

 
85 会計測定の硬度とは、測定者の恣意によって測定値を動かせるか否かについてのことを

いう。(伊藤邦夫 (2020), 前掲書, 53 頁｡) 桜井は、このことの説明として、顧客との契

約から生じる収益について｢売上数値の品質向上｣という語を用いる。(桜井久勝｢収益認

識会計基準案にみる売上高の純額測定｣『企業会計』第 70 巻第 1 号, 2018 年, 17 頁。) 

また岡部は、これに関連して、わが国企業の販売契約は欧米に比べ「柔らか」で、その

背景にはわが国のビジネス・スタイルがあると指摘する。(岡部孝好｢日本企業のビジネ

ス・スタイルとその収益認識｣『企業会計』第 57 巻第 11 号, 2005 年, 4-5 頁。) 
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第 2章 新収益認識基準の国際的背景 

 ― FASB・IASBの共同プロジェクト ― 

 

 

2007 年 8 月の国際的な会計基準のコンバージェンスに向けた ASBJ・IASB 間の｢東京合

意｣に基づき86、策定された｢ASBJ プロジェクト計画表｣には｢IASB/FASB の MOU に関連

するプロジェクト項目(中長期)｣として｢収益認識｣があげられていた87。したがって、

Topic606/IFRS15 は会計基準第 29 号の開発の前提となる。本章では、わが国の会計基準第

29 号開発の前提となる Topic606/IFRS15 の開発経過について検討する。 

 

【図表 2-1】わが国の収益認識基準開発と国際的背景 

 

 

2.1 米国の経済問題と会計基準設定方針 

 

2014 年 5 月に公表された Topic606/IFRS15 の開発にあたっては、2002 年 9 月の両審議

会間の MOU、いわゆる「ノーフォーク合意」で課題を共有し、収益認識に関する「共同プ

ロジェクト」(以下、｢(FASB/IASB)共同プロジェクト｣)を発足､以降､両審議会では包括的な

収益認識基準の設定を目差して議論・検討を行った88｡ 

 

2.1.1 20世紀末の米国の状況 

共同プロジェクト設立直前の 1980 年代後半以降の米国では、会計規制違反の最も多い理

由として収益認識関連であった。トレッドウェイ委員会支援組織委員会(以下、「COSO」) 

は 1999 年 3 月に｢1987-1997 年の財務報告不正 -全米公開企業の分析｣(以下、「COSO1999

報告書」)によると、米国証券取引委員会(以下､｢SEC｣)が会計・監査執行通牒で報告した 1987

年 1 月～1997 年 12 月の期間の米国企業の財務報告不正 800 社余りの事例のうち 204 社に

ついて詳細な分析を行ったが、事例で最も共通する不正手法は収益の過大報告などの「不適

切な収益認識」および「資産の過大報告」という２つの手法であった89。 

また米国会計検査院(以下、「GAO」)が 2002 年 10 月に米国議会上院銀行住宅都市委員長

に対して提出した「財務諸表の修正再報告」と題する報告書(以下、「GAO2002 報告書」)に

 
86 ASBJ「企業会計基準委員会と国際会計基準審議会は 2011 年までに会計基準のコンバ

ージェンスを達成する『東京合意』を公表」, 2007b 年。 
87 ASBJ「プロジェクト計画表の公表について –東京合意を踏まえたコンバージェンスへ

の取組み-」, 2007c 年。 
88 FASB/IASB (2002a), op. cit.  
89 Common Financial Statement Fraud Techniques. (COSO, Fraudulent Financial 

Reporting: 1987-1997, An Analysis of U.S. Public Companies, 1999, p.32. Table 12.) 
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よると 1997 年 1 月 1 日～2002 年 6 月 30 日の期間の公開企業 845 社による 919 の財務諸

表修正・再報告公表の事例を識別し、そこには会計規制違反による財務業績の重要な修正・

再報告が含まれていたが90、この中で収益認識に関する会計規制違反による修正・再報告の

公表は、1997 年 1 月～2002 年 6 月までの間の全 919 事例の 37.9%を占め、修正・再報告

公表の最多の理由であった91。 

このような 2000 年前後の期間、米国の財務報告不正／会計規制違反が多発し経済問題化

する状況下、規制当局および会計基準設定主体は次の対応を行った。 

1999 年秋に SEC 主任会計官は FASB に対して、「インターネット事業に関する会計処

理」について出現課題タスク・フォース(以下、「EITF」)または検討チームを新規に設置し

て早急に検討開始させるよう指示した92。この指示レターで SEC はインターネット事業に

関する会計処理の課題として 20 の課題をあげたが、この中で 10 課題が収益認識に関係す

る課題であった93。 

企業・経営者が、収益過大計上など収益認識に関連する事項で会計規制違反を行った背景

にあったのは、証券アナリストなど株式市場関係者が企業の株価予想を行う場合に、目標株

価を設定する。その際に、インターネット企業等の新興企業に対しては、伝統的で理論的で

ある残余利益モデルやキャッシュフロー／稼得利益ベース評価モデルではなく、収益ベー

ス評価モデルを用いるという実態があった94。インターネット企業などの新興企業では、稼

 
90 GAO, Report to the Chairman, Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, 

U.S. Senate, Financial Statement Restatements: Trends, Market Impacts, 
Regulatory Responses, and Remaining Challenges, 2002, p.2. なお当報告書は、上院

銀行住宅都市委員会のサーベンス委員長から GAO への質問事項に対する回答報告であ

ったが、当該質問事項は以下の 5 点であった。(Ibid., pp.1-2.) 

 ①1997 年以降の財務諸表の修正・再報告書の数、理由、他の傾向の決定 

②修正・再報告企業の株式時価総額への影響分析 

③財務報告および資本市場の現在の米システムでの投資家の信頼に対する財務報告修

正・再報告書の影響の調査 

④会計・監査規制違反を含む、SEC の指導行動の分析 

➄現在の監督構造の主たる限界の説明および企業財務開示の完全性と進行中の施策の確

認 
91 Restatements by Reason, 1997-June 2002. (Ibid., p.21, Figure 3.)  なお第２位の理由

は原価・費用関係:15.7%であった。 
92 Turner, Lynn E., Letter from the Chief Accountant: Accounting Issues Related to 

Internet Operations, 1999., p.1.  
93 SEC スタッフが 20 事例を 5 つにカテゴライズしたが、収益認識が問題の原因に含まれ

るのは、’Revenue Recognition’カテゴリーの 5 事例以外に、’Gross versus Net’の中の 5

事例を合わせた 10 事例であった。 
94 Bryan, Stephen, Lee-Seok Hwang, and Steven Lilien, Assessment of Analyst' Target 

Prices, The CPA Journal, Vol. 71, No. 7, 2001, pp.47-48. 同論文は 2003 年 3 月に収益

認識関連を含む会計規制違反により修正・再報告を公表した MicroStrategy 社について

株価推移、アナリスト・レポート、証券市場など、事件背景を含めて詳細に解説する。

なお修正・再報告の公表事例の内容については GAO, op. cit., pp.163-170 を参照のこ
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得利益、純利益の業績が安定せず、損失(負の値)や利益(正の値)であっても僅少な場合が多

い。こういった場合には、株価予想に伝統的な利益ベースの指標は使いづらい。このため、

これに変わって証券アナリストは収益ベースの指標を株価予想に用いるようになり、こう

いった新興企業の経営者にとって積極的な収益管理および収益認識基準の悪用の懸念が高

まった95。 

しかしながら、GAO2002 報告書の通り、これ以降も会計規制違反による財務諸表の修正・

再報告件数の減少も、その中で収益認識に占める地位も顕著な改善はみられなかった。

COSO1999 報告書および GAO2002 報告書が対象とした 1987 年 1 月から 2002 年 6 月ま

での期間に財務報告不正／会計規制違反による財務諸表の修正・再報告は米国内での重要

な経済問題であった。その問題の原因として主要で中心的なものが収益認識であり、その背

景には株式市場関係者の株価予想に収益ベースの指標を使うため経営者が自社の収益実績

についてプレッシャーを感じていることがあった。また収益認識での実現稼得原則を実務

に適用する際に曖昧であり、財務諸表作成者は原則を「あまく」「ゆるく」適用することに

つながった。したがって収益認識の問題に対して、より抜本的な対応がのぞまれた。 

 

2.1.2資産負債アプローチによる会計基準設定方針 

米国では 2000 年をはさむ時期の｢会計不正｣の発生による反省から､ルール・ベースの会

計基準から目的指向の会計基準への変更により解決を試みた｡｢会計不正｣では経営者達は

多くの場合で収益の水増しを図ったが、そこには､それまでの収益費用アプローチの実現稼

得過程アプローチによる認識規準の限界があり､その下で発生した課題解決のため､資産負

債アプローチでの認識規準を選択するという背景があった。すなわち､会計不正の会計ルー

ル上の要因の一つとして､実現稼得過程アプローチの収益認識規準により認識が曖昧とな

ったためと結論づけ､資産負債アプローチの認識規準への移行を目指した｡ 

米国では会計不正の事件／状況に対応するために 2002 年 7 月にサーベンス・オクスレー

法(以下､｢SOX 法｣)が制定された。この法律によって財務報告システム上のガバナンス制度

の強化が図られた｡これに対して SEC は 2003 年 7 月に｢原則主義会計での米国財務報告シ

ステムの適用に関するサーベンス・オクスリー法 2002 年第 108 条 d 項に準拠した研究｣(以

下、「SEC2003 報告書」)と題する報告書を議会上院銀行住宅都市委員会および下院金融サ

ービス委員会に提出した。この中で SEC は｢会計目的指向｣の会計基準への移行を表明し､

検討を進めた96｡すなわち会計基準は以下を織り込み設定されることになる｡ 

・改善され内部不整合のない概念フレームワークに基礎を置くこと 

 

と。 
95 田中建二｢米国における業績報告の状況｣『企業会計』第 55 巻第 4 号, 2003 年, 7 頁。  
96 SEC, Study Pursuant to Section 108(d) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 on 

Adoption by United States Financial Reporting System of Principles-Based 
Accounting System, 2003, p.4. 
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・会計目的を明示すること 

・矛盾がない状態で実務に適用可能なように十分な詳細と構造があること 

・原則からの例外は最小化すること 

・百分比テスト(以下｢ブライト・ライン・テスト｣)を回避すること97 

SEC は、会計不正が起こる財務報告システムが起因する一要因として､会計基準間の内部

不整合を重視した｡また会計不正ではブライト・ライン・テストが多く利用されたため､会計

基準の原則から外れる例外規定の解消についても同様に重視した｡すなわち､同一の取引・

会計事象であれば財務諸表上､同じ結果になることで経営者の不正会計への動機を減らす

ことができるとした｡ 

SEC の方針は基礎的な会計の考え方を一つの会計観に置くことであった｡収益費用アプ

ローチでは会計基準の定義の範囲が広すぎる範囲となるか狭すぎる範囲に限定されるか､

両極端となり目的指向の会計基準設定過程としては不適切であり、資産負債アプローチが

適当であるとした98。理由として､富の認識は一定の範囲の取引に関連する資産・負債の認

識と同等であり、富の期間内のフローの結果である収益・費用の決定のため「概念的な歯止

め｣を機能させることにある。過去の経験の結果では､収益費用アプローチでは「概念的な歯

止め｣をもたないため、その場しのぎで一貫しない会計基準の設定となったが、資産負債ア

プローチでは実際の経済事象に強固な概念的な位置づけを行い､会計基準設定過程で適切

に「概念的な歯止め｣をうつため､SEC は資産負債アプローチによる会計基準設定が適切で

あるとした99｡ 

FASB は 2004 年 7 月に、SEC2003 報告書の中で SEC が述べた 7 事項に対して同意した

100。FASB は、SEC2003 報告書が資産負債アプローチについて FASB 財務会計概念書第 6

号｢財務諸表の構成要素｣(以下、「SFAC6」)が資産・負債以外の要素(持分、収益、費用、利

得、損失)を資産および負債の変動による定義とそれによる資産および負債を概念上優先し

ているとの指摘を取り上げ101、資産・負債および所与の諸構造の中で資産・負債の変動を分

 
97 SEC は､技術的には会計基準に適合しているが、その意図を回避する｢財務エンジニア

ー｣の実務を容認する原因であるとする。(Ibid., executive summery.) 
98 Ibid., Ⅲ B. 
99 Ibid., Ⅲ B. 
100 FASB, FASB Response to Study on the Adoption of a Principles-Based Accounting 

System, July 2004, 2004. P.7. 7 事項は以下の通りである。 

① FASB は会計目的指向の会計基準を発行すべき。 

② FASB は概念フレームワークで不足している内容に対処すべき。 

③ FASB は米国で唯一の会計処理の基準・ガイダンス設定機関であるべき。 

④ FASB は会計基準収斂の努力を継続すべき。 

⑤ FASB は一般に認められた会計原則のツリー構造の再定義作業を進めるべき。 

⑥ FASB は会計処理の基準書へのアクセス方法を広げるべき。 

⑦ FASB は、よりルール・ベースな会計基準を識別するために会計文書の包括的な再

確認を行うべきで、これら基準の変更への移行計画を検討すべき。 
101 FASB (1985), op. cit. 
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析することが財務報告基準設定にとって最も適切なアプローチであり、かつ当該分析は資

産負債アプローチを各会計基準設定プロジェクトで適用し続ける意図をもつという SECの

視点に賛同した。そして資産負債アプローチの適用は、企業業績の部分部分について情報の

集約、分類、開示などを示す財務報告基準の開発と矛盾なく進められる、とした102。 

 

 

2.2 FASB/IASB共同プロジェクト発足 

 

2.2.1 FASB/IASB共同プロジェクト発足と課題認識 

SEC2003 報告書で議会上院下院に報告された内容は米国全体として承認され、それを具

体的に FASB が会計基準の設定で形にするという体制となった。また IASB との共同推進

に関しても上位で決められた方針であった。資産負債アプローチによる会計基準開発は「会

計目的指向」の会計基準への移行の重要で主要な手段と位置づけられた。すなわち、旧来の

収益認識基準についても、それ自体が会計不正の原因の一部であり、この後、新収益認識基

準開発が推進力をもって進められる方向となった。 

FASB は、2002 年 1 月の審議会で、「収益および負債の認識」を FASB プロジェクト課

題への追加を提案することを決定し、同年 3 月 29 日を期限にコメントを募集し、5 月の審

議会で「収益認識」をプロジェクト課題に追加することを正式に決定した103。理由として

は、第一に、直近の期間、収益認識にかかる課題が非常に多く山積しており、FASB では

EITF でその対応として一つ一つに関して対応しているものの、抜本的な解決方法として収

益認識に係る一般的な会計基準の存在が欠かせないと考えていたこと。第二に、1980 年代

後半以降、財務報告不正／会計規制違反による財務諸表の修正・再提出の原因として収益認

識が一番大きなカテゴリーであり早急な解決が望まれたこと。第三に、収益の定義について

FASB の FASB 財務会計概念書第 5 号『営利企業の財務諸表の認識と測定』と SFAC6 の考

え方が首尾一貫しておらず、収益認識の個別の会計基準文書にも影響があったこと、であっ

た104。 

2002 年 9 月に FASB と IASB は米国ノーフォークで会議をもち、「グローバル会計基準

のコンバージェンスの支援」について合意した。この中で、既に進めている「事業結合」「財

 
102 FASB (2004), op. cit., p.7. 
103 FASB, Proposal for a New Agenda Project FASB Focus Issues Related to the 

Revenues and Liabilities, 2002b, p.1. なお、FASB はプロジェクト名称案には’The 

Recognition of Revenues and Liabilities’と「負債」が含まれているが、プロジェクトの

検討範囲に負債認識一般に関する検討を含める意図はなく、5 月に正式発足したプロジ

ェクト名称は’Revenue Recognition’であった。(Ibid., p.5.) 
104 FASB, News Release 01/14/02: FASB Focus on Three New Projects – Revenue and 

Liability Recognition, Disclosure about Intangible Assets, and Simplification of 
Accounting Literature, January, 14, 2002, 2002a. 
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務業績報告」に加え、FASB が 5 月にプロジェクト・アジェンダに追加した「収益認識」は

国際的関心が強くなっているとして、主要資本市場での会計基準の高品質化のために共同

プロジェクトに追加した105。すなわち、両審議会は解釈の余地を極力なくすべく「収益認

識」についての包括的な会計基準開発を目的として共同プロジェクトをスタートさせた｡ 

 

両審議会の当時の収益認識に関する問題意識は次の通りであった。それまで、大部分の収

益取引は顧客からの「実現」または「実現可能」で、かつ「稼得過程」が実質的に完了した

ことにより認識されてきた。しかしながらこれで作成された財務情報は、必ずしも投資者の

意思決定に対して最も有用な情報とは限らなかった106。 

FASB の問題意識は、第一に「稼得過程」が精緻に定義されていないことにより種々の解

釈が生まれる点にあった。US-GAAP では、収益認識に関する会計基準が 100 以上も存在

し経済的に類似する同種の取引が異なる結果になる規定が多数存在している107。またその

ような状況であるにもかかわらず、取引の多様化により現存する取引に対してガイダンス

が存在しない部分が存在し、ガイダンスの開発が永遠に追いつかないような状況にある。第

二に、概念フレームワークでは構成要素としての「収益」は資産または負債の変動で定義さ

れるが、稼得ベースで認識されることになり、論理的に整合していない108。 

一方、IASB の問題意識は 3 つあげられている。第一に、概念フレームワークと個別の会

計基準とが考え方で整合しないことである。概念フレームワークでは「支配」のみを基礎と

して「資産」を定義していたが、IAS 第 18 号｢収益｣(以下、「IAS18」)の物品の販売の認識

基準は「所有に伴うリスクと経済価値の移転」に着目し規定されている109。第二に、IAS18

で規定する「所有に伴うリスクと経済価値の移転」と IAS第 11号｢工事契約｣(以下、「IAS11」)

で規定する企業活動のみに着目した工事進行基準では考え方に齟齬がある110。第三に IFRS

では十分にガイダンスを提供していない点である。例えば、複数要素契約における契約の分

割であり、建設工事契約での契約内容が役務提供であるか物品の譲渡に該当するかの区分

 
105 収益認識の国際的な関心については、例えば 2001 年 1 月 30 日～2 月 1 日にイギリ

ス、米国、オーストラリア、ニュージーランドの会計基準設定主体(国際会計基準財団は

オブザーバー参加) で開催された’G1+1’会議ではイギリスの収益認識プロジェクトの進

行状況が報告された。(FASB, G4+1 Communiqué Number 10, January 2001, 2001.) 

なお当時のイギリスでの収益認識の検討状況については、岩崎勇｢収益認識と業績報告｣

『企業会計』第 55 巻第 11 号, 2003 年, 43-50 頁 を参照のこと。 
106 IASB (2008), op. cit., paras.1.1-1.2. 
107 Ibid, para.1.3. 共同プロジェクトの 2007 年の教育資料では米国で 200 以上の基準書が

存在する、という説明もみられる。(FASB, Educational Session Handout November 

20, 2007 Joint Revenue Recognition Project, 2007b, p.2.) 
108 IASB (2008), op. cit., para.1.8. FASB (1984), op. cit., para.83. FASB (1985), op. cit., 

para.79. 
109 IASB (2008), op. cit., para.1.10. 
110 Ibid, paras.1.15-1.16. 
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の指針などがあげられる111。 

以上をまとめると、両審議会の収益認識に関する課題認識は以下の通りである｡ 

第一に､収益認識の会計基準としての曖昧さの解消｡旧来の､実現稼得過程アプローチに

基づく収益認識では､解釈が曖昧になり同種の取引でも異なる会計処理が行われる場合が

あること｡ 

第二に､概念フレームワークと各会計基準間での理論的整合性｡資産負債アプローチで規

定された概念フレームワークのもとに各会計基準は、本来、整合的に設定されるはずである

が、現行の収益認識基準では｢実現｣と｢稼得｣をベースの実現稼得過程アプローチが採られ

ており､理論的に整合していないこと｡ 

第三に､すべての取引種類に対する収益認識基準の網羅性。すなわち、現在の収益認識基

準はすべての収益取引をカバーしていないこと｡ 

これらの課題解決のため、FASB と IASB は、従来の会計実務を支えてきた収益費用アプ

ローチではなく、概念フレームワークと整合的な資産負債アプローチ採用を方針として、解

釈の余地を極力なくすべく包括的な収益認識基準の開発をスタートさせた112。 

 

2.2.2 共同プロジェクト初期のコンセプト議論 

共同プロジェクトでは、収益認識基準の根幹となる、収益の定義、および認識・測定モデ

ルから議論を開始した。特に、認識・測定モデルでは法的解放金額モデルと顧客対価額モデ

ルが議論の遡上に上がった。 

法的解放金額とは、企業に残存するすべての債務を引き受けてもらうために第三者に支

払わなければならない金額をいう｡共同プロジェクトは発足当初から収益の公正価値によ

る測定を目指しており、法的解放金額モデルがそれに適うモデルである。一方､顧客対価額

モデルは、企業が履行義務を果たさなかった場合に顧客に返却するであろう顧客対価額で

収益を測定する｡すなわち、公正価値を参照する市場として適切なのは、卸売市場(wholesale 

market)か、小売市場(retail market)かという問題である113。 

FASB 側でボード・メンバーの意見集約が進まず､2004 年 12 月以降に共同プロジェクト

の議論は一時停滞した114｡法的解放金額モデルでは､顧客との契約開始時に履行義務を法的

解放金額で認識するため､顧客対価額と法的解放金額の差額が収益(selling revenue)に計上

される｡法的解放金額モデルに反対のボード・メンバーはこの点を最も大きな反対の理由と

して重視した｡一方､顧客対価額モデルについての検討では､履行義務が消滅して収益を「い

 
111 Ibid, paras.1.12-1.14. 
112 辻山栄子｢正味ポジションに基づく収益認識 －その批判的検討－｣『企業会計』第 61

巻第 9 号, 2009 年, 8.頁。 
113 FASB, Minutes of the October 22, 2003 Tripaties FASB/IASB/AcSB Board Meeting, 

2003c, pp.4-7. 
114 山田辰巳｢IASB の最近の動向｣『季刊会計基準』第 9 号, 2005a 年, 165 頁。 
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つ認識すべきか」の決定に関して意見が対立した115｡特に、前者では契約締結時の収益認識

が発生するが、これは現行実務の収益感覚にまったくなじまず審議メンバーの多くに反対

され、現行の会計実務とその結果策定されている財務情報への配慮もあったため、議論は継

続した116。 

2006 年 10 月の FASB/IASB 合同会議において以下が承認された。すなわち､法的解放金

額に基づき履行義務の認識を行うモデル(公正価値モデル)と顧客対価額に基づき履行義務

の認識・測定を行うモデル(顧客対価額モデル)を並行して検討するとした117。共同プロジェ

クトでは､検討する収益認識モデルを一本に絞らず､公正価値モデルと顧客対価額モデルを

並行して別チームが検討することになった118｡ 

 

この時点の共同プロジェクトでの幹となる暫定決定事項をまとめると以下となる。 

① (資産負債アプローチによる収益認識) 資産の増加または負債の減少により収益を認識

する。これは顧客との契約締結で企業に契約上の権利・義務が生じるが、それらの増減

を指す。 

② (認識規準) 収益の認識は、報告企業による顧客への財の引渡しまたはサービス・その

他の権利の提供による法的義務の消滅(消滅ベース法)、報告企業の生産過程による顧客

に対する資産の創出・拡張(履行ベース法)、または両方法の折衷的方法による。 

③ (測定規準) 収益の金額は公正価値で測定する。この場合の公正価値には、法的解放金

額（企業に残存するすべての債務を履行する法的責任を引き受けてもらうために測定日

において第三者に支払われなければならない価格）、および契約での顧客対価額の両者

について検討されている。法的解放金額で履行義務を測定すると契約開始時点での収益

が発生するが、契約時にこの selling revenue を認識することには審議メンバーで賛否

 
115 山田辰巳｢IASB 報告(第 61 回会議)｣『会計・監査ジャーナル』No. 618, 2007 年, 69

頁。 
116 FASB, Minutes of the May 11, 2005 FASB Board Meeting, 2005a. FASB, Board 

Meeting Handout May 11, 2005 Revenue Recognition, 2005b. 
117 IASB/FASB, Revenue Recognition IASB/FASB Meeting Due Process Document 

(Agenda Paper 7), Information for Observers, October, 24, 2006, 2006, paras.8-11. 山

田辰巳 (2007), 前掲論文, 69 頁。 共同プロジェクトではプロジェクト開始より、資産

負債アプローチで収益認識モデルとして、測定値に関して「法的解放金額」をベースと

するモデルと「顧客対価額」をベースとするモデルの２種類の検討が継続されている。

(山田辰巳｢IASB 報告(第 72 回会議)｣『会計・監査ジャーナル』No. 630, 2008a 年, 79

頁。) 前者グループには「法的解放金額モデル」「資産負債・公正価値モデル」「公正価

値モデル(測定モデル) 」「現在出口価格モデル」などが入り、後者グループには「顧客

対価額モデル」「資産負債・履行価値モデル」「分配モデル」などが入る。 
118 当時、1 つのモデルにまとめ提案することをあきらめ２案を並行に検討することになっ

た理由として、両案の測定で用いる「法的解放金額」「顧客対価額」は「それぞれに固

有の利点と問題点がある」ため、共同プロジェクトの時間的制約もあり内容的に大きな

進展が望めないとした。(山田辰巳 (2008a), 前掲論文, 79 頁。)  
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が分かれる119。一方で顧客対価額の場合では各履行義務への配分が曖昧になり、現行の

収益認識基準の実現稼得過程アプローチの課題が解決されない懸念が残る。 

 

【図表 2-3】 公正価値モデルと顧客対価額モデル 

 

当初は、2004 年第４四半期に新収益認識基準の公開草案を提示し、2005 年末までにプロ

ジェクトを完了するスケジュールであった120。2006 年 10 月時点の共同プロジェクトの活

動目標では 2007 年第４四半期までに公開草案の公開というように、プロジェクトは相当に

遅延していた121。 

 

 

2.3 収益認識基準への EFRAGのディスカッション・ペーパー 

 

2001 年に設立された欧州財務報告諮問グループ(以下､｢EFRAG｣)は、公表された IFRS

の欧州委員会による承認に際して、専門的な助言を行う機能をもつ機関である122。IFRS の

欧州市場での適用に欧州連合が果たす役割は非常に大きい。IFRS が会計基準としての公表

された以降の｢適用｣部分に関わるだけではなく、会計基準の開発過程でも「欧州」は一定の

影響力を絶えず保持し続けたいとの意向であった123。FASB と IASB の収益認識にかかる

当初からの課題に EFRAG は基本的に賛同の立場であったが、課題解決のための共同プロ

ジェクトに対して、欧州の利害に資するというミッションを果たす中で、EFRAG は共同プ

ロジェクトでの議論が依拠する考え方を「公正価値を前提とする資産負債アプローチ」から

変質させていった。以降、EFRAG はこの共同プロジェクト議論に影響を与えることになる。 

 
119 山田辰巳｢IASB 第 41 回会議｣『財務会計基準機構会員サイト』, 2004b。 
120 FASB, Revenue Recognition and Related Issues, Financial Accounting Standards 

Advisory Council, December 2003, Attachment F, 2003e, p.7.  
121 FASB, Minutes of the October 24, 2006 FASB-IASB Joint Board Meeting, 2006, p.2. 
122 EFRAG, EFRAG Today. EFRAG Home Page, 2017. EFRAG は次のⓐ～ⓒのミッショ

ンをもち、欧州各国の会計基準設定主体と民間のステークホルダーの寄付によって設立

された。 

ⓐ財務報告に関する欧州の視点を開発・促進し、欧州の公共の利害に資するという目的

を果たすこと。 

ⓑこれらの視点が IASB の会計基準設定作業に関係する議論の中で適切に検討されたか

を確認すること。 

ⓒ新規開発または改訂された IFRS が欧州連合内の利用承認規定に合致するかについ

て、欧州委員会に対して最終的な助言を行うこと(欧州の公益に資するか否かを含む)。 
123 辻山によると、EU は IASB に対し影響力を行使してきたが、2007 年当時の IASB は

(米国の)FASB だけを対等な協議相手とみなしてコンバージェンス共同作業を行うよう

になっていた。そのため EU は会計基準策定・改訂にあたっては IASB に対しあらかじ

め欧州の主張を行うようになっていた。(辻山栄子「収益の認識をめぐる欧州モデル｣

『會計』第 172 巻第 5 号, 2007b 年, 3-4 頁。) 
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2007 年 7 月に EFRAG は、共同プロジェクトの議論に対して、ドイツ会計基準設定主体

であるドイツ会計基準委員会(以下、｢DRSC｣)と共同で、ディスカッション・ペーパ

ー”Revenue Recognition – European Contribution (PPAinE)” (以下、「EFRAG DP」)を公

表した。公表の目的は、欧州での収益認識議論を活性化させること、および FASB/IASB 共

同プロジェクトの議論を欧州の立場から見直し、当該議論に欧州の視点からの影響を多く

反映させることにあった。 

 

【図表 2-2】 Topic606/IFRS15の開発経過と EFRAG・ASBJの関与 

 

以下、EFRAG の主張を要約すれば、以下の A)～C)の通りである。 

 

A)収益認識の課題認識 

収益認識基準についての課題認識では、EFRAG は共同プロジェクトの認識に賛同してい

る。すなわち、経済社会の中で新しいビジネス・モデルや新たな取引形態が出現しているが、

それらに対応する IFRS の会計基準書は質量共、不十分である。現状は会計基準の適用・解

釈を強制しようとする際の課題が増加する状況にある。さらに、この状況の根源には、IASB

概念フレームワーク｢財務諸表の作成及び表示に関するフレームワーク｣、IAS18 と IAS11

とで 3 者間に概念的に不整合していることにあり、異なる会計実務となり首尾一貫性に欠

け不確実性が増しているとする124。ただし、EFRAG DP では、「収益」は一般的に損益計算

書のトップ・ラインを意味し、財務諸表利用者の多くにとって重要な数値であると述べ、し

たがって共同プロジェクトが主張する収益認識について明確で首尾一貫した包括的な会計

基準の必要性についても同意するとした125。 

B)資産負債アプローチおよび収益の定義 

当時の IASB 概念フレームワークに依拠することを前提として、EFRAG DP では共同プ

ロジェクトの議論と同様に資産負債アプローチを採用した126。これはこの EFRAG DP の

議論の結果により、共同プロジェクトに大きな影響力を行使したいという意図のためであ

る127。一方で EFRAG DP では、収益を「企業が顧客との契約に係る活動を完遂することに

より発生する経済的便益の総流入」と定義した128。したがって、認識総額については、

EFRAG DP では資産負債アプローチを前提にするにもかかわらず、公正価値ではなく「経

済的便益の総流入」としての顧客対価額を採用した。 

C)認識時期 

 
124 EFRAG, The PPAinE Discussion Paper 3, Revenue Recognition – A European 

Contribution, 2007, summery a. 
125 Ibid., summery b. 
126 Ibid., summery e. 
127 Ibid., para.2.1. 
128 Ibid., para.2.34. 
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「収益は発生し測定可能となった時点で認識すべきである」という観点から、「発生する

のはいつか?」が論点となった。EFRAG DP では、以下のアプローチ A～D という 4 案を

提案した129。アプローチ A は｢完全契約実行アプローチ｣で、企業が契約に係る履行義務の

すべてを完了した時点で収益を認識するという考え方である。アプローチ B は｢対価請求権

ベースアプローチ｣で、企業は契約を履行義務に係る対価請求権をベースに分割し、それぞ

れの履行義務が完了した時点で収益を認識するという考え方である。アプローチ C は｢顧客

価値のある部分アウトプットアプローチ｣で、企業は契約を顧客にとって価値のある部分ア

ウトプットベースに分割し、それぞれの部分アウトプットを提供した時点で収益を認識す

るという考え方である。以上の 3 案は決定的事象アプローチを下にした案で、企業が契約

により顧客に約束したことの完遂により収益を獲得するもので、当該 3 案の差は「完遂し

たものは何か」による130。 

アプローチ D は｢継続アプローチ｣で、工事進行基準のように契約の進行(進捗率)によっ

て収益を認識する。継続アプローチとは、収益は企業が契約を実行するにしたがって発生さ

せるものである、という見方である。このアプローチでは、収益は契約の進行と共に、また

は企業の実行により契約全体を通じて継続的に発生する。したがってこのアプローチの収

益認識では契約進度を単純に反映させるものである131。 

 

FASB/IASB 共同プロジェクトでは、2007 年の時点では現在出口価格モデルと顧客対価

額モデルを並行して検討し、2008 年末までにディスカッション・ペーパーを公表するとの

方針であった。EFRAG DP の公表はまさにその時期であった。その意義としては、収益の

定義を「企業が顧客との契約に係る活動を完遂することにより発生する経済的便益の総流

入」であると再確認したことにある。これにより、資産負債アプローチは法的解放金額で測

定された現在出口価格モデルである､という共同プロジェクトで発足当初から議論されて

きた論理構成ではなく、収益費用アプローチの実現稼得過程モデルでなくても、顧客対価額

モデル、すなわち資産負債アプローチにより測定が可能であることを示したことにある132。

また､このことにより以降の収益認識の議論を認識時期に向かわせたことに意味があった。

実際、この後 2008 年に公表される共同プロジェクトのディスカッション・ペーパーでは当

 
129 後年の IASB へのコメント・レターの中で、アプローチ D を最有力に支持することを

表明した。(EFRAG, Comment Letter Re: Preliminary Views on Revenue Recognition 

in Contracts with Customers, July, 27, 2009, 2009.) 
130 EFRAG (2007), op. cit., summery i. 
131 Ibid., summery j. 
132 辻山栄子(2009), 前掲論文, 12-13 頁。なお辻山は EFRAG DP の提案について、「収益

は資産と負債の変動の結果としてもたらされるものではなく、収益の発生が資産と負債

の変動をもたらす」という概念を基底にしているとしたうえで「資産負債アプローチと

収益費用アプローチとが収益認識において互いに補完的な役割を果たしている」と指摘

する(辻山栄子(2007b), 前掲論文, 622 頁。) 
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初取引価格モデルが採用された133。 

 

 

2.4 収益認識基準への共同プロジェクトのディスカッション・ペーパー 

 

FASB／IASB は 2008 年 12 月にディスカッション・ペーパー”Preliminary Views on 

Revenue Recognition in Contracts with Customers”(以下､｢(共同プロジェクト)DP｣)を公

表し、2009 年 6 月を期限としてコメントを募集した。当共同プロジェクト DP では､契約に

基づいた単一の収益認識モデルであり､資産負債アプローチによる収益認識原則が採られ

ている134｡ 

 

2.4.1 共同プロジェクト DPの概要 

2006 年 10 月の共同プロジェクトの決定では、ディスカッション・ペーパーに(顧客対価

額ベースの)当初取引価格モデルと(法的解放金額(公正価値)ベースの)現在出口価格モデル

の両方が提案され､意見を広く募集する旨が合意されていたが､共同プロジェクト DP では、

両モデルを提示したうえ、以下の理由で当初取引価格モデルを採用する旨の内容となった

135｡すなわち、収益認識のパターン､複雑性､および誤謬のリスクの 3 つを当初取引価格モデ

ル選択の理由とした｡ 

収益認識のパターンとは契約時点の収益の可否である｡現在出口価格による収益認識で

は契約時に顧客対価額との差額が収益に認識される可能性が生じるが､多くのボード・メン

バーがこれに違和感をもった｡複雑性とは､現在出口価格には多くの場合は活発な市場が存

在せず､これの測定が容易ではない｡誤謬のリスクとは､契約時に履行義務の識別に誤謬が

生じる可能性が高く、その場合に修正されるまで純利益への影響が続くというものである｡ 

 

共同プロジェクト DP のポイントとして、まず第一に､収益認識の過程を単純化すると､

①顧客との契約を前提に、②別個の履行義務の識別⇒③取引価格での当初測定⇒④取引価

格の履行義務への配分⇒➄顧客への約束された資産の支配の移転⇒⑥履行義務の充足⇒⑦

収益の認識、の構造となる｡第二に、収益は「取引価格」で測定されるが､当 DP では正味ポ

ジションを強調し､その増加による認識の考え方により資産負債アプローチによる収益認

識となっている136｡ 

 
133 IASB (2008), op. cit., para.5.17. 
134 Ibid., paras. S14-S16. 
135 2008 年 4 月に当初取引価格モデルとすることが暫定決定された。(山田辰巳｢IASB 第

81 回会議｣『財務会計基準機構会員サイト』, 2008d 年, 3 頁。 山田辰巳｢MOU のアッ

プデートと信用危機への対応｣『季刊会計基準』第 23 号, 2008e 年, 30 頁。)  IASB 

(2008), op. cit., paras.5.14-5.33.  
136 辻山栄子(2009), 前掲論文, 12 頁。 
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次に、共同プロジェクト DP の特徴となるポイントを説明する。 

A)収益の定義 

共同プロジェクトは収益の定義については、従来からの FASB や IASB でのそれぞれの

定義を踏襲することにした。すなわち 

・FASB:｢収益とは､財の引渡しまたは創造､サービスの提供､または企業の継続的で主要ま

たは中心的な活動を構成するその他の活動の結果としての､資産の流入または資産の価値

の増加または負債の精算(またはその双方)である｣ 137。 

・IASB:｢収益とは､持分参加者からの拠出に関連するもの以外で､持分の増加をもたらす一

定期間中の企業の通常の活動過程で生ずる経済的便益の総流入をいう｣138。 

 したがって従前に両審議会から発行されている概念フレームワーク・会計基準での定義と

組み合わせて､顧客との契約において､契約資産の増加または契約負債の減少 (または両者

の組み合わせ)のときに収益は認識される139｡ 

B)正味ポジション増加による収益認識 

この DP で、収益とは顧客との契約における企業の正味ポジションの増加を基礎として

認識されなければならないとする。この場合の正味ポジションとは､企業が顧客との契約の

当事者となるときの当該契約における権利と義務の組み合わせのことであり、正味ポジシ

ョンの増加とは契約資産の増加または契約負債の減少である。当該契約における正味ポジ

ションが契約資産となるか､契約負債となるか､貸借ゼロポジションかは､契約において残

存する権利および義務の測定によって決まる140｡企業が契約を履行したときに契約上の義

務が充足され、収益を認識する141。 

C)履行義務の識別 

履行義務とは､契約資産(約束された財、サービスなど）を顧客に移転するという顧客との

契約における約束をいう｡企業が財・サービスの提供を顧客に約束するとき､企業は顧客へ

の財・サービスという資産の移転を顧客に約束している142｡なお、複数の約束された資産（財

またはサービス）が顧客に異なる時点で移転する場合には企業は履行義務を別々に処理す

ることとする143。 

D)支配の移転と履行義務の充足 

共同プロジェクト DP では企業が約束された資産を顧客に移転したとき､企業は履行義務

を充足し収益を認識する｡顧客が約束された資産に対する支配を獲得したとき､企業は約束

 
137 FASB (1985), op. cit., para.78. (平松一夫他訳, 前掲書, 324 頁｡) 
138 IASB (1993a), op. cit., para.7. 
139 IASB (2008), op. cit., para.2.35. 
140 Ibid., para. S15. 
141 Ibid., paras. S14-S16. 
142 Ibid., paras. S17-S18 
143 Ibid., para. S19. 



34 

 

された資産を顧客に移転する144｡契約履行のために企業が行う活動は､顧客への資産の移転

が同時に伴う場合のみに収益認識につながる｡例えば、顧客のために資産を建設する契約に

おいては､建設の過程を通じて資産を顧客に移転する場合にのみ､企業は建設期間中に履行

義務を充足する145｡ 

E)取引価格 

契約における権利および履行義務を測定するが､権利の測定は取引価格の金額を基礎に

行われる｡すなわち、履行義務は取引価格（顧客が約束した対価）で当初測定を行わなけれ

ばならない｡契約が複数の履行義務で構成されている場合には､当該履行義務の基礎となる

財・サービスの独立した販売価格の比率を基にして取引価格を各履行義務に配分する146｡ま

た、契約開始後、履行義務が不利とみなされない限り、履行義務の測定値を更新すべきでな

いとする147。 

 

以上、共同プロジェクト DP のポイントとしては、第一に「取引価格」で収益は測定され

るが、正味ポジションを強調し、その増加による認識の考え方により資産負債アプローチの

収益認識となっていること148。第二に収益認識の過程は､①顧客との契約を前提に、②別個

の履行義務の識別⇒③取引価格での当初測定⇒④取引価格の履行義務への配分⇒➄顧客へ

の約束された資産の支配の移転⇒⑥履行義務の充足⇒⑦収益認識、とされており、これは

2014 年に公表された新しい収益認識基準の原型となったものであった。 

 

2.4.2 共同プロジェクト DPへの各国基準設定主体のコメント 

共同プロジェクト DP に対して、EFRAG は 2009 年 7 月にコメント・レター ’Re: 

Preliminary Views on Revenue Recognition in Contracts with Customers’ (以下、「EFRAG

コメント 2009」) を149、ASBJ は 2009 年 6 月に｢ディスカッション・ペーパー『顧客との

契約における収益認識に関する予備的見解』に対するコメント｣(以下、「ASBJ コメント

2009」)を提出した。 

 

共同プロジェクト DP に対する EFRAG と ASBJ のコメント・レターでの重要な点とし

ては、共に工事契約の部分に関しての現提案に対して反対意見を表明したことである｡それ

は認識面について単純に資産負債アプローチを取り入れるのではなく、旧来の収益認識基

準の「稼得過程」を実質的に残すべきといえる考えであった。 

 
144 Ibid., para. S20. 
145 Ibid., para. S23. 
146 Ibid., paras. S24-S25. 
147 Ibid., para. S27. 
148 辻山栄子 (2009), 前掲論文, 12 頁。 
149 冒頭で、EC の IFRS 承認手続きの助言で達するべき結論を必要以上には示さないとす

る。(EFRAG (2009), op. cit., 2009.) 
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EFRAG は共同プロジェクト DP の顧客との契約での収益の総額を取引価格で当初測定

することに同意した。EFRAG は顧客との契約を完遂する活動進度を収益として測定するこ

とが最大の意思決定に有用な情報となるとし、識別した各履行義務の目的適合的な公正価

値を表すのが収益値であると述べた。したがって、顧客との契約を完遂する活動進度につい

て収益として測定することが最大の意思決定に有用な情報となるため、進行基準を主張し

た150。EFRAG はその理由に､収益が顧客との契約を実現する活動の測定値であり、部分履

行義務に対する対価の目的適合的な公正価値を一番反映する値であることをあげた｡共同

プロジェクト DP は履行義務の充足による顧客への資産の移転による収益認識の提案であ

るが､それでは資産が連続して顧客に移転しないタイプの建設契約やサービスの提供契約

では、収益は履行義務を完遂する時点まで認識されない。これでは財務諸表利用者にとって

旧来の収益情報よりも有用な情報とはいえず、損益計算書トップ・ラインである収益値は利

用者にとって最も注目する情報の一つであり､顧客との契約にかかる活動進度を収益値に

反映させた方が利用者の意思決定に有用な情報となるとした。そして共同プロジェクト DP

提案では､収益は契約においての履行義務が充足するまで認識されず､その点で旧来の収益

認識基準より劣ると主張した151｡ 

ASBJ もまた、収益は取引の成果の確実性を表すため財務諸表利用者には企業の将来キャ

ッシュ・インフロー予測のために最も有用な情報であるが、現在の工事進行基準の工事契約

の場合に DP で提案する「履行義務の充足」が形式的なものとなることから、進行状況によ

り収益認識を行う工事進行基準を残すべきとした。ASBJ は、企業の将来キャッシュフロー

予測のためにより有用な情報を提供するとして一定の要件を満たす工事契約については工

事進行基準を強く求めた152。法律上の義務の履行は未完であっても企業の将来キャッシュ

フロー予測に有用な情報提供という財務報告の目的から、仕様にしたがった工事進行が成

果を確実にする重要な事実で、工事進捗した部分については成果が確実となったため収益

を認識すべきとする153。さらに共同プロジェクト DP では IAS18 と IAS11 の考え方に矛盾

があるとしたが、ASBJ は両者の根底にある考え方では一貫しており決して矛盾はないとし

た154。収益は取引の成果が確実になった場合に認識されるべきであり､それにより財務諸表

利用者が企業の将来キャッシュ・インフローを予測するために最も有用な情報となる｡しか

しながら従来の工事進行基準が適用された工事契約について､すべてが履行義務の充足に

よる収益認識とされる場合､投資意思決定に有用な情報ではなくなる場合が生じると主張

した。 

 
150 Ibid., p.2. 
151 Ibid. 
152 ASBJ, ｢ディスカッション・ペーパー『｢顧客との契約における収益認識についての予

備的見解』に対するコメント｣, 2009b 年, 第 32 項。 
153 同上, 第 34 項。 
154 同上, 第 36 項。 
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2.5 共同プロジェクトの公開草案 

 

FASB／IASB は、2010 年と 2011 年に 2 回の公開草案を公表しコメントを募集した。1

回目は 2010 年 6 月公開草案 ”Revenue from Contracts with Customers”(以下、「(共同プ

ロジェクト)ED2010」)で、コメント期限は 2010 年 10 月であった。2 回目は 2011 年 11 月

公開草案 ”Revenue from Contracts with Customers A Revision of ED/2010/06” (以下、

「(共同プロジェクト)ED2011」)で、コメント募集期間は 2012 年 3 月までであった。 

 

2.5.1. 2010年公開草案の内容 

共同プロジェクト ED2010 では次の 5 ステップ・モデルを採る155。これは共同プロジェ

クト DP で示した収益認識の過程を整理したものである156。 

①顧客との契約の識別 

②契約における別個の履行義務の識別 

③取引価格の決定 

④取引価格の別個の履行義務への配分 

➄個々の履行義務の充足時の収益認識 

 

この新収益認識基準の目的は、「顧客との契約から生じる収益及びキャッシュフローの金

額､時期及び不確実性についての有用な情報を､財務諸表の利用者に報告するために企業が

適用しなければならない原則を定める」こととする157。主たる内容は、以下の通りである。 

A)契約の結合・分割 

ある契約の財・サービスの対価が他の契約の財・サービスの対価に依存する場合に複数の

契約を結合して単一の契約として会計処理を行わなければならない。また逆に契約の一部

の財・サービスが同契約の他の財・サービスと独立である場合に単一の契約を分割して会計

処理を行わなければならない158。 

B)契約の変更 

契約の変更とは､契約の範囲または価格の変更をいう。契約の変更による価格と既存の契

約の価格とが相互依存的である場合には、契約締結の形式よりも経済取引の実質を優先さ

せて、両契約を一緒に会計処理しなければならない159。 

 

 
155 IASB, Exposure Draft ED/2010/6 Revenue from Contracts with Customers, 2010a, 

para.2. 
156 Ibid., IN9. 
157 Ibid., para.5. 
158 Ibid., para.13 and para.15. 
159 Ibid., para.17 and para.19. 
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C)履行義務の識別 

別個の履行義務の識別については､顧客との契約により企業は対価と交換に財・サービス

を提供するとして、販売目的で企業が製造する財など 7 項目を規定する。契約で約束する

財・サービスが複数の場合には別個の履行義務ごとに収益を認識する。逆に、財・サービス

が区別できない場合には履行義務を結合することになる160。 

D)取引価格 

顧客との契約での取引価格の算定は､契約条件や企業の実務慣行を考慮しなければなら

ない。取引価格を合理的に見積もることができる場合にのみ､履行義務を充足したときに収

益を認識する。また取引価格の算定にあたり､回収可能性､貨幣の時間価値､現金以外の対価､

顧客に支払われる対価の影響を考慮する161。 

E)取引価格の配分 

企業は､個々の履行義務の基礎となる財・サービスの独立販売価格に比例して､すべての

個別履行義務に取引価格を配分しなければならない。また契約開始後に取引価格の変動が

あった場合には､企業は当該変動を契約開始時と同じ基礎により､すべての別個の履行義務

に配分しなければならない162。また別個の履行義務の基礎となる約束した財・サービスが顧

客に連続的に移転する場合は、企業はその履行義務について最もよく描写する単一の収益

認識方法を適用しなければならない。 

F)支配の移転と履行義務の充足 

企業は、約束した財・サービスの支配が顧客に移転されたことにより識別した履行義務を

充足したときに収益を認識しなければならない。財・サービスの支配は、それらを使用する

能力とそれらから生じる便益を享受する能力をもつ場合に獲得される163。 

 

2.5.2 2011年公開草案の内容と変化点 

共同プロジェクト ED2011 の概要について、共同プロジェクト ED2010 からの変更点を

中心に述べる。まず共同プロジェクト ED2011 は若干の変更があるものの基本的には、共

同プロジェクト ED2010 の 5 ステップ・モデルを継承している164。ただし➄に｢又は充足に

つれて｣が加わった。 

①顧客との契約の識別 

②契約における別個の履行義務の識別 

③取引価格の算定 

④取引価格の別個の履行義務への配分 

 
160 Ibid., paras.21-22. 
161 Ibid., para.35, para.38 and para.42. 
162 Ibid., para.50 and para.53. 
163 Ibid., paras.25-26. 
164 IASB, Exposure Draft ED/2011/6 A Revision of ED/2010/06 Revenue from Contracts 

with Customers, 2011a, IN10. 
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➄別個の履行義務の充足時(又は充足につれて)の収益認識 

 

A)取引価格 

収益の測定については､取引価格の算定に考慮しなければならない影響として､共同プロ

ジェクト ED2010 では回収可能性､貨幣の時間価値､現金以外の対価､顧客に支払われる対

価が規定されていたが､共同プロジェクト ED2011 では「回収可能性」が「変動対価」に変

更された。変動対価とは､契約で約束した対価の金額から変動の可能性があるものをいう。

値引き､リベート､返金､クレジット､インセンティブ､業績ボーナス､ペナルティ､偶発事象､

割引､その他の類似のものである165。契約で約束した対価の金額に変動性がある場合、取引

価格を見積らなければならない。見積り金額としては期待値と最も可能性が高い金額とが

規定された166。 

B)取引価格の配分 

共同プロジェクト ED2011 では､複数の別個の履行義務への取引価格への配分基準は､独

立価格のみで、履行義務への粗利ベースでの配分など､それ以外の方法は規定されなかった

167。また共同プロジェクト ED2010 では財・サービスの連続的な移転の方法としてアウト

プット法､インプット法および時の経過に基づく方法(定額法)の3方法が規定されていたが､

共同プロジェクト ED2011 では時の経過に基づく方法(定額法)の規定がなくなり 2 方法と

なった。また､履行義務の完全な充足に向けての進捗度が合理的に測定できる場合に限り、

一定期間にわたり充足される履行義務について収益を認識することに変更された168。 

C)支配の移転と履行義務の充足 

「履行義務の充足」の項では財・サービスを「資産」と言い換え､履行義務充足の項で「履

行義務を充足した時に(又は充足するにつれて)」と「一定期間にわたり充足される履行義務」

が加わった169。また､｢一時点で充足される履行義務｣と｢一定の期間にわたり充足される履

行義務｣が併記された。後者では､一定の期間にわたり支配が移転し､履行義務の充足と収益

の認識が一定期間にわたり行われる170。 

 

2.5.3 共同プロジェクト EDへの各国基準設定主体のコメント 

共同プロジェクト EDに対してEFRAG が主張したコメントは次の内容であった。まず、

EFRAG が主張し続けた収益の連続的な契約履行について、財・サービスに対する支配の顧

客へ移転ではなく、企業の履行義務を完遂する活動進度により認識すべきとし、企業の権利

獲得による収益認識を主張した。連続的な契約履行については共同プロジェクトでは採用

 
165 Ibid., paras.52-53. 
166 Ibid., para.55. 
167 Ibid., para.71. 
168 Ibid., paras.38-48. 
169 Ibid., para.4 and para. 31. 
170 Ibid., paras.35-36. 
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されたが、企業の権利獲得による収益認識は採用されなかった。次に曖昧さを排除するため

の諸ガイドラインでの明確化を推進するよう共同プロジェクトに求め、不利テストでの損

失、変動対価での変動額、マージン基準による配分など、EFRAG 自身も個別に提案した。

新基準開発では明確化は行われたものの、提案した事項については採用されなかった。最後

に、EFRAG は表示・開示等についてコストの便益による制限について主張したが、会計実

務での許容範囲内に改善されたものも一部あったものの、結局、新収益認識基準での開示事

項とそれに伴う作業量・コストは増加した。しかしながら、EFRAG のコメントでの主張は

新基準の会計実務への適用を考えたものであった。 

一方、ASBJ がコメントで一番強調した主張は、ASBJ コメント 2009 での「履行義務の

充足時点の収益認識」に関する一定条件下の工事契約での工事進行基準の適用であり、その

後は配分での他企業の非参照、マージン基準による配分、契約のすべての履行義務への荷重

平均配分などの別個の履行義務の配分基準に関する事項、契約の分割不同意、製品保証の履

行義務としての扱い、信用リスクの取引価格、表示・開示等でのコストへの配慮、変動対価

に関する詳細規定、不利テストの範囲の明確化、一時点と／一定期間の充足の明確化、累計

認識額の企業の権利が確実となるまでの制限などについてコメントしたが、ガイドライン

の明確化など、採用は一部にとどまった。工事進行基準以外はどれも、詳細な規定に関する

事項で、新収益認識モデル全体に影響を及ぼすような事項は皆無であった。 

 

 

2.6 小括 

 

本章では、FASB/IASB 共同プロジェクトの活動について、設立の背景、その後の資産負

債アプローチでの新収益認識モデルの議論、開発経過および関連する EFRAG と ASBJ の

反応について検討した 

2000 年前後に多発した米国の財務報告不正／会計規制違反は経済問題化したが、その中

で一番大きな原因となったのは、収益認識関連であった。収益認識の会計基準にはわかりに

くさがあり、財務諸表作成者、監査人が誤解し誤った会計処理と財務諸表の表示・開示を行

うことが多くなる。すなわちⓐ会計基準の曖昧さ、ⓑ会計基準間の不整合、ⓒ会計基準が網

羅的でないことが課題であった。そこで、資産負債アプローチにより資産負債にアンカリン

グした、収益関連の取引を包括する新しい収益認識基準を策定することになった。IASB も

収益認識に関して、概念フレームワーク・個別会計基準間の不整合や基準適用の網羅性で課

題認識していたため、2002 年に FASB と IASB は｢共同プロジェクト｣をスタートさせた。 

 

共同プロジェクトが提案した収益認識モデルを説明すると、まず中心になる概念として

は「契約資産が増加したとき又は契約負債が減少したとき(又は両者の組み合わせ)に収益が

認識される。これは、企業が履行をしたときに、契約における義務が充足されることによっ
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て生じる」というものである171。すなわち資産負債アプローチによる収益認識であるが、共

同プロジェクトが当初目標に掲げた資産・負債の変動の結果として収益が認識・測定される

「ピュアな」資産負債アプローチの収益認識基準ではなく、稼得過程による収益の発生によ

って同時に資産・負債の変動が生まれる資産負債アプローチの収益認識基準に変更された

172。この場合の資産および負債とは、顧客との契約における企業の権利および義務である。

収益は当初取引価格である顧客対価額で当初測定される。この当初取引価格を契約におけ

る履行義務に配分し、各履行義務の充足によって資産・負債が変動し配分された当初取引価

格を収益として認識する。契約では、企業は財・サービスの移転を顧客に対して約束する(履

行義務)。この約束された財・サービス、すなわち資産が顧客に移転し顧客が資産を支配し

たときに履行義務が充足される。履行義務を充足し資産および負債が変動し当初認識後測

定が行われる。 

共同プロジェクト初期の議論では収益認識モデルについて、法的解放金額に基づく公正

価値モデルと顧客対価額モデルとで対立し、活動進捗が難航し、合意に至らずにいた。前者

への批判点は selling revenue の認識、後者への批判点は顧客対価額の各履行義務への配分

の曖昧さにあった。2007 年に公表された EFRAG DP では、収益を「企業が顧客との契約

に係る活動を完遂することにより発生する経済的便益の総流入」と定義し、認識総額に、公

正価値ではなく「経済的便益の総流入」としての顧客対価額を採用した。そしてこの顧客対

価額をベースに認識時点について、「収益は発生し測定可能となった時点で認識すべきであ

る」という観点から、連続モデルを含む 4 案を提案した。すなわち、これまでの収益認識実

務を考慮し、それに親和性が高い提案を行った。2008 年に公表された共同プロジェクト DP

では、顧客対価額モデルが採用され、以後、デュー・プロセスでは一貫して、採用され続け

た。 

 

ASBJ は、2008 年公表の共同プロジェクト DP、つづく共同プロジェクト ED2010、共同

プロジェクト ED2011 に対してコメントを提出した。ASBJ がもっとも強く主張したのは、

共同プロジェクト DP に対しての ASBJ コメント 2009 での「履行義務の充足時点の収益認

識」に関して一定条件の工事契約に対しての工事進行基準の適用についての意見であった

173。理由は、顧客との契約での履行に対する企業の活動が進み、取引の成果が確実になった

時点でそれまでの収益実績の報告を行うことは、財務諸表利用者にとって企業の業績の事

前予想を変更でき将来キャッシュフローの予測に役立つためというものであった174。これ

は、EFRAG が投資者の意思決定に最大に有用な情報となるとして、活動進度による収益の

測定、すなわち進行基準を主張したのと同義であった。 

 
171 IASB (2008), op. cit., para.S16.  
172 辻山栄子(2009), 前掲論文, 12-14 頁。 
173 ASBJ (2009b), 前掲コメント, 第 6 項。 
174 同上, 第 34 項.  
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履行義務の充足の時点について、共同プロジェクト DP では「一時点で充足される」とな

っていたが、ASBJ や EFRAG などからの意見により、共同プロジェクト ED2010 では「一

時点で充足される」の中に「財・サービスの連続的な移転」が加えられ、さらに共同プロジ

ェクト ED2011 では履行義務の充足は「一時点で充足される」と「一定の期間にわたり充

足される」と２つの原則的な取扱いになった。すなわち、共同プロジェクトが開発した新収

益認識モデルでは、連続アプローチと決定的事象アプローチとを「履行義務の充足」を鍵概

念として一つに一体化させることができたといえる。これはASBJの工事進行基準、EFRAG

の継続アプローチに近しい方法が認められたものである。 

 

では、共同プロジェクトが提案した収益認識基準(案)を、共同プロジェクトスタート時の

課題、ⓐ会計基準の曖昧さの解消､ⓑ会計基準として理論的に首尾一貫しているか､ⓒすべ

ての取引種類に対する収益認識基準の網羅性の３点を達成できたか､の視点で検討したい。 

まずⓑの理論的な整合について、新収益認識基準が、認識は資産・負債の変動による規準、

測定は当初取引価格により当初測定し、それを契約における履行義務に配分する形の収益

認識モデルとなり「ピュアな」資産負債アプローチによる収益認識基準とはなっていない。

しかしながら理論的な不整合は多く見られない。共同プロジェクト ED2011「結論の根拠」

では、EFRAG の「活動進度」や ASBJ の「工事進行基準」についてのコメントに対応した

「履行義務の充足につれての収益認識」をコア原則の例外と捉えている175。しかしながら、

この件については「充足」の時点の捉え方でうまく整合的な論理構成になっているように思

われる。 

次にⓐの基準の曖昧さの解消については、各界から提出された意見を受け、共同プロジェ

クト DP、ED2010、ED2011 と概念・用語の明確化がなされ、相当前進したように思う。

IFRS 版の条文数では ED2010 では会計基準本体が 86 項、適用指針は 31 設例を含む 96

項、および結論の根拠が 252 項であったが176、ED2011 では会計基準本体が 129 項に増加、

適用指針は 58 項に減少したが設例が外に分けられ別に 26 設例となり、また結論の根拠は

351 項と増加した177。 

第三にⓒの網羅性であるが、ED2011 による収益認識基準(案)の段階では、適用対象の例

外事象の内容に共同プロジェクトの議論が進み、ⓐの評価の項でも述べたように明確化を

進めているところである。また共同プロジェクトとしてはコア原則の例外ととらえている

が「履行義務の充足につれての収益認識」を採用したことにより、結果として基準の適用範

囲が広がった。 

 
175 IASB, Exposure Draft ED/2011/6, Basis for Conclusions, Revenue from Contracts 

with Customers, 2011b, AV7. 
176 IASB (2010a), op. cit. IASB, Exposure Draft ED/2010/6 Basis for Conclusion, 

Revenue from Contracts with Customers, 2010b. 
177 IASB (2011a), op. cit. IASB (2011b), op. cit. IASB, Exposure Draft ED/2011/6 

Illustrative Examples, Revenue from Contracts with Customers, 2011c. 
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また当収益認識基準モデル、すなわち当初取引価格で当初測定し、契約における履行義務

の充足にしたがった資産・負債の変動時に認識する収益認識モデルでは、当初測定を当初取

引価格で行うことにより、資産・負債の変動幅に「概念的な歯止め」をかけることができた。

これにより少なくとも契約における収益総額は当初取引価格へのアンカリングを達成した

のである。さらに共同プロジェクトの収益認識モデルに、日本・欧州の会計基準設定主体

ASBJ と EFRAG のコメントを取り入れて、以下の性質が加わった。 

・収益の認識・測定が「取引価格とその配分」によって行われること。 

・会計実務での適用に目処をつけたこと。 

・履行義務の充足の時(又は充足につれて)の収益認識としたこと。 

このように、共同プロジェクトは ASBJ と EFRAG の意見を取り入れ、一定の軌道修正を

図り、新収益認識基準の最終化作業に向かった。 

 

ASBJ はかねてより、資産・負債の変動による公正価値で測定する収益認識モデルの共同

プロジェクトの議論に対して、議論の前提が現実を踏まえていない、収益の会計処理の企業

実態を踏まえてないという懸念をもち、共同プロジェクトに伝えていた178。共同プロジェク

ト DP に当初取引価格モデルが採用され、共同プロジェクト ED2010 に、「一時点で充足さ

れる」の他に、工事進行基準を反映した「財・サービスの連続的な移転」が加えられた後の

一連のコメントは、概して肯定的なコメントに変わった。これは、共同プロジェクト DP で

の当初取引価格モデル採用が大きかったものとみられる。ASBJ の共同プロジェクト DP へ

の同意の理由には、当初取引価格モデルでの収益認識は、取引の成果が確実になった時点で

の実績の成果報告により､財務諸表利用者にとっては成果の事前予想を変更でき､企業の将

来キャッシュフローの予測に役立つ実績成果情報の提供が可能になることがあげられてい

た179。 

新収益認識基準の開発での ASBJ の立ち位置は、収益認識の会計処理実務を大きく変え

ることに対して積極性が見えなかった。現行の収益認識額は企業の将来キャッシュフロー

予測に役立つ情報となっている一方で、その会計処理実務は市場関係者に広く受け入れら

れており、収益認識モデルを大きく変えることに対して市場関係者の支持が必要である。単

に理論面の優劣だけではなく、実務上の運用確保と弊害に勝る便益があることを示さなけ

ればならないとしていた180。ASBJ は、新収益認識基準が当初取引価格モデルで開発され、

工事契約に関して工事進行基準が採用された以降のコメントでは、収益認識の会計基準と

 
178 山田辰巳｢IASB 報告(第 37 回会議)｣『会計・監査ジャーナル』No. 591, 2004a 年, 76

頁。  
179 ASBJ (2009b), 前掲コメント, 第 1 項。 
180 同上, 第 7 項, 第 8 項。 ASBJ は理論的な整合性をあまり重視していないようであ

る。後年のわが国の新収益認識基準開発過程でも資産負債アプローチ採用という議論は

表に出てこなかった。 
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しての中心概念・用語の曖昧さの解消に注力した。 

ASBJ は、会計基準のコンバージェンスの｢東京合意｣に基づく｢IASB/FASB の MOU に

関連するプロジェクト項目(中長期)｣である J-GAAP の新収益認識基準開発では、この共同

プロジェクトの新収益認識モデルに基づいてコンバージェンス作業を進めることになる。

資産負債アプローチによるこの共同プロジェクトの新収益認識モデルが、従来の収益費用

アプローチの実現稼得過程モデルと同様の顧客対価額をベースとしたものとなり、財・サー

ビスの支配の移転による収益認識に工事進行基準と同等の「履行義務の一定の期間にわた

る充足」が加わったことで、次の日本国内での基準開発の議論の出発点にするのに十分と考

えたとみることができる181。 

 

 

 

 

 

  

 
181 ASBJ (2020a), 第 97 項。 
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第 3章 わが国における収益認識基準と課題 

 

 

本章では、わが国の ASBJ の活動である会計基準第 29 号および適用指針第 30 号の開発

過程を取り上げ、検討する。 

FASB と IASB は、2002 年に共同プロジェクトとして収益についての新しい包括的な認

識基準の開発を目的に議論を開始し、2014 年 5 月に新しい収益認識基準 Topic606/IFRS15

を公表した182。わが国の ASBJ は、IASB と 2007 年 8 月に会計基準のコンバージェンスに

関する「東京合意」を交わし､続いてその実行作業「プロジェクト計画表」を公表した183。

この中の「IASB/FASB の MOU に関連するプロジェクト項目(中長期)」として「収益認識」

については 2008 年に収益認識専門委員会を立ち上げ､検討を開始した｡ 

わが国では収益認識の会計処理は企業会計原則に定める実現主義の原則にしたがって行

われていた184。すなわち､財貨移転または役務提供の完了と対価の成立により収益を認識す

る。この原則に加え､ASBJ は長期請負契約の収益計上に関して 2007 年 12 月に企業会計基

準第 15 号「工事契約に関する会計基準」(以下、｢工事契約会計基準｣)とその適用指針を、

ソフトウェア開発取引に関しては 2006 年 3 月に実務対応報告第 17 号「ソフトウェアの取

引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い」を公表している｡ただし現在､わが国には収

益認識に関する包括的な会計基準は存在しない185｡ 

わが国でも収益は企業成績を表示する値として重要の財務情報とされる186。重要情報で

ある｢収益｣に関して､Topic606/IFRS15 が広く世界の資本市場で使用されることにより､広

範な資本市場で同質の数値となり､比較可能性が格段と向上し財務諸表利用者に大きな便

益をもたらすと考えられる187｡ 

 
182 FASB/IASB (2002a), op. cit. 
183 ASBJ (2007b)。ASBJ (2007c)。 
184 企業会計審議会 (1982), 第二 損益計算書原則 3.B､企業会計注解､注 6。なお藤井は、

｢企業会計原則を主たる指導原理とする会計制度｣として｢収益認識に係るわが国の従来

の慣習的制度｣と表現する。(藤井秀樹「収益認識会計基準に関する一考察｣『會計』第

198 巻第 1 号, 2020 年, 1 頁。) 
185 ASBJ, 第 308 回企業会計基準委員会｢審議資料(3)-1 収益認識基準の開発について｣, 

2015a 年, 第 9 項。米国では FASB/IASB 共同プロジェクトによる Topic606/IFRS15 

開発前には 100 以上の収益認識係る会計基準が存在したとされる。IASB (2008), op. cit. 
186 ASBJ｢収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見募集｣, 2016a 年, 2

頁。 この点については ASBJ 議事等の資料でその理由は示されていない。もっとも､

FASB/IASB 共同プロジェクトも収益認識の議論の中で｢収益値が重要な理由｣を示して

いないとの指摘を受けている。(EFRAG, Comment Letter Re: Revenue from Contracts 

with Customers, October, 22, 2010, 2010a.) 
187 わが国の会計基準の国際的なコンバージェンスを図ることにより､会計基準間の比較可

能 性が高まり､投資家の意思決定により有用な財務情報を提供でき､世界各国の資本市

場に便益をもたらすと考えられている。(ASBJ (2015a), 第 1 項。) 
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したがって､わが国の収益認識に係る会計基準の問題点としては､第一に包括的な会計基

準が存在しないこと､第二に､このままでは J-GAAP を適用する企業とわが国以外の他の資

本市場を利用する企業では収益の額の質が大きく異なる可能性があることである。今回の

ASBJ の活動では､これらの問題が解消されることになる。 

本章では､ASBJ が 2015 年 3 月に｢収益認識｣プロジェクト再開を決定した後の活動につ

いて188､収益認識に関する包括的な会計基準の検討過程を分析し､ASBJ の新収益認識基準

開発に臨む方針、手順と開発状況を明らかにすると共に、2020 年 3 月に開示等の規定を織

り込み一応の開発完了をみた改正企業会計基準第 29号｢収益認識に関する会計基準｣および

改正企業会計基準適用指針第 30 号｢収益認識に関する会計基準の適用指針｣(以下、｢改正会

計基準第 29 号｣および｢改正適用指針第 30 号｣)について、その内容を確認し、わが国の包

括的な収益認識基準の意義を提示する。 

 

 

3.1 US-GAAP/IFRSの新収益認識基準の特徴 

 

ASBJ は、わが国の会計基準第 29 号に国際財務報告基準第 15 号(以下、｢IFRS15｣)の定

めを基本的にすべて取り入れるという開発の基本的な方針を示しているため、

Topic606/IFRS15 の特徴を先に確認したい189。Topic606/IFRS15 の目的は｢顧客との契約か

ら生じる収益及びキャッシュ・フローの性質､金額､時期及び不確実性に関する有用な情報

を財務諸表の利用者に報告するために企業が適用しなければならない原則を定めること｣

とする190。Topic606/IFRS15 では､企業は履行義務が充足されるときに(又は充足につれて)

収益を認識する。顧客へ財・サービスの支配の移転が行われたときに履行義務は充足される。

IFRS15 の収益認識の手順は､次の｢5 ステップ・モデル｣である。 

・ステップ 1 顧客との契約の識別 

・ステップ 2 契約における別個の履行義務の識別 

・ステップ 3 取引価格の算定 

・ステップ 4 取引価格の別個の履行義務への配分 

・ステップ 5 各履行義務の充足時(又は充足につれて)の収益認識 

 
188 ASBJ｢収益認識｣プロジェクトの 2015 年 3 月以前の活動として、2009 年 6 月、2010

年 10 月および 2012 年 3 月に、共同プロジェクト DP、共同プロジェクト ED2010、共

同プロジェクト ED2011 それぞれについて、IASB にコメント・レターを提出すると共

に、2009 年 9 月に｢収益認識に関する論点の整理｣を､2011 年 1 月には｢顧客との契約か

ら生ずる収益に関する論点の整理｣を公表し、わが国国内の市場関係者からコメントを

募集した。 
189 ASBJ (2020a), 第 97 項。 
190 IASB (2014a), op. cit., para. 1. (IFRS 財団訳, IFRS15『顧客との契約から生じる収

益』, IFRS 財団, 2015a 年。)  
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ステップ 1 顧客との契約の識別 

(契約の識別) 

次のⓐ～ⓔの要件のすべてに該当する場合にのみ､企業は IFRS15 の範囲に含まれる顧客

との契約を会計処理しなければならないとする191｡ 

ⓐ契約当事者が契約を承認しており､かつ義務の履行を確約している｡ 

ⓑ企業が､移転すべき財・サービスに関する権利を識別できる｡ 

ⓒ企業が､移転すべき財・サービスに関する支払い条件を識別できる｡ 

ⓓ契約に経済的実質がある｡ 

ⓔ企業が､移転する財・サービスと交換に権利を得る対価を回収する可能性が高い｡ 

 

ステップ 2 契約における別個の履行義務の識別 

(履行義務の識別) 

別個の履行義務の識別について､企業は顧客との契約により対価と交換に財・サービスを

提供するとして､販売目的で企業が製造する財など履行義務に含まれる可能性があるもの､

10 項目を例示する。契約で約束する財・サービスが複数の場合には別個の履行義務ごとに

収益を認識する。逆に財・サービスが区別できない場合には履行義務を結合することになる

192。 

(契約の結合) 

ある契約の財・サービスの対価が他の契約の財・サービスの対価に依存する場合に､同一

の顧客と同時の、またはほぼ同時の複数の契約を結合して､単一の契約として会計処理を行

わなければならない193。 

(契約の変更) 

契約の変更とは､契約の範囲または価格の変更をいう。契約の変更による価格と既存の契

約の価格とが相互依存的である場合には両契約を一緒に会計処理しなければならない194。 

 

ステップ 3 取引価格の算定 

(取引価格) 

取引価格とは､顧客へ約束した財・サービスの顧客への移転と交換に企業が獲得できると

考えられる対価の額であり､第三者が代わって回収する金額を除くものである｡顧客との契

約での取引価格算定は､契約条件､企業の実務慣行を考慮しなければならない。取引価格を

合理的に見積もることができる場合にのみ､収益を認識できる。また､取引価格の具体的な

 
191 Ibid., para. 9. 
192 Ibid., para. 26 and para. 30. 
193 Ibid., para. 17. 
194 Ibid., para. 18 and para. 20. 
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算定にあたり､変動対価､回収可能性､貨幣の時間価値､現金以外の対価､顧客に支払われる

対価の影響を考慮する195。 

 

ステップ 4 取引価格の別個の履行義務への配分 

(取引価格の配分) 

企業は､個々の履行義務の基礎となる財・サービスの独立販売価格に比例して､すべての

別個の履行義務に取引価格を配分しなければならない。また､契約開始後に取引価格の変動

があった場合には､企業は当該変動を契約開始時と同じ基礎により､すべての別個の履行義

務に配分しなければならない196。 

 

ステップ 5 各履行義務の充足時(又は充足につれて)の収益認識 

(履行義務の充足) 

企業は、約定した財・サービスを顧客に移転したことにより識別した履行義務を充足した

ときに(又は充足につれて)収益を認識しなければならない｡財・サービスは､顧客が当該財・

サービスの支配を獲得したときに(又は獲得につれて)､顧客に移転する197。 

 

 

3.2 わが国における収益認識基準の開発経過 

 

3.2.1 プロジェクト再開198  

ASBJ は IFRS15 公表後の 2015 年 3月より収益認識に関するプロジェクト活動を｢再開｣

し､わが国での包括的な収益認識新会計基準の開発を目指す活動をスタートさせた199。 

ASBJ 議事資料によると､わが国で収益認識に関する包括的な会計基準を開発することに

より､ⓐ企業による財務諸表の比較可能性の向上､ⓑ企業により開示される情報の充実､ⓒ

わが国の会計基準の整備の観点という 3 理由から､大きな便益が期待された200｡また

 
195 Ibid., paras. 47- 48. 
196 Ibid., para. 74 and para. 88. 
197 Ibid., para. 31 and para. 33. 
198 東京合意を受けた 2008 年の発足以来、プロジェクト名称は｢収益認識｣プロジェクトと

していたが､再開したプロジェクトでは新会計基準の名称(案)が決定した頃より｢収益認

識に関する会計基準｣プロジェクトとなった｡ 
199 ASBJ では､第 253 回委員会(2012 年 10 月 18 日開催)を最後に､2015 年 2 月まで約 2

年 4 ヶ月の間｢収益認識｣が議題に上げられていない｡第 311 回委員会の議事録には｢収

益認識専門委員会を再開｣と記されている。(ASBJ(2015a), 第 13 項。) なお専門委員会

についてはその間も開催されていた(ただし IASB へのコメント・レター等の意見発信を

除く) ｡ 
200 同上, 第 6 項。 ASBJ は､わが国に収益認識の包括的な会計基準が存在しない状態が続

くことで､1990 年代のレジェンド問題と同様な問題の発生に懸念があった。 (同上, 第 9

項。) 
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IFRS15 に関しては財・サービスの履行義務を充足するときに収益を認識するが､これはこ

れまでのわが国の収益認識の時期の考え方と大きく異ならず共通する面があり､基本的な

考え方に大きく違いはないと位置づけた201｡さらに IFRS15 は FASB/IASB 共同プロジェク

トで開発した会計基準で IFRS と US-GAAP とでほぼ同一の文言となっていることから､世

界の主要資本市場で広く同一の会計基準が用いられるにことになる202｡ただし､わが国で収

益認識に関する包括的な会計基準を開発することにより一定のコストの発生と経営管理上

の影響が想定されるが､これらの影響を開発過程で低減させコストが便益を下回るよう検

討することを必要とした203｡ 

すなわち、ASBJ は､わが国の収益認識に関する包括的な会計基準については､コンバージ

ェンスの進行により大きな便益が期待されること、IFRS15 の考え方がわが国の会計基準に

かかる考え方と大きく異ならないこと､収益認識基準に関して IFRS と US-GAAP とでコン

バージェンスされていること､およびコンバージェンスの進行による影響・コストを得られ

る便益を下回るようにコントロール可能なことを理由に､会計基準開発に向け検討を進め

ることを決定した｡ 

当面の活動として､まず､わが国の新収益認識基準開発の出発点に IFRS15 を置き､当初は､

1) IFRS15 の概要を把握すること､2) IFRS15 の会計処理をわが国に適用するにあたっての

論点を抽出すること､3) IFRS15 適用上の論点を把握するための文書を公表すること､とし

た。2)については､従来と処理が大きく異なることとなる取引や実務上困難さが想定される

取引について､ⓐFASB/IASB 共同プロジェクトの移行リソースグループの論点の確認など

海外での新収益認識基準の適用上の課題の検討状況の確認､ⓑ日本公認会計士協会に対し

て会計・監査の知見からの報告依頼､およびⓒ影響が大きい作成者に対するアウトリーチな

どの方法によって検討することとした204｡ 

ASBJ は、プロジェクト再開翌年の 2016 年に実施した｢収益認識に関する包括的な会計

基準の開発についての意見募集｣(以下、｢ASBJ 意見募集｣)で、｢Ⅱ.収益認識に関する包括的

な会計基準を開発することの意義｣として｢わが国の会計基準の体系の整備｣｢企業間の財務

情報の比較可能性の向上｣および｢企業により開示される情報の充実｣をあげた205。この意識

中にはわが国における収益認識に関する会計処理の課題認識がなかった。 

一方で、当時の証券取引等監視委員会による開示検査での違反行為科目別分類では｢売上

 
201 同上, 第 10 項。  ASBJ では｢収益認識に関する会計基準｣プロジェクトとは別に

IFRS のエンドースメントについて審議する。.. 
202 同上, 第 11 項。 
203 同上, 第 12 項。なお、筆者は会計基準設定の議論で便益＞.費用をよく耳にするが、残

念ながら、ASBJ の便益 vs.費用の定量的な比較評価を確認できていない。 
204 ASBJ, 第 311 回企業会計基準委員会｢審議資料(6)-1 収益認識 今後の進め方に関する

論点整理と専門委員及び専門委員長の選退任について｣, 2015b 年, 第 3 項, 第 4 項。 
205 ASBJ(2016a), 第 8 項～第 13 項。 
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高｣が 1／4 を超え一番多い理由であった206。また日本公認会計士協会によると 2014 年 4 月

～2019 年 3 月までに公表された上場会社の粉飾決算のうち 42.2%が収益関連の原因であっ

た207。会計不正の是正という側面からも収益認識基準を新しく設定する問題意識があって

もよさそうであるが、この点には触れられていない。 

一方、FASB/IASB 共同プロジェクトでは新収益認識基準開発の目的は、FASB と IASB

が認識していた 3 つの課題の解決であった。すなわち、 

ⓐ認識・測定の曖昧さ＝解釈の難しさの解消 

ⓑ会計基準の整合性＝首尾一貫した会計基準の開発 

ⓒ適用の網羅性＝すべての収益に係る取引に適用でき会計処理を選択しなくてよい 

である。そして、こうした課題の解決策として、収益の値をアンカリングすべく、資産負債

アプローチを収益認識基準のベースとして開発を進めることとなった208。このことは 2000

年をはさむ時期の会計不正が背景となっている。 

両者を対比して見ると、このことがわが国で、新収益認識基準を開発する必要性の共通認

識を深くもてなかった理由の一つと考えられる。 

 

3.2.2 意見募集と審議経過 

ASBJ は 2016 年 2 月 4 日に ASBJ 意見募集を公表し､同年 5 月 31 日を期限に広くコメ

ントを募集した。 

質問事項は【図表 3-1】、予備的に識別された適用上の課題は、【図表 3-2】にあげる。 

 

【図表 3-1】意見募集 質問 

 

【図表 3-2】予備的に識別された適用上の課題(17の論点) 

 

ASBJ 意見募集では､予備的に識別した適用上の課題について主なものとして 17 論点を

あげて質問した。各論点につき､概要､具体的な事例、J-GAAP の会計基準またはその実務､

IFRS15 での取扱い､財務報告数値の相違があるかどうか､予備的に識別した適用上の課題

の内容､影響を受ける取引例､および先にあげた具体的な事例での影響を記載した。これに

より現在の J-GAAP の会計基準とわが国の実務から IFRS15 とその実務へと収益金額と実

 
206 証券取引等監視委員会｢開示検査事例集｣, 2017 年, 157 頁。 虚偽記載の違反行為件数

で、平成 28 年度は全 4 件のうち｢売上高｣が関わった事例が 3 件、また平成 22 年度～平

成 28 年度(2010 年 4 月～2017 年 3 月)7 年間の合計は全 102 件のうち 27 件であった。 
207 JICPA, 経営研究調査会研究資料第 6 号｢上場会社等における会計不正の動向｣, 2019a

年, 4 頁。2014 年 4 月～2019 年 3 月の 5 年間に公表された上場会社の粉飾決算全 166

件のうち、売上過大計上 57 件、工事進行基準 9 件、循環取引 5 件で、これら収益関連

合計は 71 件であった。 
208 SEC (2003), op.cit., executive summery.  
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務がどのように変化するかの観点から問いかけている｡ 

具体的な記載はないものの､ASBJ が意見募集でコメントを求めている主な先は､財務諸

表の作成者と利用者および監査人であるように思われる。財務諸表作成者には､現行の収益

金額から大きく変化する箇所の確認と現行実務より高負担となる箇所(あるいは作成実務が

困難となる箇所)について意見を求め､財務諸表利用者には収益金額が大きく変化する箇所

の確認と開示情報の拡大が十分かどうかの確認を求めている｡また､監査人には､会計理論

上と監査上の課題の確認・提起を求めている。 

ASBJ 意見募集では収益認識の考え方の変化や収益金額の質的変化についての説明や質

問はない。収益認識の考え方の変化については､ASBJ は先の 2 回の論点整理にてコメント

の募集を行い､提出されたコメントから論点を抽出して議論を行っていた｡すなわち ASBJ

意見募集では､わが国の収益認識はどのような考え方から行われるべきか､算出した収益金

額が新たにどのような意味をもつのかといった議論ではなく､IFRS15 の内容をわが国の会

計実務にいかに無理なく導入させるかのみの観点であった209。 

 

ASBJ 意見募集に対して提出された意見は､26 団体・7 個人によるものであった。その立

場別の内訳は､作成者は 19 団体 2 個人､利用者は 2 団体 3 個人､監査人は 5 団体 1 個人､学

識経験者は 1 個人､それ以外 1 団体であった210｡ASBJ 意見募集の提出期限後のプロジェク

ト活動は､まず 17 の個別論点に関する意見の分析に取り掛かった｡ 

また 2016 年 9 月には以下のプロジェクト活動方針を定めた211。 

ⓐ連結での IFRS 任意適用企業とそれ以外の J-GAAP 適用企業で異なる取り扱いにするか

どうかについては､両者のニーズを可能な限りみたすこと｡ 

 
209 ASBJ は､2009 年より意見募集を行い議論してきたのであり､会計理論については議論

をしつくしたとの立場であろう｡しかしながら収益金額の質的変化の意味について議論

はなされておらず、この点、わが国の財務報告関係者(実務家)はこの点につき関心が薄

いようである｡一方、日本証券アナリスト協会は財務諸表利用者の立場から、2017 年の

企業会計基準公開草案第 61 号｢収益認識に関する会計基準(案) ｣に対するコメントとし

て｢5 ステップと従来の実現主義の相違がやや解り難いため、どういう理由で、どの様

に収益認識の概念を改善しようと提案しているのか、ASBJ の目標が上手く伝わって来

ない｣との意見を述べている。(日本証券アナリスト協会企業会計研究会, 提出コメント

「『収益認識に関する会計基準(案)』等について｣, 2017 年, 2 頁。) 
210 ASBJ ホームページ｢収益認識に関する包括的な会計基準の開発 コメントの提出者一

覧」より(https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/misc/misc_others/2016-

0204/2016-1026-2.html(2017 年 7 月 17 日))。なお､一般社団法人全国銀行協会は､財務

諸表利用者・作成者双方の立場からのコメントである｡ 
211 ASBJ, 第 345 回企業会計基準委員会｢審議資料(3)-2 収益認識に関する包括的な会計基

準の開発 全般的な進め方の検討｣, 2016e 年。ASBJ, 第 345 回企業会計基準委員会「議

事要旨(3) 収益認識に関する包括的な会計基準の検討｣, 2016f 年。 その後､追加論点と

して｢契約における重大な金融要素の存在｣が加わった。(ASBJ, 第 352 回企業会計基準

委員会「審議事項(2)-4 収益認識に関する包括的な会計基準の開発 個別論点に関する今

後の検討すべき課題の候補｣, 2017b 年。) 
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ⓑIFRS15 とわが国の新収益認識基準の整合性の程度については､連結・個別財務諸表を分

けず､IFRS15 の基本的な原則を取り入れること｡また、これまでわが国で行われてきた実務

に配慮すべき場合には､財務諸表間の比較可能性を損なわない範囲で代替的な会計処理を

追加すること｡(場合によっては個別財務諸表のみに代替的な会計処理を追加する｡) 

ⓒIFRS15の理論面での問題提起への対応については､前述ⓑにかかわらず､IFRS15との整

合性を保つことの便益､異なる取扱いとすることの影響等を慎重に判断する必要があるた

め､意見募集での論点すべての議論後に検討すること。 

ⓓ新収益認識基準での表現については､以下の 3 点にしたがい見直すこと。 

・会計基準本文に必要最低限の要求事項を含め､適用指針にはその他の要求事項を含める｡ 

・会計基準の｢結論の背景｣には説明を記載する｡ 

・可能な限り意味が変わらない範囲で旧来からのわが国会計基準の用語を用い､理解 

しやすい表現とする｡ 

ⓔガイダンス追加については､わが国に特有な取引等に限定し､IFRS15 で得られる結果と

異ならないようにすること｡ 

個別論点の検討を進めるとともに､会計基準の範囲､用語の定義の検討､会計基準および

適用指針における文案構成に関する検討､会計基準の名称､および IFRS15 の設例の選択の

方向性を審議し､これらの検討を 2017 年 1 月までに終えた。 

 

2017 年 1 月 10 日開催の第 352 回委員会ではこの後に検討すべき課題についての審議を

行った｡審議内容は次の通りである212｡ 

Ⅰ 今後の課題として抽出したもの 

【課題 1】J-GAAP における実務において収益(または利益)の認識時期あるいは貸借対照表

の表示が異なるもの 

1) 収益時期の相違で各期の利益が相違するもの － 相違が長期間にならない：4 論点 

2) 収益時期の相違で各期の利益が相違するもの － 相違が長期間になる：4 論点 

3) 収益時期の相違があるが、各期の利益影響が少ないもの：2 論点 

4) IFRS15 による会計処理の懸念(含む表示)：7 論点 

【課題 2】重要性に関する事項 

1) 一般的には重要性はあるが、財務諸表間の比較可能性への影響は小さいもの：12 論点 

【課題 3】ガイダンスの追加、および【課題 4】設例の作成 

1) 判断が困難なケース：6 論点 

2) 解釈が困難なケース：4 論点 

Ⅱ 今後の課題として抽出しなかったもの 

【課題 1】J-GAAP における実務において収益(または利益)の認識時期あるいは貸借対照表 

 
212 ASBJ (2017b)。 
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の表示が異なるもの 

1) 収益時期の相違で各期の利益が相違するもの － 相違が長期間になる：2 論点 

2) IFRS15 による会計処理の懸念(含む表示)：2 論点 

3) その他：3 論点 

【課題 2】重要性に関する事項 

1) 一般的には重要性はあるが、財務諸表間の比較可能性への影響は小さいもの：4 論点 

【課題 3】ガイダンスの追加､および【課題 4】設例の作成 

1) 判断が困難なケース：16 論点 

2) 解釈が困難なケース：2 論点 

 

2017 年 2 月 8 日開催の第 354 回委員会では､｢IFRS のエンドースメント手続き｣プロジ

ェクトの審議で､IFRS15 開発中に ASBJ から IASB へと意見発信してきた内容のフォロー

アップが行われた213｡共同プロジェクト ED2011 に対するコメント・レターやその後のアウ

トリーチ等でわが国の市場関係者が発した 12 の意見のうち､4 つの意見はそのまま未対応

のまま残り､8 つの意見については完全もしくは一部対応され､IFRS15 として公表された｡

しかしながら、これらの意見とその共同プロジェクト側の対応に関してはこれまでの｢収益

認識に関する会計基準｣プロジェクトの審議の中では議論されていない 

2 月 22 日開催の第 355 回委員会では、｢今後の課題として抽出した項目｣のうち連結財務

諸表にかかる項目についての対応を先行審議した｡そして、連結財務諸表での対応の方針と

しては､基本的に IFRS15 の定めをすべて取り入れ､わが国での適応上の課題に対応するた

めに国際的な比較可能性を損なわない範囲で代替手段を追加的に定めることとした214｡ 

4 月 10 日開催の第 358 回委員会では､｢今後の課題として抽出した項目｣で審議が残って

いた個別財務諸表にかかる項目について､対応を審議した｡これまでのわが国の諸会計基準

は､原則として連結財務諸表と個別財務諸表の双方に適用されるように開発されているこ

とや法人税法との調整は難しく配慮することにデメリットも生ずる､などの理由により､個

別財務諸表での対応の方針も連結財務諸表と同様にするよう提案された215｡ 

 

3.2.3 公開草案として提案された主な内容 

ASBJ は今後の課題として抽出した各論点(連結財務諸表にかかる項目)を､1)会計処理を

 
213 ASBJ, 第 354 回企業会計基準委員会「審議事項(1)-3 IASB が IFRS 第 15 号開発中に

意見発信をしてきた内容(ASBJ､日本の市場関係者)のフォローアップ｣, 2017f 年。 
214 ASBJ, 第 355 回企業会計基準委員会「審議事項(2)-2 収益認識に関する包括的な会計

基準の開発 抽出した課題への対応(連結財務諸表)｣, 2017h 年。 連結財務諸表について

の対応方針は第 4 項～第 8 項を参照のこと｡  
215 ASBJ, 第 358 回企業会計基準委員会「審議事項(5)-2 収益認識に関する包括的な会計

基準の開発 抽出した課題への対応(個別財務諸表)｣, 2017o 年。 個別財務諸表について

の対応方針の提案は第 8 項～第 17 項。 
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原則的な方法のみで代替的な方法を認めない事項､2)特定の場合に限定し代替的な会計処理

の方法を認める事項､3)当新収益認識基準の範囲外となる事項の 3 区分に分け､2)に関して

は代替的な方法を認める条件を検討した｡これは旧来のわが国の実務に配慮し､財務諸表間

の比較可能性を損なわない範囲で認めるものである216｡ 

1)原則的な方法のみで代替的会計処理方法を認めない事項 

当該事項は､以下の７項目である217｡ 

・原価を基礎としたポイント引当金（(論点 4)追加的な財・サービスに対する顧客のオプ

ション) 

・売価を基礎としたポイント引当金（(論点 4)同上) 

・返品調整引当金（(論点 7)返品権付き販売) 

・電気事業等の検針日基準（(論点 9①②)一定の期間にわたり充足される履行義務) 

・割賦販売（(論点 10)一時点で充足される履行義務) 

・商品券等（(論点 11)顧客の未行使の権利) 

 

2)特定の場合に限定し代替的な会計処理の方法を認める事項 

以下の代替的な会計処理とそれを認める特定の条件が提案された｡ 

a) 認識単位と取引価格の配分 

・工事契約会計基準の｢認識の単位｣と異なる契約の結合（(論点 1)契約の結合) 

・現行実務の認識時期や取引価格配分との相違（(論点 3)約束した財・サービスが別個の

ものか否かの判断) 

・工事収益の物件単位の細分化（(論点 3)同上) 

・出荷・配送活動（(論点 3)同上) 

・契約価格に基づく取引価格の決定（(論点 8)独立販売価格に基づく配分) 

b) 重要性が乏しい契約の変更（(論点 2)契約の変更) 

契約変更による財・サービスの追加が既存の契約内容に照らして重要性が乏しい場合に

は、当該契約変更について会計処理するにあたり､次のⓐⓑいずれの方法も認められる218｡ 

ⓐ残りの財・サービスが契約変更日以前に顧客に移転した財・サービスと別個である場合に

 
216 公開草案では､そのほとんどが重要性の乏しい場合の扱いとされる。( ASBJ, 企業会計

基準適用指針公開草案第 61 号｢収益認識に関する会計基準の適用指針(案)｣, 2017z 年。) 

｢一般的な重要性は超えるもの｣の財務諸表間の比較可能性の観点からは｢重要性が乏し

い｣という理由で規定された。 (ASBJ (2017b), 課題 2。) 
217 電気事業の検針日基準。(ASBJ, 第 361 回企業会計基準委員会「審議事項(5)-3 一定期

間にわたり充足される履行義務に関する課題の検討｣, 2017v 年, 第 5 項。) これ以外の

事項。 (ASBJ, 第 355 回企業会計基準委員会「審議事項(2)-2 収益認識に関する包括的

な会計基準の開発 抽出した課題への対応(連結財務諸表)｣, 2017h 年, 第 10 項。) 
218 ASBJ, 第 358 回企業会計基準委員会「審議事項(5)-3 重要性に関する事項の検討｣, 

2017p 年, 第 16 項。 なおⓐⓑの方法は IFRS15 に規定されている。(IASB (2014a), op. 

cit., para.21(a)(b).) 
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は､当該契約変更を既存の契約を解約して新契約を創出したかのように扱う会計処理 

ⓑ残りの財・サービスが別個ではない場合に契約変更日現在で部分的に充足されている単

一の履行義務の一部を構成する場合には､当該契約変更を既存の契約の一部であるかに扱

う会計処理 

c) 重要性が乏しい履行義務の識別（(論点 3)約束した財・サービスが別個のものか否かの判

断) 

約束した財・サービスが顧客との契約の観点で重要性が乏しい場合には､当該約束した

財・サービスが履行義務であるかについて評価しないことができる｡なお顧客との契約の観

点からの重要性が乏しいか否かの判定では､当該約束した財・サービスの定量的および定性

的な性質を考慮し､契約全体における当該約束した財・サービスの相対的な重要性を検討す

る｡また顧客が財に対する支配を獲得した後に生じる出荷・配送活動については､類似する

取引に対して首尾一貫して適用することを条件に､履行義務として識別しないで､財を移転

する約束を履行するための活動として会計処理することができる219｡ 

d) 重要性が乏しい独立販売価格に基づく取引の配分（(論点 8)独立販売価格に基づく配分) 

履行義務の基礎となる財・サービスの独立販売価格が直接観察できず､かつ当該財・サー

ビスが契約における他の財・サービスに付随的なものであり､重要性が乏しいと認められる

ときには、当該財・サービスの独立販売価格の見積方法として残余アプローチを使用できる

220｡ 

e) 海運業等の輸送サービス（(論点 9①②)一定の期間にわたり充足される履行義務) 

複数の顧客の貨物を扱う外航航路における航海期間は数か月程度と短期間であり､顧客

(貨物)単位ではなく航海単位での一定期間にわたる収益認識を代替的な会計処理として追

加する221｡ 

f) 小口工事や工期がごく短い工事・受注制作ソフトウェア（(論点 9①②)同上） 

契約開始時から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合

には､完全に履行義務を充足した時点で収益を認識することができる222｡ 

g) 出荷基準（(論点 10)一時点で充足される履行義務) 

財(製品・商品)の国内販売において､出荷時から当該財の支配が顧客に移転された時（支

配の移転の定めおよび指標を考慮して決定される時点､例えば顧客による検収時)までの期

間が通常の期間である場合には､出荷から当該財の支配が顧客に移転された時までの間の

一時点に収益を認識する223｡ 

 
219 ASBJ, 第 356 回企業会計基準委員会「審議事項(8)-2 重要性に関する事項の検討｣, 

2017k 年, 第 31 項。 
220 同上, 第 39 項。 
221 ASBJ (2017v), 第 13 項。 
222 ASBJ (2017k), 第 13 項。 
223 ASBJ, 第 359 回企業会計基準委員会「審議事項(4)-2 重要性に関する事項の検討｣, 

2017r 年, 第 7 項。 
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3)当新収益認識基準の範囲外となる事項 

(論点 16)契約コストについては、J-GAAP が IFRS の会計基準体系と異なるという理由

により、J-GAAP の新収益認識基準の範囲外とされた224。 

 

 

3.3 会計基準第 29号の内容 

 

ASBJ は 2017 年 7 月 20 日に、企業会計基準公開草案第 61 号｢収益認識に関する会計基

準(案) ｣および企業会計基準適用指針公開草案第 61 号｢収益認識に関する会計基準の適用

指針(案) ｣を公表し、コメントを募集した。その後、2018 年 3 月 30 日に会計基準第 29 号

および適用指針第 30 号を公表した。 

また注記情報などについて、表示・開示規定に関しては十分な審議時間を確保するため、

会計基準第 29 号／適用指針第 30 号では必要最低限の規定にとどめ、2019 年 10 月 20 日

に企業会計基準公開草案第 66 号｢収益認識に関する会計基準(案)｣および企業会計基準適用

指針第 66 号｢収益認識に関する会計基準の適用指針(案) ｣を公表しコメントを募った225。そ

して 2020 年 3 月 31 日に改正会計基準第 29 号および改正適用指針第 30 号を公表した。 

 

3.3.1 収益認識の原則的な会計処理と代替的な方法 

会計基準第 29号は、開発の基本的な方針にある通り、まずは IFRS15の原則を取り入れ、

次にわが国で行われている旧来の実務に必要な配慮を行うため、比較可能性が大きく損な

われない範囲で代替的な取扱いを追加した226。したがって会計基準第 29 号／適用指針第 30

号は、IFRS15 の内容を基礎とした定めと追加的に定めた代替的な取扱いという構成となっ

ている227。また会計基準第 29 号の適用対象は連結財務諸表および(個別)財務諸表の双方で、

開示規定以外は両者で異なる取扱いとなっていない。そして資産負債アプローチをベース

とするTopic606/IFRS15の収益認識の会計処理の核となる｢5ステップ・モデル｣に対して、

会計基準第 29 号では次の a)～k)の 11 の代替的な会計処理の取扱いを規定した。 

a)重要性が乏しい場合の契約の変更 

b)重要性が乏しい場合の契約の識別  

 
224 ASBJ, 企業会計基準公開草案第 61 号｢収益認識に関する会計基準(案)｣, 2017y 年, 第

102 項。  
225 会計基準第 29 号では｢注記｣｢収益の表示科目｣｢収益と金融要素の関係の区分の要否｣

｢契約資産と債権の区分表示の要否｣について早期適用する場合の必要最低限の規定にと

どめ、財務諸表作成者の準備期間を考慮したうえ、会計基準第 29 号が全面適用される

ときまでに検討するものとされた。(ASBJ (2020a), 第 96-2 項。) 
226 ASBJ, 企業会計基準第 29 号｢収益認識に関する会計基準｣, 2018c 年, 第 97 項。 
227 同上, 第 100 項。 
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c)出荷・配送活動に係る会計処理 

d)ごく短い期間の工事契約・受注制作ソフトウェア 

e)船舶運送サービス 

f)出荷基準の取扱い 

g)契約初期段階での原価回収基準の扱い 

h)重要性が乏しい財・サービスでの残余アプローチでの履行義務への取引価格の配分 

i)契約に基づく収益認識の取引単位および取引価格の配分の扱い  

j)工事契約および受注制作ソフトウェアの収益認識の単位 

k)有償支給取引 

 

a)重要性が乏しい場合の契約の変更 

契約の変更に関して、財・サービスの追加が変更の対象となる既存の契約内容に較べて重

要性が乏しい場合には、企業が契約の変更に関して規定される次の 3 つの会計処理の方法

から選択できる228。 

ⓐ契約変更により追加される部分を独立した 1 個の契約として会計処理する方法。 

ⓑ既存の契約を解除して新しい契約を締結したとして処理(将来に向かって影響額の処

理)。この場合、残存履行義務に配分すべき対価の額を、現契約で顧客に約束した対価の

額(既履行分を除外)と契約変更の一部として約束された対価の合計額とする。 

ⓒ契約変更を既存の契約の一部として処理(変更時に累積影響を織込む)。この場合、財・

サービスを顧客に移転する進捗度と取引価格を累積的に修正する。 

b)重要性が乏しい場合の契約の識別 

約束した財・サービスの重要性が乏しい場合は､独立した履行義務かどうかを評価しない

ことができる。重要性の評価は当該財・サービスの定量的／定性的な性質を考慮し、契約全

体で約束した財・サービスに対する相対的な重要性を判断する229。 

c)出荷・配送活動に係る会計処理 

顧客による財の支配獲得後の出荷・配送活動は履行義務として識別しないで､財を移転す

る約束を履行するための活動に含め会計処理することができる230。 

d)ごく短い期間の工事契約・受注制作ソフトウェア 

工事契約・受注制作ソフトウェアに関して､契約における取引開始日から履行義務の完全

 
228 ASBJ, 企業会計基準適用指針第 30 号｢収益認識に関する会計基準の適用指針｣, 2018d

年, 第 92 項, 第 165 項。 
229 同上, 第 93 項, 第 166 項。企業の過度な負担回避のため Topic606, para.606-10-25-

16A の同様の定めを参考にした。(ASBJ (2017k), 第 24 項。) 
230 ASBJ (2018d), 第 94 項, 第 167 項。企業の実務におけるコストと便益の比較衡量を勘

案し Topic606, para. 606-10-25-18B では財の顧客支配の移転後の出荷・配送活動につ

いて別個の履行義務として識別しない扱いを選択適用できる。この US-GAAP の例外規

定と同様のものを設けた。(ASBJ (2017k), 第 30 項。) 
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なる充足が見込まれる時点までの期間がごく短い場合には履行義務を完全に充足した時点

で収益を認識できる。当該工事契約・ソフトウェアの受注制作契約では、通常、金額的に重

要性が乏しいと想定され、完全に履行義務を充足した時点の収益認識としても比較可能性

は損なわれないことが理由である231。 

e)船舶運送サービス 

一定の期間にわたり収益を認識する船舶による運送サービスは内航海運または外航海運

の一航海の出港地から帰港地までの期間が｢通常の期間｣である場合には短期間であると想

定し､複数の顧客の貨物を積載する一航海を単一の履行義務とすることができる。この場合

の｢通常の期間｣とは｢運送サービスに伴う空船廻航期間を含み、運送サービスの履行を目的

としない船舶の移動又は待機期間を除く｣期間とする。契約における履行義務は顧客ごとに

識別することが原則であるが、複数の顧客との契約を結合する代替的な扱いとした232。 

f)出荷基準の取扱い 

財の国内販売において、出荷時から財の支配が顧客に移転されるまでの期間が「通常の期

間」の場合には､出荷時から当該財の支配の顧客への移転までの間の一時点に収益を認識で

きる。この場合の｢通常の期間｣とは｢当該期間が国内における出荷及び配送の日数に照らし

て取引慣行ごとに合理的と考えられる日数である場合｣とし、財の国内における配送では数

日程度が多いと想定する。この代替的な取扱いは、出荷時から顧客への財の支配の移転の時

までの期間が｢通常の期間｣内である場合には財務諸表間の比較可能性が大きく損なわれな

く、重要性が乏しいとの判断である233。 

g)契約初期段階での原価回収基準の扱い234 

一定の期間にわたり充足される履行義務について、契約初期段階に履行義務進捗度を合

理的に見積もれない場合には､合理的に見積もることができる時から収益を認識すること

ができる。この代替的な取扱いは、契約初期段階に履行義務進捗度を合理的に見積もれない

場合には､合理的に見積もることが出来るようになる時まで収益認識しなくとも財務諸表

間の比較可能性が損なわれることがないと考えられることから設けられた235。 

h)重要性が乏しい財・サービスでの残余アプローチでの履行義務への取引価格の配分 

対象の財・サービスが契約においての財・サービスに付随的かつ重要性が乏しい場合には

 
231 ASBJ (2018d), 第 95 項, 第 96 項, 第 168 項, 第 169 項。 
232 同上, 第 97 項, 第 170 項。なお ASBJ の分析では、海運業実態として一航海は最長で

も 3 ケ月程度であり、収益認識が完了基準でも進行基準でも会計年度でみると収支計上

額に大きな差異は生じない。(ASBJ (2017v), 第 9 項。) 
233 ASBJ (2018d), 第 98 項, 第 171 項. 
234 Topic606/IFRS15 では、一定期間にわたり充足される履行義務において履行義務の完

全な充足に向けた進捗度を合理的に測定できないが履行義務充足に係る発生コストを回

収できると見込む場合履行充足への進捗の事実を反映するために、発生したコストの範

囲で収益を認識する(原価回収基準)と規定された。(IASB, Basis for Conclusions, 

Revenue from Contracts with Customers, 2014b, BC180.) 
235 ASBJ (2018d), 第 99 項, 第 172 項。 
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残余アプローチで独立販売価格を算出できる。適用指針第 30 号では独立販売価格の見積方

法に残余アプローチの使用を限定的に認めるが、対象の財・サービスが付随的かつ顧客との

契約において重要性が乏しいと認められる場合には、財務諸表間の比較可能性が損なわれ

ることがないと考えられることから設けられた236。 

i)契約に基づく収益認識の取引単位および取引価格の配分の扱い 

ⓐ個々の契約が当事者間で合意された取引を反映する実質的な取引単位であり､かつⓑ

個々の契約において定められている顧客に移転する財・サービスの金額が独立販売価格と

著しく乖離しない場合には､個々の契約において定められている財・サービスの内容を履行

義務とみなし､個々の契約において定められている顧客に移転する財・サービスの金額を取

引価格として収益を認識することができる237｡ 

わが国では｢競合他社等を踏まえて、企業と顧客が一定の合理性を認めて合意した取引の

単位、価格、その他諸条件を取り決め｣を締結した契約書は、その履行に法的責任もあり、

取引の実態を反映していると考え会計処理を行うが238、一方で｢契約書ベースの会計処理を

認める場合には、財務諸表間の比較可能性という観点では、当該｣会計処理が IFRS 第 15 号

における独立販売価格に基づく配分による結果と乖離する懸念」も聞かれた239。これは、個

別の契約書で示された取引の単位、価格、その他の諸条件が取引の実態を示していない場合

があるため、と推定できる。 

j)工事契約および受注制作ソフトウェアの収益認識の単位 

工事契約または受注制作ソフトウェアに関して､(複数の顧客との／異なる時点に締結さ

れた)複数契約を一契約に結合した場合に別個の契約に扱った場合と時期・金額の差異に重

要性が乏しい場合には､複数の契約を結合し単一の履行義務として会計処理できる240。 

k)有償支給取引 

有償支給取引に関して、企業が原材料等の支給品を外部支給先から買い戻す義務を負っ

ていない場合は、支給品の消滅を認識するが支給品譲渡の収益は認識しない。一方、支給品

の買戻義務を企業が負っている場合は、支給品譲渡の収益も当該支給品の消滅も認識しな

い。また個別財務諸表では、支給品譲渡の収益を認識しないが、譲渡時に在庫の消滅を認識

できる241。有償支給取引に関する代替的な取扱いとしてのポイントは、ⓐ最終製品の収益の

 
236 同上, 第 100 項, 第 173 項。 
237 同上, 第 101 項, 第 174 項。  
238 ASBJ, 第 359 回企業会計基準委員会「審議事項(4)-3 収益の単位及び取引価格の配分

に関する事項の検討｣, 2017s 年, 第 2 項(1)。 
239 同上, 第 2 項(2), 第 3 項。 
240 ASBJ (2018d), 第 102 項, 第 103 項, 第 175 項, 第 176 項。 
241 同上, 第 104 項, 第 177 項～第 181 項。｢有償支給取引｣とは、企業が対価と交換に原

材料等の支給品を外部の支給先に譲渡し、加工後、当該支給先から支給品を購入し戻す

取引をいう。｢有償支給取引｣は解釈が困難なわが国で広くみられる取引のため、設例が

必要とされ、適用指針の公開草案では設例を設定された(ASBJ , 第 353 回企業会計基準

委員会「審議事項(2)-4 IFRS 第 15 号における設例の検討｣, 2017c 年, 第 26 項)。しかし
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販売に係る収益との二重計上を避けること、およびⓑ支給品は物理的に支給先が在庫管理

を行っていることを考慮した。 

 

3.3.2 収益認識に関する開示規定 

2018 年 3 月に会計基準第 29 号が公表される前のわが国では、収益認識に関する注記情

報の開示は、重要な会計方針および工事契約会計基準によるものしか規定されていなかっ

た242。また代替的な会計処理が認められていない場合には省略できるとして、収益に関する

会計方針に関する実際の開示例としては極めて少数とされる243。すなわち、わが国の収益認

識に関する情報の開示の状況は国際的な水準からいうと非常に脆弱な状況であった。 

わが国の包括的な収益認識基準の開発では、注記情報など、表示・開示規定について、2020

年 4 月以降に開始する事業年度／連結会計年度から適用されるよう議論が進められた。会

計基準第 29 号開発では、財務諸表利用者を中心に開示情報拡大・充実への期待が、財務諸

表作成者を中心に作成の負荷に対して懸念が常に示されていた244。特に後者については、前

述のようなわが国の収益認識に関する情報開示の状況下であるにもかかわらず、IFRS15 開

発プロセスでわが国から表明された意見や 2016 年 2 月の ASBJ 意見募集に対して提出さ

れたコメントなど、強い懸念意見が提出された245。 

わが国では、旧来の会計基準では収益認識に関する注記情報がほとんど何も開示されず、

したがって開示書類作成での負担がほとんどなかった状況から、新収益認識基準で当該注

 

ながら提出された意見で当該設例案に対して多くの懸念が示されたため、会計基準最終

化段階の議論で代替的な取扱いに加えられた(ASBJ, 第 380 回企業会計基準委員会「審

議事項(4)-2 企業会計基準公開草案『収益認識に関する会計基準(案)』等―公開草案に寄

せられたコメントとそれらに対する対応案｣, 2018a 年, 第 14 項)。 
242 連結財務諸表規則第 13 条第 5 項,  財務諸表等規則第 8 条の 2, 会社計算規則第 101 条

第 1 項,工事契約会計基準第 22 項。重要な会計方針の注記では、収益計上基準として、

割賦販売、ファイナンス・リース取引、工事契約、業界特有の収益の計上基準等、財務

諸表について適正な判断を行うために必要があると認められる事項が求められる。収益

認識に関する注記の他に、類似の情報として、｢セグメント情報等の開示に関する会計

基準｣の報告セグメントの｢売上高｣、および有価証券報告書等の｢第 2 3 経営者による財

政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの分析｣の｢生産、受注及び販売の実績｣の｢受

注実績｣｢販売実績｣(企業内容の開示に関する内閣府令)などがある。 
243 新日本有限責任監査法人編『完全比較国際会計基準と日本基準』第 3 版, 清文社, 2016

年, 1339 頁。 
244 ASBJ は｢作成者の負担と利用者のニーズという費用対効果｣を勘案しながら基準開発を

進めている。(ASBJ, 第 407 回企業会計基準委員会「審議事項(3)-3 第 95 回収益認識専

門委員会で聞かれた意見｣, 2019c 年, 第 2 項。) 
245 IFRS15 開発プロセス時にわが国から表明された意見については、ASBJ, 第 357 回企

業会計基準委員会「審議事項(5)-4 開示(注記事項)の検討｣, 2017l 年, 23-28 頁。会計基

準第 29 号審議時の状況については、ASBJ, 第 407 回企業会計基準委員会「審議事項

(3)-2-1 注記事項の検討を進めるにあたっての基本的な考え方｣, 2019a 年, 第 4 項～第 5

項。 
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記情報を新しく設けるのであり、当該注記情報も国際的なレベルの開示まで引き上げるの

であるから、ある意味、発生する負荷はやむを得ないと思われる。 

改正会計基準第 29 号では、収益認識に関する注記による開示の目的を｢顧客との契約か

ら生じる収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性を財務諸表利用者が

理解できるよう｣な十分の情報を開示することとした246。改正会計基準第 29 号は、収益認

識に関して、次の a)～g)の 7 事項の開示を要求する。 

 

【重要な会計方針の注記】247 

a)企業の主要な事業における主な履行義務の内容 

b)企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点) 

c)これ以外に重要な会計方針に含まれると判断した内容 

 

【収益認識に関する注記】 

d)収益の分解情報 

顧客との契約から生じる収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性

に影響する主な要因に基づく区分に分解した金額の注記である248。収益の分解となる区

分の程度は実態に即した事実および状況により決定する。区分の決定は、企業の収益情報

で他の目的に使用されているものの開示状況を考慮して決められるが、財・サービスの種

類、地理的区分、市場・顧客の種類、契約の種類、契約期間、財・サービスの移転の時期、

販売経路が例示されている249。 

セグメント情報で開示される｢売上高｣の情報との関係について、財務情報利用者が理

解可能なように十分な情報を注記しなければならない250。改正会計基準第 29 号により会

計処理がなされ、収益認識に関する注記による開示の目的にそう情報であると判断され

る場合は、セグメント情報について追加して収益の分解情報を注記する必要はないとす

る251。 

e)収益を理解するための基礎となる情報  

e-1)契約及び履行義務に関する情報 

収益として認識する項目の元となる契約を理解するための基礎となる情報の注記で、

次のⓐⓑが含まれる252。 

ⓐ履行義務に関する情報 

 
246 ASBJ (2020a), 第 80-4 項。 
247 同上, 第 80-2 項, 第 80-3 項。 
248 同上, 第 80-10 項。 
249 ASBJ (2020b), 第 106-3 項～第 106-5 項。 
250 ASBJ (2020a), 第 80-11 項。 
251 ASBJ (2020b), 第 191 項。 
252 ASBJ (2020a), 第 80-13 項。 
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履行義務の内容として、例えば、企業が他の当事者の代理人として行動するような履行義

務、返品・返金・その他の類似の義務、財・サービスに対する保証及び関連する義務が含

まれる253。 

ⓑ重要な支払条件に関する情報 

通常の支払義務、変動対価が含まれる場合のその内容、変動対価の見積りが当会計基準に

より通常制限される場合のその内容、契約に重要な金融要素が含まれる場合のその内容

を記載する254。 

e-2)取引価格の算定に関する情報  

取引価格算定方法の理解のために、算定の際に用いた見積方法、インプットおよび仮定に

関する情報を注記する(例えば、変動対価の算定、変動対価の見積りが当会計基準により

制限される場合のその評価、重要な金融要素が含まれる場合の対価の額に含まれる金利

相当分の調整、現金以外の対価の算定、返品・返金・その他類似の義務の算定)255。 

e-3)履行義務への配分額の算定に関する情報 

取引価格の履行義務への配分額算定方法の理解のために、配分する際に用いた見積方法、

インプット法および仮定に関する情報を注記する (例えば、約束した財・サービスの独立

販売価格の見積り、契約の特定部分に値引きや変動対価の配分を行っている場合の取引

価格の配分) 256。 

e-4)履行義務の充足時点に関する情報 

履行義務の充足時点の判断および当該時点の会計処理の方法を理解できるよう、次のⓐ

～ⓒを注記する。ⓐ出荷時、引渡時など、履行義務が充足する通常の時点、ⓑ一定の期間

にわたり充足される履行義務については、アウトプット法、インプット法などの収益を認

識のために使用した方法及び財・サービスの移転の忠実な描写となる根拠、ⓒ一時点で充

足される履行義務については顧客が約束した財・サービスの支配を獲得した時点を評価

する際に行った重要な判断257。 

e-5)本会計基準の適用における重要な判断 

改定会計基準第 29 号適用の際の判断および判断の変更のうち、顧客との契約から生じる

収益額及び時期の決定に重要な影響を与えるものを注記する258。 

f)当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報  

f-1)契約資産及び契約負債の残高  

履行義務の充足とキャッシュ・フローの関係を示すために次のⓐ～ⓓを注記する259。 

 
253 同上, 第 80-14 項。 
254 同上, 第 80-15 項。 
255 同上, 第 80-16 項。 
256 同上, 第 80-17 項。 
257 同上, 第 80-18 項。 ASBJ (2020b), 第 106-6 項, 第 106-7 項。 
258 ASBJ (2020a), 第 80-19 項。 
259 同上, 第 80-20 項。 
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ⓐ顧客との契約から生じた債権、契約資産、契約負債の期首残高および期末残高 

ⓑ当期認識の収益額のうち、契約負債期首残高に含まれていた額 

ⓒ契約資産残高と契約負債残高の重要な変動の内容 

例えば、企業結合による変動、対応する契約資産や契約負債に影響を与えるもので進捗度

の見積りの変更や契約変更等による収益の累積的な影響、対価に対する権利が無条件と

なるまでの通常の期間の変化、履行義務充足までの通常の期間の変化などである260。 

ⓓ履行義務充足の時期と通常の支払時期との関連、それらの要因が契約資産と契約負債

に与える影響の説明。また過去期間に充足した履行義務(部分的な充足を含む)から当期認

識した収益がある場合にその金額(例えば、取引価格変動の場合、原価回収基準適用の場

合、契約初期段階での原価回収基準の代替的取扱い適用の場合など)261。 

f-2)残存履行義務に配分した取引価格 

残存契約から翌期以降の認識が見込まれる収益額およびその認識時期を理解できるよう

に次のⓐⓑを注記する262。 

ⓐ当期末時点で未充足(部分的に未充足を含む)の履行義務に配分した取引価格の総額 

ⓑ ⓐの額の収益認識の時期の見込み 

 

【工事契約等からの損失が見込まれる場合の注記】 

g)残存履行義務に配分した取引価格 

工事契約およびソフトウェアの受注制作契約について、その総原価等がその収益総額を

超過する可能性が高くかつ金額を合理的に見積ることができる場合には、その超過が見

込まれる額(工事損失)のうち当該契約に関して既に計上された損益額を控除した残額を、

工事損失が見込まれた期の損失として処理し工事損失引当金を計上するが263、その場合

の工事損失について次のⓐⓑを注記する264。 

ⓐ当期の工事損失引当金繰入額 

ⓑ同一の工事契約等に関する棚卸資産と工事損失引当金がともに計上される場合には、

次のいずれかの額 

・棚卸資産・工事損失引当金両建て表示の場合には、その旨と当該棚卸資産の額のうち 

工事損失引当金に対応する額 

・棚卸資産・工事損失引当金相殺表示の場合には、その旨と相殺表示した棚卸資産の額 

 
260 ASBJ (2020b), 第 106-8 項, 第 192 項。 
261 同上, 第 192 項。 
262 ASBJ (2020a), 第 80-21 項。 
263 ASBJ (2020b,) 第 90 項, 第 91 項。 
264 同上, 第 106-9 項. 従来は工事契約会計基準で開示されていた事項であるが、改正会計

基準第 29 号適用時に廃止されるため、工事損失売上原価に含まれている程度、および

工事損失引当金に棚卸資産が含まれている程度をこれまで通り開示する。(同上, 第 193

項。) 



64 

 

 

一方、IFRS15 での注記事項は、以下の通りである265。 

・顧客との契約 

・収益の分解 

・契約残高 

・履行義務 

・残存履行義務に配分した取引価格 

・IFRS15 適用における重要な判断 

・履行義務充足の時期の決定 

・取引価格及び履行義務への配分額の算定 

・顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産 

・実務上の便法 

 

改正会計基準第 29 号の注記情報の規定は、顧客との契約の獲得または履行のためのコス

トから認識した資産と実務上の便法を除き、IFRS15 と概ね見合う要求事項になっている。

一方で ASBJ 内の審議では、要求事項がしっかりと整理され、わが国企業にとって IFRS15

よりわかりやすくなっているとの評価であった266。また、会計基準第 29 号では連結財務諸

表と個別財務諸表で収益認識に関してほとんど同じ会計処理が規定されたが、改正会計基

準第 29 号では注記情報の開示に関して、連結財務諸表を作成している場合の個別財務諸表

における免除規程を設けた267。 

 

 

3.4 小括 

 

ここまで本章では､2015 年 3 月以降の収益認識の会計基準開発の審議経過と会計基準第

29 号および改正会計基準第 29 号の内容を見てきた｡ 

ASBJ｢収益認識｣プロジェクトは 2007 年の ASBJ と IASB の｢会計基準のコンバージェ

ンス｣に関する東京合意に基づき、「IASB/FASB の MOU に関連するプロジェクト項目(中

 
265 IASB (2014a), op. cit., paras.110-129.  
266 ASBJ, 第 410 回企業会計基準委員会「審議事項(5)-5 第 96 回収益認識専門委員会で聞

かれた意見｣, 2019d 年, 第 2 項～第 5 項.。 
267 個別財務諸表では次のⓐ～ⓒを選択できる。ⓐ｢顧客との契約から生じる収益｣の独立

掲記または注記、および、顧客との契約に重要な金融要素が含まれる場合の金融要素の

影響の独立掲記の適用除外。(ASBJ (2020a), 第 80-25 項。) ⓑ収益認識に関する注記の

｢収益の分解情報｣および｢当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報｣の除

外。 (同上, 第 80-26 項。) ⓒ収益を理解するための基礎となる情報について連結財務

諸表注記の参照。 (同上, 第 80-27 項。) 
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長期)」として活動を開始した。したがって、わが国の包括的な新収益認識基準はコンバー

ジェンス、すなわち損益計算書のトップ・ラインの収益値に関して｢国際的な比較可能性｣を

確立することが至上命題だったのである。したがって ASBJ の当活動の意義としては､第一

にわが国の収益認識の包括的な会計基準の導入を行ったことにある｡ここで強調された点

は､ⓐ財務諸表の比較可能性とⓑ収益認識に係る開示情報の充実である｡ 

ⓐについては､わが国に収益認識に関する包括的会計基準は存在しないため､わが国以外

の広範な他の資本市場と損益計算書トップ・ライン値が異質になることを絶対に回避しな

ければならなかった｡ 

ⓑについては､包括的な新会計基準の中で注記の充実を図った｡現行のわが国の会計基準

の下では､収益認識に係る会計処理の方法の説明(すなわち｢重要な会計方針｣)でさえも開示

する企業の数は非常に少なく､改善が大いに期待される268｡ASBJ には、このわが国で収益

認識に関する開示情報が少なかったことでも、J-GAAP・IFRS 等間での比較可能性の欠如

につながるという意識が大きかったように思われる。 

このようにわが国で包括的な収益認識基準の開発が急務であり､その開発過程で実際に

採られた IFRS15 を議論のスタートに据える方法は最も早く導入する方法であった｡この点

が第二の意義と考えられる｡FASB/IASB 共同プロジェクトの遅延により｢収益認識｣プロジ

ェクトの活動は停滞したが、コンバージェンス対象として Topic606/IFRS15 が明確になり、

2015 年 3 月にプロジェクト再開した後は、収益認識という大きな分野でまったく新しい包

括的な会計基準を、ASBJ はわずか 6 年余りという短期間で全面的に導入した。会計基準第

29 号の開発で ASBJ が実際に採った方法は「国際的な比較可能性」を盾に IFRS 等の収益

認識基準を J-GAAP に取り込むというやり方であった。すなわち、まずは IFRS15 ありき

で､次にわが国の旧来の会計処理と異なり実務上の問題が残るものについて例外を認める

かどうかを判断する｡そして例外を認めるものについては､認める条件を定めるという方法

であった｡ 

ASBJ は包括的な収益認識基準導入の意義に｢わが国の会計基準の体系の整備｣｢企業間の

財務情報の比較可能性の向上｣｢企業により開示される情報の充実｣以外をあげていなかっ

たが、米国同様にわが国でも不正会計の原因の大きなものは収益認識関係であるというこ

とを課題として認識していないはずはなかった。この大きな課題解決のために、高品質・一

定レベル以上の収益認識基準を財務諸表作成者(企業) 、財務諸表利用者および監査人(以下､

 
268 ASBJ は、わが国での収益認識に関する開示情報の量についても比較可能性から問題が

あるという認識をもっていた。(ASBJ (2019c), 第 4 項。) 金融庁は、令和 2 年度有価証

券報告書レビュー審査で IFRS15 を重点テーマ審査項目にし、その審査結果の中でこの

結果が｢わが国の『収益認識に関する会計基準』の適用準備中の会社にも参考になる｣と

述べた。改正会計基準第 29 号適用後は、有価証券報告書等で開示される収益認識に関

する注記情報についても、金融庁のレビューによって記述内容の質が上がっていくもの

と期待する。 (金融庁, 別紙 1「令和２年度 有価証券報告書レビューの審査結果及び審

査結果を踏まえた留意すべき事項｣, 2021 年, 34 頁。) 
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｢財務報告関係者｣)の抵抗が最も小さい方法で収益認識全体に包括的に導入することがベス

トな方法であった。その意味で US-GAAP と IFRS で先に定められた Topic606/IFRS15 を

導入するのが一番早く、効率の良い方法であったといえる。 

このようにASBJの活動は 2つの意義があげられる一方で､多岐にわたる多数の課題と多

種多様な意見を調整／集約しなければならなかったことから､基準開発の中の議論が技術

論に偏ったが、この点残念であった｡IFRS15 とわが国の旧来の収益認識の会計処理との技

術的な相違とその解法についての議論が中心で新会計基準によって作られる収益の金額の

質についての議論に乏しかったように思われる269｡ 

 

 

  

 
269 唯一の理論的な検討は「一定期間にわたり充足される工事契約等についての支配の移

転の考え方」の審議であった。(ASBJ, 第 355 回企業会計基準委員会「審議事項(2)-3 

支配の移転に関する考え方の検討｣, 2017i 年。) 
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第 4章 わが国財務報告関係者の新収益認識基準に対する意識 

 

 

本章では、財務報告上の収益情報の意義を見据えながら、過去に収集した意見でのわが国

の財務諸表作成者(企業) 、財務諸表利用者および監査人の収益に関する意識を検討する270。

財務報告関係者の意見として ASBJ が募集したコメント、および先行研究で行われた調査

の回答である。 

ASBJ の募集コメントは新しい収益認識基準の検討初期に行われた、2 つの論点整理、｢収

益認識に関する論点の整理｣(以下、｢ASBJ 論点整理 2009｣)および｢顧客との契約から生じ

る収益に関する論点の整理｣(以下、｢ASBJ 論点整理 2011｣)で募集したコメントである271。

この 2 つのコメント募集からは、会計基準第 29 号および Topic606/IFRS15(本章では、「新

収益認識基準」)導入による収益情報の意義の変化について、わが国財務報告関係者の基本

的な考え方をうかがい知ることができると考えたためである。また、先行研究での調査結果

としては、日本会計研究学会収益認識スタディ・グループが 2019 年 7 月～9 月に財務諸表

作成者であるわが国企業に対して行った「新収益認識会計基準に関するアンケート調査」

(以下、｢JAA SG 調査｣)を取り上げる272。 

これらのコメント募集／調査は設問に対して回答を求める形式で実施された。設問のう

ち、新収益認識モデルの基礎概念である収益認識の｢考え方｣｢単位｣｢時期｣に関する設問を

取り上げ、回答を分析する。また JAA SG 調査については、｢包括利益計算書科目のうち重

視する勘定科目｣および｢『売上高』を重視する理由｣、｢新収益認識基準のベネフィット｣に

ついての設問を取り上げ、回答を検討する。最後に 3 つの回答全体から財務報告関係者の

新収益認識基準導入での収益情報の意義の変化についての意識を考察する。 

 

 

 

 

 

 
270 ASBJ の会計基準等の審議において、財務諸表作成者、財務諸表利用者および監査人等

を総称して｢市場関係者｣という語を用いる。(FASF「企業会計基準及び修正国際基準の

開発に係る適正手続に関する規則｣, 2019 年, 第 18 条, 第 20 条。) 
271 ASBJ, ｢収益認識に関する論点の整理｣, 2009c 年。ASBJ, ｢『顧客との契約から生じる

収益に関する論点の整理』の公表｣, 2011a 年。ASBJ, ｢顧客との契約から生じる収益に

関する論点の整理｣, 2011b 年。 
272 日本会計研究学会収益認識スタディ・グループ(主査:佐々木隆志一橋大学教授)は 2017

年 10 月より活動を開始し、2019 年 9 月に最終報告を行った。(日本会計研究学会収益認

識スタディ・グループ(主査:佐々木隆志)『顧客との契約から生ずる収益の認識に関する

会計諸課題の研究 –令和元年度最終報告書-』, 2019 年, 111-115 頁。) アンケート調査

の質問事項については、中村亮介他, 前掲論文, 102-110 頁。 
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4.1 ASBJの募集コメント 

 

会計基準第 29 号は 2022 年 3 月期の年間財務諸表から完全に適用されるが、ASBJ はこ

れまでに収益認識に関してのコメントを 7 回募集した。ASBJ の会計基準等の開発におけ

るデュー・プロセスとしては、公開草案と論点整理を各 1 以上作成し公表することになっ

ているが、企業会計基準第 29 号の場合は公開草案の公表が 3 回、論点整理が 3 回で、この

他にデュー・プロセスから外れる｢収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意

見募集｣を行っている273。収益認識については幾度もコメント募集を繰り返しているが、通

常の会計基準より影響範囲が広く影響が大きいため、このような開発の手続きを採ったよ

うに思われる。本章ではこのうち、ASBJ 論点整理 2009 および ASBJ 論点整理 2011 を取

り上げる。 

 

4.1.1 ASBJの論点整理 2009 

ASBJ は 2009 年 9 月に ASBJ 論点整理 2009 を公表し、11 月 9 日期限でコメントを募

集した。これに先立つ 2008 年 12 月に FASB と IASB が公表した共同プロジェクト DP に

対して、ASBJ は 2009 年 6 月に ASBJ コメント 2009 を IASB へ提出した。ASBJ 論点整

理 2009 は､わが国国内の市場関係者に早期に共同プロジェクト DP の新しい収益認識モデ

ルを紹介し、理解を図る目的で公表された274｡記載された論点は、新しい収益認識モデルの

基礎的な考え方について 5 論点、個別会計処理の考え方について 6 論点の計 11 論点であ

り、これらに関連する 17 問が質問された。 

コメントは、14 団体、4 個人、および経済産業省から提出された。当コメントでは回答す

るにあたっての立場は明示されていないため、内容から判断した回答の立場では、団体につ

いて財務諸表作成者からの立場 10、監査人からの立場 4 で、財務諸表利用者からの立場か

らはコメントは提出されなかった275。本章では財務報告関係者の収益に関する意識の検討

が目的のため、質問のうち、｢【論点 1】収益認識の考え方｣についての質問 1(1)～(3)、｢【論

点 2】収益の測定｣についての質問 2、｢【論点 3】収益認識の単位｣についての質問 4、｢【論

点 4】収益認識の時期｣についての質問 6 および質問 7 を中心に取り上げる276。 

 
273 FASF(2019), 第 19 条 1, 第 19 条 2。 
274 逆瀬 ASBJ 副委員長発言。(ASBJ, 第 193 回企業会計基準委員会｢議事要旨(4)収益認識

専門委員会における検討状況(コメント分析)について｣, 2010a 年。) 
275 ASBJ が公表・コメント募集を行った｢収益認識に関する包括的な会計基準の開発につ

いての意見募集｣および企業会計基準公開草案第 61 号｢収益認識に関する会計基準(案) ｣

では、質問に｢回答にするにあたっての立場｣を設けていたが、この 2 つ以外の募集コメ

ントでは設けられていなかった。このため、この 2 つ以外では、コメント内容に加え、

この 2 つのコメント募集での回答を考慮して判断した。(ASBJ(2016a)。ASBJ 

(2017y)。) 
276 質問は以下の通り。 

【論点 1】収益認識の考え方 
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4.1.1.1 財務諸表作成者の立場のコメント内容 

一般社団法人日本経済団体連合会(以下、｢経団連｣)は、総論として｢わが国においては体

系的な会計基準としての収益認識基準はないものの、税法をベースにした実務慣行が確立

されている｣との認識を示す277。経団連は、共同プロジェクト DP に対して提出した意見の

中では共同プロジェクト DP の収益認識モデル(以下、｢共同プロジェクト DP モデル｣)につ

いては財務情報の有用性が損なわれる可能性があると指摘すると共に、これに基づく実務

は複雑で｢実際に機能し、適正な運用｣を確保できるかを憂慮する。また共同プロジェクト

DP モデルへの対応にはシステム改善等を含め、財務諸表作成者の多大なコスト負担が生じ、

財務諸表利用者のベネフィットが上回るかどうかに疑問を呈す278。 

収益認識の単位については、｢企業が財・サービスを別々に販売せず、かつ、信頼性のあ

る客観的な証拠に基づいて独立販売価格を見積もれない状況においては、見積もることで

 

質問 1(1) 現行モデルによる収益認識には、有用な財務情報を提供するという観点か

ら問題があるという考え方に賛成しますか。 

(2) 現行モデルによる収益認識に問題があると考える場合、提案モデルに切り替える

ことが、そのような問題の解決に役立つと考えますか。役立つと考える場合、提案

モデルのどのような特徴が、問題の解決に寄与すると考えますか。 

(3) 逆に、有用な情報提供という観点から、提案モデルに切り替えることで懸念され

る事項はありますか。 

【論点 2】収益の測定 

質問 2 期末日における現在の債務を描写するという目的を掲げ、その観点から、履

行義務を充足するために必要な資産の金額（見積原価、貨幣の時 間価値、マージ

ン等の要素を反映）で、履行義務を測定するという考え 方が示されていますが

（第 84 項参照）、履行義務の測定に関するこのよ うな考え方は、有用な収益情報

及び利益情報を提供することに結びつく と考えますか。 

【論点 3】収益の単位 

質問 4 収益の認識を、確実となった契約上の顧客対価の単位ではなく、契約上の義

務を履行する上で、顧客に提供する必要のある個々の財やサービスの単位で考える

という提案（第 107 項参照）に賛成しますか。 

【論点 4】収益認識の時期 

質問 6 このような提案(個々の財やサービスに対する支配が顧客に移転した時点で一 

律に収益認識を行う提案)に賛成しますか。 

質問 7 質問 6 で提案に賛成する場合、個々の財やサービスに対する支配の移転時期

は、契約条件又は法律の運用等に基づいて判断することが提案されていると考えら

れますが、これは十分に明確ですか。 

(ASBJ (2009c)。) 
277 日本経済団体連合会経済基盤本部, 提出コメント「『収益認識に関する論点整理』に関

するコメント｣, 2009 年, 1 頁。 

なお本章では法人名称の｢一般社団法人｣｢公益社団法人｣を省略して表記する。｢監査法

人｣｢有限監査法人｣は法人名称の識別をつけるため表記を残す。 
278 同上コメント, 5 頁。 
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財務諸表の有用性を損なう可能性｣を指摘し、製品保証付の財の販売を例示する279。これは

複数要素契約での収益認識で問題があり、一般に独立販売価格による取引価格の配分を認

めたうえでの例外的な問題点の指摘と理解できる。収益認識の時期については支配の移転

の時期は契約条件として明示されていないことも多く抽象度が高いと考えられ、｢実務にお

ける解釈において、その判断にバラつきが生じることが予想される｣とする。 

 

一般社団法人日本貿易会(以下、｢貿易会｣)は、ASBJ 論点整理 2009 で示す共同プロジェ

クト DP モデルについて、｢顧客との契約締結から生じる権利と義務の差額としての契約の

正味ポジションの変動が収益認識につながるとされているが、実現主義を採ってきたこれ

までのわが国における売上高の概念とは全く異なるアプローチである｣とする280。これまで

の収益認識モデルでは｢所有に伴う重要なリスクと経済価値の移転等の概念に基づく収益

認識時点（顧客との取引から生じる成果が確実となる時点）の判断が困難な場合があり実務

上問題があった｣が、共同プロジェクト DP モデルでは｢支配の移転のみに着目することに

より、収益の認識時点の判断基準の画一的な運用が可能となること｣を期待できる。その反

面、旧来モデルの｢稼得・実現過程｣の曖昧さが｢履行義務の消滅過程｣の曖昧さにおきかわる

だけで、｢既存の基準における矛盾を全て解決することはできず、現行モデルが抱えている

問題と同じ問題を引き続き抱えることとなるのではないかと危惧｣する｡共同プロジェクト

DP モデルの収益に｢リスクが移転済のもの（ハードな収益）とリスクが移転していないも

の(ソフトな収益)が混在するなど、取引実態が異なる契約が同じように処理され｣るため、

有用性の低下を心配する281。また貿易会は収益認識の単位について、一律の合意を擬制し履

行義務を個別に識別して収益認識の単位とする場合に、当該識別が実態に即しているか否

かの検証が非常に困難で恣意性が入り込む余地があるとする282。 

 

一般社団法人日本鉄鋼連盟(以下、｢鉄鋼連盟｣)は、旧来の収益認識モデルは｢成果物の内

容等の取引実態に応じて、成果の実現が確実となった時点でタイムリーに収益計上できる

基準として十分に機能しており、有用な財務情報を提供するという観点からも、特段の問

題｣はなく、また共同プロジェクト DP モデルでは｢履行義務の測定タイミングの取扱いに

よっては、契約時に収益認識することになる可能性｣があり、企業活動の成果の適切な表現

の観点からふさわしくないと考える283。 

 
279 同上コメント, 1 頁。 
280 日本貿易会経理委員会, 提出コメント「『収益認識に関する論点整理』に関するコメン

トについて｣, 2009 年, 1-2 頁。  
281 同上コメント, 2 頁。 
282 同上コメント, 3 頁。 
283 日本鉄鋼連盟, 提出コメント「『収益認識に関する論点整理』に関する意見について｣, 

2009 年, 1 頁。 なお、証券取引等監視委員会によると、平成 22 年度のわが国の虚偽記

載の違反行為件数合計は 24 件で、このうち｢売上高｣が関わった事案が 7 件と勘定科目
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また収益認識の単位について鉄鋼連盟は、複数の取引が 1 つで契約されている場合を除

き、当事者間の取引実態を最もよくわかって締結される契約単位での収益認識を原則とす

べきとする284。収益認識の時期については、｢企業活動の成果を適切かつタイムリーに表現

するには、成果物の内容等の取引実態に応じて、成果の実現が確実となる時点を決定し｣そ

の時点で収益認識すべきとする285。 

 

4.1.1.2 監査人の立場のコメント内容 

日本公認会計士協会(以下、｢JICPA｣)は単一の収益認識モデルの開発には賛成する。そし

て、主として実務上の検証可能性および整合性の観点から、提案に同意しないものや疑問・

懸念のある事項として以下の 3 点をあげる286。 

a)支配の移転時点の曖昧さ 

共同プロジェクト DP モデルは支配の移転（履行義務の充足）時に収益を認識するという

考え方に基づき現状の収益認識モデルに一定の規律を与えるが、実務上の判断が難しい複

数要素契約などに関して稼得過程の曖昧さを克服できるのか疑問である。  

b)収益認識に係る見積値の使用  

収益の額について信頼性をもって測定できることは収益認識において最も重要な前提条

件であるが、見積値の使用がやむを得ず必要な場合はその使用場面を限定した上で、場合に

より収益の額について信頼性をもって測定できない場合にその認識は遅らせることが必要

であるとする。 

c)契約に関する曖昧さが商慣行として存在する場合の取扱い  

当事者間での合意事項が明記されていない場合に、契約を強制し得る義務を創出する二

者以上による合意が事実上なされていると判断できるか具体的な要件の明確化を行うべき

とする。 

また JICPA は履行義務を収益認識の単位とすることについて賛成する。履行義務の識別

は意思決定に有用な情報の提供と考えられるとして、会計処理指針の充実が会計情報とし

て意思決定に有用な情報の提供に資するとする287。収益認識の時期について JICPA は共同

プロジェクト DP モデルの財・サービスの支配の顧客への移転の時点という方向性に賛成

 

別の原因としてはトップであった。また平成 22 年度～平成 28 年度(2010 年 4 月～2017

年 3 月)7 年間の虚偽記載の違反行為件数の合計 102 件のうち 27 件が｢売上高｣が関連す

る案件であった。したがって、実現主義をベースとするわが国旧来の収益認識の会計処

理は、米国同様に問題がなかったとは言い難い。(証券取引等監視委員会 (2017), 157

頁。) 
284 日本鉄鋼連盟(2009), 前掲コメント, 1 頁。 
285 同上コメント, 1 頁。 
286 JICPA, 提出コメント「『収益認識に関する論点整理』に対する意見｣, 2009a 年, 1-2

頁。 
287 同上コメント, 4 頁。 
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する288。 

 

新日本有限責任監査法人は、IFRS 等の収益認識で課題が存在し、J-GAAP に包括的な収

益認識基準がないことを鑑みると多種多様な取引に「様々な取引に対して一貫して適用可

能な単一の収益認識原則を用いた会計基準の開発」の必要性を指摘する289。すなわち、わが

国でも IFRS 等と同様の課題があり、この問題を解決するためにはわが国でも同様の方法

を用いることに同意するという意と受け取ることができる。懸念点としては、共同プロジェ

クト DP モデルでは、旧来の基準で工事進行基準を適用する多くの取引が完成引渡時の収

益認識に変更され｢将来キャッシュ・フローの予測に役立つ有用な情報提供を阻害する可能

性｣と、わが国の収益認識で仮に FASB/IASB 収益認識共同プロジェクトで過去に議論され

た｢現在出口価格アプローチ｣が採用された場合に取引の成果が確実とならない契約開始時

点で収益が認識される可能性があることをあげる290。 

新日本有限責任監査法人は収益認識の単位について、｢資産を顧客に移転する約束｣とす

る履行義務を収益認識の単位とする収益認識モデルに賛成する291。また収益認識の時期に

ついては、支配の移転という概念の明確化を前提に賛成する。共同プロジェクト DP モデル

は、収益認識にあたり契約資産、契約負債の増減に着目するモデルであるが、財・サービス

の提供の事実に着目した収益認識という点は基本的に旧来の収益認識と共通しており、実

務上受け入れられるとする。 

 

あずさ監査法人は、共同プロジェクト DP モデルは｢顧客との契約に焦点をあて、契約資

産が増加したとき又は契約負債が減少したときに収益を認識する｣モデルであるが、わが国

では当事者間の履行義務が明確でない場合があり、その点で懸念を示す292。 

収益認識の単位については、J-GAAP と IFRS 等において複数要素契約についての収益

認識に企業間で比較可能性に問題があることを指摘し、共同プロジェクト DP モデルでは

｢契約上顧客に提供すべき個々の財やサービスを個々の収益認識の単位とするという明確

な取扱い｣になっており、問題の解消が期待できると評価する。単一の包括的な収益認識基

準を指向するには、｢契約の構成部分の公正価値について信頼性をもって測定できるか否か

によって異なるという取扱い｣よりも共同プロジェクト DP モデルの方が合理的とする293。

またあずさ監査法人は収益認識の時期について、支配の移転の解釈が明確化されているこ

 
288 同上コメント, 5 頁。 
289 新日本有限監査法人, 提出コメント「『収益認識に関する論点整理』についての意見｣, 

2009 年, 1 頁。 
290 同上コメント, 3 頁。 
291 同上コメント, 4 頁。 
292 あずさ監査法人監査実務従事者グループ, 提出コメント「『収益認識に関する論点整

理』に関するコメント｣, 2009 年, 1 頁。  
293 同上コメント, 3 頁。 
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とを前提に｢個々の財産やサービスに対する支配が顧客に移転した時点で収益認識を行う｣

共同プロジェクト DP モデルに賛成とする294。 

 

あらた監査法人は、現状の J-GAAP では、｢企業会計原則における実現主義の適用以外に

は収益の認識基準について包括的なフレームワーク｣の提供がなく｢収益の認識について包

括的な考え方を整理することは必要かつ有用｣とし、｢収益の認識について統一的なモデル

を示すことであり、現行実務が有している多様性の幅が縮小されることが促進されると考

えられ･･･現行実務が有している実務的な課題（統一的モデルの不在による多様な実務的解

釈の存在）｣の解決に期待する295。一方、懸念点として工事進行基準による収益認識を廃止

した場合に経済的実態を反映した意思決定に有用な情報の提供ができるかどうか、および

契約における対価額の履行義務への配分について実務での実行可能性の難点を指摘する。

また、あらた監査法人は収益認識の時期について、共同プロジェクト DP モデルの適用によ

って｢収益獲得プロセスに焦点を当ててリスクと経済価値が移転した時点を収益認識の時

点とする現行モデルをどのように改善する｣かが明確ではないとする296。 

 

4.1.2 ASBJの論点整理 2011 

ASBJ は 2011 年 1 月に ASBJ 論点整理 2011 を公表し、3 月 28 日期限でコメントを募集

した。これに先立つ 2010 年 6 月に FASB と IASB は共同プロジェクト ED2010 を公表し、

これに対して ASBJ は 2010 年 10 月に ASBJ コメント 2010 を IASB に提出した。ASBJ

論点整理 2011 は、ASBJ 論点整理 2009 に対して提出された意見を踏まえ、共同プロジェ

クト ED2010 に基づく、より具体的な取扱いの検討および収益の測定や開示に伴う論点も

含め包括的な検討を行い、わが国の収益認識に関する会計基準の方向性を示したうえで、市

場関係者から意見を募集することを目的とした297。記載された論点は、新しい収益認識モデ

ルの基礎的な考え方について 6 論点、個別会計処理の考え方について 8 論点の計 14 論点で

あり、これらに関連する質問 15 問が設けられた。 

コメントは 15 団体より寄せられた。ASBJ 論点整理 2011 でも回答するにあたっての立

場は明示されていないため、コメントの立場をその内容から判断した。結果、財務諸表作成

者の立場 10、財務諸表利用者の立場 1、監査人の立場 4 であった。ここでは本章の目的を

鑑み、質問のうち、｢論点 2-1[履行義務の識別]｣の質問 3、｢論点 2-2[履行義務の充足]｣の質

問 4 を中心に取り上げる298。 

 
294 同上コメント, 4 頁。 
295 あらた監査法人品質管理部アカウンティング・サポート・グループ, 提出コメント

「『収益認識に関する論点整理』に関するコメント｣, 2009 年, 1 頁。 
296 同上コメント, 4 頁。  
297 ASBJ ( 2011b), 第 5 項. 
298 質問は以下の通り。 

[論点 2-1]履行義務の識別 
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4.1.2.1 財務諸表作成者の立場のコメント内容 

経団連は総論について、冒頭で共同プロジェクト ED2010 の紹介が中心で「コンバージ

ェンスするにあたっての実務的な課題の分析」が不十分であると ASBJ 論点整理 2011 を批

判した299。そして共同プロジェクト ED2010 の提案は、非常に複雑な実務が要求され｢会計

システムの変更等の導入コストや、大幅な開示拡大等による作成者及び監査人の大幅なコ

スト増に対し、投資家等が得られるベネフィット｣が限られるとし、共同プロジェクト

ED2010 の収益認識モデルは、わが国の旧来の収益認識モデルと比べ｢実質的な差異は小さ

い｣が、財務諸表作成者のコスト増加が大きいため、｢資産負債アプローチに抜本的な改革す

ることなく、現行の混合アプローチ(資産負債、費用収益ともに重視)をベースにした改善の

方向｣を主張する300。 

経団連は履行義務の識別について、次の 2 点を除き、履行義務を収益認識の単位とする

ことに同意する301。すなわち、ⓐ競争力の源泉を発揮する管理単位は各企業で異なってお

り、履行義務の単位は各社のマネジメントの視点から当該管理単位と乖離すべきではない

という点、およびⓑ利益マージンが区別できる場合でも当該企業が管理していない場合に

は、履行義務を利益マージン単位で区分すべきではないという点である。また履行義務の充

足については、支配の移転に着目する収益認識に不同意とする302。取引実態に応じ成果が確

実となったことでその時点に収益計上するわが国の収益認識モデルは、問題なく十分に機

能しているということが理由である。工事進行基準についても、支配の移転ではなく、成果

の実現の確実性という観点から工事進捗を判断することが望ましいとする。 

 

貿易会は総論として、IFRS 等とのコンバージェンスの観点からわが国の新しい収益認識

基準を、共同プロジェクト ED2010 を基に検討するにしても、要求される会計実務は複雑

であるため、適正な運用が確保できるようにすべきとする303。貿易会は収益認識の単位を履

 

質問 3  履行義務を収益認識の単位とすることに同意しますか。同意する場合、財又

はサービスが区別できる場合の規準は、十分であると考えますか。また、同意しな

い場合、どのような収益認識の単位が適当と考えますか。 

[論点 2-2]履行義務の識別収益の充足 

質問 4  財又はサービスの支配の移転に着目して収益認識を行うことに同意します

か。 

(ASBJ (2011a)。) 
299 日本経済団体連合会経済基盤本部, 提出コメント「『顧客との契約から生じる収益に関

する論点整理』に対するコメント｣, 2011 年, 1 頁。 
300 同上コメント, 1 頁。  
301 同上コメント, 3 頁。  
302 同上コメント, 4 頁。 
303 日本貿易会, 提出コメント「『顧客との契約から生じる収益に関する論点整理』に対す

るコメントについて｣, 2011 年, 1 頁。  
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行義務とすることについて基本的に同意するが、以下の 3 点について改善を求める304。 

ⓐ取引の正確な描写のための履行義務の識別に係る原則・定義の明確化 

ⓑ履行義務の区分における｢区分できる利益マージン｣の使用禁止 

ⓒ財・サービスのいずれかが短期期間や僅少な金額などの場合に、実務負担を考慮した複数

要素契約での一体会計処理の容認 

また支配の移転に着目する収益認識についても基本的に同意するが、工事契約、ソフトウ

ェア開発を含むサービスでは企業の活動に基づく収益認識モデルの検討を求める305。 

 

鉄鋼連盟は、総論としてわが国において顧客に財・サービスの支配を移転した時に収益を

認識する共同プロジェクト ED2010 の収益認識モデルをわが国に導入することに反対し、

｢仮に、支配の移転を収益認識の要件としても、現行の日本基準との間に実質的な差異は小

さいものと認識しているが、現行の日本における会計慣行（実現主義と工事進行基準）は適

切に行われており、そのような会計慣行が反映される会計基準の開発｣を要望する306。収益

認識の単位についても、顧客との契約における履行義務単位ではなく、｢競争力の源泉(付加

価値)｣である当該企業の管理単位とすべきとする307。収益認識の単位は、マネジメント視点

から管理単位と一致すべきとする。また支配の移転に着目する収益認識についても、｢わが

国の現行モデルは、成果物の内容等の取引実態に応じて、成果の実現が確実となった時点で

タイムリーに収益計上できる基準として十分に機能しており、有用な財務情報を提供する

という観点からも、特段の問題｣ないという理由で反対する308。 

 

一般社団法人日本船主協会は収益認識の単位について、わが国の海運業では航海単位で

の収支計算、経営管理、収益認識を行っており、共同プロジェクト ED2010 の収益認識モ

デルで提案された顧客との契約における履行義務単位を採ると｢経営実態を正しく表せな

い結果になると思われ、財務諸表利用者にとっての有用性に疑問｣が生じるとし、消極姿勢

を示す309。特に不利契約の場合を懸念する。 

 

 

 
304 同上コメント, 2 頁。  
305 同上コメント, 3 頁。 
306 日本鉄鋼連盟は提出コメントのすべての質問に対する回答で｢不同意｣とし、わが国に

おける包括的な収益認識基準開発に反対の立場を表明している。(日本鉄鋼連盟, 提出コ

メント「『顧客との契約から生じる収益に関する論点整理』に対するコメント｣, 2011 年, 

1 頁。) 
307 同上コメント, 2 頁。 
308 同上コメント, 3 頁。  
309 日本船主協会, 提出コメント「『顧客との契約から生じる収益に関する論点整理』に対

するコメントついて｣, 2011 年, 1 頁。  
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4.1.2.2 財務諸表利用者の立場のコメント内容 

公益社団法人日本証券アナリスト協会(以下、｢アナリスト協会｣)は、収益認識の単位につ

いて共同プロジェクト ED2010 の収益認識モデルの提案について同意する。アナリスト協

会内で実施した会員アンケートでは、95%を超える会員が、慣れさえすれば｢『契約』や『履

行義務』という概念を使うことは、実際の企業行動を理解するのに有効｣であると回答した。

また履行義務の充足については、支配の移転という考え方の導入で工事進行基準が可能に

なるとの理由で、支配の移転での収益認識を支持する310。 

 

4.1.2.3 監査人の立場のコメント内容 

JICPA は履行義務を収益認識の単位にすることに同意する。ただし複数要素契約につい

て、区分できる規準｢財・サービスの区別できる機能(単独の履行義務にできる条件)がある

こと｣および｢区別できる利益マージンがあること｣の明確化や更なるガイダンスが必要で

あるとする311。また財・サービスの支配の移転による収益認識についても同意する312。 

 

新日本、あずさ、あらたの各監査法人は履行義務を収益認識の単位にすることに同意する。

履行義務の必要以上の細分化への懸念、履行義務を複数に区分することができる規準の見

直し・明確化、現行 J-GAAP の引当金制度との調整を必要とする313。 

また新日本有限責任監査法人は、財・サービスの支配の移転とは財・サービスの顧客への

提供という事実への着目でわが国の旧来の収益認識と共通の考え方であるため、財・サービ

スの支配の移転による収益認識についても同意する314。 

 

4.1.3 ASBJ論点整理での意見のまとめ 

わが国の財務諸表利用者は新収益認識モデルの提案に同意する。契約や履行義務の概念

により企業行動の理解に対して有効で優れているとするが、裏を返せば、現状は複数要素契

約など、収益の認識と測定を正確に理解するのに不十分で、新収益認識モデルは企業の将来

 
310 日本証券アナリスト協会, 提出コメント「『顧客との契約から生じる収益に関する論点

整理』について｣, 2011 年, 1 頁。  
311 JICPA, 提出コメント「『顧客との契約から生じる収益に関する論点整理』に対する意

見｣, 2011 年, 2-3 頁。 
312 同上コメント, 3 頁。 
313 新日本有限責任監査法人, 提出コメント「『顧客との契約から生じる収益に関する論点

整理』に対する意見｣, 2011 年, 2-3 頁。 あずさ監査法人品質管理部, 提出コメント

「『顧客との契約から生じる収益に関する論点整理』に関するコメント｣,  2011 年, 1-2

頁。 あらた監査法人は、『企業会計原則注解』｢注 18 引当金について｣で｢売上割戻引

当金｣を規定するため、優先付け等の調整の必要性を指摘する。(あらた監査法人アカウ

ンティング・サポート部, 提出コメント「『顧客との契約から生じる収益に関する論点

整理』に対するコメント｣, 2011 年, 3 頁。) 
314 新日本有限責任監査法人(2011), 前掲コメント, 3 頁。 
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キャッシュフロー予測に資するということではないであろうか。 

わが国の財務諸表作成者は、ⓐわが国では｢売上高｣等、損益計算書のトップ・ラインとな

る収益を非常に重要視していること、ⓑその収益は実現主義を(厳格に)適用して認識・測定

した額で必要十分であったこと、という意識である。ペイトン・リトルトンの「売上は営業

活動の最終成果(end-product)」との指摘は、現在でもわが国の企業実務で実践され続けて

いる。またⓒ旧来の収益認識実務について、そのままで問題ないという意見と一部に問題が

生じているという意見がある。わが国の有価証券報告書の虚偽記載の一番大きな原因は収

益関係であるが、個々の企業や業種によって意識が異なるようである。さらにⓓ現状の契約

関係、ビジネス・モデルや収益の認識・測定方法を大きく変更したくないことは作成者共通

認識ではあるが、ⓒの認識により、旧来の収益認識モデルとはまったく異なる新しい収益認

識モデルの導入をまったく必要としない立場なのか、現状の問題点の解決のために期待す

る立場なのかが異なる。 

わが国で有価証券報告書虚偽記載の一番多い原因が収益関係という事実はあるが、2000

年前後の米国とは異なり、わが国では虚偽記載の開示規則違反は経済問題となっていない。

このような状況の違いから、わが国の財務諸表作成者にとって他社の虚偽記載はいわば｢他

人事｣であり、旧来の収益認識会計実務で問題がないという意識を少なからずもっているよ

うである。そういう意識をもっている財務諸表作成者は、財務諸表の品質は今のレベルで十

分であると考えており、財務諸表の品質向上を目指すより、規制の強化が、財務諸表作成業

務やその後の監査人による会計監査とその対応への工数増加、そしてこれらに起因するコ

スト増加につながるため避けたいという意識が強くなる。 

一方、監査人は新しい収益認識モデルの開発・導入を基本的に支持している。これは、J-

GAAP の収益認識実務に規律を与えたいという意識である。わが国で収益関連が財務諸表

虚偽記載の原因で一番多い要素であり、旧来の IFRS 等の収益認識基準に問題があるのと

同様に、わが国の収益認識の会計実務に問題が大きいという理解である。この問題の解決の

ために、包括的な収益認識基準開発という解決方法の採用、そして新基準に収益費用アプロ

ーチの実現主義ではなく、資産負債アプローチを採用することに賛同する。財・サービスの

提供の事実に着目した収益認識は旧来の収益認識と共通であるためである。 

懸念としては、基準としての曖昧さがあるかどうかである。具体的には、複数要素契約で

の履行義務の区分や曖昧さが残る商慣行・契約への新基準の適用をあげる。曖昧さにより監

査判断に迷うことはできるだけ取り去りたいのであろう。なお、ASBJ の論点整理では、履

行義務の必要以上の細分化など、会計処理の複雑化の懸念も指摘した。 

このように、わが国の監査人は、前述財務諸表作成者のⓒとⓓに関してまったく異なる捉

え方で、ⓒわが国では問題のある収益認識が存在しており解決には何らかの対応が必要で

あり、ⓓこれまで行ってきたのと異なる収益の認識・測定方法の採用に期待する、という意

識である。監査人は財務諸表の品質を重視する。財務諸表作成者とは異なり、規制強化によ

り監査業務が楽になり財務諸表の品質の向上につながる、という意識である 
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4.2 JAAスタディ・グループの企業アンケート 調査 

 

日本会計研究学会収益認識スタディ・グループは 2019 年 7 月～9 月に「新収益認識会計

基準に関するアンケート調査」を行った315。調査は、会計基準第 29 号適用に際して

Topic606/IFRS15 を含む新収益認識基準適用での｢会計処理・財務諸表作成・監査・税務等

の実務に生じうる問題点を洗い出すこと｣を目的とし、わが国の証券取引所上場企業 3,846

社の｢財務・経理責任者｣に対して回答を依頼した316。有効回答は 308 社であった。 

JAA SG 調査のアンケートの質問は、新収益認識基準導入の準備に関するもの 4 問、新基

準導入でのコスト・ベネフィットに関するもの 9 問、想定される財務諸表への影響に関す

るもの 3 問の計 16 問からなる。本章では、財務報告上の収益情報の意義を見据えた財務報

告関係者の収益に関する意識にフォーカスしているため、設問のうち｢重視する包括利益計

算書科目｣およびその理由に関する問いを取り上げる。 

なお、JAA SG 調査の目的は制度会計業務での問題点の抽出にあるので、調査は｢財務諸

表の作成者｣の立場から企業の制度会計業務の業務担当部門長からの回答を期待してのこ

とと思われる。しかしながら、企業によっては｢財務・経理責任者｣は経営管理業務の業務担

当部門長も兼ねている組織体制の場合もあるので、財務諸表作成者の立場だけではなく、企

業内の財務諸表利用者の立場からの回答内容も混じっているように思う。 

 

4.2.1 重視する包括利益計算書科目とその理由 

重視する包括利益計算書科目(｢売上高｣～｢包括利益｣) (第Ⅱ部問 1)に関して企業からの回

答では、1 番目に重視する会計数値にあげられたのは｢営業利益｣で 111 社と一番多かった

が、次に 97 社の｢売上高｣で、3 番目に多かった｢当期純利益｣の 49 社に大きく差をつけた

317。また回答順位に重みづけして集計した点数でも｢売上高｣は最高点数の｢営業利益｣に僅

差で第 2 位であった318。そして｢売上高｣を 1 番目に重視する会計数値としたのは 97 社、2

番目は 83 社、3 番目は 69 社で、全 308 社中 249 社が｢売上高｣を重視するという回答であ

った。 

また包括利益計算書科目で｢売上高｣を重視する理由(第Ⅱ部問 2)には、｢社内業績管理で

 
315 塚原慎他 ( 2020c), 前掲論文。 
316 塚原慎・小澤康裕・中村亮介｢新収益認識基準が企業に与える影響 –上場企業へのアン 

ケート調査の結果に基づいて｣『企業会計』第 72 巻第 4 号, 2020a 年, 134 頁。 
317 本調査での｢売上高｣には括弧書きで(営業収益など)と付記されていることから、損益計

算書のトップ・ラインに示される｢営業収益｣｢売上収益｣｢収益｣などを含んでいると解釈

する。 
318 ｢回答順位に重みづけして集計した点数｣とは、1 位 3 点、2 位 2 点、3 位 1 点を付与し

総計する方法。(同上,  134-135 頁。) 
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重視｣を 200 社があげた319。2 番目に多かった理由は｢株式市場で重視｣、以下｢業界内での

自社のポジションを測る重要数値｣｢企業実態をシンプルに表示する値｣｢融資機関で重視す

る値｣の順であった。 

財務諸表作成者の視点では、まず外部の利用者の目を意識するはずであるが、｢社内業績

管理で重視｣という場合は財務諸表作成者の見方とはいえず、自己が財務諸表の利用者とい

う視点からの意見といえる。また 2 番目に多い理由であった｢株式市場で重視｣についても

回答者が｢財務・経理責任者｣であるので、業積の実績値と共に業績予想を公表することへの

意識と考えられる。業績予想の元となる数値は、多くの場合に管理会計上の年間予算や予算

管理上の｢年間着地見通し｣が使われると考えられるので、この理由に関しても純粋に財務

諸表作成者の視点だけとはいえず、何某かの割合で財務諸表利用者の視点も交っている意

見といえる。 

企業が｢売上高｣を重視するのは、事業計画の遂行にとって最重要の管理点、すなわち非常

にコントロールが難しい事項であり、一番の関心事だからである。企業にとって、｢売上高｣、

すなわち収益は、財務報告上も業績管理会計上も利益の最大値であり、事業／営業活動の重

要要素である。このことは財務諸表の外部利用者のみならず、財務諸表の作成者であり内部

管理の利用者でもある企業自身にとっても、利益の計算構造上の最重要要素であり、収益の

情報は企業活動の成果を表す最重要の情報という意義をもつ。 

また｢業界内での自社のポジションを測る重要数値｣｢企業実態をシンプルに表示する値｣

という理由に通じるが、｢売上高｣が自社の事業規模を端的に表示している数値ということ

もある。自己のポジションが市場(総需要)の中でどのようなところに位置しているかや、ど

のように伸長しているのかは、｢売上高｣から直接に把握できる。｢売上高｣の目標に対しての

その時点までの進捗を測定できれば、要因別の分析にかけ｢売上高｣の期末見通しをたて、

｢当期純利益｣の着地をも容易に見通すことができる。このように｢売上高｣を重要視する理

由は、｢売上高｣が事業の不確実性をまともに受ける数値であるからである。予算化された予

定する費用の期末までの予想を立てることは易いが、売上げを予算通りに獲得することは、

自社の意思や活動だけでなく、経済環境や顧客の外部要因がより大きく影響するためであ

る。 

 

4.2.2 新収益認識基準導入による収益情報の意義の変化 

新収益認識基準導入での財務諸表作成者自身のベネフィット(第Ⅱ部問 8)に関しての質問

は、ベネフィット 6 項目｢他社(日本企業)との比較可能性｣｢他社(外国企業)との比較可能性｣

｢取引実態を適切に反映する程度｣｢企業グループ内での会計処理の整合性｣｢業績評価のし

やすさ｣｢会計上の判断のしやすさ｣と｢その他(回答者自由記載項目)｣につき「1 非常に小さ

 
319 ｢(図表 2)売上高(営業収益など)を重視する理由｣ 。(同上, 135 頁。) 
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い」から｢5 非常に大きい｣の 5 点リッカート尺度で回答するものである320。この問いは、新

収益認識基準の適用による収益情報の意義の変化を聞く質問ということができる。結果、全

項目で中央値は｢3 どちらでもない｣であり、平均値は高い順に｢取引実態を適切に反映する

程度｣2.86、｢他社(日本企業)との比較可能性｣2.73、｢企業グループ内での会計処理の整合性｣

2.67、｢他社(外国企業)との比較可能性｣2.63、｢会計上の判断のしやすさ｣2.61、｢業績評価の

しやすさ｣2.53 あり、作成者は新収益認識基準導入での自身のベネフィットについて否定的

な評価であった321。 

また、新収益認識基準導入での財務諸表利用者へのベネフィット(第Ⅱ部問 9)に関しての

質問は「1 まったくない」から｢5 かなりある｣の 5 点リッカート尺度で回答するものである

322。結果として、中央値は｢3 どちらでもない｣であり、平均値は 2.85 であった323。平均値

は作成者自身のベネフィットに関する回答の｢取引実態を適切に反映する程度｣と同レベル

であったが、｢4 ある｣｢5 かなりある｣の回答は 26.40%で、｢取引実態を適切に反映する程度｣

での 21.78%よりは多かったが、ASBJ 論点整理 2011 に対するコメントで財務諸表利用者

が新収益認識モデルに関して肯定的な意見を表明したことを支える程大きな割合ではなか

った。むしろこれとは反駁する財務諸表作成者の意識といえた324。財務諸表作成者の意識で

は、新収益認識基準導入でのベネフィットは少なく、新基準適用によっては収益情報の意義

は否定的な変化であるという結論であった。 

 

 

4.3 小括 

 

収益は一定期間中の純資産(持分)の増加(正方向)の変動と定義される。すなわち、収益は

利益の「正方向」の要素で、｢利益＝収益－費用｣という財務報告上の計算構造下、利益の最

 
320 中村亮介他, 前掲論文, 107-108 頁。 
321 ｢ (表 7)財務諸表の作成者として、新収益認識基準の導入によってどの程度のベネフィ

ットが生じるか｣。(塚原慎他 (2020c), 前掲論文, 12 頁。) ｢企業グループ内での会計処

理の整合性｣については、連結財務諸表作成業務で｢連結処理｣を行いうえで在外子会社

のレポーティング・パッケージ(財務諸表)の確認・訂正業務での手間が減少するものと

考えられるが、作成者はベネフィットをあまり感じていない。また｢他社(外国企業)との

比較可能性｣については、の会計基準第 29 号開発の目的の第一は｢国際的会計基準との

(収益に係る) 比較可能性｣としたが、作成者は自身のベネフィットとして否定的な評価

であった。 (ASBJ (2020a), 第 98 項。) 
322 中村亮介他 (2019), 前掲論文,  107-108 頁。 
323 ｢ (表 8)財務諸表の利用者にとって、新収益認識基準が導入されることは、どの程度の

ベネフィットがあるか｣。(塚原慎他 (2020c), 前掲論文, 12 頁。) 
324日本証券アナリスト協会(2011), 前掲コメント, 1 頁。 なお、論点整理 2011 に対する提

出コメントでは、作成者の立場から、新収益認識モデルは利用者にとっての有用性につ

いて否定的な意見が散見された(例えば、日本経済団体連合会経済基盤本部 (2011), 前掲

コメント, 1 頁。 日本鉄鋼連盟 (2011), 前掲コメント, 1 頁。)。 
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大値である。財務報告関係者はこの点の意義を認めている。JAA SG 調査の回答で、回答者

企業は｢売上高｣を｢営業利益｣と同等に重要な包括利益計算書での値と回答し、｢社内業績管

理で重視｣を理由に一番多くあげる。これは財務諸表作成者の立場というより財務諸表の社

内利用者という立場からの意見と捉えることができるが、業績管理目的とは、ペイトン・リ

トルトンが指摘した「売上は営業活動の最終成果(end-product)」と考え方が同根である。 

Topic606/IFRS15 は、以下の目的で包括的な基準として開発・導入された。すなわち、ⓐ

会計基準としての曖昧さの解決、ⓑ概念フレームワークや他の会計基準との不整合の解消、

およびⓒすべての収益取引に関する網羅性の完備である。またわが国の会計基準第 29号は、

Topic606/IFRS15 で生成した収益値に対して、J-GAAP の収益値の比較可能性担保が開発・

導入の目的である。 

収益認識基準が、収益費用アプローチの実現主義の旧来の収益認識基準から、資産負債ア

プローチの新基準に変更されても、｢利益＝収益－費用｣という財務報告上の計算構造は変

わらない。旧来の収益認識モデルから新収益認識モデルへと変更されても、財務報告関係者

は、売上高など、収益の額の変化は小さいと考えている。変更箇所は、新基準では認識・測

定方法が｢唯一｣の方法をすべての取引に適用して会計処理を行うことである。 

財務諸表利用者は、ASBJ 論点整理 2011 のコメントで新しい収益認識の考え方・収益認

識単位・収益認識時期について基本的に支持している。理由は、新収益認識モデルの｢契約｣

や｢履行義務｣という概念は実際の企業行動を理解するのに有効で優れているから、とする。

複数要素契約など、旧来の収益認識基準より収益の認識・測定を正確に理解でき、企業の将

来キャッシュフローの予測に資するということであろう。 

監査人も新収益認識モデルについて基本的に支持する。わが国の財務諸表虚偽記載問題

について収益関係がその主要な原因であり、その解決のためには収益認識に関する会計基

準を、ⓐ曖昧でなく、ⓑ整合的で理解しやすく、ⓒすべての取引に対して網羅性をもつこと

が必要と考えているのである。懸念についての意見は、概念の解釈や会計上の判断で曖昧さ

をなくすことや、会計処理と監査手続きでの簡便化による低コスト化についてなど、細かい

ことであった。 

財務諸表作成者は取り上げたコメントやアンケートの回答では、新収益認識モデルの考

え方に賛否両論であった。賛成者はわが国の収益認識の会計処理で生じる様々な問題の解

決には新収益認識モデルが有効という意見である。一方、反対者は、新収益認識モデルを適

用した収益値は旧来の会計処理による値と大きな違いは生じないが、新収益認識モデルに

反対する。理由としては、財務諸表虚偽記載の主要原因が収益関係である事実にもかかわら

ず、旧来の方法での収益認識が適切に行われており、認識と測定の方法を変更する必要はな

いとする。 

また反対者が次に理由としてあげるのは、新収益認識モデル導入のコストに関する制約
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についてである325。作成者は新モデルでは財務諸表作成業務やその後の監査人による会計

監査とその対応への工数増加が見込まれる一方、新モデルで利用者の情報有用性が低下す

るとの意見を発している。しかし情報有用性低下の詳細理由を提示していない。JAA SG 調

査で回答企業は、財務諸表利用者のベネフィットはあるかどうかについて｢どちらでもな

い｣を 43.23%が選択した。これは中央値であり、平均値ではベネフィットに否定的な結果

であった。財務諸表作成者は新モデル適用での自身のコスト増加は具体的に見えているが、

利用者のベネフィットについて不明であるにもかかわらず、コスト・ベネフィットが見合わ

ないとしているのではないだろうか。 

ASBJ は 2009 年に IASB へ提出したコメント・レターで、会計実務で広く定着した会計

処理モデルを大きく変更する場合には、その便益とコスト増などの弊害を比較検討のうえ、

市場関係者の支持を得る必要がある、と主張していた326。ASBJ 論点整理 2011 に対する一

部財務諸表作成者の反対論を受け、ASBJ は開発中の FASB/IASB 共同プロジェクトの新収

益認識モデルをわが国の実務へそのまま導入することは相当困難と考えるきっかけになっ

たものとみえる。そして収益認識に関しての会計基準のコンバージェンスという命題を達

成するためには、FASB/IASB 共同プロジェクトの新収益認識モデルをスタートに、わが国

の実務への手当ての例外を規定するという方向に向いたものと考えられる。 

 

 

  

 
325 FASB (2018), op. cit., para. QC35. IASB (2018a), op. cit., para.2.39. なお ASBJ は、

コストとベネフィットの関係について自明のこととして｢討議資料 財務会計の概念フレ

ームワーク｣に取り上げていない。(ASBJ (2006), 第 2 章第 22 項。) FASB と IASB

は、コストに対するベネフィットの評価で定性的・定量的の両情報を求めるとするが、

著者は Topic606/IFRS15 導入での評価を確認できていない。 (FASB (2018), op. cit., 

para. QC38). IASB (2018a), op. cit., para.2.42.) 
326 ASBJ (2009b), 前掲コメント, 第 7 項。 
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第 5章 新収益認識基準のわが国企業への影響 1 

 ― 連結財務諸表での変化 ― 

 

 

本章と次章では、実際に開示されたわが国企業の Topic606/IFRS15 適用の連結財務諸表

および会計基準第 29号早期適用の個別財務諸表について新収益認識基準適用の影響につい

て分析し､財務諸表の収益／損益額が従前からどのように変化したのか､その変化と効果お

よび連単財務諸表での影響の相違を分析する｡ 

新収益認識基準を適用したわが国企業の年度財務諸表についての分析では、適用の前後

でどのような変化があったのかを注視した。分析は、連結決算に、ⓐ従来から継続して IFRS

を適用している企業、ⓑ従前から継続して US-GAAP を適用している企業、ⓒ従前は J-

GAAP を適用し IFRS に変更し初度適用と同時に新収益認識基準の適用となった企業、ⓓ

従前は US-GAAP を適用し IFRS に変更し初度適用と同時に新収益認識基準の適用となっ

た企業の 4 つに区分して行った。 

 

 

5.1 分析の概要 

 

5.1.1 分析の目的 

収益は利益の正方向の要素であり利益の最大値である。利益額だけではなく収益と費用

の差額で利益の額を求めることにより営業の規模が明らかになる327。このことが収益情報

の意義である。従来の収益認識・測定の手続きでは財務諸表作成者側の解釈に応じて計上さ

れる収益値に帯幅があった328。資産負債アプローチによる新基準ではその認識での曖昧さ

が是正され、収益値の「硬度」の上昇が期待される。 

会計基準は｢わかりやすさ｣、すなわち誰でも理解でき解釈が同じになるべきであり、ある

会計上の取引は誰が行っても同じ会計処理になることが理想である。FASB/IASB 共同プロ

ジェクトは、収益認識での以下の 3 点を解決するために Topic606/IFRS15 を開発した。 

ⓐ認識・測定の曖昧さ＝解釈の難しさの解消 

ⓑ会計基準の整合性＝首尾一貫した会計基準の開発 

ⓒ適用の網羅性＝すべての収益に係る取引に適用でき会計処理を選択しなくてよい 

新収益認識基準によりこれらの問題点を解決できているなら、測定された収益の金額は、サ

ンプル値が分散している状態から、散らばりが減り収束することになる。収益は利益の正方

向の要素であり利益の最大値であるため、収益の散らばり方が小さくなれば、利益の硬度が

 
327 斎藤静樹(2014), 前掲書, 54 頁。  
328 そこに経営者の恣意的な判断が挟まる隙間が存在するとの指摘されていた。  
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高まることも意味する。 

 

5.1.2 分析方法の概要 

本章と次章の分析の対象は、わが国証券市場に上場する連結財務諸表を IFRS 等を適用

して作成しているわが国企業で、27 業種 246 社である。これらの企業が 2021 年 6 月末ま

でに開示した有価証券報告書または四半期報告書等に掲載されている年度もしくは会計期

間が 12 ケ月の連結財務諸表(以下、「年度連結財務諸表」)で Topic606/IFRS15 適用初年度

のもの、および会計基準第 29 号適用初年度の(個別)財務諸表を分析した329。分析は連結財

務諸表分析と個別財務諸表分析とに分かれる。 

連結財務諸表分析では、まずサンプル企業の Topic606/IFRS15 適用初年度の連結財務諸

表の｢売上収益等｣、｢売上総利益｣、｢税引前利益｣、｢当期純利益｣、｢利益剰余金｣が Topic606/ 

IFRS15 適用の前後でどれくらいどのように変化したか 「新収益認識基準適用による財務

数値の変化率」(以下、「変化率」)を算出し、これらの変化率が各クラスター別にどのように

分布しているかの比較分析を行った330。また変化率の分析と同時に、5 勘定科目の金額につ

いて Topic606/IFRS15 適用した場合と適用しなかった場合の平均値と標準偏差の変化につ

いて比較分析した。 

採用したクラスターは「業種別クラスター」と「会計基準適用別クラスター」である。業

種別クラスターの区分とは日本証券コード協議会が定めた業種分類を使用したクラスター

である331。また会計基準適用別クラスターは、Topic606/IFRS15 適用前後で、ⓐIFRS を継

続して適用する企業(以下、「IFRS 継続適用企業」)、ⓑUS-GAAP を継続して適用する企業

(以下、「US-GAAP 継続適用企業」)、ⓒJ-GAAP から IFRS 初度適用と同時に IFRS15 適

用となった企業(以下、「初度適用企業(J-GAAP)」)、ⓓUS-GAAP から IFRS 初度適用と同

時に IFRS15 適用となった企業(以下、「初度適用企業(US-GAAP)」)の 4 クラスターである。

 
329 メタップスについては分析に 12 ケ間の連結財務諸表を用いた。これはメタップスが

2019 年に 8 月末から 12 月末へと決算期を変更し 2019 年 12 月期が 16 ケ月決算となっ

たため、分析では 2019 年 12 月期第 4 四半期(2018 年 9 月～2019 年 8 月)連結財務諸表

から財務データを抽出した。 

本章では連結財務諸表と区別するため、財務諸表をあえて「個別財務諸表」と表記す

る。なお本章では企業名称は「株式会社」を省略して表記する。 
330 変化率は、売上収益等､売上総利益、税引前利益、当期純利益および利益剰余金残高を

以下の算式で算出する。 

・変化率 ＝ 適用の影響額÷適用前の金額 

・適用前の金額 ＝ 適用後の金額―適用の影響額 

ただし､売上総利益、税引前利益、当期純利益および利益剰余金残高について､分母が負

の金額の場合には平均値計算から除外する。 

また利益剰余金残高に関しては、可能な限り期末残高を用いて変化率を算出する。期末

残高の変化値が不明で期首残高が開示されている場合には期首残高を用いて算出する。 
331 本論文では、わが国証券取引所で組織する日本証券コード協議会が定めた業種分類を

使用する。 
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分析では、業種別クラスターと会計基準適用別クラスターの各組合せでクラスター間の比

較を行い、それぞれの性質の相違を見出して行く。 

本分析では、収益認識基準の影響について「影響額未記載」「重要な影響なし」「影響は軽

微」を影響額ゼロとみなして分析を行っている332。したがって、変化率の分布で中央値がゼ

ロになるケースもあることが見込まれるため、影響額がゼロとみなされるデータを除外し

た分析も行った。 

 

なお、｢売上収益等｣の新収益認識基準下の表示状況について、｢売上高｣｢売上収益｣｢営業

収益｣など、企業の損益計算書で当該企業の本業の業績、すなわち｢営業活動からの成果｣を

示す収益の総称として用いている333。したがって、｢売上収益等｣に表示されているどの勘

定科目の金額を用いるかは、サンプルの財務諸表を読み込んで開示されている勘定科目の

中からこの観点からみて適切と考えられる勘定科目を決定することにした。 

Topic606/IFRS15 や会計基準第 29 号では開示すべき収益の勘定科目を指定していない

334。IFRS 財務諸表の基本様式として主な監査法人が示している様式では、EY 新日本の

『IFRS 連結財務諸表記載例』は、継続事業の｢収益合計｣の内訳として｢顧客との契約から

生じる収益｣と｢賃貸収益｣を記載する335。デロイトの『モデル財務諸表』では継続事業とし

て｢収益｣を記載する336。PwC あらたの『国際財務報告基準(IFRS)に基づく連結財務諸表の

ひな型』では、継続事業として｢顧客との契約から生じる収益｣を記載する337。KPMG もデ

ロイトと同様に、継続事業として｢収益｣を記載している338。 

 
332 財務諸表の注記に「影響額未記載」「重要な影響なし」「影響は軽微」など影響額をゼ

ロとみなすサンプル企業の中には、記載内容が不十分な企業や記載内容が他の記載内容

と整合性に疑問があるものが散見された。しかしながら監査法人の独立監査人としての

監査結果を信頼し分析では影響額はゼロと扱った｡例えば、「当期連結会計年度の損益に

与える影響は軽微」との表記に対して、影響額の記載は連結貸借対照表に係るもののみ

で、収益に係るものが記載されていない事例（J.フロントリテイリング)。「当年度にお

ける資産、負債、資本への影響及び営業利益、当期利益への影響は軽微」との記載であ

ったが収益についての影響額が記載されていない事例（富士通)など。 
333 わが国では｢売上高、営業収益等、その呼称は業種、その取引の種類により異なる｣。

(ASBJ (2020a), 第 92 項。)  
334 J-GAAP では｢適切な勘定科目をもって損益計算書に表示する｣とのみ定め、表示科目

例として｢売上高｣｢売上収益｣｢営業収益｣が示される 。(ASBJ (2020a), 78-2 項。 ASBJ 

(2020b), 第 104-2 項。) また、IFRS 等の国際的な会計基準で作成された財務諸表にお

いても｢収益｣｢顧客との契約から生じる収益｣｢売上高｣などで表示されている(ASBJ 

(2020a), 第 155 項(2)。) 
335 EY 新日本監査有限責任法人｢IFRS 連結財務諸表記載例 2022 版｣, EY 新日本有限責任

監査法人, 2022 年, 10 頁。  
336 International GAAP Holdings Limited, Model Financial Statements for the Year 

Ended 31 December 2021. Deloitte IAS Plus Home Page, 2021, p.1.  
337 PwC あらた有限責任監査法人｢国際財務報告基準(IFRS)に基づく連結財務諸表のひな

型｣2020 年 12 月末【日本語】, 2020 年, 9 頁。  
338 KPMG International Standards Group, KPMG International Limited, Model 
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サンプル全 246 社の連結財務諸表では、連結損益計算書のトップ・ラインの表示は多い

順に売上収益 169 社、「売上高」45 社、「収益」18 社、「営業収益」10 社であった。これに

は「営業収益」および「収益」では、その内訳も表示し合計値で示す企業も含まれる339。 

IFRS での「収益」の表示例として、三井物産は「商品販売による収益」「役務提供による

収益」「その他の収益」と「収益合計」を示し、続けて「収益」に対応する「原価」と差し

引き「売上総利益」を示す。したがって三井物産の「収益」は他の企業「売上収益」とで比

較可能である340。「営業収益」の例としては、ユニー・ファミリーマートホールディングス

は連結損益計算書の表示としてトップ・ラインに「営業収益」を示し「売上原価」を差し引

き「営業総利益」を表示する。同社の個別財務諸表の表示ではトップ・ライン「営業収入」

の内訳として「関係会社受取配当金」「関係会社経営指導料」「関係会社受入手数料」「その

他の営業収益」となっており「営業収入」には金融収益も入っているため、連結の「営業収

益」と並べると分かりにくさを感ずる341。 

IFRS 適用企業ではなく US-GAAP 適用企業ではあるが、オリックスの連結損益計算書の

トップ・ラインの「営業収益」は「金融収益」「有価証券売却・評価損益および受取配当金」

「オペレーティング・リース収益」「生命保険料収入および運用益」「商品および不動産売上

高」「サービス収入」から構成される342。損益計算書(J-GAAP)のトップ・ライン「売上高」

の内訳は「リース売上高」「割賦売上高」「営業貸付収益」「関係会社受取配当金」「電力販売

売上高」「その他の売上高」であり、連結・個別損益計算書ともトップ・ラインに金融収益

を含んでいる343。したがって、サンプルの一部をみても現在の財務諸表の表示では利益のプ

ラス要素としての損益計算書のトップ・ラインを単純に比較することはできない。 

 

5.1.3 分析の対象 

本分析の対象の企業 27 業種 246 社の内訳は次の通りである。業種別の内訳は、情報・通

信業 34 社、証券、商品先物取引業 3 社、その他の金融業 7 社、サービス業 29 社、卸売業

12 社、小売業 11 社、不動産業 3 社、電気機器 28 社、輸送用機器 18 社、機械 17 社、精密

機器 7 社、医薬品 19 社、化学 17 社、食料品 12 社、繊維製品 3 社、ゴム製品 5 社、ガラ

ス・土石製品 3 社、金属製品 3 社、鉄鋼 3 社、非鉄金属 2 社、その他製品 3 社、陸運業 2

 

Illustrative Disclosures: Guide to Annual Financial Statements. Home.kpmg/ifrs 

Home Page, 2021, p.18.  
339 他に「売上高及び営業収入」2 社、「顧客との契約からの収益」1 社、記載なし 1 社。  
340 三井物産｢第 100 期有価証券報告書｣, 2019 年。 引き続き「収益」に対応する「原価」

を差し引き「売上総利益」を示すため三井物産の「収益」と他の企業「売上収益」とは

比較可能である。なお本稿では、企業名称の「株式会社」省略して記載する。 
341 ユニー・ファミリーマートホールディングス｢第 38 期有価証券報告書｣, 2019 年。  
342 オリックス｢第 56 期有価証券報告書｣, 2019 年。  
343 会計基準第 29 号では収益の表示科目を指定しておらず、個別財務諸表に会計基準第

29 号が適用されても、財務諸表利用者は損益計算書トップ・ラインの単純な比較を行う

ことはできないと考えられる。  
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社、空運業、保険業、石炭石油製品、電気・ガス業、水産・農林業各 1 社である。 

 

【図表 5-1】分析対象企業の業種別の内訳 

 

US-GAAP を適用する企業は 12 社、これ以外の 234 社は IFRS 適用企業である。IFRS

適用企業のうち、IFRS15 適用以前から IFRS を適用していた IFRS 継続適用企業は 154 社

であり、新たに IFRS を適用した企業(以下、｢IFRS 初度適用企業｣)は 80 社である。IFRS

初度適用企業のうち 74 社は初度適用企業(J-GAAP)で、6 社が初度適用企業(US-GAAP)で

ある。 

Topic606/IFRS15 の強制適用は 2018 年 12 月期以降の会計期間であるが、実際に適用し

たのは、2015 年 12 月期に適用した楽天をはじめ、早期適用は計 15 社である。なお、本分

析では、新収益認識基準を適用初年度の財務諸表について適用の影響を分析するため、着目

する会計年度をそろえていない344。 

 

 

5.2 連結財務諸表への影響分析 

 

5.2.1 サンプル全体の分析 

本分析の対象の企業 27 業種 246 社についての Topic606/IFRS15 適用初年度の売上収益

等、売上総利益、税引前利益、当期純利益、利益剰余金残高の変化率は【図表 5-2】の通り

である。 

「売上収益等」は損益計算書のトップ・ラインを表す勘定科目または合計科目を想定した。

サンプルの連結財務諸表では、トップ・ラインの表示は多い順に、「売上収益」169 社、「売

上高」45 社、「収益」18 社、「営業収益」10 社であった。これには、「営業収益」および「収

益」では「営業収益合計」「収益合計」と合計値を表し、その内訳も開示する企業も含まれ

る。 

「売上総利益」は「売上収益等」から対応する「売上原価」等を差し引いた金額を示すが、

US-GAAP 適用企業などで「販売費及び一般管理費」など他の費用と「売上原価」を区分掲

記してない企業も相当数あり結果サンプル数が 221 社と他の勘定科目より少なかった。 

またサンプル全体のうち、新収益認識基準の影響について「影響額未記載」「重要な影響

 
344 Topic606/IFRS15 の適用初年度とその企業数は以下の通りである。 

 2015 年 12 月度 1 社、2016 年 3 月期 1 社、2016 年 12 月期 3 社、2017 年 2 月期 1 社、

2017 年月期 6 社、2017 年 9 月期 2 社、2017 年 12 月期 6 社、2018 年 2 月期 2 社、

2018 年 3 月期 24 社、2018 年 5 月期 1 社、2018 年 6 月期 1 社、2018 年 12 月期 32

社、2019 年 2 月期 7 社、2019 年 3 月期 130 社、2019 年 6 月期 5 社、2019 年 8 月期 1

社、2019 年 9 月期 8 社、2019 年 11 月期 1 社、2019 年 12 月期 3 社、2020 年 3 月期

10 社、2020 年 12 月期 1 社。 
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なし」「影響は軽微」など影響額ゼロとみなしたものを除外した企業(以下、「影響企業のみ」)

の分析の結果は【図表 5-3】の通りである。 

 

【図表 5-2】変化率―全企業 

 

【図表 5-2】全企業の各勘定科目をみると、「売上収益等」では、変化率の平均値は△0.04%

であった。最大値は三菱商事(卸売業)+103.75%、最小値はデジタルガレージ(情報通信業)△

59.15%で両者の幅は 162.90%、標準偏差は 10.49%であった。「売上総利益」では平均値は

△0.84%、である。変化率の最大値はデジタルガレージ(情報・通信業)+5.51%、最小値は日

清食品ホールディングス(食料品)△32.32%でその幅 37.83%で、標準偏差は 4.15%であった。

「税引前利益」では変化率の平均値は+0.12%、最大値はエフティグループ(卸売業)+60.98%、

最小値は IHI(機械)△37.07%で両者の幅は 98.05%、標準偏差は 5.65%であった。「当期純利

益」では変化率の平均値は△0.28%で、最大値は 協和発酵キリン(医薬品)+12.52%、最小値

は IHI△49.91%で両者の幅は 62.43%であった。「利益剰余金残高」では変化率の平均値は

+0.41%であった。その最大値は IHI(機械)+39.81%、最小値は協和発酵キリン(医薬品)△

14.68%で両者の幅は 54.49%、標準偏差は 4.16%であった。 

変化率の平均値は「利益剰余金残高」を除く 4 科目は減収減益(マイナス値)またはゼロ軸

上の若干のプラスの△1%～+0%で、マイナス値が大きい順に「売上総利益」「当期純利益」

「税引前利益」「売上収益等」である。「利益剰余金残高」のみがプラス値で+0.41%であっ

た。 

標準偏差は「売上収益等」が一番大きく 10.49%、他の 4 科目は 4%～6%の間で散らばり

が大きい科目から｢税引前利益｣｢当期純利益｣｢利益剰余金残高｣｢売上総利益｣の順であった。 

中央値についてはすべての勘定科目で±0.00%であった。Topic606/IFRS15 適用による変

化率が±0.00%で適用の影響がない企業数は「売上収益等」147 社、「売上総利益」150 社、

「税引前利益」172 社、「当期純利益」171 社、「利益剰余金残高」151 社であった。各勘定

科目で多数の 60.25%(「売上収益等」)～71.67%(「税引前利益」)の企業が、新収益認識基準

の影響について「影響額未記載」「重要な影響なし」「影響軽微」であった。 

中央値と平均値の関係について、サンプル企業の影響企業のみを分析した【図表 5-3】の

方がサンプル全企業の【図表 5-2】より特徴がはっきりするので、【図表 5-3】により各勘定

科目の変化率の分布の特徴を示したい。 

 

【図表 5-3】変化率―全企業(影響企業のみ) 

 

まず「売上収益等」では中央値は△0.22%で平均値△0.10%と中央値より大きい。「売上総

利益」は、中央値は△0.26%で平均値は△2.63%と両勘定科目共に各勘定科目の中で最小と

なっている。「税引前利益」では、中央値が+0.02%とほぼゼロ軸上で、平均値は+0.42%であ
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る。「当期純利益」は、中央値が+0.01%とほぼゼロ軸近辺であり、平均値は△0.99%であっ

た。「利益剰余金残高」では中央値が△0.02%とほぼゼロ軸近辺で、平均値は+1.12%であっ

た。 

影響企業のみの分析での変化率の中央値は全科目でゼロ近辺のプラス／マイナス値であ

るが、マイナスが大きいものから「売上総利益」「売上収益等」「利益剰余金残高」「当期純

利益」「税引前利益」の順であった。「売上総利益」「売上収益等」の 2 つがおおよそ△0.25%

で、「当期純利益」「利益剰余金残高」「税引前利益」はゼロ近辺の値であった。 

また平均値の方が中央値より小さかった勘定科目はその差が大きい順に「売上総利益」

「当期純利益」であり、その逆(中央値＜平均値)は差が大きい順に「利益剰余金残高」「税引

前利益」「売上収益等」であった。 

サンプル全体の分析からは次の 4 点を指摘できる。①サンプル全企業の 5 勘定科目すべ

てを通じて影響が「重要な影響なし」「軽微」「記載なし」の割合は 50%(123 社)であった。

【図表 5-2】【図表 5-3】の通り、勘定科目別には「税引前利益」「当期純利益」72%～「売

上収益等」60%の分布であった。②変化率の平均値は△1%～+0.5%で、「利益剰余金残高」

を除いて新収益認識基準適用の変化率はゼロ軸上の値であった。③また【図表 5-2】での変

化率の中央値は各科目共±0.00%であり、【図表 5-3】の影響企業のみの分析では全科目でゼ

ロ軸近辺のマイナス(△0.3%～+0%)であった。④標準偏差については「売上収益等」で 10%

を超えたが、他の 4 科目では 5%前後であった。平均値の最大～最小の幅は「売上収益等」

163%～「売上総利益」38%であった。 

 

5.2.2 IFRS、US-GAAP継続適用企業の分析 

5.2.2.1 IFRS継続適用企業 

まず IFRS 継続適用企業についてである。わが国では IFRS で財務諸表を開示している企

業は 2018 年 6 月末時点で 161 社であったが、2021 年 6 月末時点では 226 社まで増加し、

この時点での時価総額は 309 兆円と東京証券取引所の上場企業の 41.6%を占めるに至った

345。サンプルの IFRS 継続適用企業の 154 社は、ある意味、日本企業が IFRS を適用した

典型例といえる。【図表 5-4】はすべての IFRS 継続適用企業についての分析、【図表 5-5】

は IFRS 継続適用企業のうち影響企業のみの分析である。 

 

【図表 5-4】変化率―IFRS継続適用企業 

 

【図表 5-4】IFRS 継続適用企業の各勘定科目をみると、「売上収益等」では変化率の平均

値は+1.23%であった。最大値は三菱商事(卸売業)+103.75%で、最小値はメタップス(サービ

 
345 東京証券取引所｢『会計基準の選択に関する基本的な考え方』の開示内容の分析｣,日本

取引所グループ, 2021 年, 6-7 頁。 
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ス業)△51.22%で両者の幅は 154.96%、標準偏差は 11.86%である。「売上総利益」では、変

化率の平均値は△0.23%であった。最大値は KYB(輸送用機器)+1.67%で、最小値は花王(化

学)△21.08%で両者の幅は 22.75%、標準偏差は 1.85%である。「税引前利益」では変化率の

平均値は+0.25%であった。最大値はソフトバンクグループ(情報・通信業)+10.79%で、最小

値は日医工(医薬品)△3.58%で両者の幅は 14.38%、標準偏差は 1.56%である。「当期純利益」

では変化率の平均値は+0.24%であった。最大値はソフトバンクグループ (情報・通信

業)+9.43%、最小値はノーリツ鋼機(精密機器)△3.82%で両者の幅は 13.25%、標準偏差は

1.54%であった346。「税引前利益」と「当期純利益」はそれぞれ△3.58%～+10.79%、△3.82%

～+9.43%とほぼ同じレンジの分布で、幅も 5 勘定科目の中で最も狭い 2 つである。「利益

剰余金残高」では変化率の平均値は+0.43%であった。最大値はソフトバンク(情報・通信

業)+37.75%で、最小値は大塚ホールディングス(医薬品)△5.15%で両者の幅は 42.90%、標

準偏差は 3.31%であった。 

変化率の平均値では、「売上総利益」はサンプル全企業と同様に減益影響(マイナス影響)、

「利益剰余金残高」は増益影響(プラス影響)であったが、他の 3 科目はサンプル全企業と逆

のプラス影響であった。変化率が大きな順から「売上収益等」「利益剰余金残高」「税引前利

益」「当期純利益」、そして唯一マイナス値である「売上総利益」の順であった。標準偏差で

は「売上収益等」が 11.86%と大きく、それ以外の勘定科目は 1.5%～3.5%のレンジの中で、

大きなものから「利益剰余金残高」「売上総利益」「当期純利益」「税引前利益」の順であっ

た。 

IFRS 継続適用企業で、5 勘定科目すべてで影響が「重要な影響なし」「影響は軽微」であ

ったのは 92 社(59.7%)であった。中央値についてすべての勘定科目で±0.00%であったの

が、企業数は「売上収益等」111 社、「売上総利益」117 社、「税引前利益」130 社、「当期純

利益」128 社、「利益剰余金残高」107 社であった。各勘定科目で大多数の 71.33%(「利益

剰余金残高」)～85.53%(「税引前利益」)で新収益認識基準の影響についての「影響額未記

載」「重要な影響なし」「影響は軽微」という結果で、IFRS 継続適用企業ではサンプル企業

全体より 10～15%ほど大きな割合であった。 

 

【図表 5-5】変化率―IFRS継続適用企業(影響企業のみ) 

 

【図表 5-5】IFRS 継続適用企業(影響企業のみ)では、「売上収益等」では変化率の平均値

 
346 楽天は IFRS15 適用の影響について、連結財務諸表注記の会計方針の変更として「営

業費用が 7,894 百万円減少」とし「その他の損益項目に与える影響は軽微」と説明して

いる。(楽天｢第 19 期有価証券報告書｣, 2016 年, 143 頁。) したがって本分析では「税引

前利益」の影響としてそのまま 7,894 百万円の増益と考え、「当期純利益」の変化率は

「税引前利益」の変化率と同じとみなして分析を行っている。なお税引前利益の変化率

が小さいのは、ノーリツ鋼機(精密機器)△3.82%であった。 
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は+4.41%、中央値は△0.01%とほぼゼロ軸上の若干のマイナスであった。「売上総利益」で

は、変化率の平均値△1.34%、中央値は△0.13%であった。「税引前利益」では、変化率の平

均値は+1.71%、中央値+0.25%であった。「当期純利益」では、変化率の平均値は+1.55%、

中央値は+0.20%であった。「利益剰余金残高」では、変化率の平均値は+1.51%、中央値は

+0.09%であった。 

IFRS 継続適用企業とサンプル全企業とで新収益認識基準(Topic606/IFRS15)適用による

変化率を比較すると、影響企業のみ (【図表 5-5】と【図表 5-3】)の変化率では中央値、平

均値共に 5 勘定科目すべてで IFRS 継続適用企業の方が全企業より大きかった。中央値で

は全企業(影響企業のみ)および IFRS 継続適用企業(影響企業のみ)はゼロ軸をはさんだゼ

ロ・コンマ未満の範囲のプラス値／マイナス値であった。平均値は全企業(影響企業のみ)で

△3%～+1%のレンジであるが、IFRS 継続適用企業(影響企業のみ)は「売上収益等」は 4%

を超えるプラスであり、「利益剰余金残高」「当期純利益」「税引前利益」は+1.7%～+1.5%、

「売上総利益」のみがマイナス影響であった。 

IFRS 継続適用企業と全企業とも「売上収益等」では変化率の最大値は三菱商事(卸売

業)+103.75%であったが、それ以外の科目では IFRS 継続適用企業の方が小さい一方で、最

小値は全科目で IFRS 継続適用企業の方が大きく、「売上収益等」を除き IFRS 継続適用企

業の方が変化率の標準偏差が小さい。IFRS 継続適用企業の方が全勘定科目でサンプル全企

業よりゼロ軸側に寄り、最大値と最小値の幅は小さかった。 

IFRS継続適用企業の分析からは次の 4点を指摘できる。①IFRS継続適用企業の約 60%

で 5 勘定科目を通じて影響が「重要な影響なし」「影響は軽微」であり、勘定科目別には「税

引前利益」86%～「利益剰余金残高」71%の分布であった。これはサンプル全企業の場合に

比べ「影響軽微」等の割合が大きい。②変化率の平均値は「売上収益等」は+1.23%であり、

他の 4 科目はゼロ軸近辺(△0.2%～+0.4%)であった。③【図表 5-4】での変化率の中央値は

各科目共±0.00%であり、【図表 5-5】の影響企業のみの分析では全科目でゼロ軸近辺の値

(△0.1%～+0.25%)であった。④標準偏差については「売上収益等」12%と比較的大きかった

が、他の 4 科目では 3.5%未満であった。平均値の最大～最小の幅は「売上収益等」155%～

「当期純利益」13%であった。 

 

5.2.2.2 US-GAAP継続適用企業 

【図表 5-6】は US-GAAP を継続して適用するわが国企業の、【図表 5-7】はその中で新収

益認識基準(Topic606)適用の影響があった企業の分析である。もともと US-GAAP を適用す

るわが国の株式市場に上場するわが国企業は 20 社程度あったが、このうち Topic606 の新

規適用前後で US-GAAP を継続して適用する企業は 12 社であった。業種別では「電気機

器」が 6 社と多く、他は「証券、商品先物取引業」「その他金融業」「輸送用機器」「機械」

「化学」「繊維製品」の各 1 社である。 
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【図表 5-6】変化率―US-GAAP継続適用企業 

 

【図表 5-6】US-GAAP 継続適用企業の各勘定科目をみると、「売上収益等」では変化率の

平均値は△0.02%であった。最大値は TDK(電気機器)+0.02%で、最小値は富士フィルムホ

ールディングス(化学)△0.20%で両者の幅は 0.23%、標準偏差は 0.07%であった。「売上総利

益」では変化率の平均値は△0.61%であった。最大値はソニー(電気機器)+0.21%、最小値は

キヤノン(電気機器)△5.91%で両者の幅は 6.12%、標準偏差は 1.77%であった。「税引前利

益」では変化率の平均値は+0.08%であった。最大値はソニー(電気機器)+0.60%、最小値は

±0.00(9 社)で両者の幅は 0.60%、標準偏差は 0.18%であった347。「当期純利益」では変化率

の平均値は+0.09%であった。最大値はソニー+0.60%、最小値は±0.00(9 社)で両者の幅は

0.60%、標準偏差は 0.18%であった。「利益剰余金残高」では変化率の平均値は△0.09%であ

った。最大値は野村ホールディングス(証券、商品先物取引業)+0.09%、最小値はソニー(電

気機器)△1.17%で両者の幅は 1.26%、標準偏差は 0.33%であった。また変化率の中央値は

すべての勘定科目で±0.00%であった。 

変化率の平均値では「売上総利益」「売上収益等」「利益剰余金残高」がマイナスの影響で

あり、「当期純利益」「税引前利益」が逆にプラスの影響であるが、△0.61%(「売上総利益」)

から+0.09%(「当期純利益」)とほぼゼロ軸近辺であった。標準偏差は「売上総利益」は 1.77%

であったが、それ以外の勘定科目では 0.5%未満とばらつきが小さかった。 

 

【図表 5-7】変化率―US-GAAP継続適用企業(影響企業のみ) 

 

【図表 5-7】US-GAAP 継続適用企業(影響企業のみ)をみると、5 科目通じて影響が「影響

額未記載」「重要な影響なし」「影響軽微」であったのはサンプル企業 12 社中 5 社(41.7%)

であった。勘定科目別には、50%(「利益剰余金残高」)～75%(「税引前利益」「当期純利益」)

の分布という結果であった。「売上収益等」では、変化率の平均値は△0.07%、中央値は△

0.06%であった。「売上総利益」は、変化率の平均値は△1.53%、中央値は△0.21%である。

「税引前利益」では、変化率の平均値は+0.33%、中央値は+0.28%である。「当期純利益」

は、変化率の平均値が+0.36%、中央値が+0.34%である。「利益剰余金残高」は、変化率の平

均値は△0.18%、中央値は+0.01%でである。 

【図表 5-7】で各勘定科目について比較すると、まず変化率の平均値と中央値との関係で

 
347 ソニーは Topic606 適用の影響について、連結損益計算書については「売上高及び営業

収入」から「営業利益」までの影響額を開示し、「営業利益」の影響を+6,082 百万円と

する。(ソニー｢2018 年度有価証券報告書｣, 2019 年, 123 頁。) したがって本分析では

連結損益計算書ではこれ以外の影響はないと考え「税引前利益」はそのまま 6,082 百万

円増益と考えた。また「当期純利益」の変化率は「税引前利益」の変化率と同じとみな

して分析を行った。 
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は、平均値＜中央値、すなわち平均値が中央値より左側に位置するのは両者が離れている方

から順に「売上総利益」「利益剰余金残高」「売上収益等」であり、逆に中央値＜平均値は離

れている方から「税引前利益」「当期純利益」の順である。 

変化率の平均値は△1.53%～+0.36%のレンジで、マイナス影響の大きい方から「売上総

利益」「利益剰余金残高」「売上収益等」、プラス影響になり「税引前利益」「当期純利益」の

順であった。中央値は△0.21%～+0.34%のレンジで、マイナス影響の大きい方から「売上総

利益」「売上収益等」で、プラス影響になり「利益剰余金残高」「税引前利益」「当期純利益」

の順であった。 

新収益認識基準適用の影響による変化率を US-GAAP 継続適用企業、IFRS 継続適用企業

とサンプル全企業とで比較すると、変化率の平均値では「売上収益等」「売上総利益」「当期

純利益」で全企業＜US-GAAP 継続適用企業＜IFRS 継続適用企業の順であった。一方「税

引前利益」および「利益剰余金残高」は US-GAAP 継続適用企業＜全企業＜IFRS 継続適用

企業の順であった。それらのプラス／マイナスの影響は、全企業では「利益剰余金残高」｢税

引前利益｣でプラス影響、その他の 3 科目はマイナス影響。IFRS 継続適用企業は「売上収

益等」がプラス影響、「税引前利益」「当期純利益」「利益剰余金残高」が 1%超のプラス影響

で、「売上総利益」が 1%程度のマイナス影響であった。US-GAAP 継続適用企業は「売上総

利益」「利益剰余金残高」「売上収益等」が若干のマイナス影響、「当期純利益」「税引前利益」

が若干のプラス影響である。中央値に関して、US-GAAP 継続適用企業(影響企業のみ)、IFRS

継続適用企業(影響企業のみ)、全企業(影響企業のみ)では全科目でゼロ軸近辺の値であった。 

US-GAAP 継続適用企業の分析からは次の 4 点を指摘できる。すなわち、①サンプル企業

12 社と少ないが、その 42%の企業が 5 科目を通じて新収益認識基準の影響が「影響額未記

載」「重要な影響なし」「影響軽微」であり、勘定科目別では半数～3／4 の分布であった。

②変化率の平均値はプラス／マイナス両方があるが、「売上総利益」△0.61%～「当期純利

益」+0.09%とゼロ軸近辺の値であった。③【図表 5-6】の変化率の中央値は各科目共±0.00%

であり、【図表 5-7】の影響企業のみの分析では全科目でゼロ軸近辺の値 (△0.2%～+0.3%)

であった。④標準偏差については「売上総利益」で 1.8%、その他の科目は 0.4%未満全般的

に小さい。平均値の最大～最初の幅も「売上収益等」0.2%～「売上総利益」6%であった。 

 

5.2.3 IFRS初度適用企業の分析 

次に IFRS 初度適用企業については、新収益認識基準適用時期に J-GAAP から IFRS 初

度適用した企業と US-GAAP から初度適用した企業に分けて論じたい。 

 

5.2.3.1 J-GAAPからの初度適用企業 

まず初度適用企業(J-GAAP)でサンプル数は 72 社である。わが国の上場企業は IFRS ベ

ースの連結財務諸表の開示を増やしているのであるが、旧来 J-GAAP ベースで連結財務諸

表を開示していたこれらの企業では、新収益認識基準の適用によるわが国の収益認識基準
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からの変化を観察できる。【図表 5-8】は IFRS 初度適用と同時に新収益認識基準(IFRS15)

を適用したわが国企業の、【図表 5-9】はその中で新収益認識基準適用の影響があった企業

の分析である。 

 

【図表 5-8】変化率―初度適用企業(J-GAAP) 

  

【図表 5-8】初度適用企業(J-GAAP)の各勘定科目をみると、「売上収益等」では変化率の

平均値は△2.76%であった。最大値は協和発酵キリン(医薬品)+1.44%、最小値はデジタルガ

レージ(情報・通信業)△59.15%で両者の幅は 60.59%、中央値は△0.03%、標準偏差は 7.83%

である。「売上総利益」では変化率の平均値は△2.25%であった。最大値はデジタルガレー

ジ+5.51%、最小値は日清食品ホールディングス(食品)△32.32%で両者の幅は 37.83%、標準

偏差は 6.86%であった。「税引前利益」では変化率の平均値は△0.15%であった。最大値は

エフティグループ(卸売業)+60.98%、最小値は IHI(機械)△37.07%で両者の幅は 98.05%、

標準偏差は 10.20%である。「当期純利益」では変化率の平均値は△1.26%であった。最大値

は協和発酵キリン+12.52%、最小値は IHI △49.91%、両者の幅は62.43%、標準偏差は7.29%

である。「利益剰余金残高」では変化率の平均値は+0.34%であった。最大値は IHI +39.81%、

最小値は協和発酵キリン△14.68%で両者の幅は 54.49%、標準偏差は 5.85%であった。 

なお、中央値は「売上収益等」(△0.03%)以外の 4 勘定科目は±0.00%であった。5 勘定科

目を通じて「影響軽微」等、変化率をゼロとみなした企業数は 24 社(32.4%)で、勘定科目別

には「売上収益等」26 社、「売上総利益」25 社、「税引前利益」31 社、「当期純利益」32 社、

「利益剰余金残高」36 社であり、その割合の分布は「売上収益等」36.11%～「利益剰余金

残高」50.70%であった。初度適用以外の企業では 7～8 割が変化率ゼロであったので、初度

適用企業(J-GAAP)の方が新収益認識基準適用影響の範囲は大きかった。 

 

【図表 5-9】変化率―初度適用企業(J-GAAP、影響企業のみ) 

 

【図表 5-9】初度適用企業(J-GAAP、影響企業のみ)では、「売上収益等」では変化率の平

均値は△4.32%、中央値△1.08%であった。「売上総利益等」では変化率の平均値は△3.62%、

中央値は△0.30%で、「税引前利益」では平均値が△0.27%、中央値が△0.82%、「当期純利

益」では平均値が△2.32%、中央値△0.22%、「利益剰余金残高」では平均値は+0.69%、中

央値△0.22%であった。初度適用企業(J-GAAP、影響企業のみ)では、「利益剰余金残高」の

平均値がゼロ近辺のプラス値であったものの、その他はすべてマイナス値であった。 

初度適用企業(J-GAAP)と IFRS継続適用企業とで新収益認識基準(IFRS15)適用の影響に

よる変化率を比較したい。影響企業のみの変化率 (【図表 5-9】および【図表 5-5】)では、

中央値、平均値共に 5 勘定科目すべてで、初度適用企業(J-GAAP)が IFRS 継続適用企業よ

り小さい。中央値では初度適用企業(J-GAAP、影響企業のみ)は「売上収益等」△1.08%～
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｢当期純利益｣および「利益剰余金残高」△0.22%とすべてでマイナス値であったが、IFRS

継続適用企業(影響企業のみ)はゼロ軸をはさんだゼロ・コンマ未満の範囲のプラス値／マイ

ナス値であった。平均値でも初度適用企業(J-GAAP、影響企業のみ)では「利益剰余金残高」

+0.69%を除きマイナス値である。特に「売上収益等」「売上総利益」「当期純利益」では△

4%～△2%でマイナスが大きかった。逆に IFRS 継続適用企業(影響企業のみ)の平均値は、

「売上収益等」が 4%を超えるプラス、「利益剰余金残高」「当期純利益」「税引前利益」は

+1.7%～+1.5%、「売上総利益」のみがマイナス影響であった。 

変化率の最大値～最小値の幅では、初度適用企業(J-GAAP)は 98.05%(｢税引前利益｣)～

37.83%(｢売上総利益｣)であった。一方、IFRS 継続適用企業は「売上収益等」が 154.96%と

初度適用企業(J-GAAP)を大幅に上回るが、それ以外の 4 科目では｢利益剰余金残高｣42.90%

～｢当期純利益｣13.25%で初度適用企業(J-GAAP)より狭い。標準偏差も、「売上収益等」を

除き、初度適用企業(J-GAAP)の方が IFRS 継続適用企業を大幅に上回りばらつきが大きい

結果であった。 

初度適用企業(J-GAAP)の分析から次の 4 点を指摘できる。①初度適用企業(J-GAAP)で

は 5 勘定科目を通じての新収益認識基準適用の「影響軽微」等の企業の割合が 32%で、勘

定科目別には 36%(｢売上収益等｣)～51%(｢利益剰余金残高｣)と他の会計基準適用別クラスタ

ーでの割合と比較して低く、新基準適用の影響が大きいといえる。②変化率の平均値は「利

益剰余金残高」+0.34%を除き他の 4 科目はマイナス値(△2.8%～△0.2%)であった。③また

【図表 5-8】で変化率の中央値は±0.00%ないしほぼゼロ軸上のマイナス値であり、【図表 5-

9】の影響企業のみの分析では全科目でマイナス値であった。④標準偏差について全科目 5%

超で比較的大きく、平均値の最大～最小の幅も全科目でばらつきが大きかった。 

 

5.2.3.2 US-GAAPからの初度適用企業 

次に初度適用企業(US-GAAP)でサンプル数は 6 社で、そのうち 2 社は新収益認識基準適

用の「影響軽微」である348。その上で本分析を行いたい。【図表 5-10】は IFRS 初度適用と

同時に新収益認識基準(IFRS15)を適用したわが国企業の、【図表 5-11】はその中で新収益認

識基準適用の影響があった企業の分析である。 

 

【図表 5-10】変化率―初度適用企業(US-GAAP) 

 

【図表 5-10】に示すように初度適用企業(US-GAAP)の各勘定科目をみると、「売上収益

 
348 マキタおよび京セラは 2017 年 4 月 1 日を移行日として US-GAAP から IFRS を初度

適用した。マキタは IFRS15 適用関連の影響について有価証券報告書に記載していな

い。(マキタ｢第 107 期有価証券報告書｣, 2019 年, 124-131 頁。) 京セラは IFRS15 適用

関連の影響について連結貸借対照表の勘定科目への組換え以外に有価証券報告書に記載

していない。(京セラ｢第 65 期有価証券報告書｣, 2019 年, 146-152 頁。) 
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等」では変化率の平均値は△0.10%、中央値は△0.01%であった。最大値はインターネット

イニシアティブ(情報・通信業)+0.10%、最小値は NTT ドコモ(情報・通信業)△0.43%で両

者の幅は 0.53%、標準偏差は 0.18%である。「売上総利益」では変化率の平均値は+0.09%、

中央値は±0.00%であった。最大値はインターネットイニシアティブ+0.48%、最小値はク

ボタ(機械)△0.14%で両者の幅は 0.62%、標準偏差は 0.23%である。「税引前利益」では変化

率の平均値は+0.14%、中央値は±0.00%であった。最大値はインターネットイニシアティ

ブ+2.01%、最小値は日本電信電話(情報・通信業)△1.68%で両者の幅は 3.69%、標準偏差は

1.12%である。「当期純利益」では変化率の平均値は△2.67%、中央値は△0.39%であった。

最大値は NTT ドコモ+0.77%、最小値は日本電信電話△13.30%で両者の幅 14.07%、標準偏

差は 4.88%である。「利益剰余金残高」では変化率の平均値は+1.76%、中央値+0.44%であ

った。最大値はインターネットイニシアティブ+6.69%、最小値はクボタ△0.38%で両者の

幅は 7.07%、標準偏差は 2,53%である。 

変化率の平均値は「売上収益等」「当期純利益」がマイナスの影響、「売上総利益」「税引

前利益」「利益剰余金残高」がプラスの影響である。「当期純利益」「利益剰余金残高」では

標準偏差が他の 3 科目に比べ大きい。これは「当期純利益」では日本電信電話△13.30%が、

「利益剰余金残高」ではインターネットイニシアティブ+6.69%が大きく影響しており、こ

れらの企業を除いた 5 社の平均値は「当期純利益」が△0.55%、「利益剰余金残高」は+0.78%

となり、5 科目がプラス／マイナス 1%の範囲内に入る。一方、【図表 5-11】の影響企業のみ

の分析では、サンプルが 2 社の「売上総利益」は除き、他の 4 科目で正負符号が平均値と中

央値とですべて同じという結果であった。 

 

【図表 5-11】変化率―初度適用企業(US-GAAP、影響企業のみ) 

 

初度適用企業(US-GAAP)の分析からはと次の点を指摘できる。すなわち、サンプル企業

は 6 社と少ないが、変化率の平均値はプラス／マイナス両方となっており、企業固有の特

徴的で極端な値である日本電信電話「当期純利益」とインターネットイニシアティブ「利益

剰余金残高」を除いた場合に±1%以内に収まる値であった。これは US-GAAP 継続適用企

業との変化率の平均値と比較して顕著な差異はみとめられない。そもそも Topic606 と

IFRS15 とが会計基準として同じ規定になっている。わが国企業が分析対象のためサンプル

が非常に少ないの中での評価であるが、US-GAAP の旧来の収益認識基準から

Topic606/IFRS15 への変更であることから、ある意味当然の結果といえるのではないだろ

うか。 

 

【図表 5-12】は、IFRS 継続企業と初度適用企業(J-GAAP)の変化の特徴を示したもので

ある。新収益認識基準(Topic606/IFRS15)適用による連結財務諸表の変化について、IFRS 継

続適用企業と初度適用企業(J-GAAP)を比較すると次のような特徴がみられる。 
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【図表 5-12】変化の特徴(IFRS継続適用企業 v.初度適用企業(J-GAAP)) 

 

第一に、有価証券報告書／四半期報告書の連結財務諸表として開示され新収益認識基準

適用による影響について「影響額未記載」「重要な影響なし」「影響は軽微」と記載されてい

る企業の割合は、IFRS 継続適用企業で 86%～71%でサンプル中の大多数であった。一方、

初度適用企業(J-GAAP)では 51%～36%と割合が少なく、何らかの影響がある企業が過半を

占めた。 

第二に、変化率の平均値について、IFRS 継続適用企業では「売上収益等」が+1.23%であ

る一方、その他の 4 勘定科目では△0.2%～+0.4%の間でゼロ近辺の数値であった。初度適

用企業(J-GAAP)ではすべて損益計算書項目でマイナス値であった。｢利益剰余金残高｣のみ

がプラス影響であったが、その理由は不明である。 

第三に、標準偏差について、IFRS 継続適用企業では｢売上収益等｣が 11.86%と大きく、

その他 4科目では 1.5%～3.3%と小さかった。一方で初度適用企業(J-GAAP)では 5科目共、

IFRS 継続適用企業の「売上収益等」よりは小さいが他の 4 科目より大きい。つまり新収益

認識基準適用の変化率のばらつきの大きさは、IFRS 継続適用企業｢売上収益等｣＞初度適用

企業(J-GAAP)全科目＞IFRS 継続適用企業｢売上収益等｣以外の科目の順となった。 

IFRS 継続適用企業では、｢売上収益等｣で新収益認識基準適用でのプラス影響が大きく、

それ以外の勘定科目ではそこまで大きな影響はない。また、標準偏差や最大値～最小値の幅

が「売上収益等」のみ大きいことも勘案すると、｢売上収益等｣に対しては新収益認識基準の

適用の影響は企業により差が大きいように思われる。これは IFRS 継続適用企業の大多数

で｢影響軽微｣等、新収益認識基準の影響がなかったこととも整合的である。 

一方、初度適用企業(J-GAAP)では、新収益認識基準の影響は損益計算書項目である｢売上

収益等｣および諸利益でマイナスの影響(減収または減益)となった。初度適用企業(J-GAAP)

は連結財務諸表での収益のうち、「売上高」「売上収益」など｢顧客との契約から生じる収益｣

について J-GAAP の旧来の収益認識から Topic606/IFRS15 に変更した企業である。連結財

務諸表への何らかの影響が過半の企業にあったことも含めて考えると、J-GAAP から IFRS

へと異なる会計基準間の会計方針の大きな変更と扱われるので、広範囲で財務数値へ影響

があったものと考えられる。 

 

5.2.4 新収益認識基準適用による連結財務諸表の金額変化 

これまでの分析において、新収益認識基準適用による連結財務諸表の 5 勘定科目の変化

率をみてきたが、次に 5 勘定科目の金額の平均値と標準偏差について検討したい。特に金

額の散らばりの変化に着目したい。【図表 5-13】はサンプル全企業について、【図表 5-14】

は IFRS 継続適用企業、【図表 5-15】は US-GAAP 継続適用企業、【図表 5-16】は初度適用

企業(J-GAAP)、【図表 5-17】は初度適用(US-GAAP)について、新収益認識基準適用後とそ
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の影響を除外した「適用前」の金額の平均値と標準偏差である。 

 

【図表 5-13】金額の変化―全企業 

 

【図表 5-14】金額の変化―IFRS継続適用企業 

 

【図表 5-15】金額の変化―US-GAAP継続適用企業 

 

【図表 5-16】金額の変化―初度適用企業(J-GAAP) 

 

【図表 5-17】金額の変化―初度適用企業(US-GAAP) 

 

【図表 5-13】～【図表 5-17】はそれぞれの会計基準適用別クラスターでの金額の変化で

ある。特に注目したいのは標準偏差である。新収益認識基準適用前後で標準偏差が減少する

という意味は、各勘定科目の金額の散らばりが小さくなっているということである。新収益

認識基準を適用することで、各勘定科目において金額分布が縮まるということは収益認識

基準が企業間で同じように適用され同様の会計処理がなされ、各勘定科目の金額の硬度が

高まるということである。 

標準偏差に関して、IFRS 継続適用企業では｢売上総利益｣を除く 4 勘定科目では新収益認

識基準適用前後で増えている。US-GAAP 継続適用企業では、勘定科目により増加／減少共

にあるが金額絶対値が数億円レベルということを考慮すると大きく変化はないといえる。

初度適用企業(J-GAAP)では、｢当期純利益｣を除く 4 勘定科目では新収益認識基準適用前後

で標準偏差は減少している。また｢当期純利益｣の増加に関しても、増加金額は約 1 億円と

億円レベルであり、サンプル企業の規模からみると適用前後で金額は大きく変化しなかっ

たといえる。初度適用企業(US-GAAP)では、｢利益剰余金残高｣を除いて、新収益認識基準

適用前後で標準偏差は減少している。 

「売上総利益」を除いて新収益認識基準適用前後で標準偏差が増加している IFRS 継続

適用企業では、｢売上収益等｣での増加に大きく影響しているのが卸売業である。また｢税引

前利益｣｢当期純利益｣｢利益剰余金残高｣では情報・通信業が標準偏差の増加に影響している。

これら 2業種を除く IFRS 継続適用企業の｢6.標準偏差(後－前)｣の金額は△39 億円(｢利益剰

余金残高｣)～△0.9 億円(｢当期純利益｣)となる。したがって、一部の例外的な業種／企業を

除くと、連結財務諸表の 5 勘定科目の金額の分布の標準偏差は、すべての会計基準適用別

クラスターで新収益認識基準適用前後の変化はおおよそ減少または変化なしという結果に

なった。一部の例外はあるものの、「同一会計事象は同じ会計処理」を目指し、解釈の難し

さを解消し、首尾一貫した会計基準を適用でき、すべての収益に係る取引に適用でき会計処

理を選択しなくてよいという Topic606/IFRS15 を適用することで「同じ会計処理」が実現
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され、財務諸表の比較可能性が上昇し、会計処理が行われた金額の同質性が高まったといえ

る。 

 

5.2.5 変化の大きな業種／企業の分析 

前項での分析では、一部の例外を除いて、新収益認識基準の適用によって収益認識に関し

て会計測定の硬度が上昇したと結論付けた。次に業種別・企業別の変化を中心に分析したい。

【図表 5-18】は変化率の業種別の平均値－全企業、【図表 5-19】は変化率の業種別の標準偏

差－全企業である。 

 

【図表 5-18】変化率の業種別平均値―全企業 

 

変化率の平均値はサンプル全企業では｢売上収益等｣が△0.04%、｢売上総利益｣△0.84%、

｢税引前利益｣+0.12%、｢当期純利益｣△0.28%、｢利益剰余金残高｣+0.41%であった。｢利益剰

余金残高｣はプラス値、これ以外の損益計算書科目は平均値がマイナスであった。平均値を

業種別にみる場合に、食料品、サービス業、情報・通信業、化学、機械、鉄鋼、および卸売

業に着目した。 

食料品では｢売上収益等｣△3.81%、｢売上総利益｣△9.45%、｢税引前利益｣△1.43%となっ

ている。サービス業は｢売上収益等｣△2.71%であった。化学では｢売上収益等｣は△1.57%で

あった。｢売上総利益｣△2.94%は食料品に続き 2 番目に平均値のマイナスが大きい業種であ

った。 

情報・通信業では「売上収益等」が△2.01%である一方で、｢利益剰余金残高｣は+1.47%で

あった。機械は｢税引前利益｣｢当期純利益｣でマイナスが一番大きな業種で、それぞれ△

3.33%、△4.40%、であった。一方で｢利益剰余金残高｣に関しては+2.38%プラスと一番大き

な業種であった。鉄鋼は｢税引前利益｣が△1.97%であった。 

これらの業種が｢税引前利益｣｢利益剰余金残高｣を除く 3 勘定科目のサンプル全企業の平

均値のマイナスを支えていた。また｢利益剰余金残高｣では情報・通信業、機械の 2 業種がサ

ンプル全企業の平均値+0.41%を支えており、他の業種はマイナス値またはゼロ近辺のプラ

ス値であった。 

卸売業は｢売上収益等｣と｢税引前利益｣でプラスが一番大きな業種であり、それぞれ

+20.72%、+5.10%であった。特に｢売上収益等｣は極端に高く、これらの数値はサンプル全

体のマイナス平均値の逆方向の影響を与える特別なものである。業界特有の理由があった

ものと推察する。 

 

【図表 5-19】変化率の業種別標準偏差―全企業 

 

次に変化率の標準偏差に関して、サンプル全企業では、｢売上収益等｣が 10.49%、｢売上総
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利益｣4.15%、｢税引前利益｣5.65%、｢当期純利益｣4.27%、｢利益剰余金残高｣4.16%である。 

標準偏差を業種別にみると、卸売業、情報・通信業、サービス業、食料品、化学、機械に

着目したい。卸売業は｢売上収益等｣が 34.04%、｢税引前利益｣は 16.85%であった。情報・通

信業では｢売上収益等｣が 10.14%、｢利益剰余金残高｣6.90%であった。サービス業は｢売上収

益等｣が 9.99%であった。食料品は｢売上総利益｣11.16%、｢税引前利益｣6.38%であった。化

学は｢売上総利益｣が 8.08%であった。機械は｢税引前利益｣9.44%、｢当期純利益｣12.88%、

｢利益剰余金残高｣9.44%であった。 

｢売上収益等｣のサンプル全企業の標準偏差は 10.49%で、これを超える業種は卸売業のみ

であったが、情報・通信業とサービス業は若干下回るもののほぼ同水準としてこの勘定科目

の高い標準偏差を支えている。他の 4 勘定科目では+5%内外の値であった。 

また変化率の平均値と標準偏差の双方をみると、全勘定科目とも平均値の絶対値が高い

業種は、概して標準偏差も大きいという特徴がある。 

 

【図表 5-20】変化率の業種別平均値―IFRS継続適用企業 

 

次に IFRS 継続適用企業での変化率の平均値は、｢売上収益等｣+1.23%、｢売上総利益｣△

0.23%、｢税引前利益｣+0.25%、｢当期純利益｣+0.24%、｢利益剰余金残高｣+0.43%であった。

｢売上収益等｣以外の 4 勘定科目ではほぼゼロ近辺のプラス／マイナス値であった。IFRS 継

続適用企業の平均値を業種別にみる場合に、卸売業、サービス業、化学、金属製品、情報・

通信業に着目したい。 

卸売業では｢売上収益等｣が+22.64%と極端に高いプラスであった。また全 5 勘定科目を

通じて「影響軽微」等の影響がゼロとみなされる企業の率は、IFRS 継続適用企業全体では

59.7%にもかかわらず、卸売業では 36.4%と低く新会計基準が影響する企業の割合は大きか

った。業界特有の理由があったものと考えられる。サービス業では｢売上収益等｣の変化率の

平均値は卸売業とは逆に、△2.51%のマイナスであった。IFRS 継続適用企業では、この 2

つの業種以外の業種の｢売上収益等｣の変化率は 1%以内プラス／マイナスであり、2 業種に

比較して非常に小さな影響となっている。 

化学では｢売上総利益｣についての平均値が△2.11%であった。金属製品では｢税引前利益｣

が+1.46%、｢当期純利益｣が+2.07%であった。また情報・通信業では｢税引前利益｣が+1.21%、

｢利益剰余金残高｣が+2.84%であった。これらの業種は各勘定科目の IFRS 継続適用企業の

変化率の平均値を支えている。 

 

【図表 5-21】変化率の業種別平均値―初度適用企業(J-GAAP) 

 

最後に初度適用企業(J-GAAP)での変化率の平均値は、｢売上収益等｣が△2.76%、｢売上総

利益｣は△2.25%、｢税引前利益｣は△0.15%、｢当期純利益｣は△1.26%、｢利益剰余金残高｣は
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+0.34%であった。｢利益剰余金残高｣を除いて平均値はマイナスであり、｢売上収益等｣｢売上

総利益｣では 2%を超え新収益認識基準マイナス影響が大きかった。初度適用企業(J-GAAP)

では、全 5 勘定科目を通じた新収益認識基準適用の影響が｢軽微｣等の企業の率は 32.4%と

低く、J-GAAP の従来の収益認識基準から IFRS15 へ変更で影響が大きい企業が広範にあ

ったともの考えられる。初度適用企業(J-GAAP)の平均値を業種別にみる場合に、食料品、

情報・通信業、化学、サービス業、ゴム製品、機械に着目したい。 

食料品では｢売上収益等｣が△6.46%、「売上総利益」が△16.44%、｢税引前利益｣が△2.62%、

｢当期純利益｣が△0.17%、｢利益剰余金残高｣が△1.11%と全科目でマイナス値、特に｢売上総

利益｣｢売上収益等｣で非常に大きな影響が認められた。 

情報・通信業では｢売上収益等｣が△5.99%であり、サービス業では｢売上収益等｣が△

3.08%であった。化学は｢売上収益等｣が△3.92%、｢売上総利益｣が△4.72%であった。 

ゴム製品では｢売上総利益｣が△3.69%であった。｢売上総利益｣については初度適用企業

(J-GAAP)全体の平均値△2.25%を、食料品、化学、ゴム製品が支えている。 

機械は｢税引前利益｣が△6.85%、｢当期純利益｣が△8.84％とマイナスが一番大きく、｢利

益剰余金残高｣で+5.18%とプラスに一番大きい。機械は｢税引前利益｣および｢当期純利益｣で

初度適用企業(J-GAAP)全体の平均値△0.15%および△1.26%より大幅なマイナスであった。

また｢利益剰余金残高｣では機械が初度適用企業(J-GAAP)全体の平均値+0.34%を支えてい

る。 

 

5.2.6 新収益認識基準適用による影響の理由に関する分析 

5.2.6.1 影響の理由の開示状況 

サンプル全企業 246 社の有価証券報告書等で開示された Topic606/IFRS15 適用による連

結財務諸表への影響の理由 256 例は以下の 22 分類に整理した(【図表 5-22】)。 

 

【図表 5-22】Topic606/IFRS15適用の影響理由別の数 

 

サンプル全企業 246 社が新収益認識基準適用による連結財務諸表への影響の理由をあげ

た延べ 256 社で多い順から、｢ 15.履行義務の充足時期の見直し｣ 64 社、｢ 22. 

Topic606/IFRS15 適用に伴う表示科目の変更｣34 社、｢9. 販売促進費､リベート､返品(収益

の総額/純額)｣32 社、｢20.契約獲得増分コストおよび履行コストの資産化｣26 社、｢1.顧客の

定義見直し、本人/代理人(収益の総額/純額)｣25 社、｢3.履行義務の識別(複数の履行義務/単一

の履行義務)18 社、｢18.進捗度の測定方法の変更｣14 社であった349。 

 
349 日本会計研究学会スタディグループ(佐々木隆志主査)が 2019 年 8 月にわが国証券取引

所に上場する企業(財務諸表作成担当)に向けて実施したアンケート調査では、自社の損

益計算書科目の金額変化と変化理由で相関関係を分析した。結果、「本人／代理人(収益

の総額/純額)」が｢売上高｣と、｢販売促進費､リベート､返品(収益の総額/純額)｣と｢履行義
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次に理由ごとに主な業種をあげたい。まず｢15.履行義務の充足時期の見直し｣をあげた企

業は 64 社と一番多く、この理由で多かった業種は、情報・通信業 13 社、医薬品 10 社、機

械 8 社、電気機器 7 社の順であった。｢22. Topic606/IFRS15 適用に伴う表示科目の変更｣は

34 社に記載されたが、記載した企業で多かった業種は、電気機器 7 社、情報・通信業と機

械とがそれぞれ 4 社、輸送用機器と医薬品とがそれぞれ 3 社の順であった。｢9. 販売促進

費､リベート､返品(収益の総額/純額)｣は 32 社が記載したが、これらの企業では、食料品が 7

社、機械と電気機器がそれぞれ 5 社、化学 4 社の順であった。｢20.契約獲得増分コストおよ

び履行コストの資産化｣は合計 26 社が記載し、主な業種としては、情報・通信業 12 社、電

気機器 4 社であった。 

｢1.顧客の定義見直し、本人/代理人(収益の総額/純額)｣は 25 社が記載し、このうち主な業

種としては、サービス業 7 社、卸売業 6 社であった。｢3.履行義務の識別(複数の履行義務/

単一の履行義務)は 18 社が記載し、主な業種としては、電気機器 4 社、情報・通信業と輸送

用機器がそれぞれ 3 社であった。｢18.進捗度の測定方法の変更｣は 14 社が記載し、記載し

た企業で多かったのは、情報・通信業 3 社、電気機器と医薬品が 2 社であった。 

IFRS 継続適用企業が新収益認識基準適用による影響の理由として多くあげたのは、｢22. 

Topic606/IFRS15 適用に伴う表示科目の変更｣30 社、｢15.履行義務の充足時期の見直し｣24

社、｢20.契約獲得増分コストおよび履行コストの資産化｣15 社、｢1.顧客の定義見直し、本人

/代理人(収益の総額/純額)｣14 社、｢9. 販売促進費､リベート､返品(収益の総額/純額)｣12 社、

｢3.履行義務の識別(複数の履行義務/単一の履行義務)｣10 社、｢18.進捗度の測定方法の変更｣

7 社であった。｢22. Topic606/IFRS15 適用に伴う表示科目の変更｣、｢20.契約獲得増分コス

トおよび履行コストの資産化｣、｢1.顧客の定義見直し、本人/代理人(収益の総額/純額)｣、｢3.

履行義務の識別(複数の履行義務/単一の履行義務)｣、｢18.進捗度の測定方法の変更｣に関して

IFRS 継続適用企業は他の会計基準別クラスターの企業に比べて数多くの企業で記載して

いた。 

一方、初度適用企業(J-GAAP)が比較的多く適用の影響理由としてあげたのは 、｢15.履行

義務の充足時期の見直し｣と｢9. 販売促進費､リベート､返品(収益の総額/純額)｣でそれぞれ

31 社と 18 社であった。 

またサンプル全企業が理由として一番多くあげた｢15.履行義務の充足時期の見直し｣を｢9. 

販売促進費､リベート､返品(収益の総額/純額)｣と共にあげている企業が 16 社で最も多かっ

た。うち 11 社が初度適用企業(J-GAAP)で、IFRS 継続適用企業 4 社、初度適用企業(US-

GAAP)1 社という順であった。 

 

務の充足時期の見直し｣ が｢売上高｣｢売上総利益｣｢営業利益｣とで、カイ二乗検定で 1%

水準で有意という結果であった。このうち｢履行義務の充足時期の見直し｣と｢売上総利

益｣との相関については、本分析で当該理由を影響理由にあげた業種の機械では観察で

きたが、情報・通信業、医薬品、電気機器で観察できなかった。(塚原他 (2020c), 前掲

論文, 21 頁。) 
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例えば IHI(機械)は、IFRS15 適用の影響として｢15.履行義務の充足時期の見直し｣につい

ては、物品販売の一部について J-GAAP の出荷基準での認識から引渡時点の認識への変更、

J-GAAP では工事進行基準を適用していた工事請負契約等の一定の契約形態に基づく取引

を財・サービスに対する支配が一定期間にわたって顧客に移転する取引として一定期間に

わたる収益認識に、また J-GAAP では契約による対価獲得時の認識から履行義務充足時点

の収益認識に変更したとする。また｢9. 販売促進費､リベート､返品(収益の総額/純額)｣につ

いては、J-GAAP では｢販売費及び一般管理費｣としていた一部のリベート等、および｢営業

外費用｣としていた契約納期遅延に係る費用を、顧客に対する支払いとして｢売上収益｣の控

除に変更した350。 

 

5.2.6.2 IFRS継続適用企業が開示した理由 

IFRS 継続適用企業 154 社の有価証券報告書等で開示された Topic606/IFRS15 適用によ

る連結財務諸表への影響の理由 137 例であった(【図表 5-23】)。 

 

【図表 5-23】新収益認識基準適用の影響理由別の数－IFRS継続適用企業 

 

【卸売業】 

IFRS 継続適用企業のうち卸売業 11 社は、｢売上収益等｣の変化率の平均値が+22.64%と

極端に大きく、他の 4 勘定科目はすべてでゼロ軸上の若干のプラスであった。また IFRS15

適用の影響の理由の開示は延べ 14 社であった。理由の主なものとして、｢1.顧客の定義見直

し、本人／代理人(収益の総額/純額) ｣が 6 社、｢15.履行義務の充足時期の見直し｣が 2 社で

あった。IFRS 継続適用企業全体では｢1.顧客の定義見直し、本人／代理人(収益の総額/純

額) ｣が 14 社であったので、｢1.顧客の定義見直し、本人／代理人(収益の総額/純額) ｣につ

いて卸売企業が半数近くの開示例を占めており、このことから当該理由は卸売業の特徴的

なものと考えられる。｢1.顧客の定義見直し、本人／代理人(収益の総額/純額) ｣の 6 社はす

べて総合商社またはその子会社であった。 

A)三菱商事 

三菱商事は｢売上収益等｣の変化率は+103.75%とサンプル全企業の中で一番高く、連結損

益計算書での増収の金額は 8.2 兆円であった。理由として、IFRS の旧来の収益認識基準で

は財・サービスの提供に関連する重要なリスクと経済価値に対するエクスポージャーを有

している場合のみに総額で収益を認識していたが、IFRS15 では約束の性質が財・サービス

を自ら提供する履行義務、すなわち「財又はサービスに対する支配を顧客へ移転する前に連

結会社が有する取引については、総額表示」で収益を認識すると説明する351。 

 
350 IHI｢第 204 期有価証券報告書｣, 2021 年, 179 頁。 
351 三菱商事｢平成 30 年度有価証券報告書｣, 2019 年, 110 頁。 
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B)伊藤忠商事、伊藤忠エネクス 

伊藤忠商事は、｢売上収益等｣の変化率は+78.20%で｢収益｣および｢原価｣が 5,090,724 百万

円増加した理由について、｢財又はサービスに対する支配を顧客に移転する前に当社が獲得

している取引については、顧客との取引総額(グロス)で表示｣したとする352。子会社の伊藤

忠エネクスは IFRS15 の影響の理由について、｢これまで純額で収益を表示していた取引の

一部が総額で表示される｣と簡単に記載し、具体的な理由の説明は行っていない353。 

C)三井物産 

三井物産は｢売上収益等｣の変化率は+41.91%で｢収益｣および｢原価｣が 2,054,731 百万円

増加した理由について、IFRS の従来の収益認識基準では財・サービスの提供に関連してい

るする重要なリスクと経済価値を有していないことから代理人として収益を純額で認識し

ていた取引のうち、顧客に財・サービスが移転される前に三井物産が当該財・サービスを支

配している取引について IFRS15 では本人としての取引として収益を総額で認識すると開

示する354。 

D)住友商事 

前述の 4 社と比較すると大きくないものの、住友商事では｢売上収益等｣の変化率は

+5.34%で｢収益｣および｢原価｣が 270,823 百万円増加した。この理由として、IFRS15 の適

用に伴い｢収益の本人代理人の判定について一部見直しを行った結果｣とする355。 

E)双日 

双日は IFRS15 の｢収益を含む損益項目に与える影響は軽微｣とする一方で、本人／代理

人の判定に係る会計処理の変更について開示する。すなわち、旧来の IFRS の収益認識基準

で代理人として収益認識していた取引で、法的所有権が一時的に双日グループに移転する

場合に棚卸資産と認識していたが、IFRS15 では代理人取引に関する棚卸資産を双日グルー

プが支配していないととして｢営業債権及びその他の債権｣として表示すると説明する356。 

IFRS15 適用の影響の理由について以上であるが、三菱商事、伊藤忠商事、三井物産は同

じ説明をしている。すなわち本人／代理人の判定は｢リスクおよび経済的価値に関するエク

スポージャー｣により行っていたが、Topic606/IFRS15 では｢顧客への履行義務の充足によ

る支配の移転の前に当該企業が支配しているかどうか｣により判断し、概して本人の取引が

拡大することになる。 

【サービス業】 

IFRS 継続適用のサービス業 19 社では、その変化率の平均値では｢売上収益等｣が△2.51%、

他の 4 科目は｢売上総利益｣△0.01%～｢利益剰余金残高｣+0.60%であった。また IFRS15 適

 
352 伊藤忠商事｢第 95 期有価証券報告書｣, 2019 年, 89 頁。 
353 伊藤忠エネクス｢第 59 期有価証券報告書｣, 2019 年, 57 頁。 
354 三井物産, 前掲書類, 115 頁。 
355 住友商事｢第 151 期有価証券報告書｣, 2019 年, 117 頁。 
356 双日｢第 16 期有価証券報告書｣, 2019 年, 80-81 頁。 
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用の影響の理由は延べ 11 社で開示されている。主なものとして、｢1.顧客の定義見直し、本

人／代理人(収益の総額/純額)｣4 社、｢20.契約獲得増分コストおよび履行コストの資産化｣が

3 社であった。 

A)メタップス 

メタップスは｢売上収益等｣の変化率が△51.22%で｢収益｣および｢原価｣が 12,081 百万円

減少した理由として｢1.顧客の定義見直し、本人／代理人(収益の総額/純額)｣をあげており、

具体的にはファイナンス関連事業の取引の一部について旧来の IFRS の収益認識基準では

売上原価として会計処理を行っていたが、特定された財・サービスが顧客に移転される前に

メタップスが支配していないと判断し IFRS15 では収益の減額として会計処理に変更した

と説明する357。 

B)楽天 

楽天は｢税引前利益｣の変化率が+9.39%で、｢税引前利益｣が 7,894 百万円増加した理由に

ついて、IFRS15 の下では「顧客との契約獲得のための増分コスト及び契約に直接関連する

履行コストのうち、回収可能であると見込まれる部分について資産」として認識し償却を行

う会計処理に変更したためとする358。 

【情報・通信業】 

IFRS 継続適用の情報・通信業 19 社の変化率の平均値は｢利益剰余金残高｣が+2.84%、｢税

引前利益｣が+1.21%であった。また IFRS15 適用の影響の理由は延べ 27 社で開示されてい

る。主なものとして、｢20.契約獲得増分コストおよび履行コストの資産化｣が 7 社、｢15.履

行義務の充足時期の見直し｣5 社および｢22.Topic606/IFRS15 適用に伴う表示科目の変更｣

が 4 社であった。特に｢20.契約獲得増分コストおよび履行コストの資産化｣は IFRS 継続適

用企業全体では 15 社であるので、情報・通信業が半数近くの開示例を占めており、このこ

とから当該理由は情報・通信業の特徴的なものと考えられる。 

A)ソフトバンク 

ソフトバンクは｢利益剰余金残高｣の変化率は+37.75%で 125,577 百万円の増加であった

理由について、｢20.契約獲得増分コストおよび履行コストの資産化｣、｢15.履行義務の充足

時期の見直し｣および｢21.履行コストの Topic606 / IFRS15 以外の基準書の適用｣をあげる。 

すなわち｢20.契約獲得増分コストおよび履行コストの資産化｣については、従前は通販契

約に関連する代理店への販売手数料は発生時に費用認識していたが、IFRS15 適用に伴い契

約コストとして資産化し当該手数料に直接関連する財・サービスの提供が予想される期間(2

～3 年)にわたって定額法で償却する会計処理に変更した。 

また｢15.履行義務の充足時期の見直し｣および｢21.履行コストの Topic606 / IFRS15 以外

の基準書の適用｣については、従来携帯端末を間接販売する場合に契約事務に係る直接費用

 
357 メタップス｢第 12 期第 4 四半期四半期報告書｣, 2019 年, 21 頁。 
358 楽天, 前掲書類, 143 頁。  
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を契約事務手数料収入および機種変更手数料と同期間にわたって繰り延べていたが、

IFRS15 適用に伴い、契約事務手数料収入および機種変更手数料の繰延期間を変更すると共

に、契約履行コストを除く当該直接費用を発生時の費用認識に変更したと説明した359。 

B)ソフトバンクグループ 

ソフトバンクグループは｢利益剰余金残高｣の変化率は+6.71%で 350,338 百万円の増加、

｢税引前利益｣は変化率+10.79%で 164,757 百万円増加、｢当期純利益｣は+9.43%で 125,363

百万円増加であった。この理由については｢20.契約獲得増分コストおよび履行コストの資産

化｣、｢21.履行コストの Topic606 / IFRS15 以外の基準書の適用｣および｢15.履行義務の充足

時期の見直し｣をあげている。 

｢20.契約獲得増分コストおよび履行コストの資産化｣については、従前は移動通信契約に

関連するディーラーへの販売手数料は発生時に費用認識していたが、このうち契約者との

移動通信契約を獲得しなければ発生しなかった費用で回収が見込まれるものについては、

IFRS15 適用に伴い資産化し当該費用に関連するサービス提供の予想期間にわたって定額

法で償却する会計処理に変更したと説明する。｢21.履行コストの Topic606 / IFRS15 以外の

基準書の適用｣については、従前は契約事務に係る直接費用は契約手数料収入および機種変

更手数料収入と同期間にわたって繰り延べていたが、このうち契約履行コストに該当する

部分を除いては IFRS15 適用に伴い費用発生時の認識に変更した。また｢15.履行義務の充

足時期の見直し｣については、IFRS15 適用により、補助金の会計処理の変更および、契約

事務手数料収入と機種変更手数料収入の繰延期間変更など、収益認識時点を変更したとす

る360。 

C)ＫＤＤＩ 

KDDI は｢利益剰余金残高｣の変化率は+5.65%で 221,655 百万円の増加影響、｢税引前利

益｣は+5.89%で 56,214 百万円増加、｢当期純利益｣は+5.64%で 37,408 百万円の増加であっ

た。この理由については｢20.契約獲得増分コストおよび履行コストの資産化｣、｢15.履行義

務の充足時期の見直し｣、｢3.履行義務の識別(複数の履行義務/単一の履行義務)｣および｢14.

取引価格の配分の見直し｣をあげる。 

｢20.契約獲得増分コストおよび履行コストの資産化｣としては、一部の代理店に対して支

払う手数料については IFRS15 適用により契約コストとして資産計上すると共に顧客の見

積利用期間にわたって費用を配分する。｢15.履行義務の充足時期の見直し｣については、｢重

要な権利｣となる顧客オプションに対しての前払報酬や返金不能の前払報酬は IFRS15 適用

により収益を繰り延べる会計処理に変更する。また｢3.履行義務の識別(複数の履行義務/単

一の履行義務)｣および｢14.取引価格の配分の見直し｣については、顧客に携帯端末の販売と

同時に通信契約を締結する直接販売等に関して契約の結合および取引価格の履行義務への

 
359 ソフトバンク｢第 33 期有価証券報告書｣, 2019 年, 111 頁。  
360 ソフトバンクグループ｢第 39 期有価証券報告書｣, 2019 年, 128 頁。 
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配分を行っているとする361。 

 

5.2.6.3 初度適用企業(J-GAAP)が開示した理由 

 

【図表 5-24】新収益認識基準適用の影響理由別の数－初度適用企業(J-GAAP)<その 1> 

 

【図表 5-24】新収益認識基準適用の影響理由別の数－初度適用企業(J-GAAP)<その 2> 

 

【情報・通信業】 

初度適用(J-GAAP)の情報・通信業 12 社で変化率のマイナスが大きかった勘定科目は｢売

上収益等｣△5.99%であった。IFRS15 適用の影響理由の開示は延べ 9 社で、理由としては

｢15.履行義務の充足時期の見直し｣を 5 社があげる。この理由はサンプル全企業で 64 社、

初度適用企業(J-GAAP)全体で 31 社と当該理由は一番多く開示された理由である。 

A)デジタルガレージ 

デジタルガレージの IFRS15 適用による主な影響は、｢売上収益等｣に関して影響額△

36,931 百万円、変化率△59.15%、｢売上総利益｣に関して影響額+957 百万円、変化率

+5.51%であった。影響の理由は｢15.履行義務の充足時期の見直し｣と｢9.販売促進費､リベ

ート､返品(収益の総額/純額)｣で、前者では Web／リアルマーケティングによる広告事業等

での収益について J-GAAP では一時点で収益認識していたが、IFRS15 適用により関連す

る履行義務の充足に応じた一定期間にわたっての収益認識に変更した。また決済代行業務

に関する収益につき J-GAAP では物品・サービスの購入者が決済した時点に認識していた

が、IFRS15 適用により顧客である EC 事業者等への決済代金引渡時点の収益認識に変更

した。後者については、広告代理店業務および決済代行業務等における顧客からの受取手

数料、メディア／カード会社への支払手数料を、J-GAAP では｢売上高｣｢売上原価｣に総額

表示していたが、IFRS15 適用により｢リカーリング型事業から生じる収益｣として純額表

示に変更したと説明する362。 

B)チェンジ 

チェンジの IFRS15 適用の影響は｢売上収益等｣に関して影響額△619 百万円、変化率△

9.37%、｢当期純利益｣の影響額△28 百万円、変化率△4.10%であった。影響の理由は｢15.履

行義務の充足時期の見直し｣と｢1.顧客の定義見直し、本人／代理人(収益の総額/純額)｣で、

前者については J-GAAP にて検収基準で収益認識していた一部の役務提供取引を IFRS15

適用により一定の要件を満たす場合には一定期間にわたっての収益認識に変更した。また

後者については、IFRS15 下で代理人として関与したと考えられる取引を J-GAAP での総

 
361 KDDI｢第 35 期有価証券報告書｣, 2019 年, 73-75 頁。 
362 デジタルガレージ｢第 24 期有価証券報告書｣, 2019 年, 137 頁。 
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額表示から純額表示変更したとする363。 

C)テクマトリックス 

テクマトリックスの IFRS15 適用の影響は影響額と変化率でそれぞれ、｢売上収益等｣△

1,061 百万円、△3.70%、｢売上総利益｣△226 百万円、△2.18%、｢税引前利益｣△226 百万

円、△7.65%、｢当期純利益｣△153 百万円、△7.52%、｢利益剰余金残高｣△716 百万円、△

8.42%であった。影響の理由は｢15.履行義務の充足時期の見直し｣および｢20.契約獲得増分

コストおよび履行コストの資産化｣であった。サブスクリプション形態での製品の販売や契

約初年度の保守込みの製品の販売での保守サービスについて J-GAAP では製品引渡時に収

益を認識していたが、IFRS15 適用により顧客との契約期間にわたる均等での収益認識に変

更した。当該取引の売上原価に係る契約未経過分は、サブスクリプション取引は｢前渡金｣と

して、保守取引は｢前払保守料｣として資産化する。J-GAAP 下では、進捗部分について成果

の確実性が認められる受託開発については工事進行基準を、その他の受託開発は工事完成

基準で収益認識していたが、IFRS15 適用により財・サービスへの支配が一定期間にわたっ

て顧客に移転する取引については契約形態に関わらず、一定期間にわたる収益認識に変更

したとする364。 

【化学】 

初度適用(J-GAAP)の化学 6 社の変化率のマイナスが大きかった勘定科目は、｢売上収益

等｣△3.92%、｢売上総利益｣△4.72%であった。IFRS15 適用の影響理由の開示は延べ 6 社

で、その理由は｢15.履行義務の充足時期の見直し｣、｢9.販売促進費､リベート､返品(収益の総

額/純額)｣、｢1.顧客の定義見直し、本人／代理人(収益の総額/純額)｣がそれぞれ 2 社であっ

た。 

A)ライオン 

ライオンの IFRS15 適用による主な影響は影響額と変化率でそれぞれ、｢売上収益等｣｢売

上総利益｣△67,781 百万円、△16.51%および△28.39%であった。影響の理由として｢9.販売

促進費､リベート､返品(収益の総額/純額)｣および｢15.履行義務の充足時期の見直し｣で、前者

については J-GAAP では一部の売上にかかわる割戻金等について｢販売費及び一般管理費｣

として認識していたが、IFRS15 適用により｢売上高｣の控除に変更した365。また後者につい

ては、IFRS15 適用により「一部の取引について、収益認識基準を変更」すると共に、J-GAAP

では工事完成基準を採用していた工事契約について IFRS15 の下で工事原価回収基準に変

更した366。 

 

B)エア・ウォーター 

 
363 チェンジ｢第 18 期有価証券報告書｣, 2020 年, 124 頁。 
364 テクマトリックス｢第 27 期有価証券報告書｣, 2021 年, 142 頁。 
365 ライオン｢第 158 期有価証券報告書｣, 2019 年, 157 頁。 
366 同上, 152 頁。 
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エア・ウォーターの IFRS15 適用による主な影響は影響額と変化率でそれぞれ、｢売上収

益等｣△32,899 百万円、△4.24%、｢売上総利益｣｢税引前利益｣△2,649 百万円、△1.58%およ

び△5.92%であった。影響の理由は｢1.顧客の定義見直し、本人／代理人(収益の総額/純額)｣

で、J-GAAP では代理人として関与した取引額を｢売上高｣および｢売上原価｣として総額で

表示していたが、IFRS15 適用により純額による表示に変更したと説明する367。 

【サービス業】 

初度適用(J-GAAP)のサービス業 10 社で変化率のマイナスが大きかった勘定科目は｢売上

収益等｣の変化率の平均値が△3.08%であった。10 社中 6 社が「影響額未記載」等であり、

IFRS15適用の影響理由の開示は延べ 4社のみであった。理由として｢1.顧客の定義見直し、

本人／代理人(収益の総額/純額)｣が 3 社、｢15.履行義務の充足時期の見直し｣が 1 社であっ

た。 

A)メンバーズ 

メンバーズでは IFRS15 適用による｢売上収益等｣への影響額は△1,609 百万円で変化率

△19.89%であった。影響の理由は｢1.顧客の定義見直し、本人／代理人(収益の総額/純額)｣

で、J-GAAP では広告枠の仕入販売を総額で表示していたが、IFRS15 適用により仕入対価

を控除後の純額表示に変更したとする368。 

B)きずなホールディングス 

きずなホールディングスでは IFRS15 適用による｢売上収益等｣への影響額は△585 百万

円で変化率は変化率△8.35%であった。影響の理由は｢1.顧客の定義見直し、本人／代理人

(収益の総額/純額)｣で、J-GAAP では業務委託先の葬儀売上および付随費用について｢売上

高｣および｢売上原価｣に両建計上処理していたが、IFRS15 適用により葬儀代金から業務委

託先への支払いを除いた葬儀粗利相当額を仲介手数料収入として認識する方法に変更した

とする369。 

C)ＫｅｙＨｏｌｄｅｒ 

KeyHolder では IFRS15 適用による｢売上収益等｣への影響額は△229 百万円で変化率は

△2.65%であった。影響の理由は｢1.顧客の定義見直し、本人／代理人(収益の総額/純額)｣で、

J-GAAP では代理人として関与していた取引について総額で｢売上高｣および｢売上原価｣に

表示していたが、IFRS15 適用により｢売上収益｣での純額表示に変更したとする370。 

【食料品】 

初度適用企業(J-GAAP)のうち食料品 7 社は、｢売上収益等｣で△6.46%、｢売上総利益｣△

16.44%、｢税引前利益｣△2.62%、｢当期純利益｣△0.17%と損益計算書項目すべてで変化率の

平均値がマイナスであった。IFRS15 適用による影響理由の開示は延べ 15 社である。理由

 
367 エア・ウォーター｢第 20 期有価証券報告書｣, 2020 年, 194 頁。 
368 メンバーズ｢第 23 期有価証券報告書｣, 2018 年, 96 頁。 
369 きずなホールディングス｢有価証券届出書｣, 2020 年, 155 頁。 
370 Keyholder｢第 52 期有価証券報告書｣, 2019 年, 155 頁。 
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の主なものとしては､｢9. 販売促進費､リベート､返品(収益の総額/純額)｣6 社、｢15.履行義務

の充足時期の見直し｣5 社であった。初度適用企業(J-GAAP)全体で｢9. 販売促進費､リベー

ト､返品(収益の総額/純額)｣は 18 社であり、当該理由についての開示例は食品企業が 1／3

を占めているため、食料品の特徴的なものと考えられる。 

A)日清食品ホールディングス 

日清食品ホールディングスは｢売上収益等｣｢売上総利益｣の IFRS15 適用による影響は

75,490 百万円の減少減益影響で当該変化率はそれぞれ△14.62%、△32.32%であり、これ以

外の勘定科目では変化率ゼロ近辺のマイナスであった。影響の理由として｢15.履行義務の充

足時期の見直し｣と｢9. 販売促進費､リベート､返品(収益の総額/純額)｣をあげる。すなわち、

｢15.履行義務の充足時期の見直し｣については、物品販売で J-GAAP では出荷基準で収益認

識していたが、IFRS15 では引渡時点の収益認識に変更した。また｢9. 販売促進費､リベー

ト､返品(収益の総額/純額)｣については、J-GAAP では｢販売費及び一般管理費｣としていた

一部のリベートについて IFRS15 では｢売上収益｣の控除に会計処理を変更したとする371。 

B)カゴメ 

カゴメは｢売上収益等｣｢売上総利益｣の IFRS15 適用による影響は 25,270 百万円の減収減

益影響で当該変化率はそれぞれ△12.04%、△27.60%であった。影響の理由として｢15.履行

義務の充足時期の見直し｣と｢9. 販売促進費､リベート､返品(収益の総額/純額)｣としており、

前者については販売促進の目的で取引先に支払う金額を J-GAAP では支払金額確定時に認

識していたが、IFRS15 では当該金額の一部を売上計上時の見積り・認識に変更したとする。

後者については J-GAAP では｢販売費及び一般管理費｣と表示していたが｢売上収益｣の控除

に変更したとする372。 

C)キッコーマン 

キッコーマンは IFRS15 適用により｢売上収益等｣および｢売上総利益｣で△28,870 百万円

の減収減益影響で、当該変化率はそれぞれ△6.16%、△15.94%であった。影響の理由は｢9. 

販売促進費､リベート､返品(収益の総額/純額)｣で、リベートの一部について J-GAAP では

｢販売費及び一般管理費｣と表示していたが、IFRS15 適用により｢売上収益｣の控除と説明す

る373。 

D)日新製糖 

日新製糖の IFRS15 適用による主な影響の金額と変化率は、｢売上収益等｣△2,604 百万

円、△5.16%、｢売上総利益｣△1,367 百万円、△12.68%であった。影響の理由としては｢9. 

販売促進費､リベート､返品(収益の総額/純額)｣および｢1.顧客の定義見直し、本人／代理人

(収益の総額/純額)｣をあげている。すなわち、前者については、一部の販売促進費等を J-

GAAP では｢販売費及び一般管理費｣に表示していたが、IFRS15 適用により｢売上収益｣の

 
371 日清食品ホールディングス｢第 71 期有価証券報告書｣, 2019 年, 167 頁。 
372 カゴメ｢第 76 期有価証券報告書｣, 2020 年, 140 頁。 
373 キッコーマン｢第 104 期有価証券報告書｣, 2021 年, 146 頁。 



111 

 

控除に変更した。また後者については、代理取引高を J-GAAP では｢売上高｣および｢売上原

価｣として総額で表示していたが、IFRS15 適用により純額での表示に変更したとする374。 

E)キリンホールディングス 

キリンホールディングスでの IFRS15 適用による主な影響は､｢売上収益等｣｢売上総利益｣

で△89,066 百万円、変化率はそれぞれの科目で△4.58%、△10.16%であった。また｢利益剰

余金残高｣では△22,193 百万円で変化率は△3.58%であった。影響の理由として｢9.販売促進

費､リベート､返品(収益の総額/純額)｣、｢15.履行義務の充足時期の見直し｣、｢3.履行義務の

識別(複数の履行義務/単一の履行義務)｣をあげている。｢9.販売促進費､リベート､返品(収益

の総額/純額)｣については、一部の販売促進費は J-GAAP で｢販売費及び一般管理費｣として

いたが、IFRS15 適用により｢売上収益｣からの控除に変更した。また｢15.履行義務の充足時

期の見直し｣および｢3.履行義務の識別(複数の履行義務/単一の履行義務)｣については、製品、

開発費および技術等の導出契約に伴う一時金収入およびマイルストン収入について J-

GAAP では一時点で認識していたが、IFRS15 適用により顧客との契約での履行義務が一

時点で充足されないような収入に関しては関連する履行義務に応じて一定期間にわたって

の収益認識に変更した375。 

F)サッポロホールディングス 

サッポロホールディングスでの IFRS15 適用による影響は主に｢売上収益等｣で△14,963

百万円、変化率△2.71%であった。影響の理由として｢9.販売促進費､リベート､返品(収益の

総額/純額)｣、｢15.履行義務の充足時期の見直し｣、｢8.税金(収益の総額/純額)｣をあげている。

｢9.販売促進費､リベート､返品(収益の総額/純額)｣については、一部のリベート等は J-GAAP

では｢販売費及び一般管理費｣に表示していたが、IFRS15 適用によって｢売上収益｣からの控

除に変更した。｢15.履行義務の充足時期の見直し｣については、一部の取引について J-GAAP

では出荷基準により収益を認識していたが、IFRS15 適用により主に物品引渡時点での認識

に変更した。また｢8.税金(収益の総額/純額)｣については、IFRS15 では酒税に関しては代理

人として関与している地域の取引高について｢売上収益｣から控除していると説明する376。 

G)プレミアムウォーターホールディングス 

プレミアムウォーターホールディングスでの IFRS15 適用による主な影響は、｢税引前利

益｣△112 百万円、△20.70%であった。影響の理由としては｢15.履行義務の充足時期の見直

し｣と｢20.契約獲得増分コストおよび履行コストの資産化｣をあげている。すなわち、前者に

ついては宅配事業の収益を J-GAAP では出荷基準で認識していたが、IFRS15 適用により

着荷基準に変更した。後者については、代理店手数料等の顧客獲得のための増分コストにつ

いて J-GAAP では一括費用処理していたが、当該増分コストの回収可能と見込まれる部分

 
374 日新製糖｢第 9 期有価証券報告書｣, 2020 年, 112 頁。 
375 キリンホールディングス｢第 178 期有価証券報告書｣, 2017 年, 145 頁。  
376 サッポロホールディングス｢第 95 期有価証券報告書｣2019 年, 74-75 頁, 137 頁。 
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については IFRS15 適用により資産化しているとする377。 

【機械】 

初度適用(J-GAAP)の機械 8 社の変化率が大きく変化したのは、｢税引前利益｣△6.85%、

｢当期純利益｣△8.84％、｢利益剰余金残高｣+5.18%であった。IFRS15 適用の影響理由は延

べ 16 社で開示し、主なものとして｢15.履行義務の充足時期の見直し｣6 社、｢9.販売促進費､

リベート､返品(収益の総額/純額)｣4 社であった。 

A)ＩＨＩ 

IHI では IFRS15 適用による影響額および変化率でそれぞれ、｢売上収益等｣△123,325 百

万円、△8.89%、｢売上総利益｣△24,034 百万円、△9.37%、｢税引前利益｣が△17,193 百万

円、△37.07%、｢当期純利益｣が△13,202 百万円、△49.91%、｢利益剰余金残高｣+38,871 百

万円、+39.81%であった。 

影響の理由としては｢15.履行義務の充足時期の見直し｣、｢9.販売促進費､リベート､返品

(収益の総額/純額)｣、および｢3.履行義務の識別(複数の履行義務/単一の履行義務)｣であった。 

｢15.履行義務の充足時期の見直し｣については、次の取引形態について IFRS15 適用に際

して会計処理を変更した。①J-GAAP では出荷基準により収益認識していた一部の物品販

売取引について、IFRS15 適用により物品の引渡時点での収益認識に変更した。②J-GAAP

では工事請負契約等の一定の契約形態に基づく取引は工事進行基準を適用していたが、

IFRS15 適用により財・サービスに対する支配が一定期間にわたって顧客に移転する取引は、

契約の法形態に関わらず一定の期間にわたっての収益認識に変更した。③また J-GAAP で

は契約に基づく対価獲得時に収益認識していた一部の長期メンテナンス工事について、

IFRS15 では顧客に対する履行義務を充足した時点での収益認識に変更した。④IHI が参画

するエンジンプログラムに関する収益認識については、J-GAAP では 2020 年 2 月までは販

売翌月にメインパートナーより送付される売上通知書の受領時に収益認識しており2020年

3 月以降は販売月に収益認識していた。IFRS15 適用により 2019 年 4 月の移行日より販売

月に収益認識するように遡及修正した。 

｢15.履行義務の充足時期の見直し｣および｢3.履行義務の識別(複数の履行義務/単一の履行

義務)｣については J-GAAP では検収済みの工事等に係る収益は顧客が検収した時点に全額

収益認識し将来見込まれる工事費用を債務計上していたが、IFRS15 適用により履行義務が

完全に充足せず残る取引については対応する収益を認識せず留保する会計処理に変更した。

｢9.販売促進費､リベート､返品(収益の総額/純額)｣については、J-GAAP では一部のリベート

等を｢販売費及び一般管理費｣に契約納期遅延に係る費用を｢営業外費用｣に表示していたが、

IFRS15 適用により｢売上収益｣から控除する表示に変更、また IFRS15 適用下では顧客に対

 
377 プレミアムウォーターホールディングス｢第 14 期有価証券報告書｣, 2020 年, 136 頁。

なお分析対象である 2019 年月期の｢当期純利益｣は△312 百万円、｢利益剰余金期末残

高｣は△2,616 百万円でマイナス値であるため、本分析での変化率の計算から除外してい

る。 
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する対価の前払いは資産計上し取崩時に｢売上収益｣の減額とした378。 

B)三菱重工業 

三菱重工業の IFRS15 適用による主な影響は影響額および変化率でそれぞれ、｢税引前利

益｣が△8,579 百万円、△17.94%、｢当期純利益｣が△5,509 百万円であった。影響の理由と

しては｢15.履行義務の充足時期の見直し｣、｢3.履行義務の識別(複数の履行義務/単一の履行

義務)｣、｢18.進捗度の測定方法の変更｣、｢20.契約獲得増分コストおよび履行コストの資産

化｣であった。 

｢15.履行義務の充足時期の見直し｣については、J-GAAP では工事請負契約等の一定の契

約形態に基づく取引について工事進行基準で収益認識していたが、IFRS15 適用により財・

サービスに対する支配が一定期間にわたって顧客に移転する取引については、契約の法形

態に関わらず一定期間にわたっての収益認識に変更した。また｢15.履行義務の充足時期の見

直し｣および｢3.履行義務の識別(複数の履行義務/単一の履行義務)｣については J-GAAPでは

検収済みの工事等に係る収益は顧客が検収した時点に全額収益認識し将来見込まれる工事

費用を債務計上していたが、IFRS15 適用により履行義務が完全に充足せず残る取引につい

ては対応する収益を認識せず留保する会計処理に変更した。｢18.進捗度の測定方法の変更｣

については、J-GAAP では契約に基づく請求権等の対価獲得時に収益認識していた一部の

長期メンテナンス契約の進捗率測定方法について、IFRS15 適用により原価を基準とする方

法に変更した。｢20.契約獲得増分コストおよび履行コストの資産化｣については、J-GAAP

では契約未獲得時点に実施する工事関連費用は仕掛品等に資産計上していたが、IFRS15 適

用により当該コストを契約獲得増分コストまたは履行コストとして回収が見込まれる場合

のみに資産化する会計処理に変更した379。 

C)ツガミ 

ツガミの IFRS15 適用による｢売上総利益｣での影響は影響額△781 百万円、変化率△

5.11%であった。影響の理由として｢15.履行義務の充足時期の見直し｣および｢9.販売促進費､

リベート､返品(収益の総額/純額)｣で、前者については J-GAAP では出荷基準で収益を認識

していた一部の物品販売取引について、IFRS15 適用により契約条件に照らし合わして顧客

が製品等に対する支配を獲得したと認められる契約上の履行義務の充足時期の収益認識に

変更したとする。具体的には顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件等に基づき

判断すると説明する。また後者については、J-GAAP ではリベート等を｢販売費及び一般管

理費｣に表示していたが、IFRS15 適用により｢売上収益｣からの控除としての表示に変更し

た380。 

【医薬品】 

初度適用(J-GAAP)の医薬品 4 社で変化率の平均値が大きかったのは、｢税引前利益｣

 
378 IHI, 前掲書類, 184 頁。 
379 三菱重工業｢2018 年度有価証券報告書｣, 2019 年, 157 頁。 
380 ツガミ｢第 116 期有価証券報告書｣, 2019 年, 119 頁。 
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+9.90%、｢当期純利益｣+5.55%であった。。IFRS15 適用の影響理由は延べ 4 社で開示し、

その内訳は｢15.履行義務の充足時期の見直し｣2 社、｢1.顧客の定義見直し、本人／代理人(収

益の総額/純額)｣1 社、｢3.履行義務の識別(複数の履行義務/単一の履行義務)｣1 社であった。 

A)協和発酵キリン 

協和発酵キリンの IFRS15 適用による主な影響は影響額および変化率でそれぞれ、｢売上

総利益｣が+8.967 百万円、+4.36%、｢税引前利益｣が+8.967 百万円、+26.44%、｢当期純利益｣

が+3,389 百万円、+12.52%、｢利益剰余金残高｣△13,704 百万円、△14.68%であった。影響

の理由としては｢15.履行義務の充足時期の見直し｣、｢3.履行義務の識別(複数の履行義務/単

一の履行義務)｣、｢1.顧客の定義見直し、本人／代理人(収益の総額/純額)｣であった。 

｢15.履行義務の充足時期の見直し｣および｢3.履行義務の識別(複数の履行義務/単一の履行

義務)｣については、製品・開発品・技術などの導出契約に伴う契約一時金およびマイルスト

ン収入について J-GAAP では一時点で収益認識していたが、IFRS15 適用により顧客との

契約における履行義務が一時点で充足されない場合には関連する履行義務に応じた一定期

間にわたる収益認識に変更したとする。｢1.顧客の定義見直し、本人／代理人(収益の総額/純

額)｣については、代理人として関与した取引について J-GAAP では｢売上高｣および｢売上原

価｣として総額で表示していたが、IFRS15 適用により純額での表示に変更した381。 

 

5.2.6.4変更理由の分析まとめ 

業種別／企業別の分析は次の通りまとめられる。 

 

【図表 5-25】変化率の比較(全企業、IFRS継続適用企業、初度適用企業(J-GAAP)) 

 

【損益科目の変化率からの分析―IFRS継続適用企業 v.初度適用企業(J-GAAP)】 

損益計算書科目の変化率は、サンプル全企業でマイナス値(△1%～ゼロ近辺のプラス値)、

初度適用企業(J-GAAP)ではマイナス値(△2.8%～△0.2%)であった。IFRS 継続適用企業で

は｢売上収益等｣がプラス値、それ以外の損益計算書項目はゼロ軸をはさむ±0.5%の範囲で

あった。 

IFRS 継続適用企業の｢売上収益等｣の変化率が+1.23%とプラスであったのは、IFRS 継続

の卸売業企業が、旧来の収益認識基準では代理人としていた取引を本人としての取引に変

更し｢売上収益等｣および｢売上原価｣を｢総額｣で表示したためである(1.顧客の定義見直し、

本人／代理人(収益の総額/純額)) 。卸売業を除いた IFRS 継続適用企業の｢売上収益等｣の変

化率は△0.42%で、初度適用企業(J-GAAP)より影響が小さい(ゼロ軸に近いマイナス)。した

がって、総体的には、新収益認識基準適用による影響は、初度適用企業(J-GAAP)、IFRS 継

続適用企業、共にマイナス影響である。但し、マイナス影響は初度適用企業(J-GAAP)の方

 
381 協和発酵キリン｢第 95 期有価証券報告書｣, 2018 年, 119 頁。 
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が IFRS 継続適用企業より大きい。総体的には、IFRS 継続適用企業はマイナス影響である

が、影響はそこまで大きくない。 

 

【利益剰余金の変化率からの分析―IFRS継続適用企業 v.初度適用企業(J-GAAP)】 

｢利益剰余金残高｣は全企業、IFRS 継続適用企業、初度適用企業(J-GAAP)共に+0.3%～

+0.4%である。変化率が高いのは業種別には、初度適用(J-GAAP)の機械の企業+5.18%と

IFRS 継続適用の情報・通信業の企業+2.84%である。企業別には、機械の IHI+39.81%と情

報・通信業のソフトバンク+37.75%などである。新収益認識基準適用による影響の理由とし

ては｢20.契約獲得増分コストおよび履行コストの資産化｣｢15.履行義務の充足時期の見直

し｣と開示されている。 

 

【業種／企業による影響程度に差異からの分析】 

全 5 勘定科目について影響額をゼロとみなした企業の割合が 100%の陸運業、保険業、石

炭・石油製品、水産・農林業の 4 業種で、当該割合を加えると 60%以上の業種は、証券・

商品先物取引業、その他金融業、サービス業、小売業、不動産業、化学、繊維、鉄鋼の 8 業

種を加えると 27 業種中 12 業種は新収益認識基準適用の影響が小さかった。 

また、全 5 科目の変化率がゼロの陸運業、保険業、石炭・石油製品、水産・農林業に加え、

全 5 勘定科目の変化率が△1%～+1%の業種は 証券・先物取引業、その他金融業、不動産

業、精密機器、小売業、電気機器、輸送用機器、ガラス・土石製品であった。さらに業種別

クラスター単位をみると、IFRS 継続適用企業の機械、医薬品、食料品、ゴム製品、鉄鋼の

4 クラスターが全 5 勘定科目の変化率が△1%～+1%であった。これらの業種／業種別クラ

スターでは IFRS 継続適用企業、初度適用企業(J-GAAP)を通じて新収益認識基準の影響が

サンプル中で比較的小さかった。 

逆に新収益認識基準適用の影響が大きかった業種／クラスターは、情報・通信業、サービ

ス業の 2 業種と卸売業、化学、金属製品の IFRS 継続適用企業、および機械、医薬品、食料

品、ゴム製品、その他製品の初度適用企業(J-GAAP)であった。これらの業種／クラスター

以外にも、個別企業で新収益認識基準適用の影響が大きい企業がある。 

このように業種／クラスター／個別企業間で、新収益認識基準適用の影響に差があるの

は、それぞれの事業内容、取引形態で新収益認識基準の影響箇所が異なるということである。

裏返していえばそれだけ旧来の収益認識基準が全企業に｢統一的に適用されるような｣同じ

認識規準ではなかったということである。また初度適用企業(J-GAAP)の方が IFRS 継続適

用企業より変化率の平均値でマイナスが大きいということは、わが国の旧来の収益認識基

準が従前の IFRS より個々の業種などへの適用でばらつきがあったということを示唆して

いるように思われる。 
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【影響の理由別の分析】 

｢1.顧客の定義見直し、本人/代理人(収益の総額/純額)｣は新収益認識基準適用の影響理由

として 25 社で開示された。サンプル企業では卸売業、サービス業、情報・通信業、化学、

医薬品、食料品、輸送用機器、電気機器、繊維製品、鉄鋼と 10 業種にみられた。顧客から

受注した業務を取引先企業にそのまま再委託している業務請負取引や実態は商品の顧客と

取引先との直接売買で当該企業は紹介の口銭を受け取る場合など、総額での｢売上収益等｣

｢売上原価｣の認識・表示から純額での｢収益｣へと変更する場合である。この場合は｢売上収

益等｣が減収影響になるのみで｢売上総利益｣以下の勘定科目では影響は発生しない。一方で

先に述べた IFRS 継続の卸売業の例では、同じ理由によって収益の純額表示から収益と原

価の両建て表示に変わり、｢売上収益等｣の額が増収となった。これは IFRS の旧来の収益認

識基準では、物品は｢重要なリスクと経済価値の買い手への移転｣により収益認識されたが

382、IFRS15 では｢履行義務の充足による財・サービスの顧客への移転｣での収益認識に変わ

り、結果としてサンプルの卸売企業の収益認識額が増加した。すなわち会計基準としての解

釈の難しさの解消や適用の網羅性を求める結果、収益の捉え方が拡大したのである。 

｢9. 販売促進費､リベート､返品(収益の総額/純額)｣は新基準適用の影響理由として 32 社

で開示された。販促費、リベートなどの顧客への対価の支払いは旧来の基準で｢販売費及び

一般管理費｣で行うことが多かったが、新基準では｢売上収益等｣の控除となり、「売上収益等」

および｢売上総利益｣にマイナス影響が生じた。 

業種としては食料品、機械、電気機器、化学、輸送用機器、精密機器、医薬品、情報・通

信業、サービス業、卸売業、その他製品と 11 業種でみられた。IFRS 継続適用企業 154 社、

初度適用企業(J-GAAP)74 社と後者の方が少ない中、当該理由を開示した企業は前者の 12

社に比べて後者では 18 社と 1.5 倍で非常に多かった。J-GAAP の従来の認識基準の場合の

方が｢9. 販売促進費､リベート､返品(収益の総額/純額)｣に関して｢販売費及び一般管理費｣と

表示することが多かったものと考えられる。 

｢15.履行義務の充足時期の見直し｣は 64 社とサンプル中、開示例も一番多く、影響する勘

定科目は広く 5 勘定科目のいずれへも新基準適用の影響が生じていた。この中で｢15.履行

義務の充足時期の見直し｣および｢3.履行義務の識別(複数の履行義務/単一の履行義務)｣の両

者が開示された例では、開発契約、長期工事契約、役務提供などで収益認識の時期の変更や

進捗度の測定方法の変更などがあり、｢税引前利益｣｢当期純利益｣でのプラス／マイナス双

方向の影響も含め、5 勘定科目すべてに影響する事例が確認できた。情報・通信業、機械、

輸送用機器、電気機器、医薬品、食料品など、19 業種でみられた。 

｢20.契約獲得増分コストおよび履行コストの資産化｣とは、契約獲得での増分コストおよ

び契約の履行コストを全額即時費用認識せずに、いったん資産計上して履行義務の顧客へ

 
382 IAS18 第 14 項(a)では、物品の収益認識基準として｢重要なリスクと経済価値の買い手

への移転｣を規定する。(IASB (1993a), op. cit.)  



117 

 

の移転の時期に応じて費用認識するという基準であり、Topic606/IFRS15 でまったく新し

く規定されたものである。これを新基準適用の影響理由にしたのは 26 社であった。長期契

約獲得にかかる代理店手数料などで、｢販売費及び一般管理費｣～｢当期純利益｣｢利益剰余金

残高｣に影響する。業種としては情報・通信業、電気機器、サービス業、卸売業、輸送用機

器、機械、医薬品、食料品、電気・ガス業と 9 業種であった。特に情報・通信業は 12 社と

非常に多くが理由として開示した。 

｢22. Topic606/IFRS15 適用に伴う表示科目の変更｣を理由として開示したのは 34 社と多

数であった。このうち大多数の 30 社は IFRS 内での収益認識基準の変更に伴う財務諸表の

表示科目の変更であり、｢収益｣｢利益｣｢利益剰余金残高｣の変更に関係するものはなかった。

むろん IFRS 初度適用企業は会計基準の完全な変更のため、財務諸表の表示科目の変更が

新収益認識基準適用のみに係るものか否かを容易に区別ができないと考えられる。 

 

 

5.3小括 

 

新収益認識基準 Topic606/IFRS15 は、ⓐ収益の認識・測定での曖昧さの解消、ⓑ収益認

識にかかる会計基準としての整合性、ⓒ収益認識の会計基準として適用の網羅性を目的に

導入された。また会計基準第 29 号は Topic606/IFRS15 との国際的な比較可能性の担保が

第一の目的として開発された。これらの目的達成により財務諸表の収益に係る部分につい

て収益認識基準の｢不揃い｣な適用が解消され、収益値の測定での硬度が高まる。本分析では、

わが国の上場企業の連結財務諸表に着目し、新収益認識基準適用前後の財務諸表の変化を

分析し、その動きの傾向をつかみ、原因を考察してきた。以下分析結果を整理しておく。 

 

分析結果 1【連結財務諸表の変化率】 

まず Topic606/IFRS15 を適用した連結財務諸表での変化率について述べたい。初度適用

企業(J-GAAP)の損益計算書科目の変化率ではマイナスの影響であった。収益／利益が小さ

くなったということである。また変化率の標準偏差は｢売上収益等｣｢税引前利益｣｢当期純利

益｣で大きく、企業によって様々な変化があったと認められる。J-GAAP から IFRS へと会

計基準を変更した企業である初度適用企業(J-GAAP)では、収益／利益の硬度が上がった。 

初度適用企業(US-GAAP)の変化率では、｢当期純利益｣を除いた損益計算書科目ではプラ

ス／マイナスあるがゼロ軸近辺の値であった。IFFS15 適用によるこれらの科目の変化は小

さく、サンプルが 6 社と少なかったこともあり標準偏差も小さかった。 

次に IFRS 継続適用企業の変化率に関しては、｢売上収益等｣を除いてプラス／マイナス

あるがゼロ軸近辺の値であった。また、｢売上収益等｣も卸売業を除くとゼロ軸近辺のマイナ

ス値であった。標準偏差についても、卸売業を除いた場合に比較的小さい値で、企業別に変

化のばらつきは乏しかった。収益／利益は大方、ほぼ変わらず、変わるべきところだけで硬
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度が上昇したと評価したい。US-GAAP 継続適用企業の変化率でも、プラス／マイナスのゼ

ロ軸近辺で、標準偏差についても小さかった。Topic606 適用により財務諸表への影響はな

かったといえる。 

なお、連結財務諸表に Topic606/IFRS15 を適用した影響の理由としてあげられたのは、

多い順に、｢15.履行義務の充足時期の見直し｣64 社、｢22.Topic606/IFRS15 適用に伴う表示

科目の変更｣34 社、｢9.販売促進費､リベート､返品(収益の総額/純額)｣32 社、｢20.契約獲得増

分コストおよび履行コストの資産化｣26 社、｢1.顧客の定義見直し、本人／代理人(収益の総

額/純額)｣25 社、｢3.履行義務の識別(複数の履行義務/単一の履行義務)｣18 社、｢18.進捗度の

測定方法の変更｣14 社であった。 

 

分析結果 2【財務諸表の金額の変化】 

連結財務諸表での Topic606/IFRS15 適用による金額変化について、適用前後の金額の標

準偏差を比較した。初度適用企業(J-GAAP)では、ほぼすべての勘定科目について標準偏差

が減少した。｢当期純利益｣は+104 百万円であるが、適用後の金額の平均値は 336 億円なの

でほぼゼロとみなせる。したがって、初度適用企業(J-GAAP)は IFRS15 を適用したことで

収益によって各勘定科目の金額の散らばりが小さくなった。 

初度適用企業(US-GAAP)では、損益計算書科目の新基準適用前後で標準偏差が減少した。 

IFRS継続適用企業では IFRS15適用前後で各勘定科目の額の標準偏差はすべて大幅に増

加した。しかしながら卸売業と情報・通信業を除外した場合には標準偏差は 5 勘定科目す

べてについて新基準適用前後で減少した。特定の 2 業種を除く｢一般的な｣IFRS 継続適用企

業では IFRS15 適用により金額の散らばりが減少し硬度が高まった。すなわち収益認識基

準の｢不揃い｣な適用は解消に向かったといえる。また、卸売業および情報・通信業の 2 業種

では他の業種にはなかった金額の動きを確認できた。このことからも収益認識基準の｢不揃

い｣な適用が整合される方向に向かったといえる。すなわち、収益値の硬度が高まったこと

を意味する。 

US-GAAP 継続適用企業では、Topic606 適用前後の金額の標準偏差は｢売上収益等｣｢売上

総利益｣で減少、他の 3 科目で増加した。しかしながら全 5 科目で△3 億円～+5 億円で、そ

れぞれの科目の平均額と比べるとほぼ変化はないと評価できる。 

特定の業種を除くとすべての会計基準適用別クラスターで、新収益認識基準適用による

金額変化は変わらない～減少であった。一般的には収益認識基準の適用でのばらつきが解

消の方向に向かい、収益値の内容を高めているといえる。 

 

分析結果 3【新基準影響の企業】 

連結財務諸表での Topic606/IFRS15 適用により影響が生じる企業の範囲についてである。

初度適用企業(J-GAAP)ではサンプル 74 社のうち、新基準適用による影響がない企業は勘

定科目によって 36%～51%の企業で、広く影響が生じた。当該企業は J-GAAP から IFRS
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へのまったく異なる会計基準への変更で依拠する会計基準としての基本とする考え方に相

当の相違があるものである。J-GAAP の旧来の収益認識基準から IFRS15 への変更は基本

とする考え方の一線を超える訳であるから、ある意味当然の結果といえる。 

US-GAAP継続適用企業では、新基準適用による影響がない企業は勘定科目によって 50%

～75%の企業であり、サンプル企業の過半で新収益認識基準適用の影響がなかった。 

IFRS 継続適用企業では、新基準適用による影響がない企業は勘定科目によって 71%～

86%の企業で、影響が生じた企業の範囲は狭い。Topic606/IFRS15 は FASB と IASB が共

同プロジェクトを設置して議論を重ねて開発したものであり、IFRS の基本的な考え方と共

に US-GAAP のそれも十分に取り入れられている。IFRS 継続適用企業はもとより、 US-

GAAP 継続適用企業でも Topic606/IFRS15 は会計基準内での新基準開発であり、改善すべ

きポイントに絞った開発となっているように思われる。 

初度適用企業(US-GAAP)では、新基準適用による影響がない企業はサンプル全 6 社中 2

社であったが、サンプルが少ないため評価に加えない。 

サンプルが少ない初度適用企業(US-GAAP)を除き、影響範囲が広い会計基準適用クラス

ターから、初度適用企業(J-GAAP)、次に US-GAAP 継続適用企業、一番影響範囲が狭いの

は IFRS 継続適用企業の順であった。初度適用企業(J-GAAP)は J-GAAP から IFRS と会計

基準を超えた変更である一方で、IFRS 継続適用企業や初度適用企業(US-GAAP)では旧来

の収益認識基準からの会計基準内の変更である。この事実が、新基準適用による影響が生じ

る企業の範囲に現れたものと思われる。 

 

分析結果 4【業種／企業による適用のばらつき】 

連結財務諸表での Topic606/IFRS15 適用について、全 5 勘定科目について影響額ゼロの

企業の割合が 100%は 4 業種、これに当該割合が 60%以上企業や、全 5 科目の変化率が△

1%～+1％と比較的小さいなど、8 業種を加えた 12 業種、および変化率が△1%～+1％の

IFRS 継続適用企業の会計基準適用別・業種別の 4 クラスターで新収益認識基準適用の影響

が小さかったといえる。初度適用企業(US-GAAP)はサンプル数 6 社、US-GAAP 継続適用

企業はサンプル数 12 社と数が少ないため、業種別の指摘はできないので、初度適用企業(J-

GAAP)と IFRS 継続適用企業に絞っての指摘としたい。両クラスターでは、情報・通信業、

サービス業の 2 業種と、IFRS 継続適用企業の卸売業、化学、金属製品、初度適用企業(J-

GAAP)の機械、医薬品、食料品、ゴム製品、その他製品で、新収益認識基準適用の影響が大

きかった。これ以外にも、個別企業で影響が大きい企業があった。 

このように業種／個別企業間で影響に差があるのは、それぞれの事業内容、取引形態で新

収益認識基準の影響箇所が異なるためであり、それだけ従来の収益認識基準が全企業に｢統

一的に適用されるような｣同じ認識規準ではなかったということを示している。 

 

以上のように、新収益認識基準適用の財務諸表分析の結果から、全体としては旧来の収益
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認識基準から新収益認識基準へと金額変化の影響はまったくないか、小さかった。一方、業

種／企業によっては大幅に各金額に影響する場合があった。これは、共同プロジェクト開始

時にあげられた 3 課題、すなわち｢解釈の難しさの解消｣｢首尾一貫した会計基準の開発｣｢す

べての収益に係る取引への適用｣ができたことを意味するように考えられる。旧来の収益認

識基準では業種／企業によっては特別の解釈・適用を行っていた箇所が正されたものであ

る。 

新収益認識基準ではあげられた 3 課題が解決された。サンプル全体の平均値では、どち

らかというと若干のマイナス影響であり、新収益認識基準は適度に｢慎重な収益認識｣の基

準といえるように思われる383。 

  

 
383 志賀は、新収益認識基準について｢負債の減少による収益認識｣とし｢慎重な収益認識を

要求している｣と指摘している。(志賀理 (2015), 前掲論文, 68-69 頁。) 
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第 6章 新収益認識基準のわが国企業への影響 2 

 ― 会計基準第 29号早期適用による個別財務諸表の変化 ― 

 

 

前章に引き続き、本章では新収益認識基準を適用した実際の年度財務諸表の変化につい

て分析を行う。本章では、Topic606/IFRS15 および会計基準第 29 号導入での変化の観察の

ため、同じ企業で連結財務諸表での Topic606/IFRS15 適用の変化と個別財務諸表での会計

基準第 29 号適用の変化を比較検討した。会計基準第 29 号は Topic606/IFRS15 との比較可

能性を重要視し Topic606/IFRS15 と同等な収益認識基準として導入されたとされるが 、実

際の財務諸表の新基準適用前後の変化から会計基準第 29号導入の目的が達成できたのかど

うかについて検討する384。 

 

 

6.1分析の概要 

 

6.1.1 分析の目的 

わが国の会計基準第 29号は IFRS15との比較可能性を重視して開発された｡この点､連結

財務諸表での Topic606/IFRS15 適用状況と個別財務諸表への会計基準第 29 号適用による

変化とを比較すれば､収益値に関する比較可能性が向上し､会計基準第 29号開発の目的を達

成できたかが確認できる｡本章の分析では、新収益認識基準(Topic606/IFRS15、会計基準第

29 号)を適用した時の、個別／連結財務諸表の変化を観察して、これら収益認識での曖昧さ

の是正と収益値の硬度の上昇、および国際的会計基準である US-GAAP、IFRS と J-GAAP

の収益認識の比較可能性向上の確認を目的とする385。 

 
384 ASBJ (2020a), 第 97 項。 
385 筆者は予備的研究として、2018 年 8 月 14 日までに金融庁に提出された有価証券報告

書または第 1 四半期の四半期報告書における Topic606/IFRS15 適用の連結財務諸表の分

析を行った。(佐藤郁裕｢わが国企業における新収益認識会計基準適用例の分析-2018 年 8

月までに開示された財務諸表について-｣『同志社大学大学院商學論集』 第 53 巻第 2 号, 

2019a 年, 1-20 頁。) また Topic606/IFRS15 適用連結財務諸表と会計基準第 29 号先行

適用財務諸表との連単比較分析を実施し、以下の点を明らかにした。 

① 従前から IFRS 等を継続的に適用する企業の多くでは Topic606/IFRS15 による損益

計算書への影響は軽微または大きくなく(重要な影響なし)、初度適用企業(US-

GAAP)の場合も同様であった。初度適用企業(J-GAAP)の多くは、IFRS 継続適用企

業、初度適用企業(US-GAAP)に比べると相対的に大きい。 

② Topic606/IFRS15 の影響は、わが国企業の中で企業間・業種間でばらつきがあっ

た。したがって IFRS 等の適用企業で連結財務諸表の比較可能性向上の方向にあ

る。 

(佐藤郁裕｢新収益認識基準のわが国企業への影響 –適用初年度の財務諸表を手掛かりに

-｣『會計』第 196 巻第 3 号, 2019b 年, 71-83 頁。佐藤郁裕｢新収益認識基準のわが国企
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6.1.2 分析の対象 

本章の分析では、前章の分析の対象企業 246 社のうち、個別財務諸表に会計基準第 29 号

早期適用 42 社について会計基準第 29 号適用前後の変化率を算出し分析した。また変化率

の分布から、サンプル企業の連結財務諸表と個別財務諸表の変化の傾向を考察した。 

2021 年 6 月末までに有価証券報告書等で IFRS 等を適用した連結会計年度または年間の

連結財務諸表を開示したわが国企業のうち、会計基準第 29 号を早期適用して事業年度の個

別財務諸表を開示した企業で 14 業種 42 社である。対象企業の内訳は次の通りである。業

種別の内訳は、情報・通信業 9 社、証券、商品先物取引業 1 社、卸売業 1 社、不動産業 1

社、電気機器 6 社、輸送用機器 1 社、機械 8 社、精密機器 2 社、医薬品 6 社、化学 1 社、

食料品 3 社、繊維製品 1 社、ゴム製品 1 社、空運業 1 社である。 

 

【図表 6-1】分析対象企業(個別財務諸表)の業種別の内訳 

 

連結財務諸表で IFRS 継続適用企業は 15 社、US-GAAP 継続適用企業は 3 社、IFRS 初

度適用企業(J-GAAP)は 23 社であり、IFRS 初度適用企業(US-GAAP)1 社である。なお、本

分析では会計基準第 29 号を適用初年度の個別財務諸表について適用の影響を分析するた

め、着目する会計年度をそろえていない386。 

 

 

6.2連結・個別財務諸表の分析 

 

6.2.1 連単比較分析 

まず、変化率の分布からサンプル企業の連結財務諸表と個別財務諸表の変化率を比較し、

変化の傾向を考察した。本連単比較分析では 4 種類の比較分析を行った。まず、会計基準第

29 号を早期適用したサンプル企業 42 社(以下、｢会計基準第 29 号早期適用 42 社｣)の個別財

務諸表の変化率(【図表 6-2】)と連結財務諸表における新収益認識基準適用での変化率(【図

表 6-3】)の比較である。 

次に、【図表 6-2】と初度適用企業(J-GAAP)の連結財務諸表変化率【図表 5-8】との比較

である。会計基準第 29 号は IFRS15 との収益認識における国際的な比較可能性の確保を第

 

業への影響(連単比較分析) -2019 年 11 月までに開示された連単財務諸表について-｣『同

志社大学大学院商學論集』第 54 巻第 2 号, 2020 年, 1-31 頁。) 
386 個別財務諸表の会計基準第 29 号の適用初年度とその企業数は以下の通りである。 

 2018 年 12 月期 4 社、2019 年 3 月期 14 社、2019 年 6 月期 1 社、2019 年 9 月期 1 社、

2019 年 11 月期 1 社、2019 年 12 月期 3 社、2020 年 2 月期 1 社、2020 年 3 月期 6 社、

2020 年 12 月期 1 社、2021 年 3 月期 10 社。 
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一義に開発された。公表された会計基準第 29 号は、IFRS15 と比較可能性を損ねない範囲

の代替的な会計処理の方法や｢契約獲得増分コストおよび履行コストの資産化｣などの一部

を除いて、IFRS15 と同様の規定になっている387。会計基準第 29 号を財務諸表に適用する

場合は J-GAAP の旧来の収益認識基準からの会計方針の変更になるが、これは連結財務諸

表に J-GAAP から IFRS を適用するのと同様の意味ということになる。したがって、両財

務諸表の変化を比較すれば IFRS15と会計基準第 29号が実質的に同様な内容かどうかの確

認ができ、会計基準第 29 号開発の目的である財務諸表の国際的な比較可能性に資すること

を達成できたか否かを明らかにできる。 

第三に、会計基準第 29 号早期適用 42 社のうち、連結財務諸表で初度適用企業(J-GAAP)

に区分された 23 社(以下、｢初度適用(J-GAAP)23 社｣の個別財務諸表の変化率(【図表 6-4】)

と連結財務諸表における新収益認識基準適用での変化率(【図表 6-5】)の比較である。 

最後に、会計基準第 29 号早期適用 42 社のうち、連結財務諸表で IFRS 継続適用企業に

区分された 15 社(以下、｢IFRS 継続適用 15 社｣)の個別財務諸表の変化率(【図表 6-6】)と連

結財務諸表における新収益認識基準適用での変化率(【図表 6-7】)の比較である。 

 

6.2.1.1 会計基準第 29号早期適用 42社 

 

【図表 6-2】(個別)変化率―会計基準第 29号早期適用 42社 

 

【図表 6-3】(連結)変化率―会計基準第 29号早期適用 42社 

 

【図表 6-2】会計基準第 29 号早期適用 42 社の個別財務諸表の変化率について各勘定科

目をみると、｢売上収益等｣では平均値は△2.54%で、新収益認識基準適用の「影響額未記載」

「重要な影響なし」「影響軽微」と開示され変化率ゼロとみなした企業の割合は 54.76%で

あった。最大値は小野薬品工業(医薬品)+3.20%、最小値は三菱商事(卸売業)△53.73%で両者

の幅は 56.93%、標準偏差は 9.22%である。｢売上総利益｣の平均値は△2.53%で、変化率ゼ

ロとみなした企業の割合は 54.29%であった。最大値は荏原製作所+2.74%、最小値はカゴメ

(食料品)△30.97%で両者の幅は 33.71%、標準偏差は 6.73%である。｢税引前利益｣の平均値

は+0.61%で、変化率ゼロとみなした企業の割合は 59.52%であった。最大値は IHI(機

械)+55.84%、最小値はテクマトリックス(情報・通信業)△21.46%で両者の幅は 77.30%、標

準偏差は 9.96%であった。｢当期純利益｣の平均値は+0.09%で、変化率ゼロとみなした企業

の割合は 57.14%であった。最大値は IHI +58.54%、最小値はテクマトリックス△21.46%で

 
387 会計基準第 29 号では｢契約獲得増分コストおよび履行コストの資産化｣の会計処理につ

いてその範囲から除外されている。ただし、連結財務諸表での IFRS 等適用企業が当該

会計処理を個別財務諸表とで変えることにより実務上の負担が大きい場合には、個別財

務諸表に当該会計処理を適用することができる。(ASBJ (2020a), 第 109 項。) 
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両者の幅は 58.80%、標準偏差は 7.73%であった。｢利益剰余金残高｣の平均値は+0.76%で、

変化率ゼロとみなした企業の割合は 40.48%であった。最大値は IHI+49.16%、最小値は日

本航空(空運業)△12.43%で両者幅は 61.59%、標準偏差は 9.24%であった。中央値はすべて

の勘定科目で±0.00%であった。 

一方、【図表 6-3】会計基準第 29 号早期適用 42 社の連結財務諸表の変化率については、

｢売上収益等｣では平均値は+1.77%で、変化率ゼロとみなした企業の割合は 45.24%であっ

た。最大値は三菱商事(卸売業)+103.75%、最小値はカゴメ(食料品)△12.04%で両者の幅は

115.79%、標準偏差は 16.16%である。｢売上総利益｣では平均値は△1.51%で、変化率ゼロ

とみなした企業の割合は 48.65%であった。最大値は協和発酵キリン(医薬品)+4.36 %、最小

値はカゴメ△27.60%で両者の幅は 31.96%、標準偏差は 5.13%である。｢税引前利益｣では平

均値は△1.26%で、変化率ゼロとみなした企業の割合は 51.22%であった。最大値は協和発

酵キリン+26.44%、最小値は IHI(機械)△37.07%で両者の幅は 63.52%、標準偏差は 9.03%

である。｢当期純利益｣では平均値は△1.83%で、変化率ゼロとみなした企業の割合は 47.50%

であった。最大値は協和発酵キリン+12.52%、最小値は IHI △49.91%で両者の幅は 62.43%、

標準偏差は 9.41%である。｢利益剰余金残高｣では平均値は+0.07%で、変化率ゼロとみなし

た企業の割合は 40.00%であった。最大値は IHI +39.81%、最小値は協和発酵キリン△

14.68%で両者の幅は 54.49%、標準偏差は 7.31%である。中央値はすべての勘定科目で±

0.00%であった。 

【図表 6-2】【図表 6-3】を比較すると、連結財務諸表の変化率の平均値は｢売上収益等｣を

除き損益計算書科目でマイナス影響となっている。｢売上総利益｣の変化率は個別財務諸表

が△2.53％で連結財務諸表の△1.51%より 1%低い値である。｢税引前利益｣｢当期純利益｣で

は個別財務諸表では+1%未満のプラス値で、連結財務諸表の△1%台の値と対称的である。

｢利益剰余金残高｣の変化率の平均値は、個別は+0.76%、連結が+0.07%とゼロ近辺と共にプ

ラス値、である。｢売上収益等｣の変化率について、個別財務諸表は△2.54%、連結財務諸表

は+1.77%で大きな差となっているが、これは三菱商事 1 社が影響したと考えられる。三菱

商事の｢売上収益等｣の変化率は個別が△53.73%で連結は+103.75%で符号が正反対の変化

であり、これを除いた 41 社の｢売上収益等｣の平均を計算すると、個別が△1.29%、連結が

△0.72%であった。 

新収益基準適用の影響が｢影響軽微｣等の企業の割合は、個別財務諸表は 40%～60%であ

り、連結財務諸表は 40%～55%であった。割合の分布としては両者で大差なく、40%以上の

企業で新収益認識基準適用の際に何らかの影響があった。 

会計基準第 29 号早期適用 42 社の連結／個別財務諸表での新収益認識基準の影響の分析

からは次の 2 点を指摘したい。まず①新収益認識基準適用の影響の有無について会計基準

第 29 号早期適用 42 社の連結／個別財務諸表で 40%以上の企業で何らかの影響があった。

②変化率の平均値では、｢売上収益等｣が個別財務諸表はマイナスの影響、連結財務諸表はプ

ラスの影響と正反対の結果であった。しかしながら、この原因は新収益認識基準適用の影響
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が大きかった特定企業 1 社であった。 

 

次に連結財務諸表に関して初度適用企業(J-GAAP)の変化率【図表 5-8】に変え、会計基準

第 29 号早期適用 42 社の変化率【図表 6-2】と比較する。 

 

(再掲)【図表 5-8】(連結)変化率―初度適用企業(J-GAAP) 

 

【図表 5-8】で初度適用企業(J-GAAP)の｢売上収益等｣の変化率の平均値は△2.76%で、新

収益認識基準適用の「影響軽微」等で変化率をゼロとみなした企業の割合は 36.11%であっ

た。｢売上総利益｣の平均値は△2.25%、変化率ゼロとみなした企業の割合は 37.88%であっ

た。｢税引前利益｣の平均値は△0.15%、変化率ゼロとみなした企業の割合は 44.29%であっ

た。｢当期純利益｣の平均値は△1.26%、変化率ゼロとみなした企業の割合は 45.71%であっ

た。｢利益剰余金残高｣の平均値は+0.34%、変化率ゼロとみなした企業の割合は 50.70%であ

った。 

【図表 6-2】【図表 5-8】では、連結の変化率の平均値は損益項目の全 4 科目でマイナス影

響、個別の変化率は｢売上収益等｣と｢売上総利益｣はそれぞれ△2.54%、△2.53％で連結財務

諸表と同レベルの値である。｢税引前利益｣｢当期純利益｣は連結ではそれぞれ、△0.15%、△

1.26%であったが、個別では+1%未満のプラス値であった。｢利益剰余金残高｣の変化率の平

均値は、個別が+0.76%、連結は+0.34%と共にプラス値であった。 

新収益認識基準の影響が｢影響軽微｣等の企業の割合は、個別財務諸表は 40%～60%、連

結財務諸表は 36%～51%であり、連結財務諸表の方が低い比率であった。連結財務諸表で

は多くの勘定科目で半数以上の企業に新収益認識基準適用の何らかの影響があった。一方、

個別財務諸表に関しても会計基準第 29 号に早期適用した際にも少なくとも 40%以上の企

業で何らかの影響があり、影響範囲が小さいとはいえない結果であった。 

会計基準第 29号早期適用 42社の個別財務諸表と初度適用企業(J-GAAP)全社での新収益

認識基準の影響についての比較分析からは次の 2 点を指摘したい。まず①新会計基準適用

に際した影響は、初度適用企業(J-GAAP)全社の連結財務諸表の方が影響企業の割合が高く、

過半以上の企業で何らかの影響が生じた。会計基準第 29 号早期適用 42 社の方が少しは影

響企業の割合は落ちるものの、少なくとも 40%以上の企業で何らかの影響があった。②変

化率の平均値では、｢売上収益等｣｢売上総利益｣では連結／個別で△2.5%前後とマイナスで

同レベルの値である。｢税引前利益｣｢当期純利益｣は、個別財務諸表では若干のプラス影響、

連結財務諸表ではマイナス影響であった。 

 

6.2.1.2 初度適用(J-GAAP) 23社 

初度適用(J-GAAP)23 社の個別財務諸表の変化率【図表 6-4】と連結財務諸表の変化率【図

表 6-5】の比較である。 
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【図表 6-4】(個別)変化率―初度適用(J-GAAP)23社 

 

【図表 6-5】(連結)変化率―初度適用(J-GAAP)23社 

 

【図表 6-4】個別財務諸表の変化率について各勘定科目をみると、｢売上収益等｣では平均

値は△2.43%で、新収益認識基準適用の「影響軽微」等で変化率をゼロとみなした企業の割

合は 39.13%であった。最大値は荏原製作所(機械)+2.87%、最小値はテクマトリックス(情

報・通信業)△18.57%で両者の幅は 21.45%、標準偏差は 5.92%である。｢売上総利益｣の平

均値は△4.61%で、変化率ゼロとみなした企業の割合は 36.84%であった。最大値は荏原製

作所+2.74%、最小値はカゴメ(食料品)△30.97%で両者の幅は 33.71%、中央値は△0.04%、

標準偏差は 8.59%である。｢税引前利益｣の平均値は+1.20%で、変化率ゼロとみなした企業

の割合は 43.48%であった。最大値は IHI(機械)+55.84%、最小値はテクマトリックス△

21.46%で両者の幅は 77.30%、標準偏差は 13.43%である。｢当期純利益｣の平均値は+0.22%

で、変化率ゼロとみなした企業の割合は 45.45%であった。最大値は IHI +37.35%、最小値

はテクマトリックス△21.46%で両者の幅は 58.80%、標準偏差は 10.55%である。｢利益剰余

金残高｣の平均値は+1.74%で、変化率ゼロとみなした企業の割合は 39.13%であった。最大

値は IHI +49.16%、最小値は日本航空(空運業)△12.43%で両者の幅は 61.59%、標準偏差は

12.28%である。なお、中央値は「売上総利益」△0.04%以外の 4 勘定科目は±0.00%であっ

た。 

一方【図表 6-5】連結財務諸表の変化率をみると、｢売上収益等｣の平均値は△1.61%で、

新収益認識基準適用の「影響額未記載」「重要な影響なし」「影響は軽微」で変化率ゼロとみ

なした企業の割合は 30.43%であった。最大値は協和発酵キリン(医薬品)+1.44%、最小値は

カゴメ(食料品)△12.04%で両者の幅は 13.48%、標準偏差は 3.22%である。｢売上総利益｣の

平均値は△2.32%で、変化率ゼロとみなした企業の割合は 33.33%であった。最大値は協和

発酵キリン+4.36%、最小値はカゴメ△27.60%で両者の幅は 31.96%、標準偏差は 6.58%で

ある。｢税引前利益｣の平均値は△2.77%で、変化率ゼロとみなした企業の割合は 36.36%で

あった。最大値は協和発酵キリン+26.44%、最小値は IHI(機械)△37.07%で両者の幅は

63.52%、標準偏差は 12.01%である。｢当期純利益｣の平均値は△3.55%で、変化率ゼロとみ

なした企業の割合は 40.91%であった。最大値は協和発酵キリン+12.52%、最小値は IHI △

49.91%で両者の幅は 62.43%、標準偏差は 12.35%である。｢利益剰余金残高｣の平均値は

+0.30%で、変化率ゼロとみなした企業の割合は 40.91%であった。最大値は IHI +39.81%、

最小値は協和発酵キリン△14.68%で両者の幅は 54.49%、標準偏差は 9.77%である。中央値

はすべての勘定科目で±0.00%であった。 

損益計算書科目についての変化率の平均値は、連結損益計算書の変化率はすべてマイナ

ス値で初度適用企業(J-GAAP)全社の場合と似た数値となっている。個別損益計算書の｢売上



127 

 

収益等｣および｢売上総利益｣はマイナス影響で、連結財務諸表と似たような変化であった。

｢税引前利益｣および｢当期純利益｣は個別財務諸表ではプラス値であったが連結財務諸表で

は△3%前後のマイナス値であった。この点に関して IHI(機械)、三菱重工業(機械)、ツガミ

(機械)、荏原製作所(機械)の 4 社が原因となっているように考えられる。｢利益剰余金残高｣

の変化率の平均値は、個別が+1.74%と共にプラス値、連結が+0.30%とゼロ近辺のプラス値

であり、共に初度適用企業(J-GAAP)全社と似た状況であった。 

新収益認識基準適用の影響が｢影響軽微｣等の企業の割合は、個別財務諸表で 37%～45%

のレンジ、連結財務諸表は 30%～41%で、連結／個別共に低く結果、すなわち新収益認識基

準適用は多くの企業に何らかの影響が生じた。 

初度適用(J-GAAP)23 社の新収益認識基準適用の影響の分析から次の 2 点を指摘したい。

まず①新収益認識基準適用に際しての影響の有無については、個別財務諸表、連結財務諸表

共に影響する企業の範囲は大きかった。②変化率の平均値について、個別財務諸表では｢売

上収益等｣｢売上総利益｣で初度適用企業(J-GAAP)全社の平均値と同傾向、｢税引前利益｣｢当

期純利益｣では逆のプラス値であった。一方、連結財務諸表は初度適用企業(J-GAAP)全社の

平均値とまったく同様の傾向で、損益計算書 4 科目はマイナス値、｢利益剰余金残高｣は

+0.3%であった。 

 

6.2.1.3 IFRS継続適用 15社 

最後に、IFRS 継続適用 15 社の個別財務諸表の変化率【図表 6-6】と連結財務諸表の変化

率【図表 6-7】である。 

 

【図表 6-6】(個別)変化率―IFRS継続 15社 

 

【図表 6-7】(連結)変化率―IFRS継続 15社 

 

【図表 6-6】個別財務諸表の変化率について各勘定科目をみると、｢売上収益等｣では平均

値は△3.38%で、新収益認識基準適用の「影響額未記載」「重要な影響なし」「影響は軽微」

で変化率ゼロとみなした企業の割合は 66.67%であった。最大値は小野薬品工業(医薬

品)+3.20%、最小値は三菱商事(卸売業)△53.73%で両者の幅は 56.93%、標準偏差は 13.48%

である。｢売上総利益｣の平均値は△0.06%で、変化率ゼロとみなした企業の割合は 69.23%

であった。最大値は第一三共(医薬品)+0.06%、最小値は GMO ペイメントゲートウェイ(情

報・通信業)△0.47%で両者の幅は 0.53%、標準偏差は 0.15%である。｢税引前利益｣の平均

値は△0.12%で、変化率ゼロとみなした企業の割合は 73.33%であった。最大値は第一三共

+0.44%、最小値は GMO ペイメントゲートウェイ△0.99%で両者の幅は 1.43%、標準偏差

は 0.36%である。｢当期純利益｣の平均値は△0.07%で、変化率ゼロとみなした企業の割合は

66.67%であった。最大値はアドバンテスト(電気機器)+0.77%、最小値は GMO ペイメント
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ゲートウェイ△0.94%で両者の幅は 1.71%、標準偏差は 0.38%である。｢利益剰余金残高｣の

平均値は△0.55%で、変化率ゼロとみなした企業の割合は 33.33%であった。最大値は小野

薬品工業+0.84%、最小値は LINE(情報・通信業)△8.55%で両者の幅は 9.38%、標準偏差は

2.16%である。中央値はすべての勘定科目で±0.00%であった。 

一方、【図表 6-7】連結財務諸表の変化率をみると、｢売上収益等｣の平均値は+7.42%で、

新収益認識基準適用の「影響額未記載」「重要な影響なし」「影響は軽微」で変化率ゼロとみ

なした企業の割合は 60.00%であった。最大値は三菱商事(卸売業)+103.75%、最小値は大塚

ホールディングス(医薬品)△0.22%で両者の幅は 103.96%、標準偏差は 25.78%である。｢売

上総利益｣の平均値は△0.08%で、変化率ゼロとみなした企業の割合は 69.23%であった。最

大値はエーザイ(医薬品)+0.08%、最小値は GMO ペイメントゲートウェイ(情報・通信業)△

0.47%で両者の幅は 0.55%、標準偏差は 0.17%である。｢税引前利益｣の平均値は+0.61%で、

変化率ゼロとみなした企業の割合は 66.7%であった。最大値は LINE(情報・通信業)+6.14%、

最小値は GMO ペイメントゲートウェイ△1.15%で両者の幅は 7.29%、標準偏差は 1.96%で

ある。｢当期純利益｣の平均値は+0.35%で、変化率ゼロとみなした企業の割合は 50.00%であ

った。最大値は大塚ホールディングス+4.23%、最小値は日本電気(電気機器)△1.50%で両者

の幅は 5.73%、標準偏差は 1.62%である。｢利益剰余金残高｣の平均値は△0.26%で、変化率

ゼロとみなした企業の割合は 42.86%であった。最大値はアドバンテスト(電気機器)+2.39%、

最小値は大塚ホールディングス△5.15%で両者の幅は 7.55%、標準偏差は 1.53%である。中

央値はすべての勘定科目で±0.00%であった。 

変化率の平均値は｢売上収益等｣では、個別財務諸表では△3.38%、連結財務諸表が+7.42%

と符号が逆で大きな違いがあった。会計基準第 29 号早期適用 42 社での連結／個別財務諸

表の比較でも指摘したように、これは三菱商事の影響によるものである。三菱商事は新収益

認識基準適用の影響の理由について、連結／個別共に｢1.顧客の定義見直し、本人／代理人

(収益の総額/純額)｣をあげているが、｢売上収益等｣の変化率は連結財務諸表が+103.75%、個

別財務諸表が△53.75%とまったく逆の変化となった。｢売上収益等｣以外の 4 勘定科目の変

化率は、個別財務諸表はゼロ軸近辺のマイナス値、連結財務諸表は正負にわたるがすべてゼ

ロ軸近辺で近しい数値といえ、標準偏差も小さかった。すなわち個別／連結共に、これら 4

勘定科目では新収益認識基準適用による影響がほとんどなかったという評価である。 

新収益認識基準適用の影響が｢影響軽微｣等の企業の割合は、｢利益剰余金残高｣を除くと、

個別財務諸表では 67%～73%、連結財務諸表では 50%～70%と非常に高かった。したがっ

て IFRS 継続適用 15 社では個別／連結共、新収益認識基準適用の影響範囲は小さかったと

いえる。 

IFRS 継続適用 15 社の新収益認識基準適用を総括として次の 2 点を指摘したい。まず①

新収益認識基準適用に際しての影響の有無については、｢利益剰余金残高｣を除くと、個別財

務諸表、連結財務諸表共に影響する企業の範囲は非常に小さかった。②変化率の平均値では、

IFRS 継続適用 15 社の連結損益計算書では、IFRS 継続適用企業全社の連結損益計算書の
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平均値と同様の傾向で、｢売上収益等｣はプラス値、他の 4 勘定科目はプラス／マイナスの

ゼロ軸近辺の値であった。一方、個別財務諸表では｢売上収益等｣ではマイナス影響、他の 4

勘定科目はマイナス影響ではあるもののゼロ軸近辺の値であり、｢売上収益等｣以外の 4 勘

定科目では新収益認識基準適用による影響がほとんどなかった。 

 

【図表 6-8】(個別)金額の変化―会計基準第 29号早期適用 42社 

 

【図表 6-8】は会計基準第 29 号早期適用 42 社の個別財務諸表の 5 勘定科目の新基準適

用前後の金額の変化である。ここでは 5 勘定科目すべてで標準偏差が減少しており、会計

基準第 29 号適用により各勘定科目での金額の散らばりが小さくなった。連結財務諸表の初

度適用企業(J-GAAP)の場合と同様に、個別財務諸表に会計基準第 29号を適用することで、

各勘定科目において金額分布が縮まり収益認識基準が企業間で同じように適用され同様の

会計処理がなされ、各勘定科目の金額について会計測定の硬度が上昇したという意味であ

る。 

 

6.2.2 特定企業の新収益認識基準適用による影響理由 

この款では三菱商事(卸売業)と機械の IHI(機械)、ツガミ、荏原製作所について、適用の

影響理由の開示内容を検討したい。三菱商事は｢売上収益等｣でまた IHI、ツガミ、荏原製作

所は初度適用企業(J-GAAP)23 社で｢税引前利益｣｢当期純利益｣で、連結財務諸表と個別財務

諸表とで影響が正反対になった原因であった企業である388。 

A)三菱商事 

三菱商事の｢売上収益等｣の変化率は連結財務諸表で+103.75%、個別財務諸表では△

53.73%で、符号が反対の大きな変化であった。新収益認識基準適用による影響理由として、

連結／個別共に｢1.顧客の定義見直し、本人／代理人(収益の総額/純額)｣をあげている。詳細

な説明として、連結財務諸表では増益影響の理由を新基準である IFRS15では、旧来の IFRS

での収益認識基準では財・サービスの提供に関連する重要なリスクと経済価値に対するエ

クスポージャーを有している場合にのみに総額で収益認識できたが、IFRS15 では財・サー

ビスに対する支配を顧客へ移転する前に連結会社が有する取引についても総額での収益認

識に変更されたとする。したがって｢売上収益等｣の額が増加した。一方、個別財務諸表は新

基準適用の影響による減益となった。その理由を、J-GAAP の旧来の収益認識基準での総額

表示から会計基準第 29 号では、財・サービスを他の当事者によって提供されるように当該

企業が手配する履行義務は代理人と扱われ純額表示に変更されたためと説明する389。 

 
388三菱重工業(機械)は、個別財務諸表で新会計基準適用による影響について会計基準第 29

号適用を理由としており、それ以上の具体的な説明を開示していなかった。なお連結財

務諸表の影響理由については前述の通りである。 
389 三菱商事, 前掲書類, 216 頁。 
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B)ＩＨＩ 

IHI の変化率は、個別財務諸表では｢売上収益等｣△17.80%、｢売上総利益｣△8.81%、｢税

引前利益｣+55.84%、｢当期純利益｣+37.35%、｢利益剰余金｣+49.16%で、連結財務諸表では、

｢売上収益等｣△8.89%、｢売上総利益｣△9.37%、｢税引前利益｣△37.07%、｢当期純利益｣△

49.91%、｢利益剰余金｣+39.81%であった。特に｢税引前利益｣と｢当期純利益｣では符号が反

対の大きな変化であった。同社の影響の理由としては、個別財務諸表では｢15.履行義務の充

足時期の見直し｣および｢9.販売促進費､リベート､返品(収益の総額/純額)｣であった390。 

・｢15.履行義務の充足時期の見直し｣ 

従前は工事完成基準にて収益認識していた契約のうち、一定期間にわたり履行義務が充

足される取引は工事進行基準による収益認識に変更した。この場合に進捗度を合理的に見

積ることができない場合には、原価回収基準にて収益認識を行う。 

・｢9.販売促進費､リベート､返品(収益の総額/純額)｣ 

IHI が参画するエンジンプログラムに関連して負担する費用や契約履行に伴い発生する

損害賠償金等については、旧来の基準では｢売上原価｣｢販売費及び一般管理費｣または｢営業

外費用｣としていたが、会計基準第 29 号適用により取引の実態を考慮し変動対価や顧客に

支払われる対価として｢売上収益｣からの控除する表示に変更した。 

連結財務諸表での影響の理由としては｢15.履行義務の充足時期の見直し｣、｢9.販売促進費､

リベート､返品(収益の総額/純額)｣、および｢3.履行義務の識別(複数の履行義務/単一の履行義

務)｣であった391。 

・｢15.履行義務の充足時期の見直し｣ 

1)J-GAAP では出荷基準により収益認識していた一部の物品販売取引について、IFRS15

適用により物品の引渡時点での収益認識に変更した。 

2)J-GAAP では工事請負契約等の一定の契約形態に基づく取引は工事進行基準を適用し

ていたが、IFRS15 適用により財・サービスに対する支配が一定期間にわたって顧客に移転

する取引は、契約の法形態に関わらず一定の期間にわたっての収益認識に変更した。 

3)J-GAAP では契約に基づく対価獲得時に収益認識していた一部の長期メンテナンス工

事について、IFRS15 では顧客に対する履行義務を充足した時点での収益認識に変更した。 

4)IHI が参画するエンジンプログラムに関する収益認識については、J-GAAP では 2020

年 2 月までは販売翌月にメインパートナーより送付される売上通知書の受領時に収益認識

しており 2020 年 3 月以降は販売月に収益認識していた。IFRS15 適用により 2019 年 4 月

の移行日より販売月に収益認識するように遡及修正した。 

・｢15.履行義務の充足時期の見直し｣および｢3.履行義務の識別(複数の履行義務/単一の履行

義務)｣ 

 
390 IHI, 前掲書類, 197 頁。 
391 同上, 184 頁。 
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J-GAAP では検収済みの工事等に係る収益は顧客が検収した時点に全額収益認識し将来

見込まれる工事費用を債務計上していたが、IFRS15 では履行義務が完全に充足せず残る取

引については対応する収益を認識せず留保する会計処理に変更した。 

・｢9.販売促進費､リベート､返品(収益の総額/純額)｣ 

J-GAAP では一部のリベート等を｢販売費及び一般管理費｣に契約納期遅延に係る費用を

｢営業外費用｣に表示していたが、IFRS15 では｢売上収益｣からの控除する表示に変更、また

IFRS15 適用下では顧客に対する対価の前払いは資産計上し取崩時に｢売上収益｣の減額と

した。 

IHI の影響理由としては、｢3.履行義務の識別(複数の履行義務/単一の履行義務)｣は連結財

務諸表のみの影響理由であったが、｢15.履行義務の充足時期の見直し｣および｢9.販売促進費､

リベート､返品(収益の総額/純額)｣は連結／個別双方に記載されていた。しかし詳細を確認

すると、｢15.履行義務の充足時期の見直し｣と｢9.販売促進費､リベート､返品(収益の総額/純

額)｣について具体的な理由があげられていない。このことが連結／個別財務諸表の｢税引前

利益｣｢当期純利益｣の変化率が大きく異なった理由であるように思われる392。一般的には会

計方針や会計処理の方法は連単財務諸表やグループ内企業間で同一に合わせるものである

ので、IHI の特別な事情ように考えられる。 

C)ツガミ 

ツガミの変化率は｢税引前利益｣｢当期純利益｣それぞれ、個別財務諸表で+5.49%、+4.97%

で、連結財務諸表ではそれぞれ、△0.92%、△1.39%と符号が反対の変化であった。同社の

影響の理由としては、個別財務諸表では｢15.履行義務の充足時期の見直し｣であった。J-

GAAP の旧来の収益認識基準では出荷基準により認識していた一部の物品販売取引につい

て、会計基準第 29 号適用により顧客への製品等の到着時、検収時や貿易上の諸条件に基づ

く時点を履行義務の完了と判断し収益を認識することに変更したとする393。 

連結財務諸表では、｢15.履行義務の充足時期の見直し｣および｢9.販売促進費､リベート､返

品(収益の総額/純額)｣を理由にあげた。すなわち前者については、一部の物品販売取引につ

いて J-GAAP の出荷基準から IFRS15 では契約条件に照らし合わして契約上の履行義務の

充足時期の収益認識に変更した。また後者については、リベート等を J-GAAP で｢販売費及

び一般管理費｣での表示から、IFRS15 で｢売上収益｣からの控除での表示に変更した394。 

同社では｢15.履行義務の充足時期の見直し｣については連結／個別共に開示された詳細理

由は同じであったため、連結／個別財務諸表での｢税引前利益｣および｢当期純利益｣の変化

率に大きな差が生じた理由は連結財務諸表で記載された｢9.販売促進費､リベート､返品(収

益の総額/純額)｣と考えられる。 

 
392 業務合理性などから、一般的には会計方針や会計処理の方法は連単財務諸表やグルー

プ内企業間で同一に合わせるものであるので、IHI の特別な事情があったと思われる。 
393 ツガミ｢第 117 期有価証券報告書｣, 2020 年, 120 頁。 
394 ツガミ (2019), 前掲書類, 119 頁。 



132 

 

D)荏原製作所 

荏原製作所の個別財務諸表の｢税引前利益｣の変化率は+7.81%であったが、連結財務諸表

に IFRS15 の影響は記載されておらず、本分析では影響がなかったものとみなした395。個

別財務諸表での影響の理由としては｢15.履行義務の充足時期の見直し｣であった396。同社は、

工事契約に関して、J-GAAP の旧来の収益認識基準では進捗部分について成果の確実性が

認められる工事については工事進行基準を、それ以外の工事については工事完成基準を適

用していたが、会計基準第 29 号適用により主に履行義務の充足につれて一定期間での収益

認識に変更した。また精密・電子事業の半導体製造装置に関して、旧来の基準では設置完了

時点に認識していたが、会計基準第 29 号適用により設置後の性能確認が完了した時点での

収益認識に変更したとする。 

 

 

6.3小括 

 

会計基準第 29 号と IFRS15 の比較可能性については、会計基準第 29 号早期適用 42 社の

個別財務諸表と初度適用企業(J-GAAP)全社との連結財務諸表の比較、および初度適用(J-

GAAP)23 社の個別／連結財務諸表の比較で、特定の個別企業の影響を除くと、変化率は同

様の傾向となり、会計基準第 29 号／IFRS15 両基準を用いた財務諸表で比較可能性は担保

されている。【図表 6-2】【図表 6-3】の比較、【図表 6-2】【図表 5-8】の比較では、変化率は

｢売上総利益｣｢利益剰余金残高｣の平均値はまったく同じ傾向であり、｢売上収益等｣｢税引前

利益｣｢当期純利益｣は符号が逆になっており異なる傾向であった。原因は、｢売上収益等｣で

は三菱商事の影響、｢税引前利益｣｢当期純利益｣では IHI、三菱重工業、ツガミ、荏原製作所

の影響であった。 

初度適用企業(J-GAAP)23 社と IFRS 継続適用 15 社では、個別財務諸表の変化率の平均

値で前者の方が後者よりマイナスの影響が大きいという結果となった。初度適用企業(J-

GAAP)23 社と IFRS 継続適用 15 社を比較すると、連結財務諸表の変化率では前者は初度

適用企業(J-GAAP)全社の変化率の特徴と後者は IFRS 継続適用企業全社の変化率の特徴と

合致していた。すなわち、特別な要因がある｢売上収益等｣を除いて、連結／個別共に前者の

方が後者より影響が大きい結果となった。これは個別財務諸表については両者共に、J-

GAAP の従来の収益認識基準から会計基準第 29 号を同じく適用するにも関わらずのこと

 
395 荏原製作所｢第 157 期第 1 四半期四半期報告書｣, 2021b 年, 41-51 頁。 
396 荏原製作所は会計基準第 29 号適用の影響について、個別損益計算書については「売上

高」から「税引前利益」までの影響額を開示し、「税引前利益」の影響を+1,745 百万円

とする。したがって本分析では「当期純利益」の変化率は「税引前当期純利益」の変化

率と同じとみなして分析を行った。(荏原製作所｢第 156 期有価証券報告書｣, 2021a 年, 

152 頁。) 
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である。 

原因としては、企業内の合理性にあると考えられる。一般的には、一企業内では連結決算

と個別決算とで同じ会計方針、同じ適用方法であるのが大多数である。異なる会計処理を行

う場合には別の合理性がなければならない。なぜなら企業は営利性下に設立・運営されてお

り、一つの会計事象に対して連結／個別財務諸表に対してそれぞれ別個で異なる会計処理

を行うことは不効率で営利性にそぐわないためである。これは財務業務上の合理性の観点

から至極当たり前のことである。したがって企業では、一般に、連結財務諸表作成のために

調整が少ないように個別財務諸表を作成する。個別決算での会計方針、会計上の見積り、会

計処理に選択肢が認められる場合には、可能な限り連結決算のそれと統一するように選択

する。IFRS 継続 15 社では IFRS での連結決算で調整が少ないように個別決算での会計処

理を行う。もし IFRS の従来の収益認識基準と IFRS15 との乖離が小さいのであれば、J-

GAAP の旧来の収益認識基準下の個別決算の会計処理共相違が小さいといえる。 

一方、初度適用企業 23 社は従来の J-GAAP での処理ではフリーハンドで会計方針等を選

択するので、J-GAAP の旧来の収益認識基準から、連結財務諸表では Topic606/IFRS15 へ、

個別財務諸表では会計基準第 29 号への変更では、会計方針変更の影響をまともに受けるこ

とになる。このため初度適用企業 23 社では初度適用企業(J-GAAP)の連結財務諸表の場合

と同様に、連結／個別共に新収益認識基準適用の影響が比較的大きかったと考えられる397。 

 

以下、分析結果を整理する。 

 

分析結果 1【個別財務諸表の変化率】 

会計基準第 29 号早期適用による個別財務諸表での変化率についてである。会計基準第 29

号早期適用 42 社の内訳は、初度適用企業(J-GAAP)23 社、初度適用企業(US-GAAP)1 社、

IFRS 継続適用企業 15 社、US-GAAP 継続適用企業 3 社からなる。このため、会計基準第

29 号早期適用 42 社の個別財務諸表での変化の特徴は、主に初度適用(J-GAAP)23 社の特徴

と IFRS 継続適用企業の特徴が合わさったものとなっている。 

初度適用(J-GAAP)23 社の個別財務諸表の変化率は、｢売上収益等｣および｢売上総利益｣は

マイナス値であり、これ以外の 3 科目はプラス値であった。｢税引前利益｣｢当期純利益｣で

マイナス値とならなかった原因は、IHI、三菱重工業、ツガミ、荏原製作所の機械 4 社にあ

る。当該 4 社の変化率を除くと変化率はマイナス値となり、5 勘定科目すべてで初度適用企

業(J-GAAP)全社の連結財務諸表での変化率と同様の傾向となる。また、初度適用 (J-

GAAP)23 社の連結財務諸表の変化率は、初度適用企業(J-GAAP)全社の連結財務諸表の変

 
397 日本公認会計士協会は J-GAAP の｢実現主義｣の考え方と IFRS の旧来の収益認識基準

(国際会計基準第 18 号)とを比較して｢本質に相違ない｣と結論付けたが、一方で、売上高

の総額表示／純額表示と複数の履行義務から構成される取引での収益認識の 2 点におい

て差異が生じる可能性があると指摘する。(JICPA (2009b), 7 頁。) 



134 

 

化率と同じ傾向であった。すなわち新収益認識基準適用で企業固有の影響が生じた 4 社を

除いた場合、会計基準第 29 号適用による初度適用(J-GAAP)23 社の個別財務諸表での影響

は、IFRS15 を適用した初度適用企業(J-GAAP)全社の連結財務諸表の影響と同じであり、

国際的な視点からすると比較可能性は担保できているといえる。 

IFRS 継続適用 15 社の個別財務諸表での変化率は、｢売上収益等｣がマイナス値、それ以

外 4 科目ではゼロ軸近辺のマイナス値と異なっていた。同 15 社の連結財務諸表では｢売上

収益等｣がプラス値で個別財務諸表とまったく逆であったが、それ以外の 4 科目はゼロ軸近

辺のプラス／マイナス値で、変化率の傾向は IFRS 継続適用企業全社の連結財務諸表と同

傾向であった。IFRS 継続適用 15 社の連結財務諸表で｢売上収益等｣がプラスとなったのは

三菱商事が原因である。同社を除いた場合に個別財務諸表も連結財務諸表も同様に｢売上収

益等｣の平均値はゼロ軸上プラスであった。前に指摘した通り、そもそも IFRS 継続適用企

業全社の連結財務諸表の｢売上収益等｣の変化率がプラスであったのは三菱商事を含む

IFRS 継続適用の卸売業企業が原因であった。卸売業では業種として新収益認識基準適用に

より固有の影響が生じている。この卸売業固有の影響も含めて、会計基準第 29 号適用によ

る IFRS 継続適用 15 社の個別財務諸表での影響は、IFRS15 を適用した IFRS 継続適用企

業全社の連結財務諸表の影響と同傾向であり、国際的な比較可能性は担保できている。した

がって、全体として会計基準第 29 号を適用した財務諸表は IFR15 を適用した財務諸表と

で比較可能性担保されているといえる。 

 

分析結果 2【財務諸表の金額の変化】 

会計基準第 29 号適用前後の金額の標準偏差に関して、会計基準第 29 号早期適用 42 社の

個別財務諸表の 5 勘定科目すべてで減少した。個別財務諸表の金額の標準偏差は、初度適

用(J-GAAP)23 社、IFRS 継続適用 15 社共に、会計基準第 29 号適用前後で全勘定科目が不

変または減少した。このことから、個別財務諸表に会計基準第 29 号適用により収益認識基

準が企業間で同じように適用され同様の会計処理がなされ、各勘定科目において金額分布

範囲が狭まった。すなわち、会計基準第 29 号適用によっても、Topic606/IFRS15 と同様に、

金額のばらつきは解消の方向に向かい、収益値の硬度を高める結果となった。 

 

分析結果 3【新基準影響の企業】 

初度適用(J-GAAP)23 社の個別財務諸表に関して、会計基準第 29 号適用による影響は勘

定科目により 37%～45%の企業でなく、影響範囲は広かった。初度適用企業(J-GAAP)全社

の連結財務諸表と初度適用(J-GAAP)23 社の個別財務諸表で、影響が大きな特定企業を除外

した場合に変化率はほぼ同傾向であり、影響がある企業も同様に広範囲であった。 

また IFRS 継続適用 15 社の個別財務諸表に関して、勘定科目により 33%～73%の企業で

会計基準第 29 号適用の影響を観察できなかった。このうち最小の｢利益剰余金残高｣33%を

除くと、影響がない企業の割合は 2／3 以上となるため、会計基準第 29 号の損益計算書に
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対する影響企業の範囲は限定的といえる。IFRS 継続適用企業全社の連結財務諸表と IFRS

継続適用 15 社の個別財務諸表で、影響が大きな特定企業を除外した場合に変化率は同傾向

であり、影響がある企業の範囲も同様に小さかった。 

 

分析結果 4【業種／企業による適用のばらつき】 

会計基準第 29 号を適用した個別財務諸表においても、Topic606/IFRS15 を適用した連結

財務諸表と同様に、特定の企業では固有の影響があり、新基準の適用の影響が大きかった。

これらの企業にとっては、会計基準第 29 号適用により、収益認識でのばらつきが解消に向

かう方向と思われる。また初度適用企業(J-GAAP)の方が IFRS 継続適用企業より変化率で

マイナスが大きく、わが国の従来の収益認識基準が IFRS の従来の基準より個々の業種な

どへの適用でばらつきがあったことを、本章の分析結果は示唆している。 
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終章 新収益認識基準の財務報告上の意義 

 

 

本論文では、新収益認識基準について、国際化の流れの中でその開発・導入経過をフォロ

ーすると共に、改正内容の位置づけを行い、収益情報に対してもたらした変化を明らかにし

た。また新収益認識基準に基づき開示された財務諸表の分析を通じて、収益情報の変化内容

を検証し、基準の改定の意義を析出した。本章では、新収益認識基準への改定の意義につい

て総括すると共に、適用上の問題・課題について述べたい。 

 

 

1 各章の要約 

 

第 1 章では、まず、収益情報の活用実態、財務報告の中での利益概念、そして計算構造(利

益と収益の関係)を確認した。その結果、収益の意義は、収益は一定期間中の純資産(持分)の

増加(正方向)の変動、すなわち利益の最大値ということである。かつてペイトン・リトルト

ンは「売上は営業活動の最終成果(end-product)」と指摘したが、利益数値という Net 情報

だけでは企業の事業／営業活動の状況をつかむことができない398。すなわち、収益は事業／

営業活動内容を定量的に表している値である。そして、次に新収益認識基準の位置について、

新基準は J-GAAP／US-GAAP／IFRS の目的適合的な収益の認識・測定基準であり、この

改訂により認識・測定方法が変更され、収益値および純利益に何らかの変化をもたらす可能

性が生じる。 

第 2 章は、わが国の会計基準第 29 号開発の前提となった国際的な背景、すなわち

Topic606/IFRS15 開発での議論経過について論じた。まず、FASB/IASB 共同プロジェクト

設立当時の背景、すなわち経済問題化した米国の財務報告不正／会計規制違反と規制当局

の対応方針を振り返った。2000 年前後の米国の財務報告不正では、収益値は目標株価の形

成に利用されるため、収益認識はその最大の原因であり、そこには収益認識基準のわかりに

くさがあり、財務諸表作成者、監査人が誤解し誤った会計処理と財務諸表の表示・開示を行

うことが頻繁に起こった。すなわち、会計基準の曖昧さ、会計基準間の不整合、および会計

基準が網羅的でないことが課題であった。方針として、収益値を資産負債にアンカリングす

る資産負債アプローチによる包括的な収益認識基準を新しく開発することとなった。｢不整

合｣｢網羅性｣という同様の課題をもつ IASB も加わり、FASB/IASB 共同プロジェクトとい

う体制で、新収益認識基準の開発がスタートした。 

さらにその後のデュー・プロセス過程を振り返り、「契約資産が増加したとき又は契約負

債が減少したとき(又は両者の組み合わせ)に収益が認識され…企業が履行をしたときに、契

 
398 斎藤静樹 (2014), 前掲書,  54 頁。 
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約における義務が充足されることによって生じる」ということを中心概念におく新収益認

識モデルの形成プロセスをみた399。そして、そこには EFRAG DP や EFRAG／ASBJ コメ

ント・レターなどの意見が反映され、「一時点で」と「一定の期間にわたり」の認識時点を

「履行義務の充足」を鍵概念として一体化させた｢顧客対価額モデル｣の収益認識モデルと

なった。これは従来の収益費用アプローチの実現稼得過程モデルと同様の顧客対価額をベ

ースとしたモデルであり、ASBJ が次に取り組む J-GAAP の新収益認識基準の議論の出発

点にできるものであった。 

第 3 章ではわが国の会計基準第 29 号の内容を確認した。会計基準第 29 号は、収益値の

国際的な比較可能性を確保しつつ、わが国の従前から続く会計実務に大きな問題を生ぜし

めないよう導入された。会計基準第 29 号は IFRS15 の規定をそのまま取り入れ、わが国会

計実務に問題なく導入するために、国際的な比較可能性を損ねない範囲で 11 の代替的な取

扱いを設けた。第 3 章の冒頭で会計基準第 29 号の基本となる Topic606/IFRS15 の定めを

確認し、次に基準開発過程を振り返ると共に、最後に 11 の代替的な取扱いや開示規定とい

う独自の規定を確認した。2015 年 3 月にプロジェクト再開し 2021 年 4 月の新基準の完全

なる適用開始まで 6 年余りという極めて短期間で、収益認識という大きく重要な分野にま

ったく新しい会計基準の導入を完了した。今後、わが国で｢売上高｣等の収益値の内容のばら

つきが減少され、企業間、業種間、および国際的な会計基準間で収益値の比較可能性が高ま

ることが期待されている 

第 4 章では、ASBJ の会計基準開発デュー・プロセスで募集したコメント等および既存の

調査資料を利用しながらわが国の財務報告関係者の新収益認識基準とその収益情報に対す

る意識を明らかにした。結果、わが国の財務報告関係者は共通に、「売上は営業活動の最終

成果(end-product)」という収益情報に重要な意義を認めている。そうした中、わが国では、

財務諸表利用者、監査人、および作成者の一部は、新収益認識基準は基準として明確化され、

収益認識に関する財務報告上の問題の解決に資するとして、適用した収益情報は意義が増

すという肯定的な評価をする一方、財務諸表作成者の一部で、わが国の財務報告で収益認識

に関する問題はなく、導入による業務工数・コストが増加するため導入に否定的であるとい

う意見に分かれていた。 

第 5 章では、わが国 IFRS 等適用企業 27 業種 246 社の連結財務諸表について

Topic606/IFRS15 適用前後の変化を分析・検討した。分析・検討対象は｢売上収益等｣｢売上

総利益｣｢税引前利益｣｢当期純利益｣｢利益剰余金残高｣の 5勘定科目とした。結果としては｢利

益剰余金残高｣を除いた 4 勘定科目で、ⓐ全体としては、適用前後で変わらない(若干のマイ

ナス影響)、ⓑ特定企業／業種では大きな影響が観察されるものもあり、単一の基準を包括

的適用の結果、ばらつきが改善されたものと考えられる。ⓒIFRS継続適用企業よりJ-GAAP

から IFRS を初度適用した企業の方が影響は大きかった。 

 
399 IASB (2008), op.cit., para.S16.  
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第 6 章では、会計基準第 29 号適用について、前記 246 社のうち、会計基準第 29 号早期

適用企業 42 社の個別財務諸表で適用前後での変化について連結財務諸表と比較した。新基

準適用の影響が大きな特定の企業 1 社を除いた比較で、連単財務諸表共に｢利益剰余金残高｣

を除く 4 勘定科目で、適用前後で変わらない(若干のマイナス影響)であり、会計基準第 29

号の Topic606/IFRS15 との比較可能性の確保という一定の目的を確認できた400。 

 

 

2 新収益認識基準への改定の財務報告上の意義 

 

投資家は企業への投資を考えるとき自己の投資のリターンを考える。そのために、投資先

である企業の将来キャッシュフローを予測するが、そのときキャッシュ・インフローや利益

の情報を利用する。また実際に新収益認識基準の対象となる「売上高」等の収益は、一般財

務報告の視点からは企業の序列や好不調という業績状況を表す代表値とされ、財務分析の

内部比率法での損益計算書の分析では、分析の基準となる分母に用いられる。企業の内部管

理では最も重要な KPI として利用されている401。 

収益は利益の正方向の要素であり利益の最大値であるということが、収益情報の意義で

あるが、財務報告不正や財務諸表虚偽記載の原因で大きなウェイトを占めるものとして、米

国やわが国で収益認識関係の要因があげられている。旧来の収益認識・測定の手続きでは計

上される収益の値に幅があったが、そこに経営者の恣意的な判断が挟まる隙間が存在する。

資産負債アプローチによる新収益認識基準はこのような背景から開発・適用され、認識での

曖昧さが是正され、これにより収益値の内容が揃う方向に変化した。すなわち、収益認識基

準の解釈の曖昧さを解消し、認識・測定の方法が整合的になり、すべての取引に網羅的に適

用されることを目的に基準策定がなされた。 

本論文では、Topic606/IFRS15 を適用したわが国企業の財務諸表では、全体として収益

値の内容が揃う方向に変化したことを確認した。全体としては、旧来の収益認識基準で認

識・測定した収益値から新収益認識基準での認識・測定値へはほとんど変化がなく、過半の

企業は影響軽微等など財務諸表への影響が乏しく、新基準の影響金額・理由を開示していな

い。他方、新基準が大きく影響した企業／業種もあり、それらは｢顧客の定義見直し、本人

／代理人(収益の総額/純額)｣｢履行義務の充足時期の見直し｣｢販売促進費､リベート､返品(収

益の総額/純額)｣｢履行義務の識別(複数の履行義務/単一の履行義務)｣｢契約獲得増分コスト

および履行コストの資産化｣を多くの財務諸表で新基準適用の影響の理由にあげていた。本

来、同一の取引・会計事象であれば財務諸表上､同じ結果になるべきとすれば、新収益認識

 
400 ASBJ (2020a), 第 97 項, 第 98 項。 
401 川野克典 (2014), 前掲論文, 68-69 頁。 塚原慎他 (2020c), 前掲論文, 13 頁。 横田絵

里他(2020),前掲 

論文, 5-7 頁。 
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基準導入によりこの点、改善されたといえよう。このように Topic606/IFRS15 は、全体と

しては旧来の収益認識と実質的な差が小さく、一部、会計処理に問題の可能性がある特定の

取引／企業／業種では統一された会計基準によって会計処理が行われる。その結果、収益値

の散らばり方が小さくなり内容が揃い、収益情報としての意義が強化されたのである。 

 

わが国財務報告関係者は共通に、｢売上高｣等の収益情報は企業活動の成果であり財務業

績指標および内部管理指標に損益計算書トップ・ラインの｢売上高｣等、収益値を極めて重要

視する。そしてわが国収益認識実務で数多く問題が発生しているが、財務諸表作成者の一部

には、そのことについて認識がないようである402。そのため、国内では収益値に企業間でば

らつきは生じていないと考えているのであろう。ベンチ・マーキングなど、自己の業務でも

自社と他社の｢売上高｣等収益を比較検討することはあろうが、その場合も公表値をそのま

ま利用して比較することが多いのか、その値がどのような会計処理で認識・測定されている

のかまでには無関心なのであろう。一方、わが国の財務諸表利用者は新収益認識基準適用に

より会計処理基準を細かく適用できるようになり企業行動の理解が深くなるという理由、

また監査人は会計基準として曖昧さの縮小による監査判断の精度の向上という理由により、

財務報告の改善を期待する。このようにわが国財務報告関係者では、一部の作成者を除いて、

新収益認識基準により収益情報の意義が増すとの意識をもっている。 

 

Topic606/IFRS15 は FASB が最初にアジェンダに設定して 2018 年 12 月期の財務諸表に

全面適用するまで約 17 年の期間を要した。これには資産負債アプローチの新収益認識モデ

ルをゼロから議論して作り上げるのに手間取ったということであろう。すなわち、包括的な

収益認識基準の導入作業はそれだけ大きく困難な作業であったということである。一方、わ

が国の会計基準第 29 号は、ASBJ で実質的な議論を開始してから会計基準の開発が完了し

2022 年 3 月期の財務諸表に全面的に適用するまでの期間は 6 年 1 ケ月と極めて短期間で導

入できた。これは、まず完成した Topic606/IFRS15 をそのまま導入することを試み、従前

のわが国の実務に配慮すべき点があれば｢比較可能性｣に問題が生じない範囲で代替的な取

扱いを定めるという方針を採ったことが奏功した403。 

FASB/IASB 共同プロジェクトをスタートさせたのは、米国で財務報告不正という経済問

題を背景として、資産負債アプローチによる包括的な収益認識基準を採用したためであっ

た。一方、わが国でも収益認識関係の問題が財務諸表虚偽記載の原因の多くを占める状況は

米国とほとんど変わらなかったが、会計基準第 29 号開発の目的ではそのことには一切触れ

 
402 証券取引等監視委員会(2017), 157 頁。虚偽記載の違反行為件数で、平成 28 年度は全 4

件のうち｢売上高｣が関わった事例が 3 件、また平成 22 年度～平成 28 年度(2010 年 4 月

～2017 年 3 月)7 年間の合計は全 102 件のうち 27 件であった。 
403 ASBJ (2020a), 第 97 項。 
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ず、財務諸表の｢比較可能性｣を目的に据えた404。先に触れた一部の財務諸表作成者のよう

な意識がある様では経済問題化した米国と異なり、会計不正／財務諸表虚偽記載の解消の

手段として包括的な収益認識基準を開発・導入するといっても、財務報告関係者の意識に対

するインパクトが小さかったように考えられる。そのため、会計基準のコンバージェンス推

進や 1990 年代の｢レジェンド問題｣回避のため｢比較可能性｣を前面に置き、新基準開発を短

期間で完遂しようとしたように思われる405。しかし考えてみれば、収益認識に関する｢基準

解釈の曖昧さの解消｣｢基準としての整合性(首尾一貫性)｣｢適用の網羅性｣を目標とした

Topic606/IFRS15 との比較可能性を、会計基準第 29 号が目標とするという裏側では、わが

国の財務諸表での収益認識に関する問題・課題を解決して情報の意義が強化されたことに

なる。 

 

以上のように、新収益認識基準導入により収益情報は｢曖昧さ｣｢整合性｣｢網羅性｣を克服

し、｢同一の取引・会計事象であれば財務諸表上､同じ結果｣という値になった。損益計算書

のトップ・ラインに関して、企業間、業種間、US-GAAP／IFRS／J-GAAP の会計基準間で

比較可能性が確保され、収益情報としての質という点では改善されたといえるのであろう。 

 

 

3 収益認識基準の問題・課題 

 

Topic606/IFRS15 および会計基準第 29 号の開発・導入で収益認識に関する問題が解決・

改善された一方で、収益認識基準としては次の問題・課題が残っている。 

a) 新収益認識基準による収益情報の｢間接的測定｣ 

b) 収益情報の開示拡充の効果 

c) 新収益認識基準の財務報告不正・財務諸表の虚偽報告の抑制効果 

 

a) そもそも資産負債アプローチによる収益認識基準は収益値を資産・負債にアンカリング

して、認識・測定の曖昧さを排除することが目的である406。しかし新収益認識基準が資産負

債アプローチによるものであるがゆえに、収益値は間接的な認識・測定になる。 

資産負債アプローチの利益計算では、まず資産および負債の増減の動きが測定され、同時

に利益の正方向の要素である収益の値が決定される。そして収益は一定期間中の純資産(持

分)の増加(正方向)の変動と定義される。ところで財務諸表利用者や企業は利益数値や正味

 
404 同上, 第 93 項(2)。  
405 ASBJ (2015a), 第 9 項。同委員会はプロジェクト活動再開時に、わが国に収益認識の

包括的な会計基準が存在しない状態が続くことで 1990 年代のレジェンド問題と同様な

問題の発生に相当に懸念していたようである。 
406 SEC (2003), op.cit., FASB (2004), op.cit. 
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キャッシュフローのNet情報だけでは企業の事業／営業活動の状況をつかむことができず、

いわば、｢営業活動の最終成果｣ということに収益情報の意義がある。 

しかしながら収益値の将来予想や年間着地のための進捗管理を考える場合、収益の捉え

方に齟齬が生じる。たとえば期末業績予想値やその基となる期末見通しを考えるときに、財

務諸表利用者や企業は収益に関して｢直接的｣に考える。すなわち、多くの場合、資産負債ア

プローチにより間接的に、取引価額を支配が顧客に移転した履行義務に配分して測定した

当該時点までの｢間接的｣に認識・測定した収益実績に、その先を｢直接的｣に見積った年度末

までの予想値を加えて、期末業績予想値やその基となる期末見通しとする。さらに業績の進

捗管理を行う場合には、収益値の｢直接的な｣予想値・見通しに対し｢間接的な｣収益実績と較

べて経営判断を行う。 

このような考え方の齟齬が財務報告の「投資者の投資意思決定に有用な情報の提供」、す

なわち「企業価値評価の基礎となる情報、つまり投資家が将来キャッシュフローを予測する

のに役立つ企業成果等」の精度に影響しないとは言い切れない407。 

 

b)わが国においては会計基準第 29 号では収益情報に関する開示が拡充された。旧来の J-

GAAP では、収益認識に関する注記情報の開示は重要な会計方針および工事契約会計基準

によるものしか規定されていないなど、収益認識に関する情報の開示の状況は国際的な水

準からいうと極めて脆弱な状況であった。会計基準第 29 号は国際的な比較可能性を極めて

重視して開発され、収益に関する情報も国際的な開示レベルまで引き上げられた。一方で、

わが国の旧来の基準は収益認識に関する注記情報がほとんど何も開示されず、情報作成の

負担がほとんどなかったためから、財務諸表作成者の開示作業の負担増加に対して相当に

強い懸念があった408。 

会計基準第 29 号など、新収益認識基準の適用によって、収益情報の意義は増したものと

考えられる。注記など、情報開示は相当、整理・充実がはかられた。しかしながら、この収

益情報開示の充実が情報意義の増加にどのように効果を及ぼしたかの評価が現時点では定

かでない。財務報告の前提にはコスト・ベネフィットのバランスがある409。したがって財務

諸表作成者の意見にあるように、財務報告には｢コストの制約｣があり利用者のベネフィッ

トは全体のコストを上回らなければ成立しない410。この点、収益情報の開示拡充の効果は明

らかになっていない。 

 
407 ASBJ (2006b), 第 2 章第 1 項。 
408 ASBJ (2019a), 第 5 項。 なお個別意見の例としては、日本経済団体連合会経済基盤本

部 (2011), 前掲コメント, 5-6 頁。 日本鉄鋼連盟 (2011),前掲コメント,  5 頁。 日本

建設業団体連合会会計・税制委員会会計専門部会, 提出コメント「『顧客との契約から

生じる収益に関する論点整理』に対する意見｣, 2011 年 , 12 頁 など。 
409 FASB (2018), op.cit., para.QC35. IASB (2018a), op.cit., para.2.39. 
410 日本経済団体連合会経済基盤本部 (2009),前掲コメント,  5 頁。 日本経済団体連合会

経済基盤本部 (2011), 前掲コメント, 1 頁。 
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c) 新収益認識基準 Topic606/IFRS15 開発の背景には、経済問題化した米国 2000 年前後の

財務報告不正があり、またわが国の会計基準第 29 号開発の目的は Topic606/ IFRS15 との

比較可能性の確保であるが、実質的には収益認識に関する問題の解決であり、わが国の財務

諸表虚偽対策を含んでいる。 

第 5 章および第 6 章では、新収益認識基準を適用した連結／個別財務諸表でその影響に

よりどのような変化が生じたのかを観察・分析した。結果、新収益認識基準の開発で企図し

た通り、全体としては旧来の基準を適用したのとほぼ同等の財務諸表値、会計処理に問題の

可能性がある特定の取引／企業／業種で変化が大きく、適用する会計処理によるばらつき

が縮まったと結論づけた。すなわち、収益認識に関する｢基準解釈の曖昧さの解消｣｢基準と

しての整合性(首尾一貫性)｣｢適用の網羅性｣という問題を、新収益認識基準適用により当初

の目論見通りに解決したのである。しかしながら、新基準開発の背景となった、米国の財務

報告不正／会計規制違反やわが国の財務諸表の虚偽記載の原因となった｢収益認識関係｣の

数が実際に減少したのかという点については押さえられていない。 IFRS 等で

Topic606/IFRS15 の全面適用が開始されたのは 2018 年 12 月期であるので今後状況が明ら

かになると共に検証すべき事項である411。 

 

d) 今後に残された課題 

本論文では、わが国企業の Topic606/IFRS15 適用の連結財務諸表での変化を分析・検討

したが、会計基準第 29 号の適用の影響についての検討は、会計基準第 29 号を早期適用し

た一部企業での個別財務諸表の変化と IFRS15 適用の連結財務諸表の変化との比較検証に

とどまり、会計基準第 29 号を適用した連結財務諸表の変化についての検証は、全面適用年

度の 2022 年 3 月期以前であったため、実施されておらず、その分析は今後、残されている

412。 

また会計基準第 29 号において、新収益認識基準をわが国で行われてきた会計実務に問題

なく適用させることを考慮し、Topic606/IFRS15 を適用した財務諸表と比較可能性を損な

わない範囲で 11 の代替的な取扱いが認められており413、この代替的な取扱いの影響分析も

残された課題である。2022 年 3 月期以降、会計基準第 29 号の全面適用とその結果を待っ

て、残された課題を含め、新収益認識基準の分析をさらに深め、企業業績指標の基幹をなす

 
411 FASB, Board Meeting Handout July 28, 2021 Post-Implementation Review of Topic 

606 Revenue from Contracts with Customers, 2021a, pp.36-37. FASB は Topic606 に

ついて Post Implementation Review を進めているが、実施内容は会計基準適用の問題

に限られる。調査中の項目としては、ⓐ顧客に対する対価の支払いと本人／代理人の

区分の関係、ⓑライセンス、ⓒ変動対価、ⓓ開示、ⓔ短期間製造契約、ⓕ独立販売価

格、ⓖ履行義務の識別、ⓗ契約獲得増分コスト についてである。 
412 ASBJ (2020a), 第 81 項。 
413 ASBJ (2020b), 第 92 項～第 104 項。 
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収益情報と会計基準との整合性について検討する必要がある。 

 



145 

 

図表一覧 

【図表 1-1】３会計基準比較―利益観と計算構造 

  項 目 J-GAAP US-GAAP IFRS 

定義される利益 ・純利益 

・包括利益 

(→その他の包括利

益) 

・稼得利益、累積的

会計修正、出資者以

外の者との取引から

生じる持分の変動 

・包括利益 

(包括利益→) 

・純損益 

・その他の包括利益 

(判断規準) 

純利益/稼得利益/純

損益 

 

・投資のリスクから

の解放 

・確実な成果 

累積的会計修正およ

び出資者以外の者と

の取引から生じる持

分の変動は稼得利益

から除外 

・原則 

その他の包括利益 投資のリスクからの

未解放 

不確実な成果 ・例外: 

その他の包括利益に

含めた方が、目的適

合的および忠実な表

現の場合(→個別の

会計基準書で具体的

に規定) 

認識・測定のアプロ

ーチ 

資産負債アプローチ 資産負債アプローチ 資産負債アプローチ 

計算構造 

(利益算定式) 

・収益(Revenue/Ga 

in)―費用＝純利益 

・包括利益＝純資産

(持分)の純増減 

・包括利益－純利益

＝その他の包括利益 

・収益 (Revenue)－

費用＋利得(Gain)－

損失＝稼得利益 

・稼得利益＋累積的

会計修正＋出資者以

外の者との取引から

生じる持分の変動 

＝包括利益＝純資産

(持分)の純増減 

・純損益に扱う収益

(Income)－純損益に

扱う費用＝純損益 

・その他包括利益＝

その他の包括利益に

扱う収益(Income)－

その他の包括利益に

扱う費用 

・包括利益＝収益

(Income)－費用＝純

損益＋その他の包括

利益 
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【図表 2-1】わが国の収益認識基準開発と国際的な背景 
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【図表 2-2】 Topic606/IFRS15の開発経過と EFRAG・ASBJの関与 

  

  

2002.05 FASB Issues Related to the Recognition of Revenue and Liabilities Project 

開始 

2002.09 FASB/IASB Norwalk 合意 

 ⇒共同プロジェクト設立(収益認識プロジェクトを含む) 

2007.07 EFRAG/DRSC Discussion Paper “ Revenue Recognition –  European 

Contribution (PPAinE)”公表 

2008.12 FASB/IASB Discussion Paper“Preliminary Views on Revenue Recognition in 

Contracts with Customers”公表 

2009.06 ASBJ ｢ディスカッション・ペーパー『顧客との契約における収益認識に関する

予備的見解』に対するコメント｣提出  

2009.07 EFRAG Comment Letter ‘Re: Preliminary Views on Revenue Recognition in 

Contracts with Customers’ 提出  

2010.06 FASB/IASB Exposure Draft ”Revenue from Contract with Customers”公表 

2010.10 ASBJ ｢公開草案『顧客との契約から生じる収益』に対するコメント｣提出  

2010.10 EFRAG Comment Letter ‘Re: Revenue from Contracts with Customers’ 提出 

2011.11 FASB/IASB Exposure Draft ”Revenue from Contract with Customers”A 

Revision of ED2010/06 公表 

2012.03 ASBJ ｢改訂公開草案『顧客との契約から生じる収益』に対するコメント｣提出  

2012.04 EFRAG Comment Letter ‘Re: Revenue from Contracts with Customers’ 提出 

2014.05 FASB/IASB  収益認識基準“Revenue from Contracts with Customers”公表 

(Topic606/IFRS15) 

2016.07 EFRAG Endorsement Advise ‘Adoption of Clarification to IFRS15 Revenue 

from Contract with Customers’ EC 提出 

2016.09 European Commission IFRS15 承認 
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【図表 2-3】 公正価値モデルと顧客対価額モデル414 

 

 

 

公正価値モデル 顧客対価額モデル 備 考 

収益の定義 顧客との契約に基づ

く履行義務の履行に

よる負債の減少また

は資産の増加 

 

同 左 

 

契約資産 

 

契約上の権利 同 左  

契約負債 

 

契約上の履行義務 同 左  

測定値 卸売市場を参照 

現在出口価格 

小売市場を参照 

顧客対価額 

両モデルとも公正価

値測定 

当初測定 現在出口価格で契約

開始時に当初測定 

顧客対価額で当初測

定 

履行義務の合計と契

約上の権利(顧客対

価額)の測定値は契

約開始時(当初)には

等しい 

 

当初認識後の測定 報告日末に未履行の

契約上の権利・義務

を現在出口価格で再

測定 

各履行義務の履行に

つれて契約負債減少

／契約資産増加 

 

 

契約資産・契約負債

の価格 

市場参加者が未履行

の契約上の権利・義

務を引き受ける際

に、企業に要求する

と考えられる見積価

格(価格変動あり) 

契約で約束された金

額 

各履行義務の販売価

格でそれぞれに配分 

 

 

 
414 AAA/FASB, 2007 AAA-FASB Financial Reporting Issues Conference, Reconsidering 

Revenue Recognition November 30-December 1, 2007. 2007, pp.56-61. を著者が和訳

し、作成。 
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【図表 3-1】意見募集での質問事項 

 

 

 

  

【質問】 

(質問 1) 回答者の立場 

 

(質問 2) IFRS15 を会計基準開発の出発点とすることへの賛否 

 

(質問 3) 予備的に識別された課題の 17 の論点および分析内容に関して適否､これ

以外で気づいた課題､記載の取引例の適否､その他意見 

 

(質問 4) 17 論点以外の論点 

 

(質問 5) 有用な注記事項､注記事項に関する懸念等 

 

(質問 6) その他意見 
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【図表 3-2】予備的に識別された適用上の課題(17の論点) 

 

  

◆収益認識の金額や時期への影響 

(ステップ 1 顧客との契約の識別) 

(論点 1)契約の結合 

(論点 2)契約の変更 

(ステップ 2 契約における別個の履行義務の識別) 

(論点 3)約束した財・サービスが別個のものか否かの判断 

(論点 4)追加的な財・サービスに対する顧客のオプション(ポイント制度等) 

(論点 5)知的財産ライセンスの供与 

(ステップ 3 取引価格の算定) 

(論点 6)変動対価(売上等に応じて変動するリベート､仮価格等) 

(論点 7)返品権付き販売 

(ステップ 4 取引価格の別個の履行義務への配分) 

(論点 8)独立販売価格に基づく配分 

(ステップ 5 各履行義務の充足時(又は充足につれて)の収益認識) 

(論点 9①②)一定の期間にわたり充足される履行義務 

(論点 10)一時点で充足される履行義務 

(論点 11)顧客の未行使の権利(商品券等) 

(論点 12)返金不能の前払報酬 

◆財務諸表の収益の表示への影響 

(論点 13)本人か代理人かの検討(総額表示または純額表示) (ステップ 2) 

(論点 14)第三者に代わって回収する金額(間接税等) (ステップ 3) 

(論点 15)顧客に支払われる対価の表示   (ステップ 3) 

◆その他 

(論点 16)契約コスト 

(論点 17)貸借対照表の表示科目 

◆開示(注記事項) 
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【図表 5-1】分析対象企業の業種別の内訳415 

 

№ 業 種 企業数 企業名 上場企業数 

／率 

1 情報・通信業 34 ウイングアーク１ｓｔ、バリオセキュ

ア、ＮＴＴドコモ、エヌ・ティ・ティ・

データ、日本電信電話、ＪＭＤＣ、デジ

タルガレージ、ペイロール、ナレッジス

イート、チェンジ、ＳＣＳＫ、野村総合

研究所、テクマトリックス、ビジネスブ

レイン太田昭和、ソフトバンク、ホット

リンク、ＬＩＮＥ、ブロードリーフ、ネ

クソン、ヤフー、コナミホールディング

ス、伊藤忠テクノソリューションズ、Ｋ

ＤＤＩ、ソフトバンクグループ、アステ

リア、じげん、光通信、ＡＳＪ、インタ

ーネットイニシアティブ、アルテリア・

ネットワークス、マクロミル、スカラ、 

ＧＭＯペイメントゲートウェイ、シェア

リングテクノロジー 

508 社 

／6.7% 

2 証券、商品先物取引業 3 マネックスグループ、ＳＢＩホールディ

ングス、野村ホールディングス 

39 社 

／7.7% 

3 その他の金融業 7 クレディセゾン、日本取引所グループ、

日立キャピタル、アルヒ、Ｊトラスト、

プレミアグループ、オリックス 

33 社 

／21.2% 

4 サービス業 29 エボラブルアジア、ＧＣＡ、ＭＳ＆Ｃｏ

ｎｓｕｌｔｉｎｇ、メンバーズ、Ｋｅｙ

Ｈｏｌｄｅｒ、ウィルグループ、きずな

ホールディングス、アドベンチャー、ダ

イレクトマーケティングミックス、デコ

ルテ・ホールディングス、楽天、クック

486 社 

／6.0% 

 
415 上場企業数の東京証券取引所の調べによる 2021 年 6 月末時点の数。 

(東京証券取引所｢『会計基準の選択に関する基本的な考え方』の開示内容の分析｣,日本取

引所グループ, 2021 年, 9-13 頁。) 
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パッド、電通、アウトソーシング、リン

クアンドモチベーション、ベイカレン

ト・コンサルティング、ベルシステム２

４ホールディングス、エムスリー、アイ

ティメディア、カカクコム、ディー・エ

ヌ・エー、リクルートホールディングス、

コンヴァノ、ＲＩＺＡＰ、テクノプロ・

ホールディングス、キュービーネットホ

ールディングス、ＬＩＦＵＬＬ、セプテ

ーニ･ホールディングス、メタップス 

5 卸売業 12 エフティグループ、コメダホールディン

グス、日立ハイテクノロジーズ、豊田通

商、伊藤忠エネクス、双日、丸紅、三井

物産、三菱商事、伊藤忠商事、兼松、住

友商事 

315 社 

／3.8% 

6 小売業 11 クリエイト・レストランツ・ホールディ

ングス、ＶＴホールディングス、すかい

らーく、Ｊ.フロントリテイリング、パル

コ、ユニー・ファミリーマートホールデ

ィングス、コロワイド、トリドールホー

ルディングス、夢展望、ファーストリテ

イリング、スシローグローバルホールデ

ィングス 

342 社 

／3.2% 

7 不動産業 3 エヌ・ティ・ティ都市開発、飯田グルー

プホールディングス、トーセイ 

134 社 

／2.2% 

8 電気機器 28 ルネサスエレクトロニクス、ＪＶＣケン

ウッド、京セラ、ヒロセ電機、安川電機、

スミダコーポレーション、キヤノン、日

本電産、アドバンテスト、富士通、日立

製作所、山洋電気、セイコーエプソン、

リコー、アンリツ、日本電気、パナソニ

ック、コニカミノルタ、ミネベアミツミ、

シスメックス、日本電波工業、ブラザー

工業、ティアック、オムロン、ＴＤＫ、

ソニー、村田製作所、東芝 

243 社 

／11.5% 
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9 輸送用機器 18 豊田合成、トヨタ紡織、ＳＵＢＡＲＵ、

ユタカ技研、ショーワ、豊田自動織機、

デンソー、アイシン精機、本田技研工業、

エクセディ、エフ・シー・シー、八千代

工業、テイ・エス テック、日信工業、

ケーヒン、ＫＹＢ、日本精機、トヨタ自

動車 

91 社 

／19.8% 

10 機械 17 クボタ、マキタ、三菱重工業、アマダホ

ールディングス、ツガミ、ＴＨＫ、栗田

工業、ジェイテクト、ＩＨＩ、荏原製作

所、ＤＭＧ森精機、ツバキ・ナカシマ、

ナブテスコ、日立建機、日本精工、三浦

工業、小松製作所 

228 社 

／7.5% 

11 精密機器 7 オリンパス、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ、日機

装、ＨＯＹＡ、ニコン、テルモ、ノーリ

ツ鋼機 

49 社 

／14.3% 

12 医薬品 19 協和発酵キリン、沢井製薬、塩野義製薬、

ヘリオス、中外製薬、ジーエヌアイグル

ープ、ソレイジア・ファーマ、大塚ホー

ルディングス、窪田製薬ホールディング

ス、そーせいグループ、アステラス製薬、

大日本住友製薬、田辺三菱製薬、武田薬

品工業、第一三共、エーザイ、小野薬品

工業、参天製薬、日医工 

72 社 

／26.4% 

13 化学 17 ウルトラファブリックス・ホールディン

グス、ライオン、日本ペイントホールデ

ィングス、日本触媒、エア・ウォーター、

三井化学、花王、ユニ・チャーム、日立

化成、大陽日酸、ＪＳＲ、住友化学、三

菱ケミカルホールディングス、日東電

工、住友ベークライト、クレハ、富士フ

イルムホールディングス 

214 社 

／7.9% 

14 食料品 12 キリンホールディングス、サッポロホー

ルディングス、日清食品ホールディング

ス、カゴメ、プレミアムウォーターホー

122 社 

／9.8% 
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ルディングス、日新製糖、キッコーマン、

日本たばこ産業、アサヒグループホール

ディングス、サントリー食品インターナ

ショナル、コカ・コーラボトリングジャ

パンホールディングス、味の素 

15 繊維製品 3 東レ、ワコールホールディングス、ワー

ルド 

53 社 

／5.7% 

16 ゴム製品 5 横浜ゴム、ブリヂストン、バンドー化学、

住友ゴム工業、住友理工 

19 社 

／26.3% 

17 ガラス・土石製品 3 日本特殊陶業、日本板硝子、ＡＧＣ 

 

56 社 

／5.4% 

18 金属製品 3 ＬＩＸＩＬグループ、エイチワン、信和 

 

89 社 

／3.4% 

19 鉄鋼 3 ジェイ エフ イー ホールディングス、

日立金属、日本製鉄 

43 社 

／7.0% 

20 非鉄金属 2 住友金属鉱山、アサヒホールディングス 

 

35 社 

／5.7% 

21 その他製品 3 ＮＩＳＳＨＡ、ヤマハ、プロネクサス 

 

110 社 

／2.7% 

22 陸運業 2 日立物流、ゼロ 62 社 

／3.2% 

23 空運業 1 日本航空 5 社 

／20.0% 

24 保険業 1 ニュートン・フィナンシャル・コンサル

ティング 

14 社 

／7.1% 

25 石炭・石油製品 1 ＪＸＴＧホールディングス 11 社 

／9.1% 

26 電気・ガス業 1 レノバ 24 社 

／4.2% 

27 水産・農林業 1 雪国まいたけ 12 社 

／8.3% 

 合計 246 社  3,409 社 

／7.2% 
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【図表 5-2】変化率―全企業 

 

項 目 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余金

残高 

1.サンプル数 244 221 240 239 239 

2.最大値 +103.75% +5.51% +60.98% +12.52% +39.81% 

3.最小値 △59.15% △32.32% △37.07% △49.91% △14.68% 

4.平均値 △0.04% △0.84% +0.12% △0.28% +0.41% 

5.中央値 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

6.標準偏差 10.49% 4.15% 5.65% 4.27% 4.16% 

7.歪度 +4.705 △5.523 +3.991 △7.468 +6.611 

8.尖度 +57.840 +33.341 +66.105 +81.524 +61.649 

 

 

【図表 5-3】変化率―全企業(影響企業のみ) 

 

項 目 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余金

残高 

1.サンプル数 97 71 68 68 88 

2.最大値 +103.75% +5.51% +60.98% +12.52% +39.81% 

3.最小値 △59.15% △32.32% △37.07% △49.91% △14.68% 

4.平均値 △0.10% △2.63% +0.42% △0.99% +1.12% 

5.中央値 △0.22% △0.26% +0.02% +0.01% △0.02% 

6.標準偏差 16.64% 7.00% 10.61% 7.96% 6.79% 

7.歪度 +3.007 △2.849 +2.075 △3.842 +3.844 

8.尖度 +21.930 +8.123 +17.326 +21.322 +20.752 
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【図表 5-4】変化率―IFRS継続適用企業 

 

項 目 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余金

残高 

1.サンプル数 154 141 152 151 150 

2.最大値 +103.75% +1.67% +10.79% +9.43% +37.75% 

3.最小値 △51.22% △21.08% △3.58% △3.82% △5.15% 

4.平均値 +1.23% △0.23% +0.25% +0.24% +0.43% 

5.中央値 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

6.標準偏差 11.86% 1.85% 1.56% 1.54% 3.31% 

7.歪度 +5.747 △10.348 +4.424 +4.237 +9.866 

8.尖度 +49.916 +114.892 +24.214 +22.251 +108.784 

 

 

【図表 5-5】変化率―IFRS継続適用企業(影響企業のみ) 

 

項 目 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余金

残高 

1.サンプル数 43 24 22 23 43 

2.最大値 +103.75% +1.67% +10.79% +9.43% +37.75% 

3.最小値 △51.22% △21.08% △3.58% △3.82% △5.15% 

4.平均値 +4.41% △1.34% +1.71% +1.55% +1.51% 

5.中央値 △0.01% △0.13% +0.25% +0.20% +0.09% 

6.標準偏差 22.12% 4.32% 3.78% 3.67% 6.05% 

7.歪度 +2.802 △4.220 +0.973 +0.968 +5.227 

8.尖度 +11.951 +19.122 +0.269 +0.141 +30.620 
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【図表 5-6】変化率―US-GAAP継続適用企業 

 

項 目 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余金

残高 

1.サンプル数 12 10 12 12 12 

2.最大値 +0.02% +0.21% +0.60% +0.60% +0.09% 

3.最小値 △0.20% △5.91% 0.00% 0.00% △1.17% 

4.平均値 △0.02% △0.61% +0.08% +0.09% △0.09% 

5.中央値 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

6.標準偏差 0.07% 1.77% 0.18% 0.18% 0.33% 

7.歪度 △2.187 △3.109 +2.514 +2.275 △3.416 

8.尖度 +3.969 +9.744 +6.339 +4.804 +11.768 

 

 

【図表 5-7】変化率―US-GAAP継続適用企業(影響企業のみ) 

 

項 目 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余金

残高 

1.サンプル数 4 4 3 3 6 

2.最大値 +0.02% +0.21% +0.60% +0.60% +0.09% 

3.最小値 △0.20% △5.91% +0.12% +0.14% △1.17% 

4.平均値 △0.07% △1.53% +0.33% +0.36% △0.18% 

5.中央値 △0.06% △0.21% +0.28% +0.34% +0.01% 

6.標準偏差 0.10% 2.54% 0.20% 0.19% 0.44% 

7.歪度 △0.316 △1.936 +0.933 +0.408 △2.410 

8.尖度 △4.189 +3.770 N/A N/A +5.855 
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【図表 5-8】変化率―初度適用企業(J-GAAP) 

  

項 目 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余金

残高 

1.サンプル数 72 66 70 70 71 

2.最大値 +1.44% +5.51% +60.98% +12.52% +39.81% 

3.最小値 △59.15% △32.32% △37.07% △49.91% △14.68% 

4.平均値 △2.76% △2.25% △0.15% △1.26% +0.34% 

5.中央値 △0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

6.標準偏差 7.83% 6.86% 10.20% 7.29% 5.85% 

7.歪度 △5.579 △3.127 +2.410 △4.827 +4.291 

8.尖度 +37.500 +9.893 +20.641 +29.613 +30.171 

 

 

【図表 5-9】変化率―初度適用企業(J-GAAP、影響企業のみ) 

 

項 目 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余金

残高 

1.サンプル数 46 41 39 38 35 

2.最大値 +1.44% +5.51% +60.98% +12.52% +39.81% 

3.最小値 △59.15% △32.32% △37.07% △49.91% △14.68% 

4.平均値 △4.32% △3.62% △0.27% △2.32% +0.69% 

5.中央値 △1.08% △0.30% △0.82% △0.22% △0.22% 

6.標準偏差 9.45% 8.41% 13.67% 9.77% 8.32% 

7.歪度 △4.534 △2.268 +1.860 △3.427 +2.969 

8.尖度 +24.646 +4.695 +10.882 +14.945 +14.033 
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【図表 5-10】変化率―初度適用企業(US-GAAP) 

 

項 目 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余金

残高 

1.サンプル数 6 4 6 6 6 

2.最大値 +0.10% +0.48% +2.01% +0.77% +6.69% 

3.最小値 △0.43% △0.14% △1.68% △13.30% △0.38% 

4.平均値 △0.10% +0.09% +0.14% △2.67% +1.76% 

5.中央値 △0.01% 0.00% 0.00% △0.39% +0.44% 

6.標準偏差 0.18% 0.23% 1.12% 4.88% 2.53% 

7.歪度 △0.981 +1.644 +0.134 △2.195 +1.442 

8.尖度 △0.408 +3.099 +1.022 +4.945 +1.302 

 

 

【図表 5-11】変化率―初度適用企業(US-GAAP、影響企業のみ) 

 

項 目 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余金

残高 

1.サンプル数 4 2 4 4 4 

2.最大値 +0.10% +0.48% +2.01% +0.77% +6.69% 

3.最小値 △0.43% △0.14% △1.68% △13.30% △0.38% 

4.平均値 △0.16% +0.17% +0.20% △4.01% +2.64% 

5.中央値 △0.15% N/A +0.24% △1.75% +2.13% 

6.標準偏差 0.21% N/A 1.37% 5.51% 2.70% 

7.歪度 △0.090 N/A △0.116 △1.707 +0.743 

8.尖度 △2.827 N/A △0.861 +3.010 △0.711 
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【図表 5-12】変化の特徴(IFRS継続適用企業 v.初度適用企業(J-GAAP)) 

 

項 目 IFRS 継続適用企業 初度適用企業(J-GAAP) 

1.サンプル数 

 

154 社 74 社 

2.新基準適用の｢影

響軽微｣等 

全 5 勘定科目を通じた率:60% 

85%(｢税引前利益｣)～71%(｢利益

剰余金残高｣) 

→｢影響軽微｣等の企業が大多数 

全 5 勘定科目を通じた率:32% 

51%(｢利益剰余金残高｣)～36% 

(｢売上収益等｣) 

→何らかの影響がある企業が過

半以上 

3.平均値 売上収益等+1.23% 

他の 4 科目はゼロ近辺 

(△0.2%～+0.4%) 【図表 5-4】 

利益剰余金残高+0.34% 

他の 4 科目はマイナス値 

(△3%～△0.2%) 【図表 5-8】 

4.中央値 (全企業)±ゼロ  【図表 5-4】 

(影響企業のみ)ゼロ近辺(△0.01%

～+0.3%)    【図表 5-5】 

(全企業)±ゼロ  【図表 5-8】 

(影響企業のみ)マイナス値  

(△1.1%～△0.2%)【図表 5-9】 

5.標準偏差 ｢売上収益等｣は大(11.86%) 

他の 4 科目 1.5%～3.3% 

【図表 5-4】 

5.9%(｢利益剰余金残高｣) 

～10%(｢税引前利益｣)       

【図表 5-8】 

6.最大～最小の幅 155%(｢売上収益等｣)～13%(｢当期

純利益｣) 

｢売上収益等｣以外は 43%未満 

98%(｢税引前利益｣)～38%(｢売上

総利益｣) 
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【図表 5-13】金額の変化―全企業 

                     (百万円) 

項 目 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余金

残高 

1.サンプル数 244 221 240 239 239 

2.適用後平均額 1,356,226 375,118 107,851 87,620 609,300 

3.標準偏差(適用後)  3,040,540 688,319 265,242 229,957 1,704,859 

4.適用前平均額 1,296,257 378,354 107,091 87,706 606,117 

5.標準偏差(適用前) 2,851,786 689,542 261,124 230,442 1,697,814 

6.標準偏差(後－前) +188,754 △1,224 +4,118 △485 +7,045 

(参考)7.F.TEST 0.316 0.979 0.807 0.974 0.948 

(参考)8.T.TEST 0.136 0.008 0.305 0.926 0.109 

 

 

【図表 5-14】金額の変化―IFRS継続適用企業 

               (百万円) 

項 目 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余金

残高 

1.サンプル数 154 141 152 151 150 

2.適用後平均額 1,394,060 395,850 99,744 74,460 516,918 

3.標準偏差(適用後)  2,726,850 620,413 213,304 181,673 1,027,347 

4.適用前平均額 1,292,900 397,668 98,190 73,318 512,758 

5.標準偏差(適用前) 2,378,228 620,725 203,981 174,813 1,014,141 

6.標準偏差(後－前) +348,623 △312 +9,323 +6,860 +13,206 

(参考)7.F.TEST 0.092 0.995 0.581 0.635 0.873 

(参考)8.T.TEST 0.115 0.194 0.171 0.181 0.147 
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【図表 5-15】金額の変化―US-GAAP継続適用企業 

             (百万円) 

項 目 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余金

残高 

1.サンプル数 12 10 12 12 12 

2.適用後平均額 5,003,559 1.698,466 423,307 438,623 3,309,372 

3.標準偏差(適用後)  7,883,698 1,651,124 623,472 575,936 5,697,633 

4.適用前平均額 5,004,842 1,709,713 422,738 438,085 3,310,610 

5.標準偏差(適用前) 7,884,033 1,651,443 623,012 575,517 5,697,214 

6.標準偏差(後－前) △336 △319 +460 +419 +419 

(参考)7.F.TEST 1.000 1.000 0.998 0.998 1.000 

(参考)8.T.TEST 0.238 0.358 0.283 0.287 0.402 

 

 

【図表 5-16】金額の変化―初度適用企業(J-GAAP) 

             (百万円) 

項 目 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余金

残高 

1.サンプル数 72 66 70 70 71 

2.適用後平均額 518,616 140,106 35,589 33,588 216,846 

3.標準偏差(適用後)  812,604 180,906 46,768 75,316 361,668 

4.適用前平均額 528,857 145,315 36,140 33,899 217,622 

5.標準偏差(適用前) 822,819 187,522 47,311 75,212 363,967 

6.標準偏差(後－前) △10,215 △6,616 △543 +104 △2,299 

(参考)7.F.TEST 0.915 0.771 0.923 0.991 0.957 

(参考)8.T.TEST 0.001 0.015 0.228 0.261 0.618 
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【図表 5-17】金額の変化―初度適用企業(US-GAAP) 

            (百万円) 

項 目 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余金

残高 

1.サンプル数 6 4 6 6 6 

2.適用後平均額 3,421,004 272,397 552,151 380,789 2,355,181 

3.標準偏差(適用後)  4,022,658 184,790 654,806 455,430 2,314,067 

4.適用前平均額 3,429,862 272,540 555,675 410,910 2,320,045 

5.標準偏差(適用前) 4,034,997 185,064 662,452 512,091 2,270,022 

6.標準偏差(後－前) △12,339 △274 △7,646 △56,660 +44,045 

(参考)7.F.TEST 0.995 0.998 0.980 0.803 0.967 

(参考)8.T.TEST 0.185 0.508 0.547 0.376 0.243 
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【図表 5-18】変化率の業種別平均値―全企業416 

 

業 種 企業

数 

売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余

金残高 

1.情報・通信業 34 △2.01% +0.10% +0.59% △0.26 +1.47% 

2.証券､商品先物取引業 3 0.00% N/A 0.00% 0.00% +0.03% 

3.その他の金融業 7 0.00% 0.00% △0.41% △0.10% +0.20% 

4.サービス業 29 △2.71% 0.001% +0.41% +0.47% +0.45% 

5.卸売業 12 +20.72% △0.07% +5.10% +0.10% △0.08% 

6.小売業 11 0.00% △0.02% △0.08% △0.16% △0.13% 

7.不動産業 3 △0.003% 0.00% △0.02% △0.04% +0.08% 

8.電気機器 28 △0.04% △0.29% +0.36% +0.50% +0.23% 

9.輸送用機器 18 △0.67% +0.01% △0.19% △0.06% +0.16% 

10.機械 17 △0.82% △1.03% △3.33% △4.40% +2.38% 

11.精密機器 7 △0.27% △0.66% △0.46% △0.55% △0.14% 

12.医薬品 19 +0.30% +0.21% +1.68% +0.96% △0.51% 

13.化学 17 △1.57% △2.94% △0.20% △0.33% +0.15% 

14.食料品 12 △3.81% △9.45% △1.43% △0.09% △0.61% 

15.繊維製品 3 △1.86% +0.26% +0.93% △0.10% △0.07% 

16.ゴム製品 5 △0.83% △2.21% △1.16% △0.50% △0.03% 

17.ガラス・土石製品 3 △0.27% +0.01% +0.02% +0.21% △0.004% 

18.金属製品 3 +0.06% +0.30% +1.46% +2.07% △0.05% 

19.鉄鋼 3 △0.46% △0.55% △1.97% △1.97% 0.00% 

20.非鉄金属 2 △0.14% +0.71% +0.99% △1.34% △0.03% 

21.その他製品 3 △0.76% △0.01% +2.57% △0.95% △0.10% 

22.陸運業 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
416 「鉄鋼」業 3 社のうちジェイ エフ イー ホールディングスを除く 2 社は「税引前利

益」および「当期純利益」について IFRS15 適用による「重要な影響はない」ため影響

額をゼロとみなし本分析を行った。またジェイ エフ イー ホールディングスは IFRS

初度適用の影響について、「売上収益」51,025 百万円減少および「売上原価」41,499 百

万円減少とあり、結果「売上総利益」9,624 百万円減少の影響となるが、それ以外の影

響は記載しておらず、したがって「税引前利益」も同様の 9,624 百万円減少の影響と考

えられる。(ジェイ エフ イー ホールディングス｢第 17 期有価証券報告書｣, 2019 年, 

150-151 頁。) したがって本分析では「当期純利益」の変化率は「税引前利益」の変化

率と同じみなして分析を行った。以上の結果より、「鉄鋼」業の「当期純利益」の変化

率の平均値は「税引前利益」の変化率の平均値と同じ値となった。 
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23.空運業 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

24.保険業 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

25.石炭・石油製品 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

26.電気・ガス業 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

27.水産・農林業 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 全 社 246 △0.04% △0.84% +0.12% △0.28% +0.41% 
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【図表 5-19】変化率の業種別標準偏差―全企業 

 

業 種 企業

数 

売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余

金残高 

1.情報・通信業 34 10.14% 1.23% 2.84% 3.42% 6.90% 

2.証券､商品先物取引業 3 0.00% N/A 0.00% 0.00% 0.04% 

3.その他の金融業 7 0.00% 0.00% 1.01% 0.26% 0.49% 

4.サービス業 29 9.99% 0.12% 1.83% 1.85% 1.99% 

5.卸売業 12 34.04% 0.23% 16.85% 0.27% 0.39% 

6.小売業 11 0.004% 0.05% 0.24% 0.51% 0.53% 

7.不動産業 3 0.005% N/A 0.03% 0.06% 0.11% 

8.電気機器 28 0.20% 1.15% 1.24% 1.77% 0.80% 

9.輸送用機器 18 2.63% 0.44% 0.42% 0.29% 0.72% 

10.機械 17 2.12% 2.58% 9.44% 12.88% 9.44% 

11.精密機器 7 0.40% 0.94% 1.26% 1.34% 0.32% 

12.医薬品 19 0.82% 1.07% 6.22% 3.22% 4.10% 

13.化学 17 3.95% 8.08% 1.74% 1.40% 0.66% 

14.食料品 12 4.81% 11.16% 6.38% 0.77% 1.12% 

15.繊維製品 3 2.63% 0.37% 1.32% 0.14% 0.10% 

16.ゴム製品 5 1.45% 4.33% 2.15% 1.01% 0.18% 

17.ガラス・土石製品 3 0.39% 0.03% 0.14% 0.18% N/A 

18.金属製品 3 0.04% N/A N/A N/A 0.33% 

19.鉄鋼 3 0.65% 0.78% 2.79% 2.79% 0.00% 

20.非鉄金属 2 N/A N/A N/A N/A N/A 

21.その他製品 3 0.63% 1,43% 3.64% 1.35% 0.14% 

22.陸運業 2 N/A N/A N/A N/A N/A 

23.空運業 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

24.保険業 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

25.石炭・石油製品 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

26.電気・ガス業 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

27.水産・農林業 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 全 社 246 10.49% 4.15% 5.65% 4.27% 4.16% 
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【図表 5-20】変化率の業種別平均値―IFRS継続適用企業417 

 

業 種 企業

数 

売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余

金残高 

1.情報・通信業 19 +0.23% △0.10% +1.21% +0.83% +2.84% 

2.証券､商品先物取引業 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

3.その他の金融業 5 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

4.サービス業 19 △2.51% △0.01% +0.52% +0.52% +0.60% 

5.卸売業 11 +22.64% +0.003% +0.02% +0.02% +0.03% 

6.小売業 9 +0.001% +0.002% 0.00% 0.00% +0.04% 

7.不動産業 2 △0.005% N/A △0.04% △0.06% +0.12% 

8.電気機器 17 △0.01% △0.10% +0.39% +0.66% +0.41% 

9.輸送用機器 14 △0.91% +0.11% △0.02% △0.02% △0.03% 

10.機械 6 △0.04% 0.00% △0.24% △0.24% △0.10% 

11.精密機器 5 △0.29% △0.83% △0.65% △0.76% △0.20% 

12.医薬品 15 +0.19% △0.11% +0.04% +0.04% △0.39% 

13.化学 10 △0.30% △2.11% 0.00% 0.00% +0.28% 

14.食料品 5 △0.10% △1.05% 0.00% 0.00% 0.00% 

15.繊維製品 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

16.ゴム製品 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

17.ガラス・土石製品 2 △0.40% +0.02% +0.03% +0.31% N/A 

18.金属製品 3 +0.06% +0.30% +1.46% +2.07% △0.05% 

19.鉄鋼 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 
417 サービス業 19 社のうち楽天を除く 18 社については「税引前利益」および「当期純利

益」について IFRS15 適用による「影響は軽微」など影響額をゼロとみなし本分析を行

った。また楽天は本分析では「当期純利益」の変化率は「税引前利益」の変化率と同じ

みなして分析を行った。したがって以上の結果より、サービス業の「当期純利益」の変

化率の平均値は「税引前利益」の変化率の平均値と同じ値となった。 

「機械」業 6 社のうち DMG 森精機を除く 5 社は「税引前利益」および「当期純利益」

について IFRS15 適用による「影響は軽微」など影響額をゼロとみなし本分析を行っ

た。また DGM 森精機は IFRS15 適用の損益計算書への影響について「当連結会計年度

の売上収益が 1,293 百万円、営業利益及び税引前利益が 451 百万円それぞれ減少」の旨

を記載しているが「当期純利益」への影響について開示していない。(DGM 森精機｢第

71 期有価証券報告書｣2019 年, 54 頁。) したがって本分析では「当期純利益」の変化率

は「税引前利益」の変化率と同じみなして分析を行った。以上の結果より、「機械」業

の「当期純利益」の変化率の平均値は「税引前利益」の変化率の平均値と同じ値となっ

た。 
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20.非鉄金属 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

21.その他製品 0 N/A N/A N/A N/A N/A 

22.陸運業 2 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

23.空運業 0 N/A N/A N/A N/A N/A 

24.保険業 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

25.石炭・石油製品 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

26.電気・ガス業 0 N/A N/A N/A N/A N/A 

27.水産・農林業 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 合 計 154 +1.23% △0.23% +0.25% +0.24% +0.43% 
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【図表 5-21】変化率の業種別平均値―初度適用企業(J-GAAP) 

 

業 種 企業

数 

売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余

金残高 

1.情報・通信業 12 △5.99% +0.37% △0.32% △0.85% △1.14% 

2.証券､商品先物取引業 0 N/A N/A N/A N/A N/A 

3.その他の金融業 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

4.サービス業 10 △3.08% +0.01% +0.21% 0.38% 0.19% 

5.卸売業 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

6.小売業 2 N/A △0.09% △0.42% △0.89% △0.89% 

7.不動産業 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

8.電気機器 4 △0.23% △0.17% +0.71% +0.35% +0.10% 

9.輸送用機器 3 +0.22% △0.44% △1.07% △0.27% +1.12% 

10.機械 8 △1.70% △2.19% △6.85% △8.84% +5.18% 

11.精密機器 2 △0.21% △0.33% 0.00% 0.00% 0.00% 

12.医薬品 4 +0.86% +1.80% +9.90% +5.55% △0.92% 

13.化学 6 △3.92% △4.72% △0.56% △0.92% △0.04% 

14.食料品 7 △6.46% △16.44% △2.62% △0.17% △1.11% 

15.繊維製品 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

16.ゴム製品 3 △1.38% △3.69% △1.93% △0.84% △0.12% 

17.ガラス・土石製品 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

18.金属製品 0 N/A N/A N/A N/A N/A 

19.鉄鋼 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

20.非鉄金属 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

21.その他製品 3 △0.76% △0.01% +2.57% △0.95% △0.10% 

22.陸運業 0 N/A N/A N/A N/A N/A 

23.空運業 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

24.保険業 0 N/A N/A N/A N/A N/A 

25.石炭・石油製品 0 N/A N/A N/A N/A N/A 

26.電気・ガス業 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

27.水産・農林業 1 N/A N/A N/A N/A N/A 

 合 計 74 △2.76% △2.25% △0.15% △1.26% +0.34% 
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【図表 5-22】Topic606/IFRS15適用の影響理由別の数 

 

 

影響の理由 

 

合 計 

IFRS 

継続適用  

US-

GAAP 

継続適用 

初度適用

(J-GAAP) 

初度適用 

(US-

GAAP) 

サンプル企業総数 246 社 154 社 12 社 74 社 6 社 

影響理由 計 256 137 13 91 15 

a)顧客との契約の識別      

・顧客の識別      

1.顧客の定義見直し、本人／代

理人(収益の総額/純額) 

25 14  11  

2.代理人としての在庫の扱い 1 1    

・契約の結合・変更 

 →具体的な開示例なし 

     

b)契約における別個の履行義務

の識別 

     

・履行義務の識別      

3.履行義務の識別(複数の履行義

務/単一の履行義務) 

18 10  6 2 

4.履行義務の区分の見直し 9 6 2 1  

5.有償支給の認識額の見直し 8 3  5  

6.履行義務の判定と引当金処理

(製品保証等関する会計処理) 

1 1    

7.金型の売買処理 2   2  

c)取引価格の決定      

・取引価格      

8.税金(収益の総額/純額) 1   1  

・顧客に対して支払われる対価      

9.販売促進費､リベート､返品(収

益の総額/純額) 

32 12 1 18 1 

10.将来返品損失見積額(売上総

利益控除⇒売上高・売上原価両

建控除) 

1   1  

11.その他の顧客への対価の支払

い(収益の総額/純額) 

2 2    
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・変動対価      

12.変動対価の調整 3 3    

・金融要素      

13.金融要素の存在する取引 1 1    

d)取引価格の別個の履行義務へ

の配分 

     

・取引価格の配分      

14.取引価格の配分の見直し 3 2 1   

e)個々の履行義務の充足時(につ

れて)の収益認識 

     

・支配の概念      

15.履行義務の充足時期の見直し 64 24 5 31 4 

16.割賦基準の見直し(一括認識

および金融要素の控除) 

1   1  

17. 不使用の販売済優待券の会

計処理 

1 1    

・一定期間にわたる充足      

18.進捗度の測定方法の変更 14 7 2 2 3 

19.原価回収基準(進捗度) 4 1  2 1 

その他      

・コスト関係 

(契約獲得／契約履行) 

     

20.契約獲得増分コストおよび履

行コストの資産化 

26 15 1 7 3 

21.履行コストの Topic606 / 

IFRS15 以外の基準書の適用 

5 4 1   

・表示      

22.Topic606/IFRS15 適用に伴

う表示科目の変更 

34 30  3 1 
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【図表 5-23】新収益認識基準適用の影響理由別の数－IFRS継続適用企業 

 

 

影響の理由 

IFRS 

継続適用  

 

卸売業 

サービス

業  

情報・ 

通信業 

サンプル企業総数 154 社 11 社 19 社 19 社 

変化率の平均値     

売上収益等 +1.23% +22.64% △2.51% +0.23% 

売上総利益 △0.23% +0.003% △0.01% △0.10% 

税引前利益 +0.25% +0.02% +0.52% +1.21% 

当期純利益 +0.24% +0.02% +0.52% +0.83% 

利益剰余金残高 +0.43% +0.03% +0.60% +2.84% 

影響理由 計 137 14 11 27 

a)顧客との契約の識別     

・顧客の識別     

1.顧客の定義見直し、本人／代理人(収益の

総額/純額) 

14 6 4 2 

2.代理人としての在庫の扱い 1 1   

・契約の結合・変更→具体的な開示例なし     

b)契約における別個の履行義務の識別     

・履行義務の識別     

3.履行義務の識別(複数の履行義務/単一の履

行義務) 

10 1  1 

4.履行義務の区分の見直し 6  1  

5.有償支給の認識額の見直し 3    

6.履行義務の判定と引当金処理(製品保証等

関する会計処理) 

1   1 

7.金型の売買処理 0    

c)取引価格の決定     

・取引価格     

8.税金(収益の総額/純額) 0    

・顧客に対して支払われる対価     

9.販売促進費､リベート､返品(収益の総額/純

額) 

12 1 1 1 

10.将来返品損失見積額(売上総利益控除⇒売

上高・売上原価両建控除) 

0    
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11.その他の顧客への対価の支払い(収益の総

額/純額) 

2   2 

・変動対価     

12.変動対価の調整 3    

・金融要素     

13.金融要素の存在する取引 1    

d)取引価格の別個の履行義務への配分     

・取引価格の配分     

14.取引価格の配分の見直し 2   1 

e)個々の履行義務の充足時(につれて)の収益

認識 

    

・支配の概念     

15.履行義務の充足時期の見直し 24 2 1 5 

16.割賦基準の見直し(一括認識および金融要

素の控除) 

0    

17. 不使用の販売済優待券の会計処理 1    

・一定期間にわたる充足     

18.進捗度の測定方法の変更 7 1 0 1 

19.原価回収基準(進捗度) 1    

その他     

・コスト関係(契約獲得／契約履行)     

20.契約獲得増分コストおよび履行コストの

資産化 

15  3 7 

21.履行コストの Topic606 / IFRS15 以外の

基準書の適用 

4   2 

・表示     

22.Topic606/IFRS15 適用に伴う表示科目の

変更 

30 2 1 4 
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【図表 5-24】新収益認識基準適用の影響理由別の数－初度適用企業(J-GAAP)<その 1> 

 

 

影響の理由 

初度適用 

(J-GAAP 

⇒IFRS) 

情報・通

信業 

化学 サービス

業 

サンプル企業総数 74 社 12 社 6 社 10 社 

変化率の平均値     

売上収益等 △2.76% △5.99% △3.92% △3.08% 

売上総利益 △2.25% +0.37% △4.72% +0.01% 

税引前利益 △0.15% △0.32% △0.56% +0.21% 

当期純利益 △1.26% △0.85% △0.92% +0.38% 

利益剰余金残高 +0.34% △1.14% △0.04% +0.19% 

影響理由 計 91 9 6 4 

a)顧客との契約の識別     

・顧客の識別     

1.顧客の定義見直し、本人／代理人(収益の

総額/純額) 

11 1 2 3 

2.代理人としての在庫の扱い 0    

・契約の結合・変更→具体的な開示例なし     

b)契約における別個の履行義務の識別     

・履行義務の識別     

3.履行義務の識別(複数の履行義務/単一の履

行義務) 

6    

4.履行義務の区分の見直し 1    

5.有償支給の認識額の見直し 5    

6.履行義務の判定と引当金処理(製品保証等

関する会計処理) 

0    

7.金型の売買処理 2    

c)取引価格の決定     

・取引価格     

8.税金(収益の総額/純額) 1    

・顧客に対して支払われる対価     

9.販売促進費､リベート､返品(収益の総額/純

額) 

18 1 2  

10.将来返品損失見積額(売上総利益控除⇒売 1    
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上高・売上原価両建控除) 

11.その他の顧客への対価の支払い(収益の総

額/純額) 

0    

・変動対価     

12.変動対価の調整 0    

・金融要素     

13.金融要素の存在する取引 0    

d)取引価格の別個の履行義務への配分     

・取引価格の配分     

14.取引価格の配分の見直し 0    

e)個々の履行義務の充足時(につれて)の収益

認識 

    

・支配の概念     

15.履行義務の充足時期の見直し 31 5 2 1 

16.割賦基準の見直し(一括認識および金融要

素の控除) 

1    

17. 不使用の販売済優待券の会計処理 0    

・一定期間にわたる充足     

18.進捗度の測定方法の変更 2    

19.原価回収基準(進捗度) 2    

その他     

・コスト関係(契約獲得／契約履行)     

20.契約獲得増分コストおよび履行コストの

資産化 

7 2   

21.履行コストの Topic606 / IFRS15 以外の

基準書の適用 

0    

・表示     

22.Topic606/IFRS15 適用に伴う表示科目の

変更 

3    
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【図表 5-24】新収益認識基準適用の影響理由別の数－初度適用企業(J-GAAP)<その 2> 

 

 

影響の理由 

初度適用 

(J-GAAP 

⇒IFRS) 

 

食料品 

 

機械 

 

医薬品 

サンプル企業総数 74 社 7 社 8 社 4 社 

変化率の平均値     

売上収益等 △2.76% △6.46% △1.70% +0.86% 

売上総利益 △2.25% △16.44% △2.19% +1.80% 

税引前利益 △0.15% △2.62% △6.85% +9.90% 

当期純利益 △1.26% △0.17% △8.84% +5.55% 

利益剰余金残高 +0.34% △1.11% +5.18% △0.92% 

影響理由 計 91 15 16 4 

a)顧客との契約の識別     

・顧客の識別     

1.顧客の定義見直し、本人／代理人(収益の

総額/純額) 

11 1  1 

2.代理人としての在庫の扱い 0    

・契約の結合・変更→具体的な開示例なし     

b)契約における別個の履行義務の識別     

・履行義務の識別     

3.履行義務の識別(複数の履行義務/単一の履

行義務) 

6 1 2 1 

4.履行義務の区分の見直し 1    

5.有償支給の認識額の見直し 5  1  

6.履行義務の判定と引当金処理(製品保証等

関する会計処理) 

0    

7.金型の売買処理 2    

c)取引価格の決定     

・取引価格     

8.税金(収益の総額/純額) 1 1   

・顧客に対して支払われる対価     

9.販売促進費､リベート､返品(収益の総額/純

額) 

18 6 4  

10.将来返品損失見積額(売上総利益控除⇒売 1    
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上高・売上原価両建控除) 

11.その他の顧客への対価の支払い(収益の総

額/純額) 

0    

・変動対価     

12.変動対価の調整 0    

・金融要素     

13.金融要素の存在する取引 0    

d)取引価格の別個の履行義務への配分     

・取引価格の配分     

14.取引価格の配分の見直し 0    

e)個々の履行義務の充足時(につれて)の収益

認識 

    

・支配の概念     

15.履行義務の充足時期の見直し 31 5 6 2 

16.割賦基準の見直し(一括認識および金融要

素の控除) 

1  1  

17. 不使用の販売済優待券の会計処理 0    

・一定期間にわたる充足     

18.進捗度の測定方法の変更 2  1  

19.原価回収基準(進捗度) 2    

その他     

・コスト関係(契約獲得／契約履行)     

20.契約獲得増分コストおよび履行コストの

資産化 

7 1 1  

21.履行コストの Topic606 / IFRS15 以外の

基準書の適用 

0    

・表示     

22.Topic606/IFRS15 適用に伴う表示科目の

変更 

3    
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【図表 5-25】変化率の比較(全企業、IFRS継続適用企業、初度適用企業(J-GAAP)) 

 

項 目 企業数 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余

金残高 

全企業 

 

246 社 △0.04% △0.84% +0.12% △0.28% +0.41% 

IFRS 継続適

用企業 

154 社 +1.23% △0.23% +0.25% +0.24% +0.43% 

初度適用企

業(J-GAAP) 

74 社 △2.76% △2.25% △0.15% △1.26% +0.34% 
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【図表 6-1】分析対象企業(個別財務諸表)の業種別の内訳 

 

№ 業 種 個別財務諸

表分析対象

企業数 

企業名 連結財務諸

表分析対象

企業数 

1 情報・通信業 9 ペイロール、ＳＣＳＫ、野村総合研究所、

テクマトリックス、ビジネスブレイン太

田昭和、ＬＩＮＥ、伊藤忠テクノソリュ

ーションズ、マクロミル、ＧＭＯペイメ

ントゲートウェイ 

34 社 

2 証券、商品先物取引業 1 野村ホールディングス 3 

3 その他の金融業 0  7 

4 サービス業 0  29 

5 卸売業 1 三菱商事 12 

6 小売業 0  11 

7 不動産業 1 トーセイ 3 

8 電気機器 6 ヒロセ電機、安川電機、キヤノン、アド

バンテスト、セイコーエプソン、日本電

気 

28 

9 輸送用機器 1 エクセディ 18 

10 機械 8 マキタ、三菱重工業、アマダホールディ

ングス、ツガミ、ＩＨＩ、荏原製作所、

三浦工業、小松製作所 

17 

11 精密機器 2 オリンパス、ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ 7 

12 医薬品 6 協和発酵キリン、塩野義製薬、大塚ホー

ルディングス、第一三共、エーザイ、小

野薬品工業 

19 

13 化学 1 三井化学 17 

14 食料品 3 サッポロホールディングス、カゴメ、プ

レミアムウォーターホールディングス 

12 

15 繊維製品 1 東レ 3 

16 ゴム製品 1 横浜ゴム、 5 

17 ガラス・土石製品 0  3 

18 金属製品 0  3 

19 鉄鋼 0  3 
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20 非鉄金属 0  2 

21 その他製品 0  3 

22 陸運業 0  2 

23 空運業 1 日本航空 1 

24 保険業 0  1 

25 石炭・石油製品 0  1 

26 電気・ガス業 0  1 

27 水産・農林業 0  1 

 合計 42 社  246 社 
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【図表 6-2】(個別)変化率―会計基準第 29号早期適用 42社418 

 

項 目 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余金

残高 

1.サンプル数 42 35 42 41 42 

2.最大値 +3.20% +2.74% +55.84% +37.35% +49.16% 

3.最小値 △53.73% △30.97% △21.46% △21.46% △12.43% 

4.平均値 △2.54% △2.53% +0.61% +0.09% +0.76% 

5.中央値 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

6.標準偏差 9.22% 6.73% 9.96% 7.73% 9.24% 

7.歪度 △4.506 △3.013 +3.773 +1.946 +3.885 

8.尖度 +22.919 +9.363 +23.209 +14.249 +18.886 

 

 

【図表 6-3】(連結)変化率―会計基準第 29号早期適用 42社 

 

項 目 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余金

残高 

1.サンプル数 42 37 41 40 40 

2.最大値 +103.75% +4.36% +26.44% +12.52% +39.81% 

3.最小値 △12.04% △27.60% △37.07% △49.91% △14.68% 

4.平均値 +1.77% △1.51% △1.26% △1.83% +0.07% 

5.中央値 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

6.標準偏差 16.16% 5.13% 9.03% 9.41% 7.31% 

7.歪度 +6.183 △3.927 △1.438 △3.819 +3.795 

8.尖度 +39.500 +18.060 +7.509 +17.524 +22.405 

 

  

 
418 テクマトリックスは会計基準第 29 号適用の影響について、個別損益計算書については

「売上高」から「税引前利益」までの影響額を開示し、「税引前利益」の影響を△726 百

万円とする。したがって本分析では「当期純利益」の変化率は「税引前利益」の変化率

と同じとみなして分析を行った。(テクマトリックス｢第 27 期有価証券報告書｣, 2021 年, 

153 頁。) 
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【図表 6-4】(個別)変化率―初度適用(J-GAAP)23社 

 

項 目 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余金

残高 

1.サンプル数 23 19 23 22 23 

2.最大値 +2.87% +2.74% +55.84% +37.35% +49.16% 

3.最小値 △18.57% △30.97% △21.46% △21.46% △12.43% 

4.平均値 △2.43% △4.61% +1.20% +0.22% +1.74% 

5.中央値 0.00% △0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 

6.標準偏差 5.92% 8.59% 13.43% 10.55% 12.28% 

7.歪度 △2.126 △1.987 +2.763 +1.438 +2.887 

8.尖度 +3.317 +3.595 +12.222 +6.979 +9.817 

 

 

【図表 6-5】(連結)変化率―初度適用(J-GAAP)23社 

 

項 目 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余金

残高 

1.サンプル数 23 21 22 22 22 

2.最大値 +1.44% +4.36% +26.44% +12.52% +39.81% 

3.最小値 △12.04% △27.60% △37.07% △49.91% △14.68% 

4.平均値 △1.61% △2.32% △2.77% △3.55% +0.30% 

5.中央値 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

6.標準偏差 3.22% 6.58% 12.01% 12.35% 9.77% 

7.歪度 △2.087 △2.982 △0.788 △2.731 +2.917 

8.尖度 +4.252 +10.135 +3.081 +8.753 +12.500 
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【図表 6-6】(個別)変化率―IFRS継続 15社 

 

項 目 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余金

残高 

1.サンプル数 15 13 15 15 15 

2.最大値 +3.20% +0.06% +0.44% +0.77% +0.84% 

3.最小値 △53.73% △0.47% △0.99% △0.94% △8.55% 

4.平均値 △3.38% △0.06% △0.12% △0.07% △0.55% 

5.中央値 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

6.標準偏差 13.48% 0.15% 0.36% 0.38% 2.16% 

7.歪度 △3.848 △2.244 △1.691 △0.653 △3.720 

8.尖度 +14.871 +4.269 +2.879 +2.775 +14.171 

 

 

【図表 6-7】(連結)変化率―IFRS継続 15社 

 

項 目 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余金

残高 

1.サンプル数 15 13 15 14 14 

2.最大値 +103.75% +0.08% +6.14% +4.23% +2.39% 

3.最小値 △0.22% △0.47% △1.15% △1.50% △5.15% 

4.平均値 +7.42% △0.08% +0.61% +0.35% △0.26% 

5.中央値 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

6.標準偏差 25.78% 0.17% 1.96% 1.62% 1.53% 

7.歪度 +3.854 △1.507 +2.273 +1.692 △2.159 

8.尖度 +14.894 +0.785 +4.414 +2.468 +8.030 
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【図表 6-8】(個別)金額の変化―会計基準第 29号早期適用 42社 

        (百万円) 

項 目 売上収益等 売上総利益 税引前利益 当期純利益 利益剰余金

残高 

1.サンプル数 42 35 42 41 42 

2.適用後平均額 402,105 110,340 42,793 40,937 302,663 

3.標準偏差(適用後)  520,938 117,287 68,355 68,930 474,729 

4.適用前平均額 474,474 113,080 43,036 41,042 303,814 

5.標準偏差(適用前) 869,605 118,188 68,497 68,958 476,238 

6.標準偏差(後－前) △348,666 △902 △142 △28 △1,509 

(参考)7.F.TEST 0.001 0.965 0.989 0.998 0.984 

(参考)8.T.TEST 0.300 0.071 0.514 0.705 0.612 

 

 

  



190 

 

 



191 

 

参考文献一覧 

 

[日本語文献] 

安藤英義「企業会計」安藤英義・新田忠誓・伊藤邦雄・廣本敏郎編集代表『会計学大辞典』

第 5 版, 中央経済社, 2007 年, 277-278 頁。 

石田万由里, 日本会計研究学会第 78 回大会自由論題報告論文「新しい収益認識に関する会

計基準の浸透度 –収益認識に関する会計基準改訂過程におけるアンケート調査からの

分析-」,2019 年。 

伊藤邦雄『ゼミナール現代会計入門』第 4 版, 日本経済新聞社, 2003 年。 

伊藤邦雄『ゼミナール企業価値評価』, 日本経済新聞社, 2007 年。 

伊藤邦雄『新・現代会計入門』第 4 版, 日本経済新聞出版社, 2020 年。 

岩崎勇｢収益認識と業績報告｣『企業会計』第 55 巻第 11 号, 2003 年, 43-50 頁。 

岩崎勇, 日本会計研究学会第 75 回大会自由論題報告論文「IASB の概念フレームワークの

計算構造について」, 2016 年。 

鶯地隆継・徳賀芳弘・米山正樹・紙谷孝雄・川西安喜・小賀坂敦, 座談会「当期純利益(純損

益)をめぐる最近の議論」『季刊会計基準』第 47 号, 2014 年, 8-33 頁。 

大澤栄子｢国際会計基準審議会(IASB) -FASB 収益認識プロジェクトについて-｣『季刊会計

基準』第 18 号, 2007 年, 162-166 頁。 

岡部孝好｢日本企業のビジネス・スタイルとその収益認識｣『企業会計』第 57 巻第 11 号, 

2005 年, 4-10 頁。 

大日方隆「発生・実現・対応」斎藤静樹・徳賀芳弘責任編集『企業会計の基礎概念』, 中央

経済社, 2011 年, 243-283 頁。 

川西安喜｢Report from FASB 収益認識プロジェクト -FASB の視点から- (2005 年版)｣『季

刊会計基準』第 11 号, 2005 年, 192-199 頁。 

川西安喜｢収益認識に関する FASB の公開草案｣『会計・監査ジャーナル』No. 662, 2010 年, 

9-16 頁。 

川野克典「日本の管理会計・原価計算の現状と課題」『商学研究』(日本大学) 第 30 号, 2014

年,  55-86 頁。 

企業会計基準委員会(ASBJ)「企業会計基準委員会と国際会計基準審議会は共同プロジェク

トの進め方に合意」 , 2005a 年 ,  https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/ 

pressrelease_20050121.pdf (最終閲覧日:2022 年 4 月 13 日)。 

ASBJ「企業会計基準委員会と国際会計基準審議会は会計基準のコンバージェンスに向けた

共同プロジェクトの初会合を開催」 , 2005b 年 , https://www.asb.or.jp/jp/wp-

content/uploads/pressrelease_20050311.pdf (最終閲覧日:2022 年 4 月 13 日)。 

ASBJ, 実務対応報告第 17 号｢ソフトウェア取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱

い｣, 2006a 年。 



192 

 

ASBJ, 討議資料｢財務会計の概念フレームワーク｣, 2006b 年。 

ASBJ「企業会計基準委員会と国際会計基準審議会は 2011 年までに会計基準のコンバージ

ェンスを達成する『東京合意』を公表」 , 2007b 年, https://www.asb.or.jp/ jp/wp-

content/uploads/pressrelease_20070808.pdf (最終閲覧日:2022 年 4 月 13 日)。 

ASBJ「プロジェクト計画表の公表について –東京合意を踏まえたコンバージェンスへの取

組み-」, 2007c 年,  https://www.asb.or.jp/jp/other/archive/convergence/2007-1206. 

html (最終閲覧日:2022 年 4 月 13 日)。 

ASBJ, 企業会計基準第 15 号｢工事契約に関する会計基準｣, 2007d 年。 

ASBJ, 第 145 回企業会計基準委員会｢審議事項(5)-1 収益認識専門委員会の設置について｣, 

2008a 年. https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/ 20080131_11.pdf (最終閲覧

日:2022 年 4 月 13 日)。 

ASBJ, 企業会計基準第 23 号｢研究開発費等に係る会計基準｣, 2008b 年。 

ASBJ, 第 172 回企業会計基準委員会｢審議事項(4) 収益認識 DP に対するコメントの構成

(案)｣, 2009a 年, https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/ 20090226_03.pdf (最終

閲覧日:2022 年 1 月 30 日)。 

ASBJ ｢ディスカッション・ペーパー『｢顧客との契約における収益認識についての予備的

見解』に対するコメント｣, 2009b 年。  

ASBJ ｢収益認識に関する論点の整理｣, 2009c 年。  

ASBJ, 第 193回企業会計基準委員会｢議事要旨(4)収益認識専門委員会における検討状況(コ

メント分析 )について｣ , 2010a 年 ,  https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/ 

20100115_13_lmtd.pdf (最終閲覧日:2017 年 7 月 17 日)。 

ASBJ, 第 193 回企業会計基準委員会｢審議事項(4)-1 収益認識 ディスカッション・ポイン

ト(2010 年 1 月 15 日)｣, 2010b 年, https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/ 

20100115_07.pdf (最終閲覧日:2017 年 7 月 17 日)。 

ASBJ, 第193回企業会計基準委員会｢審議事項(4)-2 収益認識に関する論点整理に対するコ

メント｣, 2010c 年, https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20100115_08.pdf (最

終閲覧日:2022 年 2 月 27 日)。 

ASBJ, 企業会計基準第 17 号｢セグメント情報等の開示に関する会計基準｣, 2010d 年。 

ASBJ ｢公開草案『顧客との契約から生じる収益認識』に対するコメント｣, 2010e 年。  

ASBJ ｢『顧客との契約から生じる収益に関する論点の整理』の公表｣, 2011a 年。 

ASBJ ｢顧客との契約から生じる収益に関する論点の整理｣, 2011b 年。 

ASBJ ｢改定公開草案『顧客との契約から生じる収益認識』に対するコメント｣, 2012 年。 

ASBJ, 企業会計基準第 22 号｢連結財務諸表に関する会計基準｣, 2013a 年。 

ASBJ, 企業会計基準第 25 号｢包括利益の表示に関する会計基準｣, 2013b 年。 

ASBJ, 会計基準アドバイザリー・フォーラム会議に提出したアジェンダ・ペーパー「概念

フレームワーク―純損益/その他の包括利益及び測定―」『季刊会計基準』第 44 号, 2014



193 

 

年, 27-44 頁。 

ASBJ, 第 308 回企業会計基準委員会｢審議資料(3)-1 収益認識基準の開発について｣, 2015a

年, https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20150320_09.pdf (最終閲覧日:2022

年 3 月 16 日)。 

ASBJ, 第 311 回企業会計基準委員会｢審議資料(6)-1 収益認識 今後の進め方に関する論点

整理と専門委員及び専門委員長の選退任について｣, 2015b 年, https://www.asb.or.jp/ 

jp/wp-content/uploads/20150515_10.pdf (最終閲覧日:2017 年 7 月 17 日)。 

ASBJ ｢収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見募集｣, 2016a 年。 

ASBJ ｢収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見募集の一部の改訂｣ , 

2016b 年。 

ASBJ, 第 339 回企業会計基準委員会｢審議資料(3)-2 『収益認識に関する包括的な会計基準

の開発についての意見募集』に寄せられた意見及び適用上の課題の概要｣, 2016c 年, 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20160629_10.pdf (最終閲覧日:2022 年 2

月 13 日)。 

ASBJ, 第345回企業会計基準委員会｢審議資料(3)-1 収益認識に関する包括的な会計基準の

検討  本日の検討の概要｣ , 2016d 年 , https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/ 

20160923_09.pdf (最終閲覧日:2022 年 1 月 31 日)。 

ASBJ, 第345回企業会計基準委員会｢審議資料(3)-2 収益認識に関する包括的な会計基準の

開発 全般的な進め方の検討｣, 2016e 年, https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/ 

20160923_10.pdf (最終閲覧日:2022 年 1 月 31 日)。 

ASBJ, 第 345 回企業会計基準委員会「議事要旨(3) 収益認識に関する包括的な会計基準の

検討｣, 2016f 年, https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20160923_19_lmtd.pdf 

(最終閲覧日:2022 年 2 月 12 日)。 

ASBJ, 第 352 回企業会計基準委員会「審議事項(2)-1 収益認識に関する包括的な会計基準

の開発 本日の検討の概要｣, 2017a 年, https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/ 

20170110_03.pdf.pdf (最終閲覧日:2017 年 7 月 17 日)。 

ASBJ, 第 352 回企業会計基準委員会「審議事項(2)-4 収益認識に関する包括的な会計基準

の 開発  個 別 論点に関 する 今後 の検 討すべ き課 題の 候補 ｣ , 2017b 年 , 

https://www.asb.or.jp/ jp/wp-content/uploads/20170110_04.pdf (最終閲覧日:2017 年 7

月 17 日)。 

ASBJ, 第 353 回企業会計基準委員会「審議事項(2)-4 IFRS 第 15 号における設例の検討｣, 

2017c 年 , https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20170126_07.pdf (最終閲覧

日:2022 年 2 月 12 日)。 

ASBJ, 第 354 回企業会計基準委員会「審議事項(1)-1 IFRS のエンドースメント手続き 本

日 の 検 討 の 概 要 」 , 2017d 年 , https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/ 

20170208_01.pdf (最終閲覧日:2017 年 7 月 17 日)。 



194 

 

ASBJ, 第 354 回企業会計基準委員会「審議事項(1)-2 IFRS のエンドースメント手続き 収

益 認 識 専 門 委 員 会 で 抽 出 さ れ た 課 題 の 内 容 の 確 認 ｣ , 2017e 年 , 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/ uploads/20170208_02.pdf (最終閲覧日:2017 年 7

月 17 日)。 

ASBJ, 第 354 回企業会計基準委員会「審議事項(1)-3 IASB が IFRS 第 15 号開発中に意見

発信をしてきた内容 (ASBJ､日本の市場関係者 )のフォローアップ｣ , 2017f 年 , 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20170208_03.pdf (最終閲覧日:2017 年 7

月 17 日)。 

ASBJ, 第 355 回企業会計基準委員会「審議事項(2)-1 収益認識に関する包括的な会計基準

の開発 本日の検討の概要｣, 2017g 年, https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/ 

20170222_06.pdf (最終閲覧日:2017 年 7 月 17 日)。 

ASBJ, 第 355 回企業会計基準委員会「審議事項(2)-2 収益認識に関する包括的な会計基準

の開発 抽出した課題への対応(連結財務諸表)｣, 2017h 年, https://www.asb.or.jp/jp/wp-

content/ uploads/20170222_07.pdf (最終閲覧日:2017 年 7 月 17 日)。 

ASBJ, 第 355 回企業会計基準委員会「審議事項(2)-3 支配の移転に関する考え方の検討｣, 

2017i 年 , https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20170222_08.pdf (最終閲覧

日:2017 年 7 月 17 日)。 

ASBJ, 第 356 回企業会計基準委員会「審議事項(8)-1 収益認識に関する包括的な会計基準

の開発 本日の検討の概要｣, 2017j 年, https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/ 

20170313_14.pdf (最終閲覧日:2017 年 7 月 17 日)。 

ASBJ, 第 356 回企業会計基準委員会「審議事項(8)-2 重要性に関する事項の検討｣, 2017k

年, https:// www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20170313_15.pdf (最終閲覧日:2017

年 7 月 17 日)。 

ASBJ, 第 357 回企業会計基準委員会「審議事項(5)-4 開示(注記事項)の検討｣, 2017l 年, 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20170328_15.pdf  (最終閲覧日:2022 年

2 月 14 日)。 

ASBJ, 第 358 回企業会計基準委員会「審議事項(2)-1 IFRS のエンドースメント手続き 本

日 の 検 討 の 概 要 」 , 2017m 年 , https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/ 

20170410_02.pdf (最終閲覧日:2017 年 7 月 17 日)。 

ASBJ, 第 358 回企業会計基準委員会「審議事項(5)-1 収益認識に関する包括的な会計基準

の開発 本日の検討の概要｣, 2017n 年, https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/ 

20170410_12.pdf (最終閲覧日:2017 年 7 月 17 日)。 

ASBJ, 第 358 回企業会計基準委員会「審議事項(5)-2 収益認識に関する包括的な会計基準

の開発 抽出した課題への対応(個別財務諸表)｣, 2017o 年, https://www.asb.or.jp/jp/wp-

content uploads/20170410_13.pdf (最終閲覧日:2017 年 7 月 17 日)。 

 



195 

 

ASBJ, 第 358 回企業会計基準委員会「審議事項(5)-3 重要性に関する事項の検討｣, 2017p

年, https://www.asb. or.jp/jp/wp-content/uploads/20170410_14.pdf (最終閲覧日:2017

年 7 月 17 日)。 

ASBJ, 第 359 回企業会計基準委員会「審議事項(4)-1 収益認識に関する包括的な会計基準

の開発 本日の検討の概要｣, 2017q 年, https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/ 

20170428_11.pdf (最終閲覧日:2017 年 7 月 17 日)。 

ASBJ, 第 359 回企業会計基準委員会「審議事項(4)-2 重要性に関する事項の検討｣, 2017r

年, https:// www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20170428_12.pdf (最終閲覧日:2017

年 7 月 17 日)。 

ASBJ, 第 359 回企業会計基準委員会「審議事項(4)-3 収益の単位及び取引価格の配分に関

す る 事 項 の 検 討 ｣ , 2017s 年 , https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/ 

20170428_13.pdf (最終閲覧日:2017 年 7 月 17 日)。  

ASBJ, 第 359 回企業会計基準委員会「審議事項(4)-5 原価回収基準の検討｣, 2017t 年, 

https://www.asb. or.jp/jp/wp-content/uploads/20170428_15.pdf (最終閲覧日:2017 年 7

月 17 日)。 

ASBJ, 第 359 回企業会計基準委員会「審議事項(4)-10 第 358 回企業会計基準委員会で聞

か れ た 意 見 ｣ , 2017u 年 , https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/ 

20170428_17.pdf (最終閲覧日:2017 年 7 月 17 日)。 

ASBJ, 第 361 回企業会計基準委員会「審議事項(5)-3 一定期間にわたり充足される履行義

務に関する課題の検討｣ , 2017v 年 , https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/ 

20170530_11.pdf (最終閲覧日:2017 年 7 月 17 日)。 

ASBJ ｢現在開発中の会計基準に関する今後計画｣, 2017w 年, https://www.asb.or.jp/jp/wp-

content/uploads/20170510-2.pdf (最終閲覧日:2017 年 7 月 17 日)。 

ASBJ, 企業会計基準公開草案第 61号｢収益認識に関する会計基準(案)｣等の公表｣, 2017x年, 

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2017/2017-

0720.html(最終閲覧日:2022 年 1 月 31 日)。 

ASBJ, 企業会計基準公開草案第 61 号｢収益認識に関する会計基準(案)｣, 2017y 年。 

ASBJ, 企業会計基準適用指針公開草案第61号｢収益認識に関する会計基準の適用指針(案)｣, 

2017z 年。 

ASBJ, 第 380 回企業会計基準委員会「審議事項(4)-2 企業会計基準公開草案『収益認識に

関する会計基準(案)』等―公開草案に寄せられたコメントとそれらに対する対応案｣, 

2018a 年 , https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180111_10.pdf (最終閲覧

日:2022 年 2 月 12 日)。 

ASBJ, 第 380 回企業会計基準委員会「審議事項(4)-8 設例に関する検討｣, 2018b 年, 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20180309_11.pdf (最終閲覧日:2022 年 2

月 12 日)。 



196 

 

ASBJ, 企業会計基準第 29 号｢収益認識に関する会計基準｣, 2018c 年。 

ASBJ, 企業会計基準適用指針第 30 号｢収益認識に関する会計基準の適用指針｣, 2018d 年。 

ASBJ, 第 407 回企業会計基準委員会「審議事項(3)-2-1 注記事項の検討を進めるにあたって

の 基 本 的 な 考 え 方 ｣ , 2019a 年 , https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/ 

20190425_07.pdf (最終閲覧日:2022 年 2 月 14 日)。 

ASBJ, 第 407 回企業会計基準委員会「審議事項(3)-2-2 注記事項の検討-開示目的及び重要

性｣, 2019b 年. https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20190425_08.pdf (最終閲

覧日:2022 年 2 月 14 日)。 

ASBJ, 第 407 回企業会計基準委員会「審議事項(3)-3 第 95 回収益認識専門委員会で聞かれ

た意見｣ , 2019c 年 , https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20190425_09.pdf  

(最終閲覧日:2022 年 2 月 14 日)。 

ASBJ, 第 410 回企業会計基準委員会「審議事項(5)-5 第 96 回収益認識専門委員会で聞かれ

た意見｣ , 2019d 年 , https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20190425_09.pdf  

(最終閲覧日:2022 年 2 月 14 日)。 

ASBJ, 企業会計基準公開草案第 66 号｢企業会計基準第 29 号の改正案｣, 2019e 年。 

ASBJ, 企業会計基準第 29 号｢収益認識に関する会計基準｣. 2020a 年。 

ASBJ, 企業会計基準適用指針第 30 号｢収益認識に関する会計基準の適用指針｣, 2020b 年。 

企業会計基準審議会 ｢税法と企業会計原則との調整に関する意見書｣, 1952 年。 

企業会計審議会｢企業会計原則・企業会計原則注解｣, 1982 年。 

金融庁, 別紙 1「令和２年度 有価証券報告書レビューの審査結果及び審査結果を踏まえた

留意すべき事項｣, 2021 年, https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20210408.html (最終

閲覧日:2022 年 2 月 13 日)。 

草野真樹｢米国の不正会計とプロフォーマ利益の開示｣『企業会計』第 54 巻第 11 号, 2002

年, 124-128 頁。 

草野真樹｢PAAinE 討議資料の収益認識アプローチの意義と課題｣『企業会計』第 60 巻 8 号, 

2008 年, 48-56 頁。 

国田清志, 日本会計研究学会第 75 回大会自由論題報告論文「IFRS 第 15 号における収益認

識アプローチと IASB 概念フレームワークとの整合性分析 –概念フレームワークの目

的と役割-」, 2016 年。 

久野光朗編著『簿記論講義』, 同文館出版, 1986 年。 

経済産業省「『持続的成長への競争力とインセンティブ～企業と投資家の望ましい関係構築

～』プロジェクト(伊藤レポート)最終報告書｣, 2014 年。  

斎藤静樹『会計基準の研究』増補版, 中央経済社, 2010 年。 

斎藤静樹, 日本銀行金融研究所ディスカッション・ペーパー No.2011-J-07 ｢会計基準開発

の基本思考とコンバージェンスのあり方｣, 2011 年。  

斎藤静樹『企業会計入門』, 有斐閣, 2014 年。 



197 

 

斎藤静樹｢なぜ、いま、利益の概念が問われているのか｣『企業会計』第 67 巻第 9 号, 2015

年, 17-24 頁。 

桜井久勝｢収益認識会計基準案にみる売上高の純額測定｣『企業会計』第 70 巻第 1 号, 2018

年, 11-17 頁。 

齋野純子「収益認識における『履行義務の充足』と実現概念｣『會計』第 197 巻第 5 号,2020

年, 42-55 頁。 

財務会計基準機構 (FASF) 編『収益認識に関する調査』調査研究シリーズ No.3, 2003a

年。 

FASF ｢収益認識に関する調査(要約版)｣『季刊会計基準』第 4 号, 2003b 年, 172-188 頁。 

FASF「企業会計基準及び修正国際基準の開発に係る適正手続に関する規則｣ , 2019 年, 

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/due_process-_20190325.pdf (最終閲覧

日: 2022 年 2 月 27 日)。 

佐々木隆志｢新収益認識基準におけるもう一つの資産負債アプローチ｣『會計』第 189 巻第

6 号, 2016 年, 1-13 頁。 

佐々木隆志｢新収益認識基準に観る収益費用アプローチの実装｣『會計』第 192 巻第 5 号, 

2017 年, 1-13 頁。 

佐々木隆志｢新収益認識基準が会計実務に与える影響｣『會計』第 194 巻第 6 号, 2018 年, 1-

13 頁。 

佐藤郁裕「日本の会計開示実務の国際化対応」佐藤誠二編著『グローバル社会の会計学』, 

森山書店, 2009 年, 131-150 頁。 

佐藤郁裕｢収益認識プロジェクトに対する EFRAG の貢献｣『同志社大学大学院商學論集』 

第 51 巻第 2 号,  2017a 年,  93-119 頁。 

佐藤郁裕｢ASBJ の包括的な収益認識会計基準 -開発経過と課題-｣『同志社大学大学院商學

論集』 第 52 巻第 1 号, 2017b 年, 37-62 頁。 

佐藤郁裕｢FASB/IASB による資産負債アプローチでの収益認識の議論 -「予備的見解(2008)」

公表までを中心に-｣『同志社大学大学院商學論集』 第 52 巻第 2 号, 2018 年, 59-75 頁。 

佐藤郁裕｢わが国企業における新収益認識会計基準適用例の分析 -2018 年 8 月までに開示

された財務諸表について-｣『同志社大学大学院商學論集』 第 53 巻第 2 号, 2019a 年, 1-

20 頁。 

佐藤郁裕｢新収益認識基準のわが国企業への影響 -適用初年度の財務諸表を手掛かりに-｣

『會計』第 196 巻第 3 号, 2019b 年, 71-83 頁。 

佐藤郁裕 ｢新収益認識基準のわが国企業への影響(連単比較分析) -2019 年 11 月までに開示

された連単財務諸表について-｣『同志社大学大学院商學論集』 第 54 巻第 2 号, 2020 年, 

1-31 頁。 

佐藤誠二編著『グローバル社会の会計学』, 森山書店, 2009 年。 

 



198 

 

佐藤真良・ 樋口哲朗, 第 1 回「PPEinE による収益認識プロジェクト」『週刊経営財務』No. 

2864, 2008a 年, 15-23 頁。 

佐藤真良・樋口哲朗, 第 2 回「PPEinE による収益認識プロジェクト」『週刊経営財務』No. 

2865, 2008b 年, 24-30 頁。 

佐藤真良・樋口哲朗, 第 3 回「PPEinE による収益認識プロジェクト」『週刊経営財務』No. 

2866, 2008c 年, 12-17 頁。 

佐藤真良・樋口哲朗, 第 4 回「PPEinE による収益認識プロジェクト」『週刊経営財務』No. 

2867, 2008d 年, 14-19 頁。 

志賀理「FASB における収益認識基準の論理｣『會計』第 188 巻第 1 号, 2015 年, 57-70 頁。 

嶌村剛雄『会計原則逐条詳解』, 税務経理協会, 1982 年。 

証券取引等監視委員会｢開示検査事例集｣, 2017 年。 

新日本有限責任監査法人編『完全比較国際会計基準と日本基準』第 2 版, 清文社, 2011 年。 

新日本有限責任監査法人編『完全比較国際会計基準と日本基準』第 3 版, 清文社, 2016 年。 

新日本有限責任監査法人編『IFRS｢新収益認識｣の実務 影響と対応』中央経済社, 2017 年。 

田中建二｢米国における業績報告の状況｣『企業会計』第 55 巻第 4 号, 2003 年, 4-11 頁。 

塚原慎・小澤康裕・中村亮介｢新収益認識基準が企業に与える影響 -上場企業へのアンケー

ト調査の結果に基づいて｣『企業会計』第 72 巻第 4 号, 2020a 年, 134-139 頁。 

塚原慎・中村亮介・小澤康裕｢収益認識基準変更の影響分析–上場企業へのアンケート調査の

結果に基づいて｣一橋大学大学院経営管理研究科マネジメント・イノベーション研究セ

ンターワーキング・ペーパーNo.237, 2020b 年 , https://hermes-ir.lib.hit-u.ac.jp/ 

hermes/ ir/re/70024/070micWP_237.pdf (最終閲覧日:2022 年 1 月 28 日)。 

塚原慎・中村亮介・小澤康裕, 日本会計研究学会第 79 回大会自由論題報告論文「新収益認

識基準が企業に及ぼす影響 –上場企業へのアンケート調査に基づいて-」, 2020c 年。 

辻山栄子｢収益認識をめぐる概念フレームワーク｣『企業会計』第 57 巻第 7 号, 2005 年, 4-

12 頁。 

辻山栄子「実現主義」安藤英義・新田忠誓・伊藤邦雄・廣本敏郎編集代表『会計学大辞典』

第 5 版, 中央経済社, 2007a 年, 640 頁。 

辻山栄子「収益の認識をめぐる欧州モデル｣『會計』第 172 巻第 5 号, 2007b 年, 1-22 頁。  

辻山栄子｢2 つの包括利益｣『会計・監査ジャーナル』No. 628, 2007c 年, 30-39 頁。 

辻山栄子｢収益認識と業績報告｣『企業会計』第 60 巻第 1 号, 2008 年, 39-53 頁。 

辻山栄子｢正味ポジションに基づく収益認識 －その批判的検討－｣『企業会計』第 61 巻第 9

号, 2009 年, 6-15 頁。 

辻山栄子編著『IFRS の会計思考 ―過去・現在そして未来への展望―』, 中央経済社, 2015

年。 

角ケ谷典幸｢会計観の変遷と収益・利益の認識パターンの変化｣『企業会計』第 67 巻第 9 号, 

2015 年, 33-43 頁。 



199 

 

津守常弘｢収益認識をめぐる問題点とその考え方｣『企業会計』第 55 巻第 11 号, 2003 年, 18-

25 頁。 

東京証券取引所, 上場制度整備懇談会ディスクロージャー部会報告｢四半期決算に係る適時

開示、国際会計基準（ＩＦＲＳ）の任意適用を踏まえた上場諸制度のあり方について｣, 

日本取引所グループ, 2010 年。 

東京証券取引所「決算短信様式・作成要領等」,日本取引所グループ, 2011 年。 

東京証券取引所 ｢『会計基準の選択に関する基本的な考え方』の開示内容の分析」,日本取

引所グループ, 2016 年, https://www.jpx.co.jp/equities/improvements/ifrs/01.html (最

終閲覧日:2021 年 10 月 7 日)。 

東京証券取引所「『会計基準の選択に関する基本的な考え方』の開示内容の分析」,日本取引

所グループ,2017 年,  https://www.jpx.co.jp/equities/improvements/ifrs/01.html (最

終閲覧日:2021 年 10 月 7 日)。 

東京証券取引所「『会計基準の選択に関する基本的な考え方』の開示内容の分析｣,日本取引

所グループ, 2018 年, https://www.jpx.co.jp/equities/improvements/ifrs/01.html (最終

閲覧日:2021 年 10 月 7 日)。 

東京証券取引所「『会計基準の選択に関する基本的な考え方』の開示内容の分析｣,日本取引

所グループ, 2019 年, https://www.jpx.co.jp/equities/improvements/ifrs/01.html (最終

閲覧日:2021 年 10 月 7 日)。 

東京証券取引所「『会計基準の選択に関する基本的な考え方』の開示内容の分析｣,日本取引

所グループ, 2020 年, https://www.jpx.co.jp/equities/improvements/ifrs/01.html (最終

閲覧日:2021 年 10 月 7 日)。 

東京証券取引所 ｢『会計基準の選択に関する基本的な考え方』の開示内容の分析｣,日本取引

所グループ, 2021 年,  https://www.jpx.co.jp/equities/improvements/ifrs/01.html (最

終閲覧日:2021 年 10 月 7 日)。 

徳賀芳弘｢資産負債中心観における収益認識｣『企業会計』第 55 巻第 11 号, 2003 年, 35-42

頁。 

徳賀芳弘「負債と経済的意義」斎藤静樹・徳賀芳弘責任編集『企業会計の基礎概念』, 中央

経済社, 2011 年,  113-163 頁。 

中村亮介・塚原慎・小澤康裕, 付録 A「新収益認識基準に関するアンケート調査」日本会計

研究学会スタディ・グループ(主査:佐々木隆志), 『顧客との契約から生ずる収益の認識

に関する会計諸問題の研究 –令和元年度最終報告書-』, 2019 年, 102-110 頁。 

西嶋達人｢IASB 概念フレームワーク最新改訂の意義｣『 同志社大学大学院商學論集』 第 53

巻第 2 号, 2019 年, 125-146 頁。 

西嶋達人｢IFRS 第 15 号「顧客との契約から生じる収益」と概念フレームワーク｣『 同志社

大学大学院商學論集』第 54 巻第 2 号, 2020 年, 97-116 頁。 

 



200 

 

新田忠誓「収益」安藤英義・新田忠誓・伊藤邦雄・廣本敏郎編集代表『会計学大辞典』第 5

版, 中央経済社, 2007 年, 696 頁。 

日本会計研究学会収益認識スタディ・グループ(主査:佐々木隆志)『顧客との契約から生

ずる収益の認識に関する会計諸課題の研究 -平成 30 年度中間報告-』, 2018 年。 

日本会計研究学会収益認識スタディ・グループ(主査:佐々木隆志)『顧客との契約から生ずる

収益の認識に関する会計諸課題の研究 –令和元年度最終報告書-』, 2019 年。 

日本公認会計士協会(JICPA), 会計制度委員会研究報告第 13 号｢我が国の収益認識に関する

研究報告(中間報告) –IAS 第 18 号『収益』に照らした考察-｣,2009b 年。 

JICPA, 経営研究調査会研究資料第 6 号｢上場会社等における会計不正の動向｣, 2019a 年。 

ハンス・フーガ―ホースト「純利益と OCI の定義は可能か(ASBJ オープン・セミナー特別

講演) 」『季刊会計基準』第 44 号, 2014 年, 47-53 頁。 

福井義高｢見つかりかけた忘れ物：概念フレームワークと変動する割引率｣『企業会計』第 67

巻第 9 号, 2015 年, 25-32 頁。 

藤井秀樹｢収益認識プロジェクトの現状と展開方向 -基準設定における資産負債アプローチ

の意義と限界-｣『会計・監査ジャーナル』No. 677, 2011 年, 77-86 頁。 

藤井秀樹『入門財務会計』第 3 版, 中央経済社, 2019 年。 

藤井秀樹「収益認識会計基準に関する一考察｣『會計』第 198 巻第 1 号, 2020 年, 1-14 頁。 

藤田敬司｢日本における収益認識基準のあり方と具体的適用問題の検討｣『企業会計』第 55

巻第 11 号, 2003 年, 60-68 頁。 

万代勝信「収益認識プロジェクトの概要」『企業会計』第 60 巻第 8 号, 2008 年, 18-25 頁。 

武藤誠「予算実績差異分析」安藤英義・新田忠誓・伊藤邦雄・廣本敏郎編集代表『会計学大

辞典』第 5 版, 中央経済社, 2007 年, 1310 頁。 

山田辰巳｢IASB 報告(第 37 回会議)｣『会計・監査ジャーナル』No. 591, 2004a 年, 73-79 頁。 

山田辰巳｢IASB 第 41 回会議｣『財務会計基準機構会員サイト』 , 2004b 年, https:// 

www.asb.or.jp/jp/other/archive/minutes/y2004/2004-1215.html (最終閲覧日:2021年6

月 1 日)。 

山田辰巳｢IASB の最近の動向｣『季刊会計基準』第 9 号, 2005a 年, 158-169 頁。 

山田辰巳｢IASB 第 47 回会議｣『財務会計基準機構会員サイト』, 2005b 年, https://www. 

asb.or.jp/jp/other/archive/minutes/y2005/2005-0622.html (最終閲覧日:2021 年 6 月 1

日)。 

山田辰巳｢IASB 第 59 回会議｣『財務会計基準機構会員サイト』, 2006 年, https://www. 

asb.or.jp/jp/other/archive/minutes/y2006/2006-0718.html (最終閲覧日:2021 年 6 月 1

日)。 

山田辰巳｢IASB 報告(第 61 回会議)｣『会計・監査ジャーナル』No. 618, 2007 年, 64-69 頁。 

山田辰巳｢IASB 報告(第 72 回会議)｣『会計・監査ジャーナル』No. 630, 2008a 年, 75-81 頁。 

 



201 

 

山田辰巳｢IASB 第 78 回会議｣『財務会計基準機構会員サイト』, 2008b 年, https://www. 

asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20080415_078.pdf (最終閲覧日:2021 年 6 月 1 日)。 

山田辰巳｢IASB 報告(第 78 回会議)｣『会計・監査ジャーナル』No. 636, 2008c 年, 63-71 頁。 

山田辰巳｢IASB 第 81 回会議｣『財務会計基準機構会員サイト』, 2008d 年, https://www. 

asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20080722_081.pdf (最終閲覧日:2021 年 6 月 1 日)。 

山田辰巳｢MOU のアップデートと信用危機への対応｣『季刊会計基準』第 23 号, 2008e 年, 

23-40 頁。 

山田辰巳｢特集 IASB の最新動向｣『会計・監査ジャーナル』No. 648, 2009 年, 23-33 頁。 

山田浩史｢作成者から見た収益認識会計基準案の課題と展望｣『會計』第 193 巻第 4 号, 2018

年, 1-15 頁。 

山田康裕「国際会計基準における収益認識の変遷」日本会計研究学会スタディ・グループ(主

査:佐々木隆志). 『顧客との契約から生ずる収益の認識に関する会計諸問題の研究 –令

和元年度最終報告書-』, 2019 年, 11-21 頁。 

横田絵里・鬼塚雄大, 日本会計研究学会第 79 回大会自由論題報告論文「わが国マネジメン

ト・コントロールにおける経営企画部門の実態」, 2020 年。 

姚小佳｢収益認識モデルに関する研究 –IASB・FASB 収益認識プロジェクト『2011 年公開

草案』を中心として-｣『会計プログレス』No. 13, 2012 年, 59-72 頁。 

山枡忠恕「会計理論における伝統と変容」山枡忠恕責任編集『会計学基礎理論』, 中央経済

社, 1980 年, 237-279 頁。 

米山正樹「概念フレームワークプロジェクト ―純利益と「その他の包括利益」の分類規準

をめぐる通年の検証｣辻山栄子編著『IFRS の会計思考 ―過去・現在そして未来への展

望―』, 中央経済社, 2015 年, 35-74 頁。 

PwC あらた監査法人編, IFRS 解説シリーズⅤ『収益認識 –IFRS 第 15 号「顧客との契約か

ら生じる収益」』, 第一法規, 2015 年。 

PwC あらた有限責任監査法人｢国際財務報告基準(IFRS)に基づく連結財務諸表のひな型｣

2020 年 12 月末【日本語】, 2020 年。 

EY 新日本監査有限責任法人｢IFRS 連結財務諸表記載例 2022 版｣, EY 新日本有限責任監査

法 人 , 2022 年 , https://www.ey.com/ja_jp/ifrs/ifrs-insights/2021/ifrs-others-other-

consolidated-financial-statements-2022 (最終閲覧日:2022 年 1 月 12 日)。 

 

 

 

 

 

 

 



202 

 

[外国語文献] 

Accounting Standards Board of Japan (ASBJ), Tentative Translation: 16 Mar. 2007, 

Discussion Paper, Conceptual Framework of Financial Accounting, 2007a, Financial 

Accounting Standards Foundation. 

American Accounting Association (AAA), Committee on Accounting Concepts and 

Standards, Accounting and Reporting Standards for Corporate Financial 

Statements -1957 Revision-, The Accounting Review, Vol. 32, No. 4, 1957, pp.536-

546. (中島省吾訳『A.A.A.会計原則 –原文・解説・訳文および訳注-』増訂､中央経済社, 

1980 年。) 

AAA, 1964 Concepts and Standards Research Study Committee, The Realization 

Concept, The Accounting Review, Vol. 40, No. 2, 1965, pp.312-322. 

AAA, Committee on Concepts and Standards External Financial Reporting, Report of 

the 1973-73 Committee on Concepts and Standards – External Reporting, The 

Accounting Review Vol. 49, Supplement, 1974, pp.202-220. 

American Accounting Association and Financial Accounting Standard Board 

(AAA/FASB). 2007 AAA-FASB Financial Reporting Issues Conference, 

Reconsidering Revenue Recognition November 30-December 1, 2007. 2007. 

Baker, C. Richard, SEC and EITF Initiatives on Internet Accounting, The CPA Journal, 

Vol. 71, No.7, 2001, pp.24-31. 

Bryan, Stephen, Lee-Seok Hwang, and Steven Lilien, Assessment of Analyst' Target 

Prices, The CPA Journal, Vol. 71, No. 7, 2001, pp.47-52. 

Committee of Sponsoring Organization of Treadway Commission (COSO), Fraudulent 

Financial Reporting: 1987-1997, An Analysis of U.S. Public Companies, 1999. 

European Commission, Commission Regulation (EU) 2016/1905 of 22 September 2016, 

2016. 

European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), The PPAinE Discussion Paper 

3, Revenue Recognition – A European Contribution, 2007. 

EFRAG, Comment Letter Re: Preliminary Views on Revenue Recognition in Contracts 

with Customers, July, 27, 2009, 2009. 

EFRAG, Comment Letter Re: Revenue from Contracts with Customers, October, 22, 

2010, 2010a. 

EFRAG, EFRAG Update, from January to December, 2010, EFRAG Home Page, 2010b, 

http://www.efrag.org/Decisions. 

EFRAG, EFRAG Update, from January to December, 2011, EFRAG Home Page, 2011, 

http://www.efrag.org/Decisions. 

 



203 

 

EFRAG, Comment Letter Re: Revenue from Contracts with Customers, April, 17, 2012. 

2012a. 

EFRAG, EFRAG Update, from January to December, 2012, EFRAG Home Page. 2012b, 

http://www.efrag.org/Decisions. 

EFRAG, Letter to EC Adoption of Clarification to IFRS15 Revenue from Contracts with 

Customers, July, 6, 2016, 2016. 

EFRAG, EFRAG Today, EFRAG Home Page, 2017, http://www.efrag.org/About/Facts. 

Financial Accounting Standards Board (FASB), FASB Discussion Memorandum: An 

Analysis of Issues Related to Conceptual Framework for Financial Accounting and 

Reporting: Elements of Financial Statements and Their Measurement, 1976. (津守

常弘監訳『FASB 財務会計のフレームワーク』, 中央経済社, 1997 年。) 

FASB, Statement of Financial Accounting Concepts No.5: Recognition and Measurement 

in Financial Statements of Business Enterprises, 1984. (平松一夫・広瀬義州訳『FASB

財務会計の諸概念』増補版, 中央経済社, 2002 年。) 

FASB, Statement of Financial Accounting Concepts No.6, Elements of Financial 

Statements, 1985. (平松一夫・広瀬義州訳『FASB 財務会計の諸概念』増補版, 中央経

済社, 2002 年。) 

FASB, G4+1 Communiqué Number 10, January 2001, 2001. 

FASB, News Release 01/14/02: FASB Focus on Three New Projects – Revenue and 

Liability Recognition, Disclosure about Intangible Assets, and Simplification of 

Accounting Literature, January, 14, 2002. 2002a, http://www.fasb.org/news/ 

nr011402.shtml. (最終閲覧日:2016 年 11 月 28 日。) 

FASB, Proposal for a New Agenda Project FASB Focus Issues Related to the Revenues 

and Liabilities, 2002b. 

FASB, Minutes of the May, 15, 2002 Board Meeting -Proposal for a New Agenda Project 

on Issues Related to the Recognition of Revenue and Liabilities, 2002c. 

FASB, Minutes of the September 18, 2002 Joint FASB/IASB Board Meeting, 2002d. 

FASB, The Revenue Recognition Project, The FASB Report, December 24,2002, 2002e. 

FASB, Revised Minutes of the January 22, 2003 Board Meeting, 2003a. 

FASB, Revenue Recognition and Related Issues, Financial Accounting Standards 

Advisory Council, June 2003, Attachment G, 2003b. 

FASB, Minutes of the October 22, 2003 Tripaties FASB/IASB/AcSB Board Meeting, 

2003c. 

FASB, Minutes of the December 10, 2003 FASB Board Meeting, 2003d. 

FASB, Revenue Recognition and Related Issues, Financial Accounting Standards 

Advisory Council, December 2003, Attachment F, 2003e. 



204 

 

FASB, FASB Response to Study on the Adoption of a Principles-Based Accounting 

System, July 2004, 2004. 

FASB, Minutes of the May 11, 2005 FASB Board Meeting, 2005a. 

FASB, Board Meeting Handout May 11, 2005 Revenue Recognition, 2005b. 

FASB, Minutes of the October 24, 2006 FASB-IASB Joint Board Meeting, 2006. 

FASB, Minutes of the October 22, 2007 FASB-IASB Joint Board Meeting, 2007a. 

FASB, Educational Session Handout November 20, 2007, Joint Revenue Recognition 

Project, 2007b. 

FASB, Accounting Standard Update No.2014-14 Revenue from Contracts with 

Customers (Topic606), 2014a. 

FASB, Accounting Standard Update No.2014-14 Revenue from Contracts with 

Customers (Topic606) Background Information and Basis for Conclusions, 2014b. 

FASB, Accounting Standard Update No.2016-10 Revenue from Contracts with 

Customers (Topic606), Identifying Performance Obligation and Licensing, 2016. 

FASB, Conceptual Framework for Financial Reporting as Amended, Statement of 

Financial Accounting Concepts No.8, 2018. 

FASB, Board Meeting Handout July 28, 2021 Post-Implementation Review of Topic 606 

Revenue from Contracts with Customers, 2021a. 

FASB, Minutes of the July 28, 2021 Board Meeting on Revenue Recognition Post-

Implementation, 2021b, https://www.fasb.org/jsp/FASB/Document_C/ 

DocumentPage& cid =1176177023472. (最終閲覧日:2022 年 1 月 30 日。) 

Financial Accounting Standard Board and International Accounting Standard Board 

(FASB/IASB), NEWS RELEASE 09/17/02: FASB and IASB Will Hold Joint Meeting 

in Support of Convergence of Global Accounting Standards, 2002a, http:// 

www.fasb.org/news/ nr091702.shtml. (最終閲覧日:2022 年 1 月 30 日。) 

FASB/IASB, Joint Board Discussion September 18, 2002, Board Meeting Handout / 

Information for Observers, 2002b. 

General Accounting Office (GAO), Report to the Chairman, Committee on Banking, 

Housing, and Urban Affairs, U.S. Senate, Financial Statement Restatements: 

Trends, Market Impacts, Regulatory Responses, and Remaining Challenges, 2002. 

International Accounting Standards Board (IASB), Framework for the Preparation and 

Presentation of Financial Statements, 1989. (国際会計基準財団訳『財務諸表の作成

及び表示に関するフレームワーク』, 国際会計基準財団, 2009a 年。) 

IASB, International Accounting Standard No.18 Revenue, 1993a. (国際会計基準財団訳,

国際会計基準第 18 号｢収益｣, 国際会計基準財団, 2009b 年。) 

 



205 

 

IASB, International Accounting Standard No.11 Revenue, 1993b. (国際会計基準財団訳, 

国際会計基準第 11 号｢工事契約｣, 国際会計基準財団, 2009c 年。) 

IASB, Revenue Recognition (Agenda Paper 12), Information for Observers, March, 2006, 

2006a. 

IASB, Revenue Recognition Board Meeting (Agenda Paper 5), Information for Observers, 

25 April, 2006, 2006b. 

IASB, Revenue Recognition Board Meeting Due Process Document (Agenda Paper 16), 

Information for Observers, 19 October, 2006, 2006c. 

IASB, Discussion Paper: Preliminary Views on Revenue Recognition in Contracts with 

Customers. 2008. (国際会計基準財団訳, ディスカッション・ペーパー｢顧客との契約に

おける収益認識についての予備的見解｣, 国際会計基準財団, 2009 年｡) 

IASB, Exposure Draft ED/2010/6 Revenue from Contracts with Customers, 2010a. (国

際会計基準財団訳, 公開草案 ED/2010/6｢顧客との契約から生じる収益｣, 国際会計基

準財団, 2010a 年。) 

IASB, Exposure Draft ED/2010/6 Basis for Conclusions, Revenue from Contracts with 

Customers, 2010b. (国際会計基準財団訳, 公開草案 ED/2010/6 ｢『顧客との契約から

生じる収益』結論の根拠｣, 国際会計基準財団, 2010b 年。) 

IASB, Exposure Draft ED/2011/6 A Revision of ED/2010/06 Revenue from Contracts with 

Customers, 2011a. (IFRS 財団訳 公開草案 ED/2011/6｢ED/2010/06『顧客との契約か

ら生じる収益』の改訂｣, IFRS 財団, 2011a 年。) 

IASB, Exposure Draft ED/2011/6 Basis for Conclusions, Revenue from Contracts with 

Customers, 2011b. (IFRS 財団訳, 公開草案 ED/2011/6 ｢『顧客との契約から生じる収

益』結論の根拠｣, IFRS 財団, 2011b 年。) 

IASB, Exposure Draft ED/2011/6 Illustrative Examples, Revenue from Contracts with 

Customers, 2011c. (IFRS 財団訳, 公開草案 ED/2011/6 ｢『顧客との契約から生じる収

益』設例｣, IFRS 財団, 2011c 年。) 

IASB, International Financial Reporting Standard No.15 Revenue from Contracts with 

Customers, 2014a. (IFRS 財団訳, IFRS15｢顧客との契約から生じる収益｣, IFRS 財団, 

2015a 年。) 

IASB, Basis for Conclusions, Revenue from Contracts with Customers, 2014b. (IFRS 財

団訳, ｢IFRS15『顧客との契約から生じる収益』結論の根拠｣, IFRS 財団, 2015b 年。) 

IASB, Conceptual Framework for Financial Reporting, 2018a. 

IASB, Basis for Conclusions, Conceptual Framework for Financial Reporting, 2018b. 

(IFRS 財団訳, ｢『財務報告に関する概念フレームワーク』結論の根拠｣, IFRS 財団, 

2018b 年。) 

 



206 

 

International Accounting Standards Board and Financial Accounting Standards Board 

(IASB/FASB), Revenue Recognition IASB/FASB Meeting Due Process Document 

(Agenda Paper 7), Information for Observers, October, 24, 2006, 2006. 

IASB/FASB, PAAinE Discussion Paper: Revenue Recognition – A European Contribution, 

Information for Observers, April, 21, 2008, 2008. 

International GAAP Holdings Limited, Model Financial Statements for the Year Ended 

31 December 2021, Deloitte IAS Plus Home Page, 2021, https://www.iasplus.com/en/ 

publications/global/models-checklists/2021/mfs-2021. (最終閲覧日:2022 年 1 月 12

日。) 

KPMG International Standards Group, KPMG International Limited, Model Illustrative 

Disclosures: Guide to Annual Financial Statements, Home.kpmg/ifrs Home Page, 

2021, https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2021/09/2021-ifs.pdf. (最終閲覧

日:2022 年 1 月 12 日。) 

Linsmeier, Tom, Conceptual Differences Between Current and Proposed Revenue 

Recognition Models, 2007 AAA-FASB Financial Reporting Issues Conference, 

Reconsidering Revenue Recognition, November 30, 2007, 2007. 

Paton, William, A. and A.C. Littleton, An Introduction to Corporate Accounting 

Standards. American Accounting Association, 1940.  (中島省吾訳『会社会計基準序

説』改訂版, 森山書店, 1958 年。) 

Security and Exchange Committee (SEC), Staff Accounting Bulletin No. 101, Revenue 

Recognition in Financial Statements, 1999. 

SEC, Study Pursuant to Section 108(d) of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 on Adoption 

by United States Financial Reporting System of Principles-Based Accounting 

System, 2003. 

Storey, Reed K. and Sylvia Storey, The Framework of Financial Accounting Concepts and 

Standards, Financial Accounting Standards Board Special Report, 1998. ((財)企業財

務制度研究会訳『財務会計の概念および基準のフレームワーク』COFRI 実務研究叢書, 

中央経済社, 2001 年。) 

Turner, Lynn E. Letter from the Chief Accountant: Accounting Issues Related to Internet 

Operations, 1999. 

 

 

 

 

 

 



207 

 

[企業財務報告書類] 

アイシン精機｢第 96 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

アイティメディア｢第 20 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

アウトソーシング｢第 22 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

アサヒグループホールディングス｢第 95 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

アサヒホールディングス｢第 10 期有価証券報告書｣,2019 年。 

味の素｢第 141 期有価証券報告書｣,2019 年。 

アステラス製薬｢第 14 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

アステリア｢第 21 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

アドバンテスト｢第 77 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

アドベンチャー｢第 13 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

アマダホールディングス｢第 81 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

アマダ｢第 83 期有価証券報告書｣, 2021 年。 

アルテリア・ネットワークス｢第 4 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

アルヒ｢第 5 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

アンリツ｢第 93 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

飯田グループホールディングス｢第 6 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

伊藤忠エネクス｢第 59 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

伊藤忠商事｢第 95 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

伊藤忠テクノソリューションズ｢第 40 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

インターネットイニシアティブ｢第 27 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ウィルグループ｢第 13 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ウイングアーク 1st ｢2019 年 2 月期連結財務諸表｣, 2019 年 , https://ir.wingarc.com/ 

koukoku /file/IFRS_tekiyou.pdf (最終閲覧日:2021 年 6 月 18 日)。 

ウルトラファブリックス・ホールディングス｢第 53 期有価証券報告書｣, 2018 年。 

エア・ウォーター｢第 20 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

エイチワン｢第 13 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

エーザイ｢第 107 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

エヌ・ティ・ティ・データ｢第 31 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

エヌ・ティ・ティ都市開発｢第 34 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

エフ・シー・シー.｢第 89 期有価証券報告書｣,2019 年。 

エムスリー｢第 19 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

荏原製作所｢第 156 期有価証券報告書｣, 2021a 年。 

荏原製作所｢第 157 期第 1 四半期四半期報告書｣, 2021b 年。 

エフティグループ｢第 35 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

エボラブルアジア｢第 12 期有価証券報告書｣, 2018 年。 



208 

 

大塚ホールディングス｢第 11 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

大塚ホールディングス｢第 12 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

小野薬品工業｢第 71 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

オムロン｢第 82 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

オリックス｢第 56 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

オリンパス｢第 150 期有価証券報告書｣, 2018 年。 

オリンパス｢第 153 期有価証券報告書｣, 2021 年。 

花王｢第 112 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

カカクコム｢第 22 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

カゴメ｢第 76 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

兼松｢第 125 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

きずなホールディングス｢有価証券届出書｣, 2020 年。 

キッコーマン｢第 104 期有価証券報告書｣, 2021 年。 

キヤノン｢第 118 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

キュービーネットホールディングス｢第 5 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

京セラ｢第 65 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

協和発酵キリン｢第 94 期有価証券報告書｣, 2017 年。 

協和発酵キリン｢第 95 期有価証券報告書｣, 2018 年。 

協和発酵キリン｢第 96 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

キリンホールディングス｢第 178 期有価証券報告書｣, 2017 年。 

キリンホールディングス｢第 179 期有価証券報告書｣, 2018 年。 

クックパッド｢第 22 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

クボタ｢第 129 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

窪田製薬ホールディングス｢第 4 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

クリエイト・レストランツ・ホールディングス｢第 22 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

栗田工業｢第 84 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

クレディセゾン｢第 69 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

クレハ｢第 106 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ケーヒン｢第 78 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

コカ・コーラボトリングジャパンホールディングス｢第 61 期有価証券報告書｣,2019 年。 

コナミホールディングス｢第 47 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

コニカミノルタ｢第 115 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

小松製作所｢第 150 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

小松製作所｢第 152 期有価証券報告書｣, 2021 年。 

コメダホールディングス｢第 5 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

コロワイド｢第 57 期有価証券報告書｣, 2019 年。 



209 

 

コンヴァノ｢第 6 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

サッポロホールディングス｢第 95 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

沢井製薬｢第 70 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

参天製薬｢第 107 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

サントリー食品インターナショナル｢第 10 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

山洋電気｢第 117 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ジーエヌアイグループ｢第 18 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

シェアリングテクノロジー｢第 13 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ジェイ エフ イー ホールディングス｢第 17 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ジェイテクト｢第 120 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

塩野義製薬｢第 155 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

塩野義製薬｢第 156 期有価証券報告書｣, 2021 年。 

じげん｢第 13 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

シスメックス｢第 52 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ショーワ｢第 111 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

信和｢第 5 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

スカラ｢第 33 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

すかいらーく｢第 8 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

スシローグローバルホールディングス｢第 5 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

スミダコーポレーション｢第 64 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

住友化学｢第 138 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

住友金属鉱山｢第 94 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

住友ゴム工業｢第 127 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

住友商事｢第 148 期有価証券報告書｣, 2016 年。 

住友商事｢第 151 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

住友ベークライト｢第 128 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

住友理工｢第 131 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

セイコーエプソン｢第 77 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

セプテーニ･ホールディングス｢第 29 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ゼロ｢第 73 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

双日｢第 16 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

そーせいグループ｢第 29 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ソニー｢2018 年度有価証券報告書｣, 2019 年。 

ソフトバンク｢第 33 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ソフトバンクグループ｢第 39 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ソレイジア・ファーマ｢第 11 期有価証券報告書｣, 2019 年。 
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第一三共｢第 14 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ダイレクトマーケティングミックス｢有価証券届出書｣, 2021 年。 

大日本住友製薬｢第 199 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

大陽日酸｢第 15 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

武田薬品工業｢第 142 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

田辺三菱製薬｢第 12 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

チェンジ｢第 18 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

中外製薬｢2018 年有価証券報告書｣, 2019 年。 

ツバキ・ナカシマ｢第 13 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ツガミ｢第 116 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ツガミ｢第 117 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

ティアック｢第 71 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

テイ・エス テック｢第 73 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ディー・エヌ・エー｢第 21 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

テクノプロ・ホールディングス｢第 14 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

テクマトリックス｢第 27 期有価証券報告書｣, 2021 年。 

デジタルガレージ｢第 24 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

デコルテ・ホールディングス｢有価証券届出書｣, 2021 年。 

テルモ｢第 104 期有価証券報告書｣,2019 年。 

デンソー｢第 96 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

電通｢第 170 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

東芝｢第 180 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

トーセイ｢第 70 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

東レ｢第 140 期有価証券報告書｣, 2021 年。 

豊田合成｢第 96 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

トヨタ自動車｢2019 年 3 月期有価証券報告書｣, 2019 年。 

豊田自動織機｢第 141 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

豊田通商｢第 98 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

トヨタ紡織｢第 94 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

トリドールホールディングス｢第 29 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ナブテスコ｢第 16 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ナレッジスイート｢第 14 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

日本取引所グループ｢第 18 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ニコン｢第 155 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

日医工｢第 55 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

日機装｢第 78 期有価証券報告書｣, 2019 年。 
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日信工業｢第 66 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

日新製糖｢第 9 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

日清食品ホールディングス｢第 71 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

日東電工｢第 154 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

日本板硝子｢第 153 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

日本航空｢第 72 期有価証券報告書｣, 2021 年。 

日本触媒｢第 107 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

日本精機｢第 74 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

日本精工｢第 158 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

日本製鉄｢第 94 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

日本たばこ産業｢第 34 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

日本電気｢第 181 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

日本電産｢第 46 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

日本電信電話｢第 34 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

日本電波工業｢第 78 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

日本特殊陶業｢第 120 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

日本ペイントホールディングス｢第 193 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング｢第 20 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ネクソン｢第 17 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

野村総合研究所｢第 56 期有価証券報告書｣, 2021 年。 

野村ホールディングス｢第 115 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ノーリツ鋼機｢第 64 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

パナソニック｢第 112 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

バリオセキュア｢有価証券届出書｣, 2020 年。 

パルコ｢第 80 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

バンドー化学｢第 96 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

光通信｢第 32 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ビジネスブレイン太田昭和｢第 53 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

ビジネスブレイン太田昭和｢第 54 期有価証券報告書｣, 2021 年。 

日立化成｢第 70 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

日立金属｢第 82 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

日立キャピタル｢第 62 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

日立建機｢第 55 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

日立製作所｢第 150 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

日立ハイテクノロジーズ｢第 100 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

日立物流｢第 60 期有価証券報告書｣, 2019 年。 
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ヒロセ電機｢第 72 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ヒロセ電機｢第 73 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

富士通｢第 119 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

富士フイルムホールディングス｢第 123 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ファーストリテイリング｢第 58 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ブラザー工業｢第 127 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ブリヂストン｢第 102 期有価証券報告書｣, 2021 年。 

プレミアグループ｢第 4 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

プレミアムウォーターホールディングス｢第 14 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

ブロードリーフ｢第 10 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

プロネクサス｢第 76 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

ベイカレント・コンサルティング｢第 5 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ペイロール｢有価証券届出書｣, 2021a 年。 

ペイロール｢第 4 期有価証券報告書｣, 2021b 年。 

ヘリオス｢第 10 期有価証券報告書｣, 2021 年。 

ベルシステム 24 ホールディングス｢第 5 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ホットリンク｢第 20 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

本田技研工業｢第 95 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

マキタ｢第 107 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

マクロミル｢第 6 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

マネックスグループ｢第 15 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

丸紅｢第 95 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

三浦工業｢第 61 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

メタップス｢第 12 期第 4 四半期四半期報告書｣, 2019 年。 

メンバーズ｢第 23 期有価証券報告書｣, 2018 年。 

三井化学｢第 24 期有価証券報告書｣, 2021 年。 

三井物産｢第 100 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

三菱ケミカルホールディングス｢第 14 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

三菱商事｢平成 30 年度有価証券報告書｣, 2019 年。 

三菱重工業｢2018 年度有価証券報告書｣, 2019 年。 

ミネベアミツミ｢第 73 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

村田製作所｢第 83 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

安川電機｢第 104 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

八千代工業｢第 66 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ユタカ技研｢第 33 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ヤフー｢第 24 期有価証券報告書｣, 2019 年。 
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ヤマハ｢第 196 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

雪国まいたけ｢有価証券届出書｣, 2020 年。 

ユニ・チャーム｢第 59 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ユニー・ファミリーマートホールディングス｢第 38 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

夢展望｢第 22 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

横浜ゴム｢第 142 期有価証券報告書｣, 2018 年。 

横浜ゴム｢第 144 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

ライオン｢第 158 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

楽天｢第 19 期有価証券報告書｣, 2016 年。 

リコー｢第 119 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

リクルートホールディングス｢第 59 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

リンクアンドモチベーション｢第 19 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ルネサスエレクトロニクス｢第 17 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

レノバ｢第 22 期有価証券報告書｣, 2021 年。 

ワコールホールディングス｢第 71 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ワールド｢第 61 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

AGC｢第 94 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

ASJ｢第 36 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

CYBERDYNE｢第 14 期有価証券報告書｣, 2018 年。 

CYBERDYNE｢第 15 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

DGM 森精機｢第 71 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

GCA｢第 11 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

GMO ペイメントゲートウェイ｢第 26 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

HOYA｢第 81 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

IHI｢第 204 期有価証券報告書｣, 2021 年。 

J トラスト｢第 43 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

J.フロントリテイリング｢第 12 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

JMDC｢有価証券届出書｣, 2019 年。 

JVC ケンウッド｢第 10 期有価証券報告書｣, 2018 年。 

JSR｢第 74 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

JXTG ホールディングス｢第 9 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

KDDI｢第 35 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

KYB｢第 97 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

KeyHolder｢第 52 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

LIFULL｢第 25 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

LINE｢第 19 期有価証券報告書｣, 2019 年。 
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LIXIL グループ｢第 77 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

MS & Consulting｢有価証券届出書｣, 2017 年。 

NISSHA｢第 101 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

NTT ドコモ｢第 28 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

RIZAP グループ｢第 16 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

SBI ホールディングス｢第 21 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

SCSK｢第 53 期有価証券報告書｣, 2021 年。 

SUBARU｢第 89 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

TDK｢第 123 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

THK｢第 50 期有価証券報告書｣, 2020 年。 

VT ホールディングス｢第 37 期有価証券報告書｣, 2019 年。 

 

 

[会計基準開発での提出コメント等] 

あずさ監査法人監査実務従事者グループ, 提出コメント「『収益認識に関する論点整理』に

関 す る コ メ ン ト ｣ , 2009 年 , https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/ 

summary_issue/y2009/2009-0908/comment.html (最終閲覧日:2022 年 2 月 14 日)。 

あずさ監査法人品質管理部, 提出コメント「『顧客との契約から生じる収益に関する論点整

理』に関するコメント｣, 2011 年, https://www.asb.or.jp/jp/ accounting_standards/ 

summary_issue/y2011/2011-0120/comment.html(最終閲覧日:2022 年 3 月 4 日)。 

あらた監査法人品質管理部アカウンティング・サポート・グループ, 提出コメント「『収益

認識に関する論点整理』に関するコメント｣ , 2009 年 , https://www.asb.or.jp/ 

jp/accounting_standards/summary_issue/y2009/2009-0908/comment.html  (最終閲

覧日:2022 年 2 月 14 日)。 

あらた監査法人アカウンティング・サポート部, 提出コメント「『顧客との契約から生じる

収益に関する論点整理』に対するコメント｣ , 2011 年 , https://www.asb.or.jp/ 

jp/accounting_standards/summary_issue/y2011/2011-0120/comment.html(最終閲覧

日:2022 年 3 月 4 日)。 

石王丸周夫, 提出コメント「『収益認識に関する論点整理』についてのコメント｣, 2009 年, 

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/summary_issue/y2009/2009-0908/ 

comment.html (最終閲覧日:2022 年 3 月 7 日)。 

岩谷誠治 , 提出コメント「『収益認識に関する論点整理』に関する意見｣ , 2009 年 , 

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/summary_issue/y2009/2009-0908/ 

comment.html (最終閲覧日:2022 年 3 月 7 日)。 

経済産業省, 提出コメント「『収益認識に関する論点整理』に対する意見について｣, 2009 年, 

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/summary_issue/y2009/2009-0908/ 
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comment.html (最終閲覧日:2022 年 3 月 7 日)。 

建設業振興基金, 提出コメント「『収益認識に関する論点整理』について｣ , 2009 年, 

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/summary_issue/y2009/2009-0908/ 

comment.html (最終閲覧日:2022 年 3 月 7 日)。 

建設業振興基金, 提出コメント「『顧客との契約から生じる収益に関する論点整理』につい

て｣, 2011 年, https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/summary_issue/y2011/ 

2011-0120/comment.html(最終閲覧日:2022 年 3 月 7 日) 。 

佐々木秀和, 提出コメント「『収益認識に関する論点整理』に対するコメント｣, 2009 年 

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/summary_issue/y2009/2009-0908/ 

comment.html (最終閲覧日:2022 年 3 月 7 日)。 

佐藤郁裕, 提出コメント「『収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見募集』

に対する意見｣ , 2016 年 ,  https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/misc/ 

misc_others/2016-0204/2016-1026-2.html (最終閲覧日:2017 年 7 月 17 日) 。 

情報サービス産業協会企画委員会財務税制部会, 提出コメント「『収益認識に関する論点整

理』に関する意見と要望｣, 2009 年, https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/ 

summary_issue/y2009/2009-0908/comment.html (最終閲覧日:2022 年 3 月 7 日) 。 

情報サービス産業協会企画委員会財務税制部会, 提出コメント「『顧客との契約から生じる

収益に関する論点整理』に関する意見と要望｣, 2011 年, https:/www.asb.or.jp/jp/ 

accounting_standards/summary_issue/y2011/2011-0120/comment.html( 最 終 閲 覧

日:2022 年 3 月 7 日)。 

新日本有限監査法人, 提出コメント「『収益認識に関する論点整理』についての意見｣, 2009

年 , https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/summary_issue/y2009/2009-

0908/comment.html (最終閲覧日:2022 年 2 月 14 日) 。 

新日本有限責任監査法人, 提出コメント「『顧客との契約から生じる収益に関する論点整理』
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